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はじめに

地球温暖化の影響なのか世界各地で極端な気象・気候現象が頻発しています。福岡県においても平

成29年度の県政10大ニュースのトップは、「平成29年7月九州北部豪雨」災害の発生でした。今ま

でに経験したことのない災害で、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 
さて、当所における平成29年度の主な出来事や取り組みについて御紹介します。 
最初に保健分野では、人獣共通感染症対策として、ダニを媒介とした家庭で飼育されているペット

の重症熱性血小板減少症候群(SFTS)感染調査等を実施しました。また、近年問題となっている薬剤耐

性菌対策の一環として、感染症の治療に多く使われるカルバペネム抗菌薬に耐性を示すカルバペネム

耐性腸内細菌科細菌(CRE)の検査を開始しました。これは突発的な事例ですが、高齢者施設における

原因不明の呼吸器疾患の集団発生を受けて、原因究明を行いました。なかなか感染源が判らなかった

のですが、国立感染症研究所の協力を得て解明することができました。 
食中毒関連では、ノロウィルスによる食中毒が多発していることを受けて、抗ウィルス薬のスクリ

ーニングを始めています。また、腸管出血性大腸菌による食中毒の広域発生事例に対応するため、遺

伝子検査体制を整備しました。 
医薬品関連では、ジェネリック医薬品の利用拡大に向けて自動溶出試験機を更新し、品質試験に本

格的に取組んでいます。 
環境分野では、5 月に発生した産業廃棄物中間処理施設火災への対応が挙げられます。周辺住民へ

の健康影響が心配されたこともあり、計測技術課、大気課、水質課及び廃棄物課の４つの課が協力し

て、廃棄物及び周辺環境の調査を実施しました。特に「燃えた廃棄物」の分析は困難でしたが、分析

工程を工夫することにより分析時間の大幅な短縮に成功し、火災の事後処理に貢献することができま

した。 
また、英彦山及び犬ヶ岳生態系回復事業の一環として、絶滅危惧植物の種子の採取･保存やシカ柵の

設置等を行いました。 
国際協力関連では、中国大気環境改善のための都市間連携事業として、福岡県が進めているモデル

事業の評価のため職員を江蘇省に派遣しました。また、日韓海峡沿岸県市道環境技術交流事業として、

平成28年度に引き続き、大気中の揮発性有機化合物調査を実施しました。さらに、福岡県とインド・

デリー準州友好提携 10 周年記念事業のひとつとして開催された大気環境セミナーに講師として職員

を派遣しております。 
所内に目を向けますと、28 年度の「若手ミーティング」に引き続き、29 年度は入庁 2 年目の職員

を対象とした「所内インターンシップ」を実施しました。短い時間ですが、所属課と異なる課での体

験は、今後、彼らのキャリア形成に役に立つものと考えています。 
私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはそれに取り残されることなく、業務を

行っていく所存です。なお一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願いします。 

平成 年 月

福岡県保健環境研究所長 香月 進
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 、ダイオキシンの健康への影響について

近代は様々な化学物質が生産、副生あるいは非意図的に生成

され環境中や人体に拡散・移行している。このような化学物質

のなかで残留性の高いポリ塩化ビフェニール（ ）やダイオキ

シン類は内分泌かく乱物質（ ）として知られており、環境汚

染物質として広く分布し、食物連鎖を介してヒト体内に蓄積さ

れている。このため人体に取り込まれ、蓄積した 、ダイオキ

シン類が人の健康におよぼす影響が危惧されている。ここでは

油症研究や妊婦の血液中 、ダイオキシン類濃度の研究成果を

中心に 、ダイオキシン類の健康への影響について解説する。

． 、ダイオキシン類分析法および化合物の毒性評価

、ダイオキシン類の人体汚染濃度を分析するためには多量

の血液（ ）試料を採取することが必要で、大変な困難を伴

い、多額の費用と長い時間を要した。我々は 年に少量のヒ

ト血液 や母乳（ ）試料等から正確で迅速にダイオキシ

ン類を測定できる分析法を確立し、大規模な人体汚染状況調査

を可能とした。

人体に取り込まれたダイオキシン類は芳香族炭化水素レセプ

ター（ ）に結合し毒性が発揮されると考えられている。最も

毒性の高い の毒性を とし相対毒性係数（ ）

を定め、各異性体濃度と の積の合計値（

毒性等価量）を用いることにより、ダイオキシン類の毒性評価

が行われている 下図参照 。 が定められた化合物はポリ塩化

ジベンゾ ジオキシン（ ） 種、ポリ塩化ジベンゾフラン

（ ） 種、ノンオルソ 種、モノオルソ 種の合

計 種で、これらはまとめてダイオキシン類と呼ばれている。

また、ダイオキシン類は体内では脂肪中に溶けて存在すると考

えられるため血液中脂肪含量変化の影響を勘案し、脂肪重量あ

たりの濃度： で評価される報告が多く見られる。

は分子内に存在する塩素の数が ～ 個で 種類の異性

体が存在し、各異性体には から までの通し番号が付けら
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では吸収・代謝により、～ 塩素化合物を中心に 種程度の異

性体が検出されている。生体内の汚染評価はこれら異性体の濃

度の合計値を用い、総 濃度として評価される。

．カネミ油症患者の 、ダイオキシン類測定結果

カネミ油症事件は 年に西日本を中心に発生し、 人以
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混入し発生した食中毒事件と考えられていたが、現在では

を熱媒体として高温に加熱して使用したため派生した が毒
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オキシン類による大規模な人体汚染事例で、これら化合物によ

保健環境トピックス ―保健関係―

PCDD TEF PCDF TEF PCB TEF
2,3,7,8-TeCDD 1 2,3,7,8-TeCDF 0.1 Non-ortho
1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDF 0.03 3,3‘,4,4’-TeCB(#77) 0.0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 2,3,4,7,8-PeCDF 0.3 3,3‘,4,4’,5-PeCB(#126) 0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 3,3‘,4,4’,5,5'-HxCB(#169) 0.03
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 Mono-ortho
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) 0.00003
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 0.0003 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 0.0003 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) 0.00003

ポリ塩化ビフェニール（PCB)

ダイオキシン類の構造

主なダイオキシン類化合物とTEF

毒性等価係数(TEF : Toxicity Equivalency Factor)
・WHOにより決められたダイオキシン類の毒性評価係数
・2,3,7,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン（TeCDD）の毒性を「1」とした時の相対的毒性評価
・PCDD（7種）、PCDF(10種）、ノンオルソPCB(4種）、モノオルソPCB（8種）の合計29化合物に係数が定められている

ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン（PCDD） ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）
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る生体影響に関する多くの知見が得られている。カネミ油症の

診定基準には皮膚症状、眼科症状があげられているが、内科、

皮膚科、呼吸器科、眼科、産婦人科等の多岐にわたる症状が報

告されている。しかし、カネミ油症患者の症状の中には血液中

、ダイオキシン類濃度と相関が見られないものもあった。こ

のため患者さんの遺伝的要因が関係していることが推察され、

ダイオキシン類のレセプターである の遺伝子多型との相関

が調べられている。これまでのところ遺伝子多型により血液中

ダイオキシン類濃度の半減期が異なることが報告されている。

カネミ油症の発症メカニズムはダイオキシン類が に結合す

ると、細胞や遺伝子を活性酸素が傷つける「酸化ストレス」が

増え、体調不良を引き起こすと考えられ、酸化ストレスを軽減

する漢方薬や抗酸化作用を持つ食品を摂取することが推奨され

ている。

ダイオキシン類の母子間の移行を解析するため、 年から

年にカネミ油症患者の母親が出産した児の保存されていた

「へその緒」中のダイオキシン類濃度を測定した。その結果、

事件発生後 年以内 － 年 に生まれた児の一部のへそ

の緒から高濃度のダイオキシン類が検出され、母親の血液中ダ

イオキシン濃度が高い場合はへその緒のダイオキシン濃度も高

かった。

カネミ油症患者の母親の血液中ダイオキシン類濃度と生まれ

た子供の出生体重を比較すると母親の血液中ダイオキシン類濃

度が高いと男児で低体重になりやすい傾向が見られた。従って、

ダイオキシン類の胎児への影響には性差があると考えられた。

次に、低体重や色素沈着など胎児性油症が疑われる事例につい

て、発症率と母親の血液中のダイオキシン類異性体別濃度を比

較すると が最も重要な誘引異性体と考えら

れた。

．妊婦血液中ダイオキシン類濃度の実態

年から 年に出産した 人の妊婦血液中ダイオキ

シン類濃度を測定した。その平均は （最小

－最大 ）であった。これは同時期の同様他研

究報告と同レベルであるが、 年頃の一般人の血液中濃度

に比べると 程度、 年のカネミ油

症患者の血液中濃度 に比べると 以下

の低い値であった。近年、環境汚染物質に対する規制が強化さ

れ、環境、食品および人体のダイオキシン類濃度の低下が指摘

されており、その成果が反映したものと思われる。

妊婦の中で経産婦は初産婦に比べ約 ％血液中ダイオキシン

類濃度が低かった。母体内のダイオキシン類の一部は出産によ

り胎盤や胎児へ移行し、母乳に分泌されたダイオキシン類も母

体から排除されるため血液中ダイオキシン類濃度は低下したと

推察される。さらに、経産婦の血液中ダイオキシン類濃度を

才以下と 才以上で比較すると年齢が高いと血液中ダイオキシ

ン類濃度も高くなる傾向が見られた。ダイオキシン類は食品を

介して人体に蓄積されると考えられており、年齢が上がるとダ

イオキシン類の蓄積も進むと考えられる。

今回測定した妊婦の血液中ダイオキシン類濃度はカネミ油症

事件や過去の一般住民の血液中ダイオキシン濃度と比べると

から 程度低い。低濃度のダイオキシン類暴露による健

康影響として、母親の血液中ダイオキシン類濃度が高いと男児

で低体重になりやすい傾向が見られた。

．出産時試料中ダイオキシン類濃度

年から 年に出産した妊産婦 人から、母体血、母

体脂肪、母乳、胎盤、さい帯、さい帯血、羊水、胎脂、胎便等

を採取しダイオキシン類濃度を測定した。その結果、母体血、

胎盤、母体脂肪、胎脂、さい帯血、胎便の順に低くなる傾向が

認められた。さらにこれら生体試料と母体血のダイオキシン類

濃度間に良好な正の相関 ～ が認められ

た。 従って、母体内でのダイオキシン類の胎児への透過は、胎

盤部位で一定の抑制がなされ、胎児へ 移行する毒性量は軽減さ

れることが示唆された。

．食品中ダイオキシン、 類濃度の変遷

人体に蓄積された 、ダイオキシン類の ％以上は食品を

介して摂取されると推察されている。食品を介した有害化学物

質摂取量は厚生労働科学研究班により、 類は 年から、

ダイオキシン類は 年から継続して調査されている。 類

の国民平均 日摂取量は 年以前は μ 人 日程度であった

ものが 年代に μ 人 日を下回り、 年は μ

人 日で の 比では約 ％と大幅に下回っていることが

報告されている。ダイオキシン類の国民平均 日摂取量は

年は 体重 、 年に

、 年は でダイオキシン類の

耐容 日摂取量 の ％と報告されている。

食品中の 、ダイオキシン類濃度が低下しているため、将来的

には人の体内の 、ダイオキシン類濃度も低下することが期待

される。

 
化学物質の多くは生活や産業に不可欠のものであるが、危険

性が明らかになったものは使用が取りやめられ、より安全な他

の物質に置き換えられている。PCB、ダイオキシン類も1970年

代から環境や人体での汚染が問題になり、様々な対策が講じら

れてきた。その結果、環境中や食品中の PCB、ダイオキシン類

濃度も低下してきており、これまでの対策は効果を上げている

と思われる。しかし、今後もそれらの対策を継続していく必要

がある。
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福岡県における玄海原子力発電所 圏内の放射能監視体制

１ はじめに

福岡県では、県内の放射能レベルを把握するために環境

放射能水準調査を 1957 年から 60 年間以上実施してきた。

環境放射能水準調査は、当初大気圏内核爆発実験における

放射性降下物による環境中の放射能を調査することが目

的であった。しかし、1980 年に大気圏内での核爆発実験が

停止されてからは、チェルノブイリ原子力発電所事故等に

よる放射能汚染や放射線影響を調査することが、主な目的
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（15,000 名在住）において、原子力災害の防護措置を講じ

るための監視調査を実施することになった。これは、2011

年 3 月に発生した福島第一原子力発電所事故の反省から、

原子力規制委員会が新たに原子力災害対策指針を制定し
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２ 原子力災害対策指針

原子力災害対策指針では、災害発生時に原子力規制委員

会が原子力施設の状況に応じて緊急事態の区分を決定し、

予防的防護措置を実行する。緊急事態区分としては、原子

力施設の状態等に基づき、①警戒事態、②施設・敷地緊急

事態、③全面緊急事態の3 段階の緊急時活動レベル

（Emergency Action Level：EAL）が設定されている。また、

緊急時防護措置を迅速に実行できるように、空間放射線量

率や環境試料中の放射性物質濃度等の観測可能な指標で

表される運用上の介入レベル（Operational Intervention 

Level：OIL）が設定されている。

さらに、放射線による影響をできる限り低減する目的か

ら、EAL 及び OIL に基づく緊急防護措置を速やかに実施

できるように準備する区域（UrgentProtective Action 

Planning Zone：UPZ）を、原子力施設を中心とする概ね半

径 30 km 圏内に設定して、重点的に対策を講じておくこと

になっている。

３ （緊急時防護措置を準備する区域）内の監視体制

玄海原子力発電所では、発電所が立地する佐賀県と隣接

する長崎県及び福岡県が UPZ 圏内に位置する。福岡県は

モニタリングステーションを UPZ 圏内に 2 局（二丈局及

び志摩局）設置し、環境放射線のモニタリングを行ってい

る。また、発災時における緊急時モニタリング計画と実施

要領を制定し、3 県が連携して、迅速に緊急時モニタリン

グへ移行できるように備えている。

一方、平常時モニタリング調査として、平常時の環境放

射能を測定することにより、原子力発電所の異常を早期に

検出するとともに緊急時における原子力発電所の周辺住

民及び周辺環境への影響を評価する目的で、UPZ 圏内の空

間放射線量率調査と環境試料の核種分析調査を行ってい

る。

４ 空間放射線量率調査

空間放射線量率の測定値は、二丈局（写真 1）及び志摩

局に設置されているモニタリングポスト（写真 2）からテ

レメータシステムによりリアルタイムで収集される。これ

らの結果は、インターネットを介して、福岡県のポータル

サイト（https://houshasen.pref.fukuoka.lg.jp/）から閲覧でき

るようになっている。

写真 二丈局

写真 モニタリングポスト

低線量計（左）と高線量計（右）

保健環境トピックス ―環境関係―
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これまでの測定値は、概ね平常の変動幅の範囲内であっ

た。平常の変動幅を外れた測定値は、大気中に滞留するラ

ドン子孫核種のビスマス-214（Bi-214）や鉛-214（Pb-214）

が降雨により沈着した結果、空間放射線量率を上昇させた

ものと推定され、原子力発電所からの影響によるものは認

められなかった。

５ 核種分析調査

UPZ 圏内に含まれる糸島市の二丈地区と志摩地区にお

ける環境試料の採取地点を図1に示す。環境試料の種類は

表１に示す 13 種類であり、年に 1～2 回採取している。

環境試料中の放射性物質濃度は、ゲルマニウム半導体

検出器や液体シンチレーションカウンタを用いて測定す

る。対象核種は、人工放射性核種 9 核種：マンガン-54

（Mn-54）、鉄-59（Fe-59）、コバルト-60（Co-60）、亜鉛

-65（Zn-65）、ジルコニウム-95（Zr-95）、ヨウ素-131

（I-131）、セシウム-134（Cs-134）、セシウム-137（Cs-137）、

セリウム-144（Ce-144）であり、陸水（水道水・河川水）

と海水についてはトリチウム（H-3）も測定している。

図 環境試料の採取地点

これまでの調査では、1980 年以前に実施された大気圏内

核爆発実験等に起因すると考えられる Cs-137 が微量検出

されたが、原子力施設からの影響は確認されていない。

2017 年からは、モニタリングポストでカバーできない広

域の空間放射線量を測定する目的で、環境放射線モニタリ

ングカーによる UPZ 圏内の主要道路の走行モニタリング

を実施している（基幹ルート及び詳細ルート）。空間放射

線量の測定値はテレメータシステムからリアルタイムで

各監視端末に送信されている。

６ おわりに

現在、玄海原子力発電所 3・4 号機（出力は共に 118 万

キロワット）2 基が、東日本大震災後に策定された新規制

基準のもとで稼働している。

福岡県は玄海原子力発電所の東方に位置し、福岡市及

び北九州市の 2 メガタウンを有している。原子力災害時、

気象状況によっては甚大な被害を受けるおそれがあるた

め、今後も監視体制のさらなる充実を図りつつ、監視強化

に努めていく必要がある。

記号 記号名 採取場所 記号 記号名 採取場所

大気浮遊じん 二丈吉井、志摩御床 牛乳 二丈吉井

河川水 二丈福井、志摩貝塚 精米 二丈福井

水道水 二丈吉井、志摩御床 大根、ほうれん草 二丈福井、志摩津和崎

土壌 二丈吉井、志摩御床 アイゴ（バリ） 福吉漁港沖、姫島漁港沖

松葉 二丈吉井、志摩松原 ムラサキイガイ 福吉漁港、船越漁港

海水 福吉漁港沖、船越漁港沖 ホンダワラ類 福吉漁港沖、芥屋漁港沖

海底土 福吉漁港沖、船越漁港沖

表　１　環境試料の種類
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が降雨により沈着した結果、空間放射線量率を上昇させた

ものと推定され、原子力発電所からの影響によるものは認

められなかった。

５ 核種分析調査

UPZ 圏内に含まれる糸島市の二丈地区と志摩地区にお

ける環境試料の採取地点を図1に示す。環境試料の種類は

表１に示す 13 種類であり、年に 1～2 回採取している。

環境試料中の放射性物質濃度は、ゲルマニウム半導体

検出器や液体シンチレーションカウンタを用いて測定す
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セリウム-144（Ce-144）であり、陸水（水道水・河川水）

と海水についてはトリチウム（H-3）も測定している。

図 環境試料の採取地点

これまでの調査では、1980 年以前に実施された大気圏内

核爆発実験等に起因すると考えられる Cs-137 が微量検出

されたが、原子力施設からの影響は確認されていない。

2017 年からは、モニタリングポストでカバーできない広

域の空間放射線量を測定する目的で、環境放射線モニタリ

ングカーによる UPZ 圏内の主要道路の走行モニタリング

を実施している（基幹ルート及び詳細ルート）。空間放射

線量の測定値はテレメータシステムからリアルタイムで

各監視端末に送信されている。

６ おわりに

現在、玄海原子力発電所 3・4 号機（出力は共に 118 万

キロワット）2 基が、東日本大震災後に策定された新規制

基準のもとで稼働している。

福岡県は玄海原子力発電所の東方に位置し、福岡市及

び北九州市の 2 メガタウンを有している。原子力災害時、

気象状況によっては甚大な被害を受けるおそれがあるた

め、今後も監視体制のさらなる充実を図りつつ、監視強化

に努めていく必要がある。

記号 記号名 採取場所 記号 記号名 採取場所

大気浮遊じん 二丈吉井、志摩御床 牛乳 二丈吉井

河川水 二丈福井、志摩貝塚 精米 二丈福井

水道水 二丈吉井、志摩御床 大根、ほうれん草 二丈福井、志摩津和崎

土壌 二丈吉井、志摩御床 アイゴ（バリ） 福吉漁港沖、姫島漁港沖

松葉 二丈吉井、志摩松原 ムラサキイガイ 福吉漁港、船越漁港

海水 福吉漁港沖、船越漁港沖 ホンダワラ類 福吉漁港沖、芥屋漁港沖

海底土 福吉漁港沖、船越漁港沖
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１ 概   況

（１）沿革

昭和 23 年

昭和 24 年

昭和 34 年

昭和 44 年

昭和 46 年

昭和 48 年 9 月

昭和 48 年 9 月

昭和 51 年 2 月

昭和 62 年 1 月

平成 2 年 3 月

平成 2 年 9 月

平成 4 年 4 月

平成 4 年 6 月

平成 5 年 10 月

平成 6 年 3 月

平成 12 年 2 月

平成 12 年 3 月

平成 13 年 4 月

平成 15 年 2 月

平成 18 年 6 月

平成 18 年 7 月

平成 20 年 4 月

平成 20 年 11 月

平成 22 年 3 月

平成 23 年 4 月

平成 28 年 3 月

平成 28 年 10 月

地方衛生研究所設置要綱通達

福岡県衛生研究所設置条例により、福岡県衛生研究所が発足

開所 10 周年記念式典を開催

公害業務の急増により、公害関係職員を増員

衛生公害センター建設の基本構想を策定

太宰府市向佐野 39 に庁舎を新築移転

衛生公害型研究機関として福岡県衛生公害センターが発足

第 1 回九州衛生公害技術協議会を本所で開催

衛生公害センターニュースを発刊

高度安全実験施設を設置

第 42 回保健文化賞を受賞

保健環境研究所に改称、組織を 3 部 12 課に改編

第 19 回環境賞（優良賞）を受賞

第 44 回地方衛生研究所全国協議会総会を開催

第 1 回保健環境研究所研究成果発表会を福岡市で開催

開所 50 周年記念式典を開催

環境マネジメントシステム（ISO14001）認証取得

循環型社会実現など新たな課題解決のため、組織を 3 部 11 課に改編

第 1 回福岡県保健環境関係試験研究外部評価委員会を開催

文部科学省より研究機関の指定を受ける

公立大学法人福岡女子大学と「包括的連携協力に関する協定」を締結

管理部研究企画課と情報管理課を統合し、企画情報管理課とし、組織を 3 部 10 課に改編

第 59 回地方衛生研究所全国協議会総会を開催

第１回疫学研究倫理審査委員会を開催

福岡県感染症情報センター及び福岡県がん登録室を設置

電気自動車の配備（電気自動車活用事例創発事業）

第 42 回九州衛生環境技術協議会を福岡市で開催
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（２）組織機構と業務内容

総 務 課 ・庶務、財務会計に関すること。

企画情報管理課 ・保健環境研究所における試験検査、分析測定及び調査研究等の総合企画、

調整及び連絡に関すること。

・保健衛生及び環境保全に係る試験研究の成果の管理に関すること。

・保健衛生及び環境保全に係る研修等に関すること。

・がん登録に係る業務及び各種疾病、環境汚染等による不健康要因の人体に

管 理 部 及ぼす影響についての疫学的調査研究に関すること。

・テレメーターによる大気汚染の測定、解析及び調査研究に関すること。

・その他の保健衛生及び環境保全に関する情報の解析及び調査研究に関する

こと。

計 測 技 術 課 ・高度精密分析機器による試験及び調査研究に関すること。

・化学物質の試験及び調査研究に関する事務のうち、他部に属さないこと。

病 理 細 菌 課 ・細菌性疾患及び病原細菌の細菌学的及び血清学的検査及び調査研究に関す

ること。

・食品、水及び環境の細菌学的検査及び調査研究に関すること。

・消毒薬、殺菌剤及び細菌製剤等の効力試験、無菌試験及び病理毒性試験に

所長 副所長 保健科学部 関すること。

ウ イ ル ス 課 ・リケッチア性及びウイルス性疾患並びに病原ウイルスのウイルス学的及び

血清学的検査及び調査研究に関すること。

・人畜共通感染症のウイルス学的検査及び調査研究に関すること。

生 活 化 学 課 ・食品、医薬品、衛生材料及び生体試料等の理化学的試験及び調査研究に関

すること。

大 気 課 ・大気汚染及び悪臭の分析測定及び調査研究に関すること。

・放射能による食品及び環境の汚染の調査研究に関すること。

・騒音振動の分析測定及び調査研究に関すること。

水 質 課 ・工場排水及び公共用水等の水質基準に係る試験、分析測定及び調査研究に

関すること。

・上水、井水、下水、し尿浄化槽排水及び清掃処理施設排水等の水質試験及

び調査研究に関すること。

環境科学部 ・地下水及び土壌の汚染等に係る試験、分析測定及び調査研究に関するこ

と。

・温泉試験に関すること。

廃 棄 物 課 ・廃棄物の試験、分析及び処理方法等の調査研究に関すること。

環 境 生 物 課 ・衛生動物の同定、生態、分布及び駆除の調査研究に関すること。

・環境汚染の動植物に及ぼす影響及び環境指標動植物の調査研究に関するこ

と。

・自然保護に係る動植物の分布及び生態の調査研究に関すること。

感染症情報センター ・感染症発生動向、病原体情報の調査及び情報発信に関すること。
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・食品、水及び環境の細菌学的検査及び調査研究に関すること。

・消毒薬、殺菌剤及び細菌製剤等の効力試験、無菌試験及び病理毒性試験に

所長 副所長 保健科学部 関すること。

ウ イ ル ス 課 ・リケッチア性及びウイルス性疾患並びに病原ウイルスのウイルス学的及び
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生 活 化 学 課 ・食品、医薬品、衛生材料及び生体試料等の理化学的試験及び調査研究に関

すること。

大 気 課 ・大気汚染及び悪臭の分析測定及び調査研究に関すること。

・放射能による食品及び環境の汚染の調査研究に関すること。

・騒音振動の分析測定及び調査研究に関すること。

水 質 課 ・工場排水及び公共用水等の水質基準に係る試験、分析測定及び調査研究に

関すること。

・上水、井水、下水、し尿浄化槽排水及び清掃処理施設排水等の水質試験及

び調査研究に関すること。

環境科学部 ・地下水及び土壌の汚染等に係る試験、分析測定及び調査研究に関するこ

と。

・温泉試験に関すること。

廃 棄 物 課 ・廃棄物の試験、分析及び処理方法等の調査研究に関すること。

環 境 生 物 課 ・衛生動物の同定、生態、分布及び駆除の調査研究に関すること。

・環境汚染の動植物に及ぼす影響及び環境指標動植物の調査研究に関するこ

と。

・自然保護に係る動植物の分布及び生態の調査研究に関すること。

感染症情報センター ・感染症発生動向、病原体情報の調査及び情報発信に関すること。
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２ 各課の業務概要

管 理 部

                                        総 務 課

当課の主要な業務は、庶務・会計事務、職員の福利厚生及び建物の維持管理などである。

１ 職員

１・１ 職員数

行 政 職 医 療 職 研 究 職 労 務 職 計

所 長 1 1
副 所 長 0
部 長 1 2 3
総 務 課 4 1 5

企画情報管理課 1 1 6 8
計測技術課 5 5
病理細菌課 5 5
ウイルス課 4 4
生活化学課 7 7
大 気 課 8 8
水 質 課 11 11
廃 棄 物 課 5 5
環境生物課 4 4

計 6 2 57 1 66
                                                                             （平成 30 年 4 月 1 日）

１・２ 職員一覧

部　課　名 職　　名 氏  名 部　課　名 職　　名 氏  名 部　課　名 職　　名 氏  名

所　　長 香月　　進 保健科学部 保健科学部長 梶原　淳睦 研 究 員 楢崎　幸範

病理細菌課 病理細菌課長 濱﨑　光宏 〃 馬場　義輝

管　理　部 管理部長 森永　正博 研 究 員 江藤　良樹 〃 梶原　佑介

総　務　課 総務課長 鮎川　裕二 〃 中山　志幸 主任技師 山村　由貴

副　　長 大塚　眞澄 主任技師 重村　洋明 〃 中川　修平

事務主査 武田　幸子 〃 カール由起 水　質　課 水質課長 石橋　融子

事務主査 志鶴さつき 専門研究員 松本　源生

主任技能員 田浦　敏喜 ウイルス課 ウイルス課長 芦塚　由紀 研 究 員 志水　信弘

主任技師 吉冨　秀亮 〃 宮脇　　崇

企画情報管理課 企画情報管理課長 田中　義人 〃 中村　麻子 〃 黒川　陽一

専門研究員 新谷　俊二 〃 小林　孝行 〃 平川　周作

参事補佐 吉田まり子 主任技師 古閑　豊和

事務主査 原田　純子 生活化学課 生活化学課長 堀　　就英 〃 柏原　　学

研 究 員 髙尾　佳子 専門研究員 平川　博仙 〃 秦　弘一郎

〃 市原　祥子 〃 安武　大輔 〃 古賀　敬興

主任技師 中島　淳一 主任技師 新谷　依子 技　　師 松木　昌也

〃 西　　　巧 〃 小木曽俊孝 廃 棄 物 課 廃棄物課長 鳥羽　峰樹

〃 中西加奈子 専門研究員 飛石　和大

計測技術課 計測技術課長 高橋　浩司 〃 佐藤　　環 研 究 員 藤川　和浩

専門研究員 塚谷　裕子 〃 櫻井　利彦

〃 熊谷　博史 環境科学部
環境科学部長

(兼大気課長）
濱村　研吾 主任技師 古賀　智子

主任技師 酒谷　圭一 大　気　課 大気課長 （本部長） 環境生物課 環境生物課長 須田　隆一

〃 片宗　千春 専門研究員 有田　明人 研 究 員 中島　　淳

〃 力　　寿雄 主任技師 金子　洋平

研 究 員 土田　大輔 〃 石間　妙子

（平成 30 年 4 月 1 日）

芦
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１ ・ ３ 職 員 の 異 動

氏名 新年月日 旧

馬場 義輝

世良 暢之

荒巻 博仁

大石 興弘

南里 博人

古賀 三恵

森永 正博

志鶴 さつき

馬場 義輝

楢崎 幸範

黒川 陽一

櫻井 利彦

松木 昌也

梶原 淳睦

濱村 研吾

濱﨑 光宏

芦塚 由紀

安武 大輔

梶原 佑介

平川 周作

片宗 千春

古賀 敬興

（退 職）

（退 職）

（退 職）

（退 職）

消費生活センター 所長

西福岡県税事務所 事務主査

保健環境研究所 管理部長

保健環境研究所 事務主査

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 技師

保健環境研究所 保健科学部長

保健環境研究所 環境科学部長

兼大気課長

保健環境研究所 病理細菌課長

保健環境研究所 ウイルス課長

保健環境研究所 専門研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 主任技師

保健環境研究所 主任技師

平成30年 月 日

退 職

平成30年 月 日

転 出

転 入

再 任 用

再任用更新

新 規 採 用

昇 任 等

保健環境研究所 環境科学部長

保健環境研究所 病理細菌課長

保健環境研究所 主任技能員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 管理部長

保健環境研究所 事務主査

廃棄物対策課 課長補佐

精神保健福祉センター 事務主査

保健環境研究所 保健科学部長

兼ウイルス課長

保健環境研究所 大気課長

保健環境研究所 専門研究員

保健環境研究所 専門研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 主任技師

保健環境研究所 主任技師

保健環境研究所 技師

保健環境研究所 技師

２ 歳入決算一覧 単 位 千 円 ）

科 目 金 額

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金

諸 収 入

計

芦
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１ ・ ３ 職 員 の 異 動

氏名 新年月日 旧

馬場 義輝

世良 暢之

荒巻 博仁

大石 興弘

南里 博人

古賀 三恵

森永 正博

志鶴 さつき

馬場 義輝

楢崎 幸範

黒川 陽一

櫻井 利彦

松木 昌也

梶原 淳睦

濱村 研吾

濱﨑 光宏

芦塚 由紀

安武 大輔

梶原 佑介

平川 周作

片宗 千春

古賀 敬興

（退 職）

（退 職）

（退 職）

（退 職）

消費生活センター 所長

西福岡県税事務所 事務主査

保健環境研究所 管理部長

保健環境研究所 事務主査

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 技師

保健環境研究所 保健科学部長

保健環境研究所 環境科学部長

兼大気課長

保健環境研究所 病理細菌課長

保健環境研究所 ウイルス課長

保健環境研究所 専門研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 主任技師

保健環境研究所 主任技師

平成30年 月 日

退 職

平成30年 月 日

転 出

転 入

再 任 用

再任用更新

新 規 採 用

昇 任 等

保健環境研究所 環境科学部長

保健環境研究所 病理細菌課長

保健環境研究所 主任技能員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 管理部長

保健環境研究所 事務主査

廃棄物対策課 課長補佐

精神保健福祉センター 事務主査

保健環境研究所 保健科学部長

兼ウイルス課長

保健環境研究所 大気課長

保健環境研究所 専門研究員

保健環境研究所 専門研究員

保健環境研究所 研究員

保健環境研究所 主任技師

保健環境研究所 主任技師

保健環境研究所 技師

保健環境研究所 技師

２ 歳入決算一覧 単 位 千 円 ）

科 目 金 額

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金

諸 収 入

計

３ 歳出決算一覧

(単位　千円)

保

健

総

務

費

保

健

環

境

研

究

所

費

保

健

栄

養

費

生

活

衛

生

指

導

費

食

品

衛

生

指

導

費

動

物

管

理

費

結

核

感

染

症

対

策

費

薬

務

費

環

境

総

務

費

環

境

保

全

費

廃

棄

物

対

策

費

自

然

環

境

費

１)報酬

普通旅費

赴任旅費

食糧費

光熱水費

その他需用費

通信運搬費

その他役務費

環　境　費 　

　

生

活

労

働

費

　

　

農

林

水

産

業

費

　

　

県

土

整

備

費

合

　

　

　

計

4)共済費

7)賃金

8)報償費

節・細節

目(款) 　

　

総

務

費

保　 健　 費

9)旅費

11)需用費

12)役務費

27)公課費

合　　　　　　計

13)委託料

14)使用料及び賃借料

15)工事請負費

18)備品購入費

19)負担金

22)補償金

４ 施設の概要

敷地面積： ㎡

建築面積： ㎡（本館： ㎡ 別棟 ㎡）

構造：鉄筋コンクリート 階建（一部管理棟部分 階建）
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企画情報管理課

当課の主要な業務は、企画調整業務、保健・環境情報の管理業務及び調査研究である。

企画調整業務としては、研究課題の企画調整、研究管理及び一部研究課題で獲得した外部研究資金の

適正な使用に係る管理業務を行った。さらに、地方衛生研究所全国協議会や全国環境研究所協議会など

各種協議会との連携事務を担当した。情報管理業務として、保健情報分野では保健統計年報作成業務、

油症検診受診者追跡調査業務及び地域がん登録事業を行った。また、感染症情報センターの業務として、

感染症発生動向調査に基づく患者情報の分析・解析を行った。一方、環境情報分野では、大気汚染常時

監視システムの運用や環境情報支援システムの運用を行った。

〈企画調整業務〉

１ 研究課題の企画調整及び研究管理

平成29年度に実施した研究課題数は、保健分野11題、

環境分野12題の計23題、平成28年度終了研究課題は保

健分野2題、環境分野4題の計6題、平成30年度新規研究

課題は保健分野3題、環境分野3題の計6題であった。こ

れらの研究課題については、研究管理要領、福岡県保

健環境試験研究推進協議会設置要綱、福岡県保健環境

関係試験研究外部評価委員会設置要綱に基づき、所内

の研究管理委員会、保健環境関係試験研究外部評価委

員会及び保健環境試験研究推進協議会により評価が行

われ、いずれも承認された。

２ 疫学研究倫理審査委員会業務

福岡県保健環境研究所疫学研究に関する倫理規定に

基づき、審査を行った。平成29年度に新規に承認され

た研究計画は2件であった。

３ 利益相反委員会業務

当所における利益相反について適切に管理し、研究

の公正性、信頼性を確保するために、審査を行った。

平成29年度に申請された研究計画は15件であった。

４ 外部研究資金管理に係る業務

福岡県保健環境研究所外部研究費取扱規程等に基づ

き、外部研究資金による研究課題17件について管理を

行った。

５ 地方衛生研究所全国協議会や全国環境研究所協議

会など各種協議

地方衛生研究所全国協議会、全国環境研協議会及び

九州衛生環境技術協議会について、所内及び他機関と

の調整等の業務を行った。なお、地方衛生研究所全国

協議会九州支部長表彰、全国環境研協議会会長表彰及

び同九州支部長表彰を各1名が受賞した。

また、福岡県試験研究機関協議会については、県内

試験研究機関が保有する機器の相互利用の促進や、連

携課題の調整など、各機関との連携強化に努めた。

６ 情報発信・広報及び研修

６・１ イベント

6月は環境月間の一環として、保健・環境フェア2017
（6月17日）を開催し、小学生を中心に、330名の参加

があった。また、当所、福岡市保健環境研究所及び北

九州市環境科学研究所の3機関共催の「県内保健環境研

究機関合同成果発表会」（11月2日）を開催し、105名
の参加があった。

６・２ 研修・見学

研修業務としては、保健福祉（環境）事務所の保健

業務に従事する職員を対象とした保健部門業務研修、

検査課職員等を対象とした衛生検査技術研修、感染症

業務に従事する職員等を対象とした感染症研修会、食

品衛生業務に従事する職員を対象とした食品衛生研修

会、環境保全業務に従事する職員を対象とした環境保

全担当者研修会を開催した。また、海外研修生、大学・

高専の実習生の受け入れを行った。その他、学校、関

係機関からの見学者を受け入れた。さらに、当所の業

務や研究課題等をテーマに集談会を5回開催した。

６・３ 情報発信

保健・環境情報の発信業務として、感染症や大気環

境等の情報をホームページ上に公開している。平成29
年度のページ閲覧数は、約3,178万件であった。

６・４ 健康危機における広域連携システム運用

地方衛生研究所全国協議会九州ブロック情報センタ

ーの運用として、広域連携マニュアル、専門家会議資

料等各種資料の公開を行った。また、微生物部門、理

化学部門のメーリングリスト運用・管理を行った。

〈保健環境情報の管理業務〉

１ 福岡県保健統計年報作成業務

福岡県における保健衛生動向を把握するため、人口

動態調査等に関する基礎資料を作成した。

２ 油症検診受診者追跡調査業務

平成28年度全国油症一斉検診データをデータベース

へ登録し、平成29年度版（CD-ROM）として追跡調査

班に配布した。さらに、平成28年度一斉検診の全国集

計を実施し、平成29年度全国油症治療研究班会議に提

出した。
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企画情報管理課

当課の主要な業務は、企画調整業務、保健・環境情報の管理業務及び調査研究である。

企画調整業務としては、研究課題の企画調整、研究管理及び一部研究課題で獲得した外部研究資金の

適正な使用に係る管理業務を行った。さらに、地方衛生研究所全国協議会や全国環境研究所協議会など

各種協議会との連携事務を担当した。情報管理業務として、保健情報分野では保健統計年報作成業務、

油症検診受診者追跡調査業務及び地域がん登録事業を行った。また、感染症情報センターの業務として、

感染症発生動向調査に基づく患者情報の分析・解析を行った。一方、環境情報分野では、大気汚染常時

監視システムの運用や環境情報支援システムの運用を行った。

〈企画調整業務〉

１ 研究課題の企画調整及び研究管理

平成29年度に実施した研究課題数は、保健分野11題、

環境分野12題の計23題、平成28年度終了研究課題は保

健分野2題、環境分野4題の計6題、平成30年度新規研究

課題は保健分野3題、環境分野3題の計6題であった。こ

れらの研究課題については、研究管理要領、福岡県保

健環境試験研究推進協議会設置要綱、福岡県保健環境

関係試験研究外部評価委員会設置要綱に基づき、所内

の研究管理委員会、保健環境関係試験研究外部評価委

員会及び保健環境試験研究推進協議会により評価が行

われ、いずれも承認された。

２ 疫学研究倫理審査委員会業務

福岡県保健環境研究所疫学研究に関する倫理規定に

基づき、審査を行った。平成29年度に新規に承認され

た研究計画は2件であった。

３ 利益相反委員会業務

当所における利益相反について適切に管理し、研究

の公正性、信頼性を確保するために、審査を行った。

平成29年度に申請された研究計画は15件であった。

４ 外部研究資金管理に係る業務

福岡県保健環境研究所外部研究費取扱規程等に基づ

き、外部研究資金による研究課題17件について管理を

行った。

５ 地方衛生研究所全国協議会や全国環境研究所協議

会など各種協議

地方衛生研究所全国協議会、全国環境研協議会及び

九州衛生環境技術協議会について、所内及び他機関と

の調整等の業務を行った。なお、地方衛生研究所全国

協議会九州支部長表彰、全国環境研協議会会長表彰及

び同九州支部長表彰を各1名が受賞した。

また、福岡県試験研究機関協議会については、県内

試験研究機関が保有する機器の相互利用の促進や、連

携課題の調整など、各機関との連携強化に努めた。

６ 情報発信・広報及び研修

６・１ イベント

6月は環境月間の一環として、保健・環境フェア2017
（6月17日）を開催し、小学生を中心に、330名の参加

があった。また、当所、福岡市保健環境研究所及び北

九州市環境科学研究所の3機関共催の「県内保健環境研

究機関合同成果発表会」（11月2日）を開催し、105名
の参加があった。

６・２ 研修・見学

研修業務としては、保健福祉（環境）事務所の保健

業務に従事する職員を対象とした保健部門業務研修、

検査課職員等を対象とした衛生検査技術研修、感染症

業務に従事する職員等を対象とした感染症研修会、食

品衛生業務に従事する職員を対象とした食品衛生研修

会、環境保全業務に従事する職員を対象とした環境保

全担当者研修会を開催した。また、海外研修生、大学・

高専の実習生の受け入れを行った。その他、学校、関

係機関からの見学者を受け入れた。さらに、当所の業

務や研究課題等をテーマに集談会を5回開催した。

６・３ 情報発信

保健・環境情報の発信業務として、感染症や大気環

境等の情報をホームページ上に公開している。平成29
年度のページ閲覧数は、約3,178万件であった。

６・４ 健康危機における広域連携システム運用

地方衛生研究所全国協議会九州ブロック情報センタ

ーの運用として、広域連携マニュアル、専門家会議資

料等各種資料の公開を行った。また、微生物部門、理

化学部門のメーリングリスト運用・管理を行った。

〈保健環境情報の管理業務〉

１ 福岡県保健統計年報作成業務

福岡県における保健衛生動向を把握するため、人口

動態調査等に関する基礎資料を作成した。

２ 油症検診受診者追跡調査業務

平成28年度全国油症一斉検診データをデータベース

へ登録し、平成29年度版（CD-ROM）として追跡調査

班に配布した。さらに、平成28年度一斉検診の全国集

計を実施し、平成29年度全国油症治療研究班会議に提

出した。

３ がん登録事業

平成23年8月から、県内医療機関による悪性新生物患

者届出票を、平成24年9月からは、平成24年以降死亡例

の死亡小票の収集を開始した。平成28年1月1日からは、

「がん登録等の推進に関する法律」に基づく、「全国が

ん登録」が開始され、これらの届出情報のコーディン

グ作業、データベースシステムへの登録を行った。

４ 感染症情報センター業務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（以下、感染症法）に基づき、感染症発生動向

調査事業における登録情報の確認及び国への報告を行

い、患者情報の収集・分析・情報還元を実施し、週報、

月報を作成した。また、福岡県結核・感染症発生動向

調査事業資料集の患者情報の集計データを福岡県医師

会に提供した。

５ 福岡県総合環境情報システム運用

「大気汚染常時監視システム」及び「環境業務支援

システム」等の情報システムを、「福岡県総合環境情

報システム」として運用した。

５・１ 大気汚染常時監視システム運用

大気汚染防止法に基づき大気汚染常時監視システム

を運用した。本システムにより、県下の一般環境大気

測定局及び自動車排出ガス測定局（北九州市、福岡市、

大牟田市及び久留米市の設置分も含めると全60局）の

測定値を、24時間連続で自動収集した。時間値データ

は速報値として、県が開設したウェブサイト「福岡県

の大気環境状況」（http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/

taiki-new/Jiho/OyWbJiho01.htm）により公開し、同時に

環境省の大気汚染物質広域監視システムに毎時、自動

送信した。また、平成28年度の大気常時監視データに

ついて、集計処理し、環境省及び環境部環境保全課に

報告した。

５・１・１ 常時監視測定データの概要

県設置14測定局における平成29年度の大気汚染状況

は、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一

酸化炭素は環境基準を達成していた。光化学オキシダ

ントは全測定局で環境基準を達成できず、4月30日、5
月29、30日には、久留米市地域で注意報が発令された。

微小粒子状物質（PM2.5）については、2局（太宰府、苅

田）で環境基準を未達成であった。なお、暫定指針値

に基づく注意喚起事例が、7月27日に福岡地域で発生し

た。

５・２ 環境業務支援システム運用

大気、水質事業場等に関する届出業務システム及び

公共用水域・地下水質調査管理を統合した「環境業務

支援システム」を運用した。

〈調査研究業務〉

１ 福岡県地域がん登録情報とがん検診情報を用いた

胃がん・肺がん検診精度の把握

がん検診における、検査法の感度・特異度等の精度

管理体制の整備と推進に向けて、匿名化したがん検診

受診者情報と地域がん登録情報を用い、照合作業にお

ける技術的課題等の検証を行った。照合の結果、がん

検診で陰性とされたにもかかわらず、がん登録情報と

一致したケース、すなわち偽陰性例の可能性があるも

のを検出した。今回の検証により、匿名化した情報を

用いた方法でも、精度指標の把握が可能となることが

示唆された。

２ レセプトデータを用いたがん・脳卒中・大腿骨頸

部骨折における地域医療連携体制の評価

福岡県後期高齢者医療制度の医療・介護レセプトデ

ータベース構築と大腿骨頸部骨折術後の後期高齢者に

おける医療・介護費推計と増加要因を明らかにした。

３ 市町村国民健康保険の広域化に向けた保険者機能

向上のための基礎的研究

効果的・効率的な保健事業の実施のために、地理情

報システムを活用することによって、小地域毎の社会

的・地理的環境が糖尿病発症リスク増加に与える影響

を明らかにした。

４ レセプトデータを用いた福岡県内の高齢者におけ

る肺炎球菌感染症の実態調査

平成29年度は、福岡県後期高齢者医療広域連合加入

者のうち、平成22年度から28年度までに肺炎球菌肺炎

を主傷病名として入院した患者3,944名の診療報酬明細

書のデータを用いて、年度別入院患者数の推移、併存

疾病の有無による総診療日数及び総医療費の差の検討、

地域別の入院患者数の解析、ワクチン接種率の推計を

行った。

５ アオコが生産するシアノトキシンのモニタリング

に関する研究

福岡県内において有毒藍藻類が生産するシアノトキ

シンの実態を把握するため、LC/MS/MSを用いた簡易分

析法の検討と大規模湖沼等での調査を行った。その結

果、5箇所の大規模湖沼では、シアノトキシンは検出さ

れなかったが、一部の小規模のため池でアナトキシン

が微量に検出された。
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計測技術課

 当課の主要な業務は、高度精密分析機器等を用いた保健・環境分野における超微量物質の試験検査、

環境中の化学物質に関する試験検査及び調査研究、並びに研修・情報発信である。試験検査業務では、

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置を用いたダイオキシン類の検査（環境調査、特定施設に係る

行政検査及び産業廃棄物最終処分場等に係る調査）並びに環境省委託業務である化学物質環境実態調査

（環境調査及び分析法開発調査）を行った。調査研究業務では、「水環境中微量有害化学物質の分析法

開発と汚染実態の解明に関する研究」及び「イオン液体を抽出媒体とした環境に優しい分析法の開発」

を実施した。

＜試験検査業務＞

１ ダイオキシン類の環境調査

１・１ 大気中のダイオキシン類調査

 県内における大気環境中のダイオキシン類の濃度を

把握するため、一般環境 2 地点（年 2 回調査）及び発

生源周辺 4 地点（年 1 回調査）の計 6 地点について調

査を実施した。各調査地点での濃度範囲は、0.0069－
0.024 pg-TEQ/m3 であり、6 地点とも大気環境基準値（年

平均値で 0.6 pg-TEQ/m3）を下回った。

１・２ 土壌中のダイオキシン類調査

 県内における土壌中のダイオキシン類の濃度を把握

するため、一般環境 4 地点、発生源周辺 4 地点の計 8
地点について調査を実施した。各調査地点における濃度

範囲は、0.0021－5.2 pg-TEQ/g であり、全ての調査地点で

土壌環境基準値（1000 pg-TEQ/g）を下回った。

１・３ 公共用水域水質中のダイオキシン類調査

 県内における河川、湖沼及び海域の水環境中のダイ

オキシン類の濃度を把握するため、調査年次計画に基

づき、平成 29 年度は河川 7 地点、湖沼 2 地点及び海域

2 地点について調査を実施した。各調査地点における濃

度範囲は、0.071－0.39 pg-TEQ/L であり、全ての調査地

点で水質環境基準値（年平均値で 1 pg-TEQ/L）を下回

った。

１・４ 公共用水域底質中のダイオキシン類調査

 県内における河川、湖沼及び海域底質中のダイオキ

シン類の濃度を把握するため、調査年次計画に基づき、

平成 29 年度は河川 7 地点、湖沼 2 地点及び海域 2 地点

について調査を実施した。各調査地点における濃度範

囲は､0.66－11 pg-TEQ/g であり、全ての調査地点で底質

環境基準値（150 pg-TEQ/g）を下回った。

１・５ 地下水中のダイオキシン類調査

県内における地下水中のダイオキシン類の濃度を把

握するため、地下水 4 地点について調査を実施した。

地下水中の濃度は、0.067－0.086 pg-TEQ/L であり、全て

の調査地点で水質環境基準値を下回った。

２ その他のダイオキシン類調査

２・１ 特定施設に係る行政検査

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設

の排出ガス 4 件及び排出水 1 件、合計 5 施設 5 件の行

政検査を実施した。排出ガス及び排出水中の濃度は全

ての施設で排出基準に適合していた。

２・２ 汚染土壌処理施設監視調査 

土壌汚染対策法に基づく許可を取得した汚染土壌処

理施設で適正に処理が行われていることを確認するた

め、排出ガス 1 件及び排出水 2 件、合計 2 施設 3 件の

検査を実施した。排出水中の濃度は排出基準に適合し

ていた（排出ガス中の濃度については排出基準なし）。

２・３ 産業廃棄物最終処分場周辺調査 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最

終処分場の周辺環境の確認のため、周辺民家井戸水 7
件、河川水 1 件及び表流水等 5 件の合計 13 件の検査を

行った。これらの濃度は、水質環境基準値を下回った。

２・４ 産業廃棄物中間処理施設火災に係る調査 

平成 29 年 5 月に嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物中間処理施設において火災が発生したた

め、周辺環境への影響を確認することを目的とし、大

気 3 地点、土壌 4 地点、河川水 8 地点、地下水 4 地点

及び事業場排水 1 地点について、平成 29 年 6 月から 30
年 2 月までの期間で合計 34 件の検査を実施した。この

うち、6 月に検査した河川水 3 地点で水質環境基準値を

超えて検出されたが、その他は全て基準値以下であっ

た。

また、火災の影響を受けた廃棄物の性状を確認する

ため、火災により燃焼した試料 3 件の検査を行った。

その結果、2 件が燃え殻に係る特別管理産業廃棄物の判

定基準（3 ng-TEQ/g）を超えて検出された。

３ 化学物質環境実態調査

 環境省との業務委託契約に基づき、化学物質環境実

態調査を実施した。
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計測技術課

 当課の主要な業務は、高度精密分析機器等を用いた保健・環境分野における超微量物質の試験検査、

環境中の化学物質に関する試験検査及び調査研究、並びに研修・情報発信である。試験検査業務では、

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置を用いたダイオキシン類の検査（環境調査、特定施設に係る

行政検査及び産業廃棄物最終処分場等に係る調査）並びに環境省委託業務である化学物質環境実態調査

（環境調査及び分析法開発調査）を行った。調査研究業務では、「水環境中微量有害化学物質の分析法

開発と汚染実態の解明に関する研究」及び「イオン液体を抽出媒体とした環境に優しい分析法の開発」

を実施した。

＜試験検査業務＞

１ ダイオキシン類の環境調査

１・１ 大気中のダイオキシン類調査

 県内における大気環境中のダイオキシン類の濃度を

把握するため、一般環境 2 地点（年 2 回調査）及び発

生源周辺 4 地点（年 1 回調査）の計 6 地点について調

査を実施した。各調査地点での濃度範囲は、0.0069－
0.024 pg-TEQ/m3 であり、6 地点とも大気環境基準値（年

平均値で 0.6 pg-TEQ/m3）を下回った。

１・２ 土壌中のダイオキシン類調査

 県内における土壌中のダイオキシン類の濃度を把握

するため、一般環境 4 地点、発生源周辺 4 地点の計 8
地点について調査を実施した。各調査地点における濃度

範囲は、0.0021－5.2 pg-TEQ/g であり、全ての調査地点で

土壌環境基準値（1000 pg-TEQ/g）を下回った。

１・３ 公共用水域水質中のダイオキシン類調査

 県内における河川、湖沼及び海域の水環境中のダイ

オキシン類の濃度を把握するため、調査年次計画に基

づき、平成 29 年度は河川 7 地点、湖沼 2 地点及び海域

2 地点について調査を実施した。各調査地点における濃

度範囲は、0.071－0.39 pg-TEQ/L であり、全ての調査地

点で水質環境基準値（年平均値で 1 pg-TEQ/L）を下回

った。

１・４ 公共用水域底質中のダイオキシン類調査

 県内における河川、湖沼及び海域底質中のダイオキ

シン類の濃度を把握するため、調査年次計画に基づき、

平成 29 年度は河川 7 地点、湖沼 2 地点及び海域 2 地点

について調査を実施した。各調査地点における濃度範

囲は､0.66－11 pg-TEQ/g であり、全ての調査地点で底質

環境基準値（150 pg-TEQ/g）を下回った。

１・５ 地下水中のダイオキシン類調査

県内における地下水中のダイオキシン類の濃度を把

握するため、地下水 4 地点について調査を実施した。

地下水中の濃度は、0.067－0.086 pg-TEQ/L であり、全て

の調査地点で水質環境基準値を下回った。

２ その他のダイオキシン類調査

２・１ 特定施設に係る行政検査

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設

の排出ガス 4 件及び排出水 1 件、合計 5 施設 5 件の行

政検査を実施した。排出ガス及び排出水中の濃度は全

ての施設で排出基準に適合していた。

２・２ 汚染土壌処理施設監視調査 

土壌汚染対策法に基づく許可を取得した汚染土壌処

理施設で適正に処理が行われていることを確認するた

め、排出ガス 1 件及び排出水 2 件、合計 2 施設 3 件の

検査を実施した。排出水中の濃度は排出基準に適合し

ていた（排出ガス中の濃度については排出基準なし）。

２・３ 産業廃棄物最終処分場周辺調査 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最

終処分場の周辺環境の確認のため、周辺民家井戸水 7
件、河川水 1 件及び表流水等 5 件の合計 13 件の検査を

行った。これらの濃度は、水質環境基準値を下回った。

２・４ 産業廃棄物中間処理施設火災に係る調査 

平成 29 年 5 月に嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物中間処理施設において火災が発生したた

め、周辺環境への影響を確認することを目的とし、大

気 3 地点、土壌 4 地点、河川水 8 地点、地下水 4 地点

及び事業場排水 1 地点について、平成 29 年 6 月から 30
年 2 月までの期間で合計 34 件の検査を実施した。この

うち、6 月に検査した河川水 3 地点で水質環境基準値を

超えて検出されたが、その他は全て基準値以下であっ

た。

また、火災の影響を受けた廃棄物の性状を確認する

ため、火災により燃焼した試料 3 件の検査を行った。

その結果、2 件が燃え殻に係る特別管理産業廃棄物の判

定基準（3 ng-TEQ/g）を超えて検出された。

３ 化学物質環境実態調査

 環境省との業務委託契約に基づき、化学物質環境実

態調査を実施した。
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３・１ 初期環境調査

 環境中での存在が不明な物質について、その存在の

確認に主眼を置き調査を行うものであり、大牟田沖及

び雷山川で採取した水質試料 2 検体について、酢酸 2-
メトキシエチル（GC/MS）、1-ニトロピレン（LC/MS）、
2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン及び 2,4-ジニトロアニ

リン（同時分析; GC/MS）の調査を実施した。調査の結

果、上記物質は検出されなかった。検出下限値は、そ

れぞれ 1.4 μg/L、0.18 μg/L、0.017 μg/L及び 0.039 μg/L

であった。

３・２ 詳細環境調査

化学物質の環境中残留量の精密な把握を目的として

調査を行うものであり、大牟田沖、雷山川の 2 採取点

で採取した水質試料 2 検体について、1,2,4-トリメチル

ベンゼン（HS-GC/MS）の調査を実施した。調査の結果、

1,2,4-トリメチルベンゼンは 2 試料ともに検出されなか

った。検出下限値は 23 ng/L であった。

大気試料については、大牟田市役所（屋上）及び当

所（大気測定局屋上）で連続する 3 日間（24 時間採取）

の各 3 検体を採取した。ニトロベンゼン（GC/MS）の

調査を実施した結果、大牟田市役所で 7.5－19 ng/m3、

当所で 6.0－6.1 ng/m3 検出された。検出下限値は 3.6 
ng/m3 であった。

３・３ モニタリング調査

国内の経年的な環境中残留量の把握が必要とされる

物質について、残留実態の定期的な調査を行うもので

ある。秋季に大牟田市役所（屋上）の大気試料につい

て、POPs 等 12 物質群の調査のための試料採取を実施

した。

３・４ 分析法開発調査

LC/MS/MS による、環境試料中の化学物質の分析法

開発を目的とした調査を行った。水試料中の 2-エチル

ヘキサン酸及びメタクリル酸 2-(ジメチルアミノ)エチ

ル、底質及び生物試料中のテトラエチルチウラム=ジス

ルフィドについて、分析法の開発を行った。

４ 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置の管

理・運用

 保健・環境分野におけるダイオキシン類をはじめと

する微量化学物質の測定のため、高分解能ガスクロマ

トグラフ質量分析装置（日本電子製 JMS-800D 
UltraFOCUS）の管理・運用を行った。保健分野では、

福岡県油症対策連絡協議会の依頼に基づく油症検診受

診者血液中の PCB 測定を当所生活化学課と共同で実施

した。環境分野においては上記ダイオキシン類環境調

査等で使用した。

５ 高度安全実験室の管理・運用

 ダイオキシン類等の高毒性化学物質を取り扱うため

の高度安全化学実験室の管理・運用を行った。

＜調査研究業務＞

１ 水環境中微量有害化学物質の分析法開発と汚染実

態の解明に関する研究－2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベ

ンゾフェノン等－

 2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベンゾフェノン（2,2’,4,4’-
THBP）は紫外線吸収剤として使用されているが、人の

健康及び生態系への影響が懸念されている。本研究で

は、2,2’,4,4’-THBP を選択的に定量できる分析法を新た

に開発し、県内の汚染実態解明を検討した。河川水及

び海水試料に加え、生活排水等が流入する終末処理場

流入水及び放流水に対する分析法を開発した。本法に

よる検出下限値は、5.8 ng/L であった。さらに 2,2’,4,4’- 
THBP の予測無影響濃度（PNEC）を用いてリスク評価

を行ったところ、県内調査地点の生態リスクとして「現

時点では作業は必要ないと考えられる」レベルである

ことが示唆された。

２ イオン液体を抽出媒体とした環境に優しい分析法

の開発－土壌及び底質試料中のダイオキシン類の分析

－

 土壌及び底質試料を対象に、イオン液体を用いてダ

イオキシン類を抽出し、分析する方法を開発した。本

分析法は試料にイオン液体を添加し、加熱しながらダ

イオキシン類を抽出した後、ヘキサンで逆抽出すると

いうシンプルなものである。高分解能ガスクロマトグ

ラフ質量分析装置による測定を行う前に多層シリカゲ

ルカラムクロマトグラフによる精製操作を必要とする

が、分析全体で使用する溶媒は少量のイオン液体とヘ

キサンのみであり、環境への負荷の低減効果が期待で

きる。認証標準物質及び実サンプルを対象に本分析法

と公定法による分析値の比較を行った結果、両者は同

程度であり、本分析法は有用であると考える。また、

公定法に比べシンプルで迅速な分析が可能であること

から、効率的な環境監視体制の構築に貢献できるもの

と考える。

＜研修・情報発信業務＞

１ 環境保全担当者基礎技術研修

環境保全業務に携わる保健福祉環境事務所職員を対

象に、ダイオキシン類分析業務の概要並びに環境大気

中及び土壌中のダイオキシン類サンプリング方法につ

いて研修を実施した。
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保健科学部

病理細菌課

当課の主要な業務は、細菌、原虫等が引き起こす様々な食中毒や感染症についての試験検査、調査

研究及び研修・情報発信である。

試験検査業務として、食中毒（有症苦情を含む）細菌検査、収去食品の細菌検査・残留抗生物質検

査、食品の食中毒菌汚染実態調査、食品衛生検査施設の業務管理、感染症細菌検査、共通感染症発生

状況等調査事業、感染症発生動向調査事業、特定感染症検査（性器クラミジア感染症、淋菌感染症）、

環境試料の細菌検査等を行った。

調査研究業務として、「トリ及びトリ肉に由来するヒト細菌性下痢症の原因菌に関する研究」及び

「生鮮魚介類の喫食による原因不明食中毒事例における病因物質（粘液胞子虫）を明らかにする研究」

を行った。

研修・情報発信業務として、衛生検査技術研修（微生物検査研修基礎及び専門）、保健所研修（食

品衛生、感染症及び保健部門）及びその他の機関への研修等を実施した。

〈試験検査業務〉

１ 食品衛生、乳肉衛生に関する微生物検査

１・１ 食中毒細菌検査

平成 29 年度、当課が食中毒細菌検査を実施したのは

22 事例、119 検体（患者便、従事者便、食品残品、拭

取り、菌株など）であった。うち、カンピロバクター

によるものが 10 事例（45%）、サルモネラによるもの

が 2 事例（9%）であった。

１・２ 食品収去検査

１・２・１ 細菌検査

平成 29 年 5 月から 12 月にかけて収去された 89 検

体の食品及び食材について、汚染指標菌及び食中毒菌

の検査を実施した（のべ 718 項目）。その結果、大腸

菌群が 65 検体、サルモネラが 15 検体、黄色ブドウ

球菌が 15 検体、カンピロバクターが 11 検体、ウェ

ルシュ菌が 9 検体から検出された。

１・２・２ 畜水産食品の残留抗生物質モニタリング

検査

鶏肉 15 検体、牛肉 13 検体、豚肉 12 検体及び生

食用鮮魚介類 10 検体の合計 50 検体について、残留

抗生物質 4 種、計 200 項目の調査を実施した。その

結果、残留抗生物質はいずれの検体からも検出されな

かった。

１・３ 食品の食中毒菌汚染実態調査

食中毒菌の汚染実態を調査するため、生食用等野菜、

浅漬、肉類等の計 100 検体について、平成 29 年度食

品の食中毒菌汚染実態調査実施要領に基づき、大腸菌、

サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌（O26、O103、O111、
O121、O145 及び O157）（以下「腸管出血性大腸菌」）

及びカンピロバクター・ジェジュニ／コリの検査を実

施した。その結果、大腸菌が 80 検体中 15 検体から

検出された。腸管出血性大腸菌は、58 検体中全てにお

いて陰性であった。サルモネラ属菌は 58 検体中 5 検体

から検出された。カンピロバクター・ジェジュニ／コ

リは生食用食肉 12 検体中 3 検体から検出された。

１・４ 食品衛生検査施設の業務管理

機器の管理等、日常の業務管理に加え、外部精度管

理（一般細菌数、腸内細菌科菌群、大腸菌群、大腸菌、

黄色ブドウ球菌及びサルモネラ同定試験）及び内部精

度管理（一般細菌数、大腸菌群及び黄色ブドウ球菌同

定試験）を実施した。

２ 感染症に関する微生物検査

２・１ 細菌検査（腸管出血性大腸菌を除く）

劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性赤痢、侵襲

性肺炎球菌感染症及び侵襲性インフルエンザ菌感染症

と診断され、搬入された菌株について確認検査等を行

い、国立感染症研究所に送付した。平成29年度は、劇

症型溶血性レンサ球菌感染症 10 株、細菌性赤痢 3 株、

侵襲性肺炎球菌感染症 22 株及び侵襲性インフルエン

ザ菌感染症 3 株について検査を実施した。

２・２ 腸管出血性大腸菌検査

当所に搬入された腸管出血性大腸菌は合計 59 株で、

内訳は O157 が 26 株、O26 が 18 株、O91 が 5 株、O103 
が 4 株、O115 が 3 株、O55 が 1 株、O111 が 1 株、

市販免疫血清で型別不能であった株が 1 株であった。

これらは、ベロ毒素検査等を行い、国立感染症研究所

に送付した。

２・３ 特定感染症検査事業 性器クラミジア感染症

及び淋菌感染症検査
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保健科学部

病理細菌課
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が 2 事例（9%）であった。

１・２ 食品収去検査

１・２・１ 細菌検査

平成 29 年 5 月から 12 月にかけて収去された 89 検

体の食品及び食材について、汚染指標菌及び食中毒菌

の検査を実施した（のべ 718 項目）。その結果、大腸

菌群が 65 検体、サルモネラが 15 検体、黄色ブドウ

球菌が 15 検体、カンピロバクターが 11 検体、ウェ

ルシュ菌が 9 検体から検出された。

１・２・２ 畜水産食品の残留抗生物質モニタリング

検査

鶏肉 15 検体、牛肉 13 検体、豚肉 12 検体及び生

食用鮮魚介類 10 検体の合計 50 検体について、残留

抗生物質 4 種、計 200 項目の調査を実施した。その

結果、残留抗生物質はいずれの検体からも検出されな

かった。

１・３ 食品の食中毒菌汚染実態調査

食中毒菌の汚染実態を調査するため、生食用等野菜、

浅漬、肉類等の計 100 検体について、平成 29 年度食

品の食中毒菌汚染実態調査実施要領に基づき、大腸菌、

サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌（O26、O103、O111、
O121、O145 及び O157）（以下「腸管出血性大腸菌」）

及びカンピロバクター・ジェジュニ／コリの検査を実

施した。その結果、大腸菌が 80 検体中 15 検体から

検出された。腸管出血性大腸菌は、58 検体中全てにお

いて陰性であった。サルモネラ属菌は 58 検体中 5 検体

から検出された。カンピロバクター・ジェジュニ／コ

リは生食用食肉 12 検体中 3 検体から検出された。

１・４ 食品衛生検査施設の業務管理

機器の管理等、日常の業務管理に加え、外部精度管

理（一般細菌数、腸内細菌科菌群、大腸菌群、大腸菌、

黄色ブドウ球菌及びサルモネラ同定試験）及び内部精

度管理（一般細菌数、大腸菌群及び黄色ブドウ球菌同

定試験）を実施した。

２ 感染症に関する微生物検査

２・１ 細菌検査（腸管出血性大腸菌を除く）

劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性赤痢、侵襲

性肺炎球菌感染症及び侵襲性インフルエンザ菌感染症

と診断され、搬入された菌株について確認検査等を行

い、国立感染症研究所に送付した。平成29年度は、劇

症型溶血性レンサ球菌感染症 10 株、細菌性赤痢 3 株、

侵襲性肺炎球菌感染症 22 株及び侵襲性インフルエン

ザ菌感染症 3 株について検査を実施した。

２・２ 腸管出血性大腸菌検査

当所に搬入された腸管出血性大腸菌は合計 59 株で、

内訳は O157 が 26 株、O26 が 18 株、O91 が 5 株、O103 
が 4 株、O115 が 3 株、O55 が 1 株、O111 が 1 株、

市販免疫血清で型別不能であった株が 1 株であった。

これらは、ベロ毒素検査等を行い、国立感染症研究所

に送付した。

２・３ 特定感染症検査事業 性器クラミジア感染症

及び淋菌感染症検査

平成 29 年度、各保健福祉（環境）事務所において検

査希望者より採取された尿検体について、性器クラミ

ジア抗原及び淋菌抗原の検査を実施した。性器クラミ

ジア抗原検査の陽性率は 4.6%（40 件/ 867 件）であっ

た。また、淋菌抗原検査の陽性率は 0.3%（3 件/ 866 件）

であった。

２・４ 結核菌の分子疫学検査

平成 29 年度は、結核菌 110 株について、24 の遺伝

子領域を対象とする縦列反復配列多型（VNTR）解析を

実施した。

２・５ 感染症発生動向調査事業

平成 29 年度に県内（福岡市、北九州市、久留米市及

び大牟田市を除く）の医療機関で採取され、所轄の保

健福祉（環境）事務所を通じて搬入された計 検体に

ついて検査を実施した。内訳は、 群溶血性レンサ球菌

咽頭炎疑い 件、細菌性髄膜炎疑い 件、カルバペネ

ム耐性腸内細菌科細菌感染症と診断された菌株 株で

あった。

３ 共通感染症発生状況等調査事業

共通感染症発生状況等調査として、県内の協力動物

病院から搬入された、イヌ糞便 10 検体、ネコ糞便 10
検体の計 20 検体について、カプノサイトファーガ・

カニモルサスの分離培養を行った。

４ 環境試料に関する微生物検査

４・１ 公共用水域の水質測定

環境基準監視調査として海域、湖沼及び河川（計 31
検体）の大腸菌群数を測定した。環境基準のあるもの

のうち、河川水 4 検体が基準を超えていた。

４・２ 産業廃棄物最終処分場周辺地下水等調査

産業廃棄物最終処分場周辺地域の井戸水 92 検体に

ついて、一般細菌数及び大腸菌の検査を行ったほか、

河川水 4 検体及び表流水等 48 検体について、大腸菌

群の検査を行った。

４・３ 浴槽水のレジオネラ検査

感染症法に基づき届出がなされたレジオネラ患者の

利用施設１施設から採取された計 4 検体の浴槽水等

について、レジオネラ属菌の検査を実施した。その結

果、1 施設からレジオネラ属菌が検出された。施設から

検出されたものは、レジオネラ・ニューモフィラ血清

群 1、5 及び 6 であった。

５ 窓口依頼検査

５・１ 水道原水及び浄水の細菌検査

水道原水及び水道法に規定される浄水の細菌検査検

体数は 13 検体であり、内訳は原水 1 検体及び浄水

12 検体であった。浄水において水道法第 4 条の規定に

基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基

準に不適合であった検体はなかった。

５・２ 一般飲料水細菌検査

一般飲料水の細菌検査の総数は 40 検体であり、そ

のうち、不適合数は 1 検体（不適合率 2.5 ）であった。

５・３ 食品等の細菌検査

他市町村等から食品等細菌検査（食中毒病因物質検

査）の依頼が 1 件あった。検査の結果、クドア・セプ

テンプンクタータは検出されなかった。

〈調査研究業務〉

１ トリ及びトリ肉に由来するヒト細菌性下痢症の原

因菌に関する研究

平成 29 年度は、平成 年度及び平成 年度に引き

続き、ヒト糞便、鶏肉、鶏盲腸便等を新たに採材し、

カンピロバクター及びサルモネラ等のヒト細菌性下痢

症原因菌の分離を実施した。平成 年度から平成

年度までに、カンピロバクター 株、サルモネラ

株を分離した。カンピロバクターの multi-locus sequence 
typing による遺伝子型別、サルモネラの血清型別及び

Pulsed-field gel electrophoresis による遺伝子型別を実施

した。また、得られた成果等について、研修、講演及

び学会発表等で情報発信した。

２ 生鮮魚介類の喫食による原因不明食中毒事例にお

ける病因物質（粘液胞子虫）を明らかにする研究

平成 29 年度は、ユニカプスラ・セリオラの real-time 
qPCR に よ る 遺 伝 子 定 量 法 （ 定 量 範 囲 ： 102-108

copies/tube）を確立した。また、魚を対象に広範囲の種

の粘液胞子虫の 28S rRNA 遺伝子を PCR で増幅し、塩

基配列決定により種を推定する検査法を確立した。さ

らに、過去の原因不明食中毒疑い事例について、生鮮

魚の喫食状況と患者糞便からの遺伝子検出結果をまと

め、学会発表を行った。

〈研修・情報発信業務〉

保健福祉（環境）事務所職員 12 名を対象に、平成 29
年 6 月に衛生検査技術研修（微生物検査研修基礎及び

専門）を行った。また、保健福祉（環境）事務所検査

課職員等、感染症係及び食品衛生係等の職員を対象と

して、感染症関係の研修を平成 29 年 10 月に、食品衛

生関係の研修を平成 30 年 2 月に実施した。そのほか、

久留米市保健所 4 名及び大牟田市保健所 1 名の職員に

ついて細菌研修を実施した。さらに、臨床研修医に当

課の試験検査業務、調査研究業務等について研修を実

施した。
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ウイルス課 

 

当課の主要な業務は、ウイルス、リケッチア等が引き起こす様々な感染症や食中毒についての試験検

査、調査研究及び研修・情報発信である。

試験検査業務としては、感染症発生動向調査事業、麻しん等感染症についての原因ウイルスの究明、

狂犬病に関する試験検査、HIV 確認検査、食中毒発生時のノロウイルス等の原因ウイルスの究明、県内

産カキからのノロウイルス検査等を行った。感染症流行予測調査事業として日本脳炎、風しん及び麻し

んについてそれぞれのウイルスに対する抗体保有状況の調査、環境水からのポリオウイルスの検出を行

った。他に、蚊媒介感染症対策として蚊の定点モニタリング調査、共通感染症発生状況等調査として犬

及び猫の血清検体における SFTS ウイルスの遺伝子検査および IgG 抗体検査を実施した。

調査研究業務としては、感染症発生動向調査事業におけるウイルス検査体制の強化及び人獣共通感染

症に関する病原体及び媒介生物についての調査研究等を実施した。

研修・情報発信業務として、保健福祉（環境）事務所を対象にした感染症及び食品衛生に関する研修

及び感染症情報センター関連業務（病原体情報）を実施した。

 

〈試験検査業務〉 

１ 感染症に関する試験検査 

１・１ 感染症発生動向調査事業 

 県内（北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市を

除く）の病原体定点医療機関で採取され、所轄の保健

福祉（環境）事務所を通じて搬入された検体数は 13 疾

病 649 検体であった。そのうち 367 検体について病原

ウイルスあるいはその遺伝子を特定することができた。

１・２ 麻しん、風しんウイルスに関する試験検査 

麻しん又は風しんが疑われる患者 4 名から採取され

た 9 検体の咽頭ぬぐい液、尿又は血清について、麻し

んウイルス又は風しんウイルスの遺伝子検査を行った。

その結果、全て陰性であった。

１・３ ダニ媒介感染症に関する試験検査 

 ダニ媒介感染症である日本紅斑熱又は SFTS が疑わ

れる患者 16 名から採取された 35 検体の咽頭ぬぐい液、

尿、血液（血清）又は痂皮について、日本紅斑熱リケ

ッチア又は SFTS ウイルスの遺伝子検査を行った。その

結果、5 名の検体から日本紅斑熱リケッチアの遺伝子が、

1 名の検体から SFTS ウイルスの遺伝子が検出された。

１・４ 蚊媒介感染症に関する試験検査 

蚊媒介感染症であるデング熱、チクングニア熱又は

ジカウイルス感染症が疑われる患者 3 名から採取され

た 5 検体の血清又は尿について、デングウイルス、チ

クングニアウイルス及びジカウイルスの遺伝子検査を

行った。その結果、全て陰性であった。

１・５ その他の感染症に関する試験検査 

A 型肝炎が疑われる患者 1 名から採取された 1 検体

の糞便について、A 型肝炎ウイルスの遺伝子検査を行

った。その結果、A 型肝炎ウイルスの遺伝子が検出さ

れた。

MERS が疑われる患者 1 名から採取された 2 検体の

咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液について、MERS ウイ

ルス等の遺伝子検査を行った。その結果、2 検体から B
型インフルエンザウイルスの遺伝子が検出された。

呼吸器感染症が疑われる 11 名から採取された 12 検

体の咽頭ぬぐい液についてウイルス等の遺伝子検査を

行った。その結果、8 名の検体からライノウイルス遺伝

子が検出された。 

１・６ 狂犬病に関する試験検査 

 狂犬病確定診断のための検査技術研修会において採

取された 2 検体の犬の脳検体について、狂犬病ウイル

スを対象とした直接蛍光抗体法及び PCR 法による検査

を行った。その結果、2 検体ともに陰性であった。

１・７ HIV 確認検査 

 保健福祉（環境）事務所で実施している HIV スクリ

ーニング検査において陽性又は判定保留と判定された

2 検体の血清について、ウェスタンブロット法及び PCR
法による確認検査を実施した。その結果、2 検体ともに

HIV 陽性であった。

１・８ 蚊のモニタリング調査 

 蚊媒介感染症対策の一つとして、平常時における蚊

の定点モニタリング調査を県内 2 地点で実施し、ヒト

スジシマカ成虫の生育数を調査した。5 月から 10 月ま

での期間に月 1 回（計 6 回）調査した結果、合計 91 頭

のヒトスジシマカ（オス 17 頭、メス 74 頭）が捕集さ

れた。

１・９ 病原体検査情報システム 

 感染症サーベイランスシステムを通じたオンライン

システムにより、当課の各業務で検出された病原微生

物検出情報を 409 件、国立感染症研究所の感染症疫学

センターに報告した。
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ウイルス課 

 

当課の主要な業務は、ウイルス、リケッチア等が引き起こす様々な感染症や食中毒についての試験検

査、調査研究及び研修・情報発信である。

試験検査業務としては、感染症発生動向調査事業、麻しん等感染症についての原因ウイルスの究明、

狂犬病に関する試験検査、HIV 確認検査、食中毒発生時のノロウイルス等の原因ウイルスの究明、県内

産カキからのノロウイルス検査等を行った。感染症流行予測調査事業として日本脳炎、風しん及び麻し

んについてそれぞれのウイルスに対する抗体保有状況の調査、環境水からのポリオウイルスの検出を行

った。他に、蚊媒介感染症対策として蚊の定点モニタリング調査、共通感染症発生状況等調査として犬

及び猫の血清検体における SFTS ウイルスの遺伝子検査および IgG 抗体検査を実施した。

調査研究業務としては、感染症発生動向調査事業におけるウイルス検査体制の強化及び人獣共通感染

症に関する病原体及び媒介生物についての調査研究等を実施した。

研修・情報発信業務として、保健福祉（環境）事務所を対象にした感染症及び食品衛生に関する研修

及び感染症情報センター関連業務（病原体情報）を実施した。

 

〈試験検査業務〉 

１ 感染症に関する試験検査 

１・１ 感染症発生動向調査事業 

 県内（北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市を

除く）の病原体定点医療機関で採取され、所轄の保健

福祉（環境）事務所を通じて搬入された検体数は 13 疾

病 649 検体であった。そのうち 367 検体について病原

ウイルスあるいはその遺伝子を特定することができた。

１・２ 麻しん、風しんウイルスに関する試験検査 

麻しん又は風しんが疑われる患者 4 名から採取され

た 9 検体の咽頭ぬぐい液、尿又は血清について、麻し

んウイルス又は風しんウイルスの遺伝子検査を行った。

その結果、全て陰性であった。

１・３ ダニ媒介感染症に関する試験検査 

 ダニ媒介感染症である日本紅斑熱又は SFTS が疑わ

れる患者 16 名から採取された 35 検体の咽頭ぬぐい液、

尿、血液（血清）又は痂皮について、日本紅斑熱リケ

ッチア又は SFTS ウイルスの遺伝子検査を行った。その

結果、5 名の検体から日本紅斑熱リケッチアの遺伝子が、

1 名の検体から SFTS ウイルスの遺伝子が検出された。

１・４ 蚊媒介感染症に関する試験検査 

蚊媒介感染症であるデング熱、チクングニア熱又は

ジカウイルス感染症が疑われる患者 3 名から採取され

た 5 検体の血清又は尿について、デングウイルス、チ

クングニアウイルス及びジカウイルスの遺伝子検査を

行った。その結果、全て陰性であった。

１・５ その他の感染症に関する試験検査 

A 型肝炎が疑われる患者 1 名から採取された 1 検体

の糞便について、A 型肝炎ウイルスの遺伝子検査を行

った。その結果、A 型肝炎ウイルスの遺伝子が検出さ

れた。

MERS が疑われる患者 1 名から採取された 2 検体の

咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液について、MERS ウイ

ルス等の遺伝子検査を行った。その結果、2 検体から B
型インフルエンザウイルスの遺伝子が検出された。

呼吸器感染症が疑われる 11 名から採取された 12 検

体の咽頭ぬぐい液についてウイルス等の遺伝子検査を

行った。その結果、8 名の検体からライノウイルス遺伝

子が検出された。 

１・６ 狂犬病に関する試験検査 

 狂犬病確定診断のための検査技術研修会において採

取された 2 検体の犬の脳検体について、狂犬病ウイル

スを対象とした直接蛍光抗体法及び PCR 法による検査

を行った。その結果、2 検体ともに陰性であった。

１・７ HIV 確認検査 

 保健福祉（環境）事務所で実施している HIV スクリ

ーニング検査において陽性又は判定保留と判定された

2 検体の血清について、ウェスタンブロット法及び PCR
法による確認検査を実施した。その結果、2 検体ともに

HIV 陽性であった。

１・８ 蚊のモニタリング調査 

 蚊媒介感染症対策の一つとして、平常時における蚊

の定点モニタリング調査を県内 2 地点で実施し、ヒト

スジシマカ成虫の生育数を調査した。5 月から 10 月ま

での期間に月 1 回（計 6 回）調査した結果、合計 91 頭

のヒトスジシマカ（オス 17 頭、メス 74 頭）が捕集さ

れた。

１・９ 病原体検査情報システム 

 感染症サーベイランスシステムを通じたオンライン

システムにより、当課の各業務で検出された病原微生

物検出情報を 409 件、国立感染症研究所の感染症疫学

センターに報告した。
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２ 食中毒、食品衛生に関する試験検査 

２・１ ノロウイルス等に関する試験検査 

県内（他自治体関連を含む）で発生した 14 事例の食

中毒（疑い）に関する 65 検体について、イムノクロマ

ト法によるアデノウイルス及びロタウイルスの検出、

PCR 法によるノロウイルス遺伝子の検出及びシーケン

サーを用いた塩基配列の解析を実施した。その結果、7
事例において、患者及び従事者のふん便検体からノロ

ウイルス遺伝子を検出した。原因と推定された遺伝子

型は、GII.1 型、GII.2 型、GII.17 型及び GII 型別不明が

それぞれ 1 事例、GII.4 型が 2 事例であった。また、1
事例において、GII.4型及びGII型別不明が検出された。

２・２ 食品収去検査 

平成 29 年 12 月に収去された県内産の生カキ 4 検体

についてノロウイルスの遺伝子検査を行ったところ、

すべて陰性であった。

 

３ 感染症流行予測調査事業 

３・１ 日本脳炎感染源調査 

 県内産のブタを対象に、7 月 3 日から 8 月 21 日まで

の期間に 8 回に分けて採取された合計 80 頭の血清につ

いて、日本脳炎ウイルスに対する抗体価及び 2-ME 感受

性抗体価を赤血球凝集抑制試験により測定した。その

結果、7 月 3 日に採血された 1 頭の血清から HI 抗体が

初めて検出された。その後は 7 月 31 日採血分で抗体保

有率が 100%となり、その後は 8 月 21 日採血分まです

べて 100%であった。

３・２ 風しん感受性調査 

  6 月から 9 月の期間に、糸島保健福祉事務所、粕屋保

健福祉事務所、筑紫保健福祉環境事務所及び宗像・遠

賀保健福祉環境事務所管内の医療機関等において採血

された 9 年齢区分（0-3 歳、4-9 歳、10-14 歳、15-19 歳、

20-24 歳、25-29 歳、30-34 歳、35-39 歳、40 歳以上）の

合計 369 名（女性 198 名、男性 171 名）の血清につい

て風しんウイルスに対する HI 抗体価を測定した。その

結果、抗体保有率は全体が 90.0%、性別では女性が 91.8%、

男性が 88.4%であった。

３・３ 麻しん感受性調査 

 風しん感受性調査と同一の対象血清について、麻し

んウイルスに対する抗体価をゼラチン粒子凝集法によ

り測定した。麻疹ウイルスに対する抗体保有率は全体

が 97.6%であり、年齢区分別では、0-3 歳の年齢層が

66.7%と最も低く、次いで 30-39 歳の年齢層が 98.6%、

他の年齢区分はすべて 100%であった。

３・４ ポリオウイルス感染源調査 

 7 月から 12 月にかけて県内 2 箇所の終末処理場から

得られた流入水合計 12 検体についてポリオウイルスの

検査を行った。

 

４ 共通感染症発生状況等調査  

 2018 年 3 月に、県内の動物病院で採取された犬及び

猫の血清について SFTS ウイルスの遺伝子検査および

IgG 抗体検査を実施した。計 20 検体について検査を行

ったところ、すべて陰性であった。

 

５ 窓口依頼検査 

久留米市より 25 件のウイルス分離・同定試験の窓

口検査依頼があった。遺伝子検査等を行った結果、

17 件からインフルエンザウイルスが検出された。

 

６ 試験検査用実験動物飼育業務 

ウイルス分離・同定試験のため、マウス、モルモ

ット、ガチョウ等について飼育及び繁殖等を行った。

 

７ 高度安全実験室の管理・運用  

危険度の高い病原微生物は、所定の設備が整った

実験室内での取扱いが義務付けられている。平成 29
年度は、結核菌分子疫学調査が行われた。

 

〈調査研究業務〉                                 

１ 感染症発生動向調査事業におけるウイルス検査体

制の強化 

平成 29 年度は、平成 25 年から平成 29 年の期間に、

手足口病と診断された患者から採取された検体から検

出されたコクサッキーウイルス A6 型について、塩基配

列を決定し系統樹解析を行った。

２ 人獣共通感染症に関する病原体及び媒介生物につ

いての調査研究 

 平成 29 年度は、患者発生地域を中心に野外における

マダニの生育状況調査を平成 29 年 5 月から平成 30 年 3
月までの間に実施した。また、採取したマダニについ

て SFTS ウイルス、紅斑熱群リケッチアなどの保有状況

を調べた。

 

〈研修・情報発信業務〉 

１ 研修 

保健福祉（環境）事務所職員を対象にした感染症及

び食品衛生に関する研修を実施した。

 

２ 情報発信 

 当所ホームページ内の「福岡県感染症情報」に「病

原微生物検出情報」として、県域におけるインフルエ

ンザウイルス、ノロウイルス等の検出状況を掲載した。
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生活化学課

当課の主要な業務は、食品、医薬品等の安全性確保を目的とした理化学試験検査、調査研究及び研修・

情報発信である。試験検査業務として、食品の残留農薬等有害汚染物質調査、油症関連検査、危険ドラ

ッグ製品及び健康食品の買上げ検査、医薬品の品質試験等を実施した。平成 29 年度の違反事例は、食品

中アレルギー原因物質の表示違反 1 件及び健康食品から医薬品成分が検出された 6 製品であった。

調査研究業務として、食品の残留農薬及び難燃剤等による汚染実態把握と摂取量推定に関する研究、

危険ドラッグ製品等に含まれる薬物成分の分析法開発及び油症等のダイオキシン類による人体影響と遺

伝要因との関連の解明に関する研究の 3 題を実施した。

〈試験検査業務〉

１ 食品中の有害汚染物質調査

１・１ 食品収去検査

１・１・１ 農作物中の残留農薬検査

平成 29 年 5 月から 10 月までの期間で、野菜類、穀

類、果実等の農産物計 50 検体について残留農薬 200 成

分の分析を行った。その結果、農薬が検出されたのは

23 検体であり、検出された農薬の種類は、殺虫剤が 17
種類、殺菌剤が 12 種類であった。厚労省の定める残留

基準値を超過した事例はなかった。

１・１・２ 輸入農作物中の防ばい剤検査

輸入農作物 オレンジ、グレープフルーツ 4 検体につ

いて防ばい剤（7 種類）の検査を実施した。その結果、

残留基準値を超えるものはなかった。

１・１・３ 米中のカドミウム検査

県内産の米 5 検体について、カドミウムの検査を実

施した。カドミウム濃度は ND < 0.05 ppm －0.3 ppm

で、残留基準値 0.4 ppm を超えるものはなかった。

１・１・４ 食肉及び魚介類中の残留合成抗菌剤検査

県内に流通する牛肉、豚肉､鶏肉及び魚介類 25 検体

について、合成抗菌剤 15 成分の分析を行った。いずれ

も不検出であった。

１・１・５ 魚介類中の水銀検査

県内に流通する魚介類 5 検体の総水銀の分析を行っ

た。総水銀濃度は ND < 0.01 ppm －0.2 ppm で、国の

暫定的規制値 0.4 ppm を超えるものはなかった。

１・１・６ 魚介類中の PCB 検査

県内に流通する魚介類 5検体のPCBの分析を行った。

PCB の濃度は ND ＜0.001 ppm －0.003 ppm で、国の暫

定的規制値 遠洋沖合魚介類：0.5 ppm、内海内湾魚介

類：3.0 ppm を超えるものはなかった。

１・１・７ アレルギー原因物質検査

県内に流通する加工食品に含まれるアレルギー原因

物質の検査を行った。｢えび｣を対象に 4 食品、｢卵｣を

対象に 14 食品、｢乳｣を対象に 16 食品及び｢小麦｣を対

象に 14 食品（計 48 食品）を実施した。その結果、｢卵｣

の表示がない 1 食品で基準 10 μg/g を超える「卵」の

抗原蛋白質が検出された。

１・１・８ 食品中の放射能検査

県内で流通している東日本 17 都県で生産された魚類

及び農産物 9 検体について、放射性セシウム Cs-134 及

び Cs-137 の検査を実施したところ、不検出であった。

１・１・９ 清涼飲料水中の重金属等の検査

県内の事業者が製造又は販売するミネラルウォータ

ー類（6 検体）中の元素類、イオン性化合物等の分析を

行ったところ、いずれも基準値を超過する項目はなか

った。ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水（5 検体）

中の元素類は全て不検出であった。

１・２ 食品中に残留する農薬等の摂取量調査

厚生労働省からの委託を受け、マーケットバスケッ

ト法による農薬 21 種類 22 成分の摂取量実態調査を行

った。全 14 の食品群試料のうち、12 の食品群から農薬

が検出された。各農薬の推定一日摂取量は、一日許容

摂取量（ADI）の 1 %未満であった。

１・３ 食品検査に係る精度管理

１・３・１ 食品衛生外部精度管理調査

一財 食品薬品安全センター秦野研究所が行う外

部精度管理事業に参加し、玄米中の重金属 カドミウ

ム 、にんじん中の残留農薬 農薬 3 種 及び豚肉中の残

留動物用医薬品 スルファジミジン の定量試験を行っ

た。

１・３・２ 地衛研九州ブロック精度管理事業

健康危機管理を想定した精度管理事業に参加した。

有毒植物・グロリオサの誤食によるコルヒチン中毒が

疑われた模擬試料について、コルヒチンの定性・定量

分析を行い、結果を報告した。

 
２ 油症関連検査

２・１ 油症検診受診者血液中の PCB 分析

福岡県内で実施した油症検診の受診者 37 名の血液中

PCB を分析した。その結果、総 PCB 濃度の範囲は 0.05
－5.22 ppb であった。
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生活化学課
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が検出された。各農薬の推定一日摂取量は、一日許容

摂取量（ADI）の 1 %未満であった。

１・３ 食品検査に係る精度管理

１・３・１ 食品衛生外部精度管理調査

一財 食品薬品安全センター秦野研究所が行う外

部精度管理事業に参加し、玄米中の重金属 カドミウ

ム 、にんじん中の残留農薬 農薬 3 種 及び豚肉中の残

留動物用医薬品 スルファジミジン の定量試験を行っ

た。

１・３・２ 地衛研九州ブロック精度管理事業

健康危機管理を想定した精度管理事業に参加した。

有毒植物・グロリオサの誤食によるコルヒチン中毒が

疑われた模擬試料について、コルヒチンの定性・定量

分析を行い、結果を報告した。

 
２ 油症関連検査

２・１ 油症検診受診者血液中の PCB 分析

福岡県内で実施した油症検診の受診者 37 名の血液中

PCB を分析した。その結果、総 PCB 濃度の範囲は 0.05
－5.22 ppb であった。

２・２ 油症検診受診者血液中の PCQ 分析

福岡県の油症検診を受診した未認定者 36 名について

血液中 PCQ を分析した。その結果、PCQ 濃度の範囲は

ND ＜0.02 ppb －0.14 ppb であった。

３ 医薬品及び医薬品成分の試験検査

３・１ 危険ドラッグの成分分析

危険ドラッグの調査・監視の一環として、製品の買

い上げ検査を実施した。19 製品の検査を行った結果、

指定薬物及び指定薬物構造類似成分はいずれの製品か

らも検出されなかった。

３・２ 医薬品成分を含有した健康食品等の検査

無承認無許可医薬品の監視指導対策として健康食品

の検査を実施した。平成 28 年度下半期に薬務課が買い

上げた健康食品等のうち 3 製品からヨヒンビン、ベル

ベリン等の医薬品成分が検出された。また平成 29 年度

の検査では、下半期の 3 製品からシルデナフィルやセ

ンノシド A、B がそれぞれ検出された。

３・３ 後発医薬品 ジェネリック医薬品 の試験検査

３・３・１ ジェネリック医薬品品質情報検討会に係

る医療用医薬品試験（厚生労働省委託）

後発医薬品の品質確保対策として、メロキシカム錠

10mg の 10 製品 先発品 1 及び後発品 9 について、5 種

類の試験液 水、pH6.8、pH5.5（又は pH6.5）及び pH1.2
を用い、「TCK」の承認申請書に統一して溶出開始か

ら各試験液の規定時間までの溶出率を測定した。厚生

労働省の「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラ

イン」に従って、溶出曲線を解析した結果、全ての後

発品の溶出挙動が先発品と類似の範囲内にあった。

３・３・２ 後発医薬品品質確保対策に係る流通製品

の検査

グリメピリド錠 0.5mg の 27 製品、グリメピリド OD
錠 0.5mg の 8 製品及びグリメピリド OD 錠 3mg の 8 製

品について、それぞれ日本薬局方又は先発品の承認申

請書に準拠して溶出試験を行った。また、スクラルフ

ァート内用液 10%の 3 製品について先発品の承認申請

書に準拠して定量試験を行った。全ての製品が公的溶

出規格に適合していた。

３・４ 医薬品の品質試験

オメプラゾール錠 10mgの 1製品について日本薬局方

に準拠して溶出試験を実施した結果、公的溶出規格に

適合していた。

３・５ 家庭用品検査

県内の小売店で買い上げた繊維製品 10 検体について

アゾ化合物 21 種類、繊維製品 38 検体についてホルム

アルデヒド、家庭用洗浄剤 2 検体について水酸化ナト

リウム及び水酸化カリウムの検査を行った。全ての製

品が基準に適合していた。

３・６ 医薬品検査に係る精度管理

厚生労働省が実施する都道府県衛生検査所等におけ

る外部精度管理に参加し、イプリフラボンの定量法及

び純度試験に関する技能試験を行った。

３・７ 医薬部外品製造販売承認申請に係る審査協力

薬務課の依頼を受け、薬用歯みがき類 2 件及び染毛

剤 1 件の製造販売承認申請について、書面を査読し科

学的・技術的観点に基づく意見を提出した。

４ 窓口依頼検査

４・１ 残留農薬の検査

久留米市から依頼された野菜 10 検体の残留農薬 200
成分の検査を行った。

〈調査研究業務〉

１ 食品の残留農薬及び難燃剤等による汚染実態把握

と摂取量推定に関する研究

全国 4 地域における塩素系難燃剤の一日平均摂取量

を ト ー タル ダ イエ ット方 式 に より 推 定し た 。

Dechlorane(Dec)、Dec 602、Dec 603、Dec604 及びクロ

ルデンプラスの全国 4 地域における平均摂取量はそれ

ぞれ 0.48、3.2、0.26、0.0046、0.060 及び 0.22 ng/day と

推定された。

２ 危険ドラッグ製品等に含まれる薬物成分の分析法

開発

危険ドラッグの分析法として検討した方法の適応範

囲を拡大する目的で、いわゆる健康食品に含有する成

分の分析を行った。主要な 50 成分について測定を行っ

た結果、良好に検出可能であり有望な分析法と考えら

れた。危険ドラッグの標準品には入手が困難な化合物

や異性体が多数存在するため、合成が可能か検討した。

トリプタミン系化合物について条件の検討を行い、2-4
工程で合成可能な結果を得た。 
３ 油症等のダイオキシン類による人体影響と遺伝要

因との関連の解明に関する研究

油症認定患者・未認定者の血液中ダイオキシン類及

び PCBs の測定を検診受診者 114 名について実施した。

2,3,4,7,8-PCDF の平均血中濃度は、油症認定患者で 62.3
pg/g lipid、未認定者で 12.5 pg/g lipid であった。血中ダ

イオキシン類・PCB 測定の信頼性確保に資するため、

当所で調製した血液試料を国内の分析機関 5 か所に配

付し、精度管理を実施した。

 
〈研修・情報発信業務〉

保健福祉 環境 事務所等職員を対象とした食品化学

検査研修を行った。
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環境科学部

大気課

当課の主要な業務は、大気環境や放射能に関する試験検査、調査研究及び研修・情報発信である。試

験検査業務として、ばい煙発生施設立入調査等の発生源監視調査、微小粒子状物質（PM2.5）成分調査や

酸性雨対策調査等の大気環境監視調査及び環境放射能水準調査等を実施した。また、国際協力事業とし

て、日韓海峡沿岸県市道環境技術交流事業、中国大気環境改善のための都市間連携事業等を行った。さ

らに、調査研究業務として、光化学オキシダント及び PM2.5 生成に寄与する VOC に関する研究及び福岡

県における平常時の放射線・放射能の実態把握と上昇要因の解析を行った。

〈試験検査業務〉

１ 発生源監視調査

１・１ 県内ばい煙発生施設立入調査

ばい煙発生施設の排出基準の遵守を監視するため、

廃棄物焼却炉 1 施設、セメント焼成炉 1 施設について

立入調査を実施した。その結果、いずれの項目も排出

基準値以下であった。

１・２ ＶＯＣ排出施設立入調査

大気汚染防止法に係る揮発性有機化合物（VOC）排

出施設の排出基準の遵守状況を把握するために、1 施設

について立入調査を実施した。その結果、当該施設の

VOC は排出基準値以下であった。

１・３ 汚染土壌処理施設監視調査

汚染土壌処理施設の処理基準の遵守を監視するため、

セメント製造施設 1 施設について立入調査を実施した。

その結果、排出ガスに関するいずれの項目も排出基準

値以下であった。

２ 大気環境監視調査

２・１ 大気環境測定車による環境大気調査

一般環境大気常時監視測定局及び自動車排出ガス測

定局を補完するため、大気環境測定車“さわやか号”によ

る環境大気調査を実施した。調査地点は、筑紫野市針

摺の 1 地点である。筑紫野市針摺で光化学オキシダン

トの環境基準を超える時間が 12 時間（3 日間）あった。

２・２ 微小粒子状物質（ ）成分調査

大気汚染防止法に基づく常時監視として、PM2.5 の成

分調査を太宰府局、朝倉局及び筑後小郡局において季

節毎に実施した。

２・３ 有害大気汚染物質モニタリング調査

有害大気汚染物質による健康影響の未然防止を図る

ことを目的として、古賀市、宗像市、香春町及び久留

米市の 4 地点において、健康リスクが高いと考えられ

るベンゼン等 21 物質の優先取組物質の大気汚染状況を

把握するため、毎月 1 回 24 時間の調査を実施した。そ

の結果、4 地点とも環境基準及び指針値を満たしていた。

２・４ 国設筑後小郡酸性雨測定所の管理・運営（酸

性雨実態把握調査）

環境省委託業務として、酸性雨原因物質の長距離輸

送の機構解明や酸性雨による生態影響の監視等の目的

に応じて設置された国設筑後小郡酸性雨測定所の保守

管理及び測定所で採取した降水の成分分析を行った。

２・５ 酸性雨モニタリング（土壌・植生）調査

環境省委託業務として、日本の代表的な森林におけ

る土壌及び森林のベースラインデータの確立及び酸性

雨による生態系への影響を把握するため、環境生物課

と共同で調査を実施した。当課は香椎宮（福岡市）及

び古処山（朝倉市）において土壌調査を担当した。

２・６ 酸性雨対策調査

本調査は福岡県の酸性雨の実態を把握するため、地

球環境保全対策事業として実施している。当所におい

て自動雨水採取器による酸性雨調査及びガス・エアロ

ゾル調査を実施した。なお、本調査は全国環境研協議

会酸性雨全国調査を兼ねている。

２・７ 苅田港の降下ばいじん測定調査

港湾課の依頼により苅田港港湾区域内の降下ばいじ

んのモニタリングを実施した。その結果、降下ばいじ

んの年平均総量は 9.2t/km2/30 日であり、降水の pH は

5.41-7.85、電気伝導度（EC）は 1.7-63.3 mS/m であった。

２・８ アスベストモニタリング調査

アスベストモニタリング調査として、特定粉じん排

出等作業現場 2 か所について、アスベスト除去前、除

去中及び除去後の 3 回調査を実施し、大気環境中への

アスベストの飛散がないことを確認した。

３ 放射能調査

３・１ 環境放射能水準調査

ゲルマニウム半導体検出器を用いて環境試料や食品

試料中に含まれる放射性核種分析を行った。また、降

水中の全ベータ放射能測定ならびにモニタリングポス
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環境科学部

大気課

当課の主要な業務は、大気環境や放射能に関する試験検査、調査研究及び研修・情報発信である。試

験検査業務として、ばい煙発生施設立入調査等の発生源監視調査、微小粒子状物質（PM2.5）成分調査や

酸性雨対策調査等の大気環境監視調査及び環境放射能水準調査等を実施した。また、国際協力事業とし

て、日韓海峡沿岸県市道環境技術交流事業、中国大気環境改善のための都市間連携事業等を行った。さ

らに、調査研究業務として、光化学オキシダント及び PM2.5 生成に寄与する VOC に関する研究及び福岡

県における平常時の放射線・放射能の実態把握と上昇要因の解析を行った。

〈試験検査業務〉

１ 発生源監視調査

１・１ 県内ばい煙発生施設立入調査

ばい煙発生施設の排出基準の遵守を監視するため、

廃棄物焼却炉 1 施設、セメント焼成炉 1 施設について

立入調査を実施した。その結果、いずれの項目も排出

基準値以下であった。

１・２ ＶＯＣ排出施設立入調査

大気汚染防止法に係る揮発性有機化合物（VOC）排

出施設の排出基準の遵守状況を把握するために、1 施設

について立入調査を実施した。その結果、当該施設の

VOC は排出基準値以下であった。

１・３ 汚染土壌処理施設監視調査

汚染土壌処理施設の処理基準の遵守を監視するため、

セメント製造施設 1 施設について立入調査を実施した。

その結果、排出ガスに関するいずれの項目も排出基準

値以下であった。

２ 大気環境監視調査

２・１ 大気環境測定車による環境大気調査

一般環境大気常時監視測定局及び自動車排出ガス測

定局を補完するため、大気環境測定車“さわやか号”によ

る環境大気調査を実施した。調査地点は、筑紫野市針

摺の 1 地点である。筑紫野市針摺で光化学オキシダン

トの環境基準を超える時間が 12 時間（3 日間）あった。

２・２ 微小粒子状物質（ ）成分調査

大気汚染防止法に基づく常時監視として、PM2.5 の成

分調査を太宰府局、朝倉局及び筑後小郡局において季

節毎に実施した。

２・３ 有害大気汚染物質モニタリング調査

有害大気汚染物質による健康影響の未然防止を図る

ことを目的として、古賀市、宗像市、香春町及び久留

米市の 4 地点において、健康リスクが高いと考えられ

るベンゼン等 21 物質の優先取組物質の大気汚染状況を

把握するため、毎月 1 回 24 時間の調査を実施した。そ

の結果、4 地点とも環境基準及び指針値を満たしていた。

２・４ 国設筑後小郡酸性雨測定所の管理・運営（酸

性雨実態把握調査）

環境省委託業務として、酸性雨原因物質の長距離輸

送の機構解明や酸性雨による生態影響の監視等の目的

に応じて設置された国設筑後小郡酸性雨測定所の保守

管理及び測定所で採取した降水の成分分析を行った。

２・５ 酸性雨モニタリング（土壌・植生）調査

環境省委託業務として、日本の代表的な森林におけ

る土壌及び森林のベースラインデータの確立及び酸性

雨による生態系への影響を把握するため、環境生物課

と共同で調査を実施した。当課は香椎宮（福岡市）及

び古処山（朝倉市）において土壌調査を担当した。

２・６ 酸性雨対策調査

本調査は福岡県の酸性雨の実態を把握するため、地

球環境保全対策事業として実施している。当所におい

て自動雨水採取器による酸性雨調査及びガス・エアロ

ゾル調査を実施した。なお、本調査は全国環境研協議

会酸性雨全国調査を兼ねている。

２・７ 苅田港の降下ばいじん測定調査

港湾課の依頼により苅田港港湾区域内の降下ばいじ

んのモニタリングを実施した。その結果、降下ばいじ

んの年平均総量は 9.2t/km2/30 日であり、降水の pH は

5.41-7.85、電気伝導度（EC）は 1.7-63.3 mS/m であった。

２・８ アスベストモニタリング調査

アスベストモニタリング調査として、特定粉じん排

出等作業現場 2 か所について、アスベスト除去前、除

去中及び除去後の 3 回調査を実施し、大気環境中への

アスベストの飛散がないことを確認した。

３ 放射能調査

３・１ 環境放射能水準調査

ゲルマニウム半導体検出器を用いて環境試料や食品

試料中に含まれる放射性核種分析を行った。また、降

水中の全ベータ放射能測定ならびにモニタリングポス

ト（7 局）による空間線測定を原子力規制庁の委託事業

として実施した。東京電力福島第一原子力発電所の事

故以降続く、地上 1m での空間線測定を実施した。

３・２ 放射線監視等交付金事業

玄海原子力発電所施設周辺 30km 圏内（UPZ）の環境

放射線レベルを把握するため、糸島市内の 2 測定局（二

丈局及び志摩局）での空間放射線量率の常時監視を行

った。また、環境試料 55 件（大気浮遊じん、土壌、海

水、松葉等）を採取し核種分析を実施した。

３・３ 緊急時安全対策交付金事業

原子力施設において災害が発生した場合における周

辺住民の安全確保を目的に、原子力総合防災訓練及び

緊急時放射線モニタリング情報共有システム ラミセ

スの運用を行った。また、環境放射線モニタリングカ

ーによる走行サーベイを実施した。

３・４ 県単独事業

緊急時モニタリング調査の人材育成と情報の収集を

目的に緊急時モニタリング研修会、ふくおか放射線・

放射能情報サイトの運営及び海水浴場調査を実施した。 
 
４ 国際協力事業

４・１ 日韓海峡沿岸県市道環境技術交流事業

日本と韓国が共同で VOCの実態調査を行うとともに、

PRTR データ等を参照して検証・評価することで、日韓

海峡沿岸地域の有害大気汚染物質対策を推進するため

の基礎資料を得ることを目的に調査を実施した。

４・２ 中国大気環境改善のための都市間連携事業

中国江蘇省と大気環境の改善に関する協力を進める

ため、福岡県では環境省の「中国大気環境改善のため

の都市間連携事業」に参加している。平成 29 年度はモ

デル事業評価のため専門家を江蘇省に派遣した。

４・３ デリー準州大気環境セミナー

福岡県・デリー準州友好提携 10 周年記念事業の一環

として開催された大気環境セミナーに講師を派遣し、

福岡県の大気環境の現状と対策に関して講演を行った。

４・４ 国際環境人材育成研修ほか

国際環境人材育成研修において、アセアン･インドの

研修生に対し、当課の業務及び研究に関する講義を行

った。インド･デリー準州のエコクラブの高校生に大気

汚染の講話を行った。

５ その他の調査

５・１ の短期的 長期的環境基準超過をもたらす

汚染機構の解明（Ⅱ型共同研究 ）

PM2.5 の高濃度要因、発生源の解明のため、他自治体

及び国立環境研究所と協力し、共同調査に参加してい

る。高濃度予報時に全国一斉に試料採取を行い、分析

した結果を基に全国データの解析を行った他、有機指

標成分の分析法の検討を行った。

５・２ 森林生態系における生物・環境モニタリング

手法の確立（Ⅱ型共同研究 ）

各地で衰退が進む森林生態系における生物・環境モ

ニタリング手法の確立を目的とし、環境生物課と共同

で国立環境研究所Ⅱ型共同研究に参加した。

当課は大気モニタリングとして、英彦山及び脊振山

において、パッシブ法による大気調査を担当した。

５・３ オゾン植物影響パイロットモニタリング

（一財）日本環境衛生センターアジア大気汚染研究

センター委託研究として、オゾンのブナ等の植物へ与

える影響を調べるため、英彦山青年の家においてオゾ

ンの連続測定を行った。

５・４ オキシダント二次標準器による校正維持管理

国立環境研究所の委託業務として、同所の所有する

標準参照光度計を一次標準器とし、当所に九州ブロッ

クの二次標準器を設置し、その維持管理を行った。

５・５ 大気環境測定車による出張測定

東筑紫学園高等学校理科部の光害調査に協力する目

的で、東筑紫学園高校（北九州市）及び平尾台におい

て、大気環境測定車“さわやか号”による環境大気調

査を実施した。

５・６ 産廃中間処理場火災に係る環境大気調査

平成 29 年 5 月に発生した嘉麻市の産業廃棄物中間処

理施設の火災による周辺大気への影響を評価するため、

大気環境測定車による環境大気調査を同市内 3 箇所で

計 23 日間実施した。

地方環境研究所と国立環境研究所との共同研究

〈調査研究業務〉

１ 光化学オキシダント（ ）及び 生成に寄与す

るＶＯＣに関する研究

本研究では、Ox 及び PM2.5 生成に寄与する VOC を把

握するため、VOC の実態調査を実施した。

２ 福岡県における平常時の放射線・放射能の実態把

握と上昇要因の解析

平常時の環境放射線・放射能の実態把握のため、降

水中のβ線放出核種の分析、モニタリングポストによ

る空間放射線量率及びγ線スペクトルの解析、大気浮

遊じん中の放射性核種の挙動解析を行った。

〈研修・情報発信業務〉

北九州市の高校生に大気調査に関する研修を行った。

福津市の婦人会に大気汚染の講話を行った。福岡県内

の環境計量証明事業者に排出ガス中の水銀測定につい

て講義を行った。
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水 質 課

 当課の主要な業務は、水環境の保全に関する試験検査、調査研究及び研修・情報発信である。試験検

査業務として、水質汚濁防止法等に基づく河川・湖沼・海域・地下水の環境基準監視調査、事業場排水

の排水基準監視調査、土壌汚染対策法に基づく排水、地下水の調査、水道法に基づく飲用の井戸水や水

道水等の検査等を実施した。また、環境部重点施策「水環境監視強化事業」に係る試験検査を実施した。

調査研究業務としては、「季別運転を行う下水処理場の放流水に含まれる栄養塩類の動態に関する研究」、

「生物応答を用いた水質評価に関する研究」及び「汎用機器による迅速・簡易・網羅的分析法の開発と

その実用化に関する研究」の 3 課題を実施した。

〈試験検査業務〉

１ 公共用水域の水質環境調査

 県内の公共用水域の水質の実態を把握し、環境基

準の達成状況等を監視するため、河川、海域及び湖

沼の水質調査を実施した。

１・１ 河川調査

 県内の中小河川の計80地点において、のべ323検体

の水質調査を実施した。その結果、全ての項目におい

て環境基準値及び指針値以下であった。

１・２ 海域調査      

 本県を囲む海域の計43地点において、のべ348検体の

水質調査を行った。その結果、全ての項目において環

境基準値及び指針値以下であった。

１・３ 湖沼調査

 県内の湖沼のうち油木ダム等、3湖沼の計9地点にお

いて、のべ132検体の水質調査を行った。その結果、全

ての項目において環境基準値及び指針値以下であった。

１・４ 底質の調査

 水質環境の状況を把握するため、河川、湖沼及び海

域の底質についてpH、鉛含有量等13項目を測定した。

１・５ 水環境監視強化事業 

水生生物保全環境基準に係る類型指定のため、環境

基準点においてノニルフェノール等の水質分析を行っ

た。また、矢部川水系河川（2地点：4回）について補

足調査を実施した。魚介類の生息状況等の調査は、環

境生物課と合同で北九州市内河川において実施した。

２ 地下水の水質環境調査

 地下水の水質監視のため、水質汚濁防止法に基づき、

地下水調査を実施した。

２・１ 概況調査

 県内の地下水の概況を把握するための概況調査を実

施した。44検体の地下水を調査した結果、全ての地下

水について、地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準

値又は公共用水域等の要監視項目の指針値を超過した

分析項目はなかった。

２・２ 地下水継続監視調査

平成２年に朝倉市の地下水において環境基準値を超

えるテトラクロロエチレンが検出され、それ以降継続

モニタリングを実施している。平成29年度は1検体が基

準値（0.01 mg/L以下）を超過していた。

３ 工場・事業場排水の監視調査

 事業場排水147検体について、健康項目等の分析を行

った。その結果、排水基準または指導基準に適合しな

かった検体は、pH（排水基準：5.8～8.6）で1検体、COD
（排水基準：30 mg/L以下）で1検体であった。

４ 土壌汚染対策調査

 平成17年に農薬工場敷地内で判明した土壌及び地下

水の汚染状況を継続的に確認するため、工場周辺の地

下水20検体の調査を実施した。その結果、全ての項目

において基準値超過はなかった。

 平成20年度にクリーニング工場敷地内で判明した地

下水汚染事例について、7検体の周辺地下水の調査を実

施した。その結果、1検体でテトラクロロエチレンが地

下水環境基準値（0.01 mg/L以下）を超過していた。

 土壌汚染対策法に基づく許可を取得した汚染土壌処

理施設が適正に処理を行っているかを確認するため、1
施設を対象として排出水及び排ガスの検査を実施した。

その結果、排出基準等を超える項目はなかった。

５ 筑豊緑地内ため池のアオコ発生に関する原因究明

調査

 飯塚県土整備事務所の依頼により、筑豊緑地内ため

池の夏季の藻類大量発生の原因究明と対策調査を実施

した。前年度の調査により、栄養塩類がため池の藻類

発生を制限していると考えられた。そこで、ため池に

流入する栄養塩類の負荷量調査を行い、T-N及びT-P負
荷量は泥池では全て自然由来であったが、高尾池では

その半数は人為起源であることが明らかとなった。ま

た､藻類発生抑制対策について覆砂による効果を検討
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水 質 課

 当課の主要な業務は、水環境の保全に関する試験検査、調査研究及び研修・情報発信である。試験検

査業務として、水質汚濁防止法等に基づく河川・湖沼・海域・地下水の環境基準監視調査、事業場排水

の排水基準監視調査、土壌汚染対策法に基づく排水、地下水の調査、水道法に基づく飲用の井戸水や水
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「生物応答を用いた水質評価に関する研究」及び「汎用機器による迅速・簡易・網羅的分析法の開発と

その実用化に関する研究」の 3 課題を実施した。

〈試験検査業務〉

１ 公共用水域の水質環境調査

 県内の公共用水域の水質の実態を把握し、環境基

準の達成状況等を監視するため、河川、海域及び湖

沼の水質調査を実施した。

１・１ 河川調査

 県内の中小河川の計80地点において、のべ323検体

の水質調査を実施した。その結果、全ての項目におい

て環境基準値及び指針値以下であった。

１・２ 海域調査      

 本県を囲む海域の計43地点において、のべ348検体の

水質調査を行った。その結果、全ての項目において環

境基準値及び指針値以下であった。

１・３ 湖沼調査

 県内の湖沼のうち油木ダム等、3湖沼の計9地点にお

いて、のべ132検体の水質調査を行った。その結果、全

ての項目において環境基準値及び指針値以下であった。

１・４ 底質の調査

 水質環境の状況を把握するため、河川、湖沼及び海

域の底質についてpH、鉛含有量等13項目を測定した。

１・５ 水環境監視強化事業 

水生生物保全環境基準に係る類型指定のため、環境

基準点においてノニルフェノール等の水質分析を行っ

た。また、矢部川水系河川（2地点：4回）について補

足調査を実施した。魚介類の生息状況等の調査は、環

境生物課と合同で北九州市内河川において実施した。

２ 地下水の水質環境調査

 地下水の水質監視のため、水質汚濁防止法に基づき、

地下水調査を実施した。

２・１ 概況調査

 県内の地下水の概況を把握するための概況調査を実

施した。44検体の地下水を調査した結果、全ての地下

水について、地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準

値又は公共用水域等の要監視項目の指針値を超過した

分析項目はなかった。

２・２ 地下水継続監視調査

平成２年に朝倉市の地下水において環境基準値を超

えるテトラクロロエチレンが検出され、それ以降継続

モニタリングを実施している。平成29年度は1検体が基

準値（0.01 mg/L以下）を超過していた。

３ 工場・事業場排水の監視調査

 事業場排水147検体について、健康項目等の分析を行

った。その結果、排水基準または指導基準に適合しな

かった検体は、pH（排水基準：5.8～8.6）で1検体、COD
（排水基準：30 mg/L以下）で1検体であった。

４ 土壌汚染対策調査

 平成17年に農薬工場敷地内で判明した土壌及び地下

水の汚染状況を継続的に確認するため、工場周辺の地

下水20検体の調査を実施した。その結果、全ての項目

において基準値超過はなかった。

 平成20年度にクリーニング工場敷地内で判明した地

下水汚染事例について、7検体の周辺地下水の調査を実

施した。その結果、1検体でテトラクロロエチレンが地

下水環境基準値（0.01 mg/L以下）を超過していた。

 土壌汚染対策法に基づく許可を取得した汚染土壌処

理施設が適正に処理を行っているかを確認するため、1
施設を対象として排出水及び排ガスの検査を実施した。

その結果、排出基準等を超える項目はなかった。

５ 筑豊緑地内ため池のアオコ発生に関する原因究明

調査

 飯塚県土整備事務所の依頼により、筑豊緑地内ため

池の夏季の藻類大量発生の原因究明と対策調査を実施

した。前年度の調査により、栄養塩類がため池の藻類

発生を制限していると考えられた。そこで、ため池に

流入する栄養塩類の負荷量調査を行い、T-N及びT-P負
荷量は泥池では全て自然由来であったが、高尾池では

その半数は人為起源であることが明らかとなった。ま

た､藻類発生抑制対策について覆砂による効果を検討
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した結果、底面への付着低減効果が確認された。

６ 緊急対応調査        
６・１ 産業廃棄物中間処理施設の火災に係る周辺環

境調査

平成29年5月に、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物中間処理施設において火災が発生し、消

火活動に伴う排水による周辺環境への影響を把握する

ため、周辺河川（のべ21件）、地下水（のべ8件）及び

事業場敷地からの排水（のべ5件）の水質調査を行った。

河川水は、7月までBODの超過が見られたが、その他の

調査項目については公共用水域の環境基準を満足した。

地下水は、平成30年2月に水銀(0.0006 mg/L)が検出され

たが、自然由来と考えられた。その他の調査項目につ

いては、地下水環境基準を満足していた。事業場敷地

からの排水については、7月初旬までBODが排水基準を

超過したが、その他の調査項目は排水基準以下であっ

た。

 

７ 産業廃棄物最終処分場周辺地下水等調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最

終処分場の周辺環境の現状を把握するため、イオン成

分等について、周辺民家井戸水7検体を12回、周辺河川

水1検体を4回分析した。

８ 化学物質環境実態調査

 大牟田沖海水及び雷山川河川水の計2検体について、

初期環境調査として酢酸2-メトキシエチル、詳細環境調

査として1,2,4-トリメチルベンゼンの調査を実施した。

本調査は環境省委託事業である。 

９ 精度管理調査への参加

９・１ 水道水質検査精度管理調査

厚生労働省による本事業において、フッ素及びその

化合物について参加した。 

９・２ 環境測定分析統一精度管理調査

環境省による本事業において、模擬排水試料のCOD
及びほう素、模擬水質試料の1,2-ジクロロエタンについ

て参加した。

１０ 窓口依頼検査

１０・１ 水道に係る精密検査及び飲料水水質検査  
 水道原水の精密検査の総件数は1件であった。飲料水

理化学試験の総検体数は28検体であり、定量試験は7検

体であった。 

 

〈調査研究業務〉 

１ 水生生物保全に係る水質環境基準物質の汚濁機構

に関する研究 

県内河川の家庭由来LAS負荷量を原単位法により解

析し、対策優先度の高い河川を選定した。その結果、

福岡県の年間LAS負荷量は220tであり、ほぼ全てが生活

雑排水の寄与によることを明らかにした。また、LAS
の汚濁実態及び負荷量の試算値から対策優先度の高い

3河川を指摘した。

 

２ 汎用機器による迅速・簡易・網羅的分析法の開発

とその実用化に関する研究

化学物質による事故や災害等の土壌汚染調査に適用

可能な迅速スクリーニング法を開発した。本法は特別

な機器や技術を必要とせず、10検体の同時処理を約2時
間で実施することができる。本研究成果をもとに、全

国25機関の地方環境研究所（計28名）を対象に技術研

修会を実施した。

 

３ 生物応答を用いた水質評価に関する研究

ムレミカヅキモを用いて事業場排水（14業種、31検
体）のスクリーニング調査を実施した。その結果、13
検体で藻類生長阻害が確認された。また、ムレミカヅ

キモにて毒性が確認された排水についてゼブラフィッ

シュ及びニセネコゼミジンコで試験したところ、ニセ

ネコゼミジンコにも毒性影響が確認された。

〈研修・情報発信業務〉 

１ 研修生に対する研修 

久留米工業高等専門学校の学生1名について、水質測

定に関する研修（ダム採水、BOD、COD、T-N、T-P等
の一般項目の測定）を実施した。

 

２ 環境保全担当者基礎技術研修 

保健福祉環境事務所環境保全担当職員等を対象とし

て、水質サンプリング時における採取容器、採取方法

やその注意事項に関する研修を行った。 

 

３ 衛生検査技術研修 

保健福祉環境事務所検査課職員等を対象として、公

共用水域の水質検査のうちBOD、COD、T-N、T-P等の

一般項目の測定方法について研修し、また塩素消毒済

み排水におけるT-N分析に関する注意点に関する講義

を行った。
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廃棄物課

当課の主要な業務は、廃棄物に起因する環境汚染監視及び廃棄物のリサイクル促進を目的とした試験

検査及び調査研究である。試験検査業務として、産業廃棄物最終処分場の浸透水、放流水、ガス及び埋

立物の調査を定期的に実施している。行政代執行を実施した最終処分場の場内表流水等及び周辺民家井

戸水等の調査、硫化水素発生履歴のある旧産業廃棄物最終処分場の調査、放置廃棄物の火災履歴のある

中間処理施設の調査等を継続して実施した。また、廃棄物の不法投棄・不適正処理等に伴う調査、産業

廃棄物中間処理施設の火災に係る調査を実施した。その他、リサイクル製品認定制度に係る環境安全性

検査、松くい虫防除事業の薬剤散布に伴う環境影響調査を実施した。

なお、調査研究業務としては、廃棄物最終処分場における浸透水の微生物群集構造と適正管理に関す

る研究を実施した。

〈試験検査業務〉

１ 産業廃棄物最終処分場の放流水、埋立物等の定期

調査

産業廃棄物最終処分場の実態を把握し、適正な維持

管理の確保を図るため、県下の最終処分場等の調査を

実施した。平成 29 年度は、29 か所の最終処分場等につ

いて、放流水、浸透水、地下水等 42 検体、埋立廃棄物

1 検体の分析を行った。その結果、2 か所の最終処分場

の地下水からクロロエチレン及び 1,4-ジオキサンが検

出された。また、埋立物の分析結果において、「金属

等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭

和 48 年 2 月 17 日総理府令第 5 号）の産業廃棄物の埋

立処分に係る判定基準を満たしていた。

２ 旧産業廃棄物最終処分場に係る継続調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の硫化水素発生履歴の

ある旧産業廃棄物最終処分場において、水質及び発生

ガスの推移を毎月調査した。浸透水より処理水の BOD
が高い現象が見られたが、原因は硝化反応によるもの

と考えられた。浸透水及び処理水の有害物質等は、維

持管理基準項目については、基準を満たしていた。ま

た、ボーリング孔及び通気管内のガスからは、硫化水

素及びメタンが継続的に検出された。

３ 産業廃棄物最終処分場等関連調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最終処分

場において、措置命令後の廃棄物の周辺環境への影響

を調べるため、周辺表流水の調査を年 4 回行った。

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最

終処分場における行政代執行に係る周辺環境の現状確

認のため、周辺の民家井戸水の調査を毎月 1 回実施し

た。その結果、一部検体の pH 及び一般細菌を除き水道

法の水質基準に適合していた。また、処分場表流水等

の調査を毎月 1 回実施した。処分場放流口下流の河川

水調査を平成 29 年 5 月、8 月、11 月、平成 30 年 2 月

に行った結果、人の健康の保護に関する環境基準を満

たしていた。

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の旧産業廃棄物

最終処分場の現状確認及び周辺環境の状況把握のため、

周辺環境水等の調査を平成 29 年 10 月に行った。その

結果、浸透水にヒ素が検出された。その他の項目は、

人の健康の保護に関する環境基準を満たしていた。

４ 廃棄物の不法投棄・不適正処理等に伴う調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内において産業廃

棄物（焼却灰）が放置されていることについて、周辺

環境への影響を把握するために平成 18 年度から井戸水

及び河川水についての調査を行っている。平成 29 年度

も環境基準項目については、基準を満たしていた。ま

た、平成 29 年 4 月に廃棄物（ボーリングコア）の溶出

量試験を行った。その結果、「金属等を含む産業廃棄

物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年 2 月 17
日総理府令第 5 号）の産業廃棄物の埋立処分に係る判

定基準を満たしていた。

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の不法投棄現場

の跡地周辺の水路、ため池等において、汚染の有無を

明らかにするため、水質調査を行った。その結果、水

質汚濁に係る環境基準（健康項目）については基準を

満たしていた。

京築保健福祉環境事務所管内の不法投棄現場跡地周

辺の環境影響を調査するため、浸出水について水質の

検査を行った。その結果、全ての項目について環境基

準を満たしていた。

京築保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最終処分

場の現状及び周辺環境の状況を把握するため、周辺地

下水及びガスの分析を年 2 回実施した。その結果、全

地点において基準を満たしていた。

５ 放置廃棄物の火災に係る調査

南筑後保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物中間処
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廃棄物課

当課の主要な業務は、廃棄物に起因する環境汚染監視及び廃棄物のリサイクル促進を目的とした試験

検査及び調査研究である。試験検査業務として、産業廃棄物最終処分場の浸透水、放流水、ガス及び埋

立物の調査を定期的に実施している。行政代執行を実施した最終処分場の場内表流水等及び周辺民家井

戸水等の調査、硫化水素発生履歴のある旧産業廃棄物最終処分場の調査、放置廃棄物の火災履歴のある

中間処理施設の調査等を継続して実施した。また、廃棄物の不法投棄・不適正処理等に伴う調査、産業

廃棄物中間処理施設の火災に係る調査を実施した。その他、リサイクル製品認定制度に係る環境安全性

検査、松くい虫防除事業の薬剤散布に伴う環境影響調査を実施した。

なお、調査研究業務としては、廃棄物最終処分場における浸透水の微生物群集構造と適正管理に関す

る研究を実施した。

〈試験検査業務〉

１ 産業廃棄物最終処分場の放流水、埋立物等の定期

調査

産業廃棄物最終処分場の実態を把握し、適正な維持

管理の確保を図るため、県下の最終処分場等の調査を

実施した。平成 29 年度は、29 か所の最終処分場等につ

いて、放流水、浸透水、地下水等 42 検体、埋立廃棄物

1 検体の分析を行った。その結果、2 か所の最終処分場

の地下水からクロロエチレン及び 1,4-ジオキサンが検

出された。また、埋立物の分析結果において、「金属

等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭

和 48 年 2 月 17 日総理府令第 5 号）の産業廃棄物の埋

立処分に係る判定基準を満たしていた。

２ 旧産業廃棄物最終処分場に係る継続調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の硫化水素発生履歴の

ある旧産業廃棄物最終処分場において、水質及び発生

ガスの推移を毎月調査した。浸透水より処理水の BOD
が高い現象が見られたが、原因は硝化反応によるもの

と考えられた。浸透水及び処理水の有害物質等は、維

持管理基準項目については、基準を満たしていた。ま

た、ボーリング孔及び通気管内のガスからは、硫化水

素及びメタンが継続的に検出された。

３ 産業廃棄物最終処分場等関連調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最終処分

場において、措置命令後の廃棄物の周辺環境への影響

を調べるため、周辺表流水の調査を年 4 回行った。

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最

終処分場における行政代執行に係る周辺環境の現状確

認のため、周辺の民家井戸水の調査を毎月 1 回実施し

た。その結果、一部検体の pH 及び一般細菌を除き水道

法の水質基準に適合していた。また、処分場表流水等

の調査を毎月 1 回実施した。処分場放流口下流の河川

水調査を平成 29 年 5 月、8 月、11 月、平成 30 年 2 月

に行った結果、人の健康の保護に関する環境基準を満

たしていた。

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の旧産業廃棄物

最終処分場の現状確認及び周辺環境の状況把握のため、

周辺環境水等の調査を平成 29 年 10 月に行った。その

結果、浸透水にヒ素が検出された。その他の項目は、

人の健康の保護に関する環境基準を満たしていた。

４ 廃棄物の不法投棄・不適正処理等に伴う調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内において産業廃

棄物（焼却灰）が放置されていることについて、周辺

環境への影響を把握するために平成 18 年度から井戸水

及び河川水についての調査を行っている。平成 29 年度

も環境基準項目については、基準を満たしていた。ま

た、平成 29 年 4 月に廃棄物（ボーリングコア）の溶出

量試験を行った。その結果、「金属等を含む産業廃棄

物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年 2 月 17
日総理府令第 5 号）の産業廃棄物の埋立処分に係る判

定基準を満たしていた。

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の不法投棄現場

の跡地周辺の水路、ため池等において、汚染の有無を

明らかにするため、水質調査を行った。その結果、水

質汚濁に係る環境基準（健康項目）については基準を

満たしていた。

京築保健福祉環境事務所管内の不法投棄現場跡地周

辺の環境影響を調査するため、浸出水について水質の

検査を行った。その結果、全ての項目について環境基

準を満たしていた。

京築保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物最終処分

場の現状及び周辺環境の状況を把握するため、周辺地

下水及びガスの分析を年 2 回実施した。その結果、全

地点において基準を満たしていた。

５ 放置廃棄物の火災に係る調査

南筑後保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物中間処

理施設内で平成 21 年に放置された産業廃棄物から火災

が発生し、散水消火が行われた。周辺地下水への環境

影響を監視するため、地下水及び河川水の調査を継続

して行った。その結果、全地点において基準を満たし

ていた。

また、覆土による窒息消火の鎮火状況を監視するた

め、継続して廃棄物層内ガスの分析を行った。その結

果、覆土による窒息消火は有効に機能していることが

確認された。

６ 産業廃棄物中間処理施設で発生した火災の影響を

受けた廃棄物の調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内の産業廃棄物中

間処理施設で発生した火災の影響を受けた廃棄物の性

状を確認するため、6 月に 7 検体の試料について、溶出

量試験を実施した。

７ 福岡県リサイクル製品認定制度に係る試験

資源の循環利用及び廃棄物の減量の促進を目的とし

た「福岡県リサイクル製品認定制度」の運用に当たり、

申請製品の環境安全性に係る基準への適合状況を確認

するため、分析検査を実施した。平成 29 年度は、建設

汚泥改良土等 9 検体について溶出量基準検査及び含有

量基準検査等を実施した。その結果、検査項目の全て

で基準を満たしていた。

８ 特別防除事業に伴う薬剤防除自然環境等影響調査

松くい虫被害予防のための特別防除（空中散布）が

平成 29 年 5 月から 6 月にかけて実施された。平成 29
年度の散布薬剤は 3 市町がチアクロプリド、2 町がフェ

ニトロチオンであった。薬剤散布期間中の大気中濃度

の確認のため、チアクロプリド 16 検体、また、薬剤散

布地域の井戸水の安全確認のため、チアクロプリド 24
検体及びフェニトロチオン 6 検体の分析検査を実施し

た。その結果、いずれの検体からもチアクロプリド及

びフェニトロチオンは検出されなかった。

〈調査研究業務〉

１ 廃棄物最終処分場における浸透水の微生物群集構

造と適正管理に関する研究

平成 29 年度は、福岡県内の最終処分場の浸透水につ

いて、水質分析及び微生物群集構造解析を実施した。

また、これらのデータに加え、福岡県が外部に委託し

て実施している掘削調査から得られた埋立廃棄物組成

情報との統計解析を実施した。

〈研修・情報発信業務〉

１ 研修生に対する研修

8月に九州大学工学部地球環境工学科の学生 1名に対

し、GC-MS（農薬）、重炭酸、水溶性イオン、COD、

硫化水素の分析方法を指導した。

２ 環境保全担当者基礎技術研修

5月に保健福祉環境事務所環境保全担当職員等を対

象に産業廃棄物処分場等での水質試料及び孔内ガス試

料のサンプリングに関する研修を行った。

３ シャドウズデイ参加

県内の企業・団体が参加する「FUKUOKAみらいフェ

スタ2017」の一環として実施されたシャドウズデイ 親

の職場における子どもの一日職場体験 に職員の子ど

も2名が参加し、器具操作や簡易分析などを体験した。
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環境生物課

 当課の主要な業務は、自然環境や生物多様性の保全に係る試験検査、調査研究及び教育研修・情報発

信である。試験検査業務として、生物多様性戦略推進事業、酸性雨等森林生態系影響調査、酸性雨モニ

タリング（土壌・植生）調査、水生生物保全環境基準に係る類型指定調査、生物同定試験を実施した。

調査研究業務として、英彦山ブナ林生態系の保全・復元に関する研究、侵略的外来種の防除手法に関す

る研究及び県民参加型の生物多様性調査マニュアルの開発を実施した。また、教育研修・情報発信業務

として、保健福祉環境事務所及び市町村の環境関連部局の担当者を対象にした研修を実施するとともに、

生物多様性関連事業、水辺教室、自然観察会等への講師派遣を行った。

＜試験検査業務＞

１ 生物多様性戦略推進事業

 福岡県生物多様性戦略が平成 25 年 3 月に策定され、

平成 25 年度より戦略推進のために、行動計画に基づく

様々な事業が展開された。平成 29 年度からは福岡県重

点施策事業として、英彦山及び犬ヶ岳生態系回復事業

が開始され、当課において事業の一部を実施した。

１・１ 英彦山及び犬ヶ岳における生態系回復事業 

 英彦山及び犬ヶ岳に生育する絶滅危惧植物のシカ食

害対策として、シモツケソウ、ユキザサ、カリガネソ

ウ、ナガバノコウヤボウキ等 17 種の種子を採取した。

採取種子は-20℃の条件で長期冷凍保存したほか、一部

については播種・育苗した。また、現地におけるシカ

防護柵の設置に協力した。

 このほか、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定検

討会に参画し、耶馬日田英彦山国定公園英彦山・犬ヶ

岳地区におけるシカ捕獲等に係る事業実施計画の策定

及びその評価に協力した。

１・２ 福岡県生物多様性戦略第 2 期行動計画策定事

業 

 平成 25 年 3 月に策定された福岡県生物多様性戦略の

第 1 期行動計画期間が平成 29 年度に終了することから、

第 2 期行動計画策定事業が実施された。当課は福岡県

生物多様性戦略第 2 期行動計画策定専門委員会の事務

局の一員として、編集作業全般に協力するとともに、

序章、第 2 章の生物多様性の現状と課題、資料編の第 2
期行動計画と SDGs（持続可能な開発目標）の関連性な

どの一部項目について、原案作成を行った。

１・３ 生物多様性保全上の重要地域の抽出 

平成 29 年度は、重要地域抽出の前提となる生物分布

情報の収集及びデータ整理を行うとともに、県及び市

町村の公共工事部局に対する希少野生生物分布情報の

提供を行った。

１・４ 公共工事生物多様性配慮事例集の作成協力 

 平成 26 年に策定された福岡県公共工事生物多様性配

慮指針を踏まえて公共工事生物多様性配慮事例集が作

成されるにあたり、解説・コメント等を執筆するとと

もに、編集作業全般に協力した。 

１・５ 環境影響評価に係る審査支援 

 福岡県環境保全に関する条例の対象事業について、

主として動物、植物、生態系の分野に関する審査（環

境部自然環境課が実施）を専門的・技術的観点から支

援した。

１・６ その他 

 当所サーバ内に置かれている福岡県の希少野生生物

（福岡県レッドデータブック）ホームページの維持管

理を行った。また、福岡県生物多様性 Web 情報サイト

の記事等の作成に協力した。

 

２ 酸性雨等森林生態系影響調査

 酸性雨等調査の一環として、酸性雨等森林生態系影

響調査を実施した。植物影響調査として、平成 29 年度

は、平成 24 年度に引き続き釈迦岳（八女市）のブナ林

域に設定している永久調査区（標高 1,060 m）において、

植生及び植物相を記録するとともに、樹木衰退度を調

査した。その結果、平成 2 年の台風被害に起因すると

考えられるブナの衰退が依然として見られたが、ブナ

の平均衰退度は前回の調査結果（平成 24 年度）と比較

して顕著な変化はなかった。また、節足動物影響調査

として、矢部川上流（標高 750m）で水生生物（大型底

生動物）調査を実施した。前回の調査結果（平成 19 年

度）と比較して顕著な変化はなかった。

３ 酸性雨モニタリング（土壌・植生）調査

 環境省委託業務として、平成 28 年度に引き続き、酸

性雨等に対する感受性が高いと考えられる赤黄色系土

壌の林分（香椎宮：福岡市東区）及び対照となる土壌

が得られる林分（古処山：朝倉市）において、各 2 地

点ずつ、EANET（東アジア酸性雨モニタリングネット

ワーク）技術マニュアルに基づき、植生の基礎調査を

実施した。また、5 年ごとに実施している土壌モニタリ

ング調査を大気課と共同で実施した。

－26－－ 26 －



環境生物課

 当課の主要な業務は、自然環境や生物多様性の保全に係る試験検査、調査研究及び教育研修・情報発

信である。試験検査業務として、生物多様性戦略推進事業、酸性雨等森林生態系影響調査、酸性雨モニ

タリング（土壌・植生）調査、水生生物保全環境基準に係る類型指定調査、生物同定試験を実施した。

調査研究業務として、英彦山ブナ林生態系の保全・復元に関する研究、侵略的外来種の防除手法に関す

る研究及び県民参加型の生物多様性調査マニュアルの開発を実施した。また、教育研修・情報発信業務

として、保健福祉環境事務所及び市町村の環境関連部局の担当者を対象にした研修を実施するとともに、

生物多様性関連事業、水辺教室、自然観察会等への講師派遣を行った。

＜試験検査業務＞

１ 生物多様性戦略推進事業

 福岡県生物多様性戦略が平成 25 年 3 月に策定され、

平成 25 年度より戦略推進のために、行動計画に基づく

様々な事業が展開された。平成 29 年度からは福岡県重

点施策事業として、英彦山及び犬ヶ岳生態系回復事業

が開始され、当課において事業の一部を実施した。

１・１ 英彦山及び犬ヶ岳における生態系回復事業 

 英彦山及び犬ヶ岳に生育する絶滅危惧植物のシカ食

害対策として、シモツケソウ、ユキザサ、カリガネソ

ウ、ナガバノコウヤボウキ等 17 種の種子を採取した。

採取種子は-20℃の条件で長期冷凍保存したほか、一部

については播種・育苗した。また、現地におけるシカ

防護柵の設置に協力した。

 このほか、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定検

討会に参画し、耶馬日田英彦山国定公園英彦山・犬ヶ

岳地区におけるシカ捕獲等に係る事業実施計画の策定

及びその評価に協力した。

１・２ 福岡県生物多様性戦略第 2 期行動計画策定事

業 

 平成 25 年 3 月に策定された福岡県生物多様性戦略の

第 1 期行動計画期間が平成 29 年度に終了することから、

第 2 期行動計画策定事業が実施された。当課は福岡県

生物多様性戦略第 2 期行動計画策定専門委員会の事務

局の一員として、編集作業全般に協力するとともに、

序章、第 2 章の生物多様性の現状と課題、資料編の第 2
期行動計画と SDGs（持続可能な開発目標）の関連性な

どの一部項目について、原案作成を行った。

１・３ 生物多様性保全上の重要地域の抽出 

平成 29 年度は、重要地域抽出の前提となる生物分布

情報の収集及びデータ整理を行うとともに、県及び市

町村の公共工事部局に対する希少野生生物分布情報の

提供を行った。

１・４ 公共工事生物多様性配慮事例集の作成協力 

 平成 26 年に策定された福岡県公共工事生物多様性配

慮指針を踏まえて公共工事生物多様性配慮事例集が作

成されるにあたり、解説・コメント等を執筆するとと

もに、編集作業全般に協力した。 

１・５ 環境影響評価に係る審査支援 

 福岡県環境保全に関する条例の対象事業について、

主として動物、植物、生態系の分野に関する審査（環

境部自然環境課が実施）を専門的・技術的観点から支

援した。

１・６ その他 

 当所サーバ内に置かれている福岡県の希少野生生物

（福岡県レッドデータブック）ホームページの維持管

理を行った。また、福岡県生物多様性 Web 情報サイト

の記事等の作成に協力した。

 

２ 酸性雨等森林生態系影響調査

 酸性雨等調査の一環として、酸性雨等森林生態系影

響調査を実施した。植物影響調査として、平成 29 年度

は、平成 24 年度に引き続き釈迦岳（八女市）のブナ林

域に設定している永久調査区（標高 1,060 m）において、

植生及び植物相を記録するとともに、樹木衰退度を調

査した。その結果、平成 2 年の台風被害に起因すると

考えられるブナの衰退が依然として見られたが、ブナ

の平均衰退度は前回の調査結果（平成 24 年度）と比較

して顕著な変化はなかった。また、節足動物影響調査

として、矢部川上流（標高 750m）で水生生物（大型底

生動物）調査を実施した。前回の調査結果（平成 19 年

度）と比較して顕著な変化はなかった。

３ 酸性雨モニタリング（土壌・植生）調査

 環境省委託業務として、平成 28 年度に引き続き、酸

性雨等に対する感受性が高いと考えられる赤黄色系土

壌の林分（香椎宮：福岡市東区）及び対照となる土壌

が得られる林分（古処山：朝倉市）において、各 2 地

点ずつ、EANET（東アジア酸性雨モニタリングネット

ワーク）技術マニュアルに基づき、植生の基礎調査を

実施した。また、5 年ごとに実施している土壌モニタリ

ング調査を大気課と共同で実施した。
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４ 水生生物保全環境基準に係る類型指定調査

 平成 26 年度から水生生物保全環境基準に係る類型指

定業務が福岡県重点施策事業として開始された。平成

29年度は北九州市内河川の 16河川を対象に調査が実施

され、当課は主として魚介類の生息状況等の調査を担

当した。また、当初は筑後川水系 11 河川での調査も予

定していたが、集中豪雨の影響のため次年度に延期し

た。

５ 窓口依頼検査（生物同定試験）

 平成 29 年度に依頼された試験は、全て一般依頼で 65
件であった。検査内容別では、食品中異物 32 件、住居・

事業所内発生 7 件、皮膚掻痒 14 件、詳細不明 12 件で

あった。

＜調査研究業務＞

１ 英彦山ブナ林生態系の保全・復元に関する研究 

英彦山ブナ林生態系の保全と復元の方向性を明確に

し、面的な保全計画を立案することを目的に、英彦山

ブナ林においてシカ防護ネットの有効性とその経年変

化を評価した。

平成 25 年度の冬に、英彦山ブナ林に設置されていた

シカ防護ネット約 1ha を大規模に補修し、ネットの内外

に 5 か所ずつの調査地点を設け、平成 25 年から平成 29
年にかけて、秋に林床植生等の調査を行った。ネット

内は外に比べてシカ生息密度が低く保たれており、林

床植物の被度、植生高、主要木本の植物高、ブナ実生

の生残率はいずれもネット内で有意に高かったことか

ら、ネットの補修効果が見られはじめていることがわ

かった。また、ブナの衰退が著しく母樹がほとんど見

られない環境下において、平成 29 年秋に林床植生調査

を行った結果、ブナの実生は確認されず、他の木本に

ついても種数及び出現頻度が低かった。このような環

境下においてもネットの設置による効果が見られるか

どうか、検証が必要である。

２ 侵略的外来種の防除手法に関する研究 

侵略的外来種の防除手法を提示し、効果的な外来種

対策を推進することを目的に、文献調査による最新の

知見及び防除事例の収集、防除手法開発に向けた調査

研究を行った。

調査研究の対象種は、福岡県侵略的外来種リスト

2018（平成 30 年 4 月公表）において、最も対策の必要

性が高いと評価された重点対策外来種を中心に選定し

た。選定においては、防除手法が開発されていない種

又は開発された防除手法に新たな知見を補完できるこ

とが見込まれる種とし、動物はアカミミガメとギギ、

植物はブラジルチドメグサとバクヤギクの 4 種を調査

対象種とした。平成 29 年度は、ブラジルチドメグサの

生育環境条件を明らかにするために、室内での栽培実

験及び筑後市の協力のもと筑後市内クリーク及び河川

において生育環境調査を行った。

３ 県民参加型の生物多様性調査マニュアルの開発 

 生物多様性の状況がわかる指標の活用推進を目的に、

種同定のための適切なマニュアル作成に向けた研究開

発を進めた。

一般的な生物同定用資料の情報収集、淡水魚類を中

心に画像の作成・収集を行った。また、県内において

特定外来生物ヒアリに関する問題が浮上したことから、

ヒアリの簡易同定マニュアルの作成を行い、県庁関連

部局に配布し有効に活用された。あわせて県土整備部

河川課が作成する多自然川づくり事例集において、県

内の河川性魚類各種の区別点等を簡易に記載した資料

の作成・提供を行った。以上の研究を行う過程でいく

つかの新知見が得られたため、論文発表及び学会発表

を行った。

＜研修・情報発信業務＞

１ 研修指導

保健福祉環境事務所及び市町村の環境関連部局の職

員を対象とし、生物多様性に関連する座学及び実地研

修を実施した。

２ 講師派遣

平成 29 年度は計 57 回の講師派遣を行った。内容別

では、保健福祉環境事務所が実施する事業に 32 回、水

辺教室に 8 回、環境部自然環境課が実施する事業に 2
回、環境部環境保全課が実施する水生生物講座に 1 回、

その他県機関が実施する自然観察会等に 1 回、派遣を

行った。また、市町村が実施する自然観察会等に 7 回、

財団等が実施する自然観察会及び研修会等に 6 回派遣

を行った。 
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３ 試験検査業務の概要

（１）行政依頼

①保健関係

業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

保健統計関係

福岡県保健統計年報 平成27年人口動態調査、医療施設動

態調査、病院報告に関する統計資料

を作成

人口動態調

査

医療施設動

態調査

病院報告

集計・解析、

結果表出力

結果表出力

結果表出力

135,202

8,221

7,407

135,202

8,221

7,407

企画情報管

理課（P10）

油症検診受診者追跡

調査

平成28年度全国統一検診票による油

症一斉検診データの確定作業及び平

成27年度全国油症検診結果表を作成

し報告

油症検診受

診者

確定作業

全国集計作

業

645

653

3,225

3,265

企画情報管

理課（P10）

地域がん登録届出票

の処理業務

医療機関からの届出情報のコーディ

ング作業を実施

がん登録届

出票

コーディン

グ

28,672 28,672 企画情報管

理課（P11）

全国がん登録届出票

の処理業務

医療機関からの届出情報のコーディ

ング作業を実施

がん登録届

出票

コーディン

グ

64,029 64,029 企画情報管

理課（P11）

感染症発生動向調査

登録業務

定点把握対象疾患の患者情報の代行

入力及び国への報告、全数把握対象

疾患の入力内容確認及び国への報告

感染症発生

動向調査

定点把握対

象疾患

全数把握対

象疾患

19,292

913

19,292

913

企画情報管

理課（P11）

病原性細菌・血清関係

食中毒検査 食中毒の病因物質を明らかにするた

め、保健福祉（環境）事務所より搬

入された検査材料の細菌検査を実施

ふん便、吐

物、食品残

品、拭取り、

水等

食中毒細菌 119 991 病理細菌課

（P14）

食品収去検査

－細菌検査－

食品の安全性確保のため、収去した

食品の食中毒細菌汚染状況等の検査

を実施

肉類、野菜

類、魚介類

等

汚染指標細

菌、食中毒細

菌

89 718 病理細菌課

（P14）

食品収去検査

－畜水産食品の残留

物質モニタリング検

査－

食品の安全性確保のため、収去した

食品の残留抗生物質の有無について

検査を実施

肉類、魚介

類

残留抗生物

質

50 200 病理細菌課

（P14）

業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

食品の食中毒菌汚染

実態調査

食中毒発生の未然防止対策を図るた

めの流通食品の細菌汚染実態調査を

実施

生食用等野

菜、浅漬、

肉類等

大腸菌、腸管

出血性大腸

菌 O26・

O103・O111･

O121･O145･

O157 、サル

モネラ属菌、

カンピロバ

クター・ジェ

ジュニ コリ

100 498 病理細菌課

（P14）

食品衛生検査施設の

業務管理

先進諸国の食品衛生検査施設と同等

あるいはそれ以上の技術水準を維持

するための精度管理

標準試験品 一般細菌数、

食中毒細菌

等

9 9 病理細菌課

（P14）

感染症に関する微生

物検査

－細菌検査（腸管出血

性大腸菌を除く）－

劇症型溶血性レンサ球菌感染症関連

検査、細菌性赤痢関連検査、侵襲性

肺炎球菌感染症関連検査、侵襲性イ

ンフルエンザ菌感染症関連検査

菌株 病原菌の検

出等

38 38 病理細菌課

（P14）

感染症に関する微生

物検査

－腸管出血性大腸菌

検査－

大腸菌の血清型別検査及び集団発生

事例のDNA解析の実施、各保健福祉

（環境）事務所から搬入された菌株

を同定確認し、国立感染症研究所に

送付

菌株 O群血清型

別検査、ベロ

毒素型別検

査、DNA解

析

59 118 病理細菌課

（P14）

特定感染症検査事業

－性器クラミジア、

淋菌検査－

各保健福祉（環境）事務所において

検査希望者より採取された尿検体に

ついて性器クラミジア抗原検査及び

淋菌抗原検査を実施

尿 性器クラミ

ジア抗原検

査及び淋菌

抗原検査

867 1733 病理細菌課

（P14）

結核菌の分子疫学検

査

結核菌の 24 の遺伝子領域を対象と

する縦列反復配列多型（VNTR）解

析を実施

菌株 病原菌の型

別

110 3,080 病理細菌課

（P15）

感染症発生動向調査 県内（福岡市、北九州市、久留米市

及び大牟田市を除く）の医療機関で

採取された検体から、原因細菌の分

離・同定等を実施

咽頭ぬぐい

液、髄液、

菌株

細菌の分離･

同定等

24 24 病理細菌課

（P15）

共通感染症発生状況

等調査

動物から採取した検体からカプノサ

イトファーガ・カニモルサスの分離

同定及び薬剤感受性試験を実施

イヌ及びネ

コの口腔ス

ワブ

口腔内細菌

の検出等

20 20 病理細菌課

（P15）
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業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

食品の食中毒菌汚染

実態調査

食中毒発生の未然防止対策を図るた

めの流通食品の細菌汚染実態調査を

実施

生食用等野

菜、浅漬、

肉類等

大腸菌、腸管

出血性大腸

菌 O26・

O103・O111･

O121･O145･

O157 、サル

モネラ属菌、

カンピロバ

クター・ジェ

ジュニ コリ

100 498 病理細菌課

（P14）

食品衛生検査施設の

業務管理

先進諸国の食品衛生検査施設と同等

あるいはそれ以上の技術水準を維持

するための精度管理

標準試験品 一般細菌数、

食中毒細菌

等

9 9 病理細菌課

（P14）

感染症に関する微生

物検査

－細菌検査（腸管出血

性大腸菌を除く）－

劇症型溶血性レンサ球菌感染症関連

検査、細菌性赤痢関連検査、侵襲性

肺炎球菌感染症関連検査、侵襲性イ

ンフルエンザ菌感染症関連検査

菌株 病原菌の検

出等

38 38 病理細菌課

（P14）

感染症に関する微生

物検査

－腸管出血性大腸菌

検査－

大腸菌の血清型別検査及び集団発生

事例のDNA解析の実施、各保健福祉

（環境）事務所から搬入された菌株

を同定確認し、国立感染症研究所に

送付

菌株 O群血清型

別検査、ベロ

毒素型別検

査、DNA解

析

59 118 病理細菌課

（P14）

特定感染症検査事業

－性器クラミジア、

淋菌検査－

各保健福祉（環境）事務所において

検査希望者より採取された尿検体に

ついて性器クラミジア抗原検査及び

淋菌抗原検査を実施

尿 性器クラミ

ジア抗原検

査及び淋菌

抗原検査

867 1733 病理細菌課

（P14）

結核菌の分子疫学検

査

結核菌の 24 の遺伝子領域を対象と

する縦列反復配列多型（VNTR）解

析を実施

菌株 病原菌の型

別

110 3,080 病理細菌課

（P15）

感染症発生動向調査 県内（福岡市、北九州市、久留米市

及び大牟田市を除く）の医療機関で

採取された検体から、原因細菌の分

離・同定等を実施

咽頭ぬぐい

液、髄液、

菌株

細菌の分離･

同定等

24 24 病理細菌課

（P15）

共通感染症発生状況

等調査

動物から採取した検体からカプノサ

イトファーガ・カニモルサスの分離

同定及び薬剤感受性試験を実施

イヌ及びネ

コの口腔ス

ワブ

口腔内細菌

の検出等

20 20 病理細菌課

（P15）

－ 29 －



業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

浴槽水のレジオネラ

検査

感染症法に基づき届出のあったレジ

オネラ症患者が発症前に利用した浴

場の浴槽水等について検査を実施

浴槽水等 レジオネラ

検査

4 4 病理細菌課

（P15）

ウイルス・血清関係

感染症発生動向調査 病原体定点医療機関で採取された検

体のウイルス検査を実施する

ふん便、咽

頭ぬぐい液、

髄液等

ウイルスの

分離・同定

649 3,245 ウイルス課

（P16）

麻しん・風しんウイ

ルスに関する試験検

査

麻しん又は風しんウイルスの遺伝子

検査

咽頭ぬぐい

液、血液 血

清 、尿

PCR法によ

るウイルス

の検査

9 9 ウイルス課

（P16）

ダニ媒介感染症に関

する試験検査

日本紅斑熱リケッチア、SFTSウイル

スの遺伝子検査

咽頭ぬぐい

液、尿、血

液（血清）、

痂皮

PCR 法によ

るウイルス

の検査

35 35 ウイルス課

（P16）

蚊媒介感染症に関す

る試験検査

デングウイルス、チクングニアウイ

ルス、ジカウイルスの遺伝子検査

血液 血清

、尿

PCR 法によ

るウイルス

の検査

5 15 ウイルス課

（P16）

その他の感染症に関

する試験検査

A型肝炎ウイルス、MERSウイルス、

呼吸器ウイルスの遺伝子検査

ふん便、咽

頭ぬぐい液

PCR 法によ

るウイルス

の検査

15 15 ウイルス課

（P16）

狂犬病に関する試験

検査

狂犬病ウイルスの検査 犬の脳 直接蛍光抗

体法及び

RT-PCR 法

2 4 ウイルス課

（P16）

HIV 確認検査 保健福祉（環境）事務所で実施して

いるHIVスクリーニング検査におい

て、陽性または判定保留と判定され

た血清についての確認検査

血清 WB 法及び

PCR 法によ

る HIV ウイ

ルスの検出

2 4 ウイルス課

（P16）

蚊のモニタリング調

査

蚊のモニタリング調査 蚊 蚊の採集及

び分類

91 91 ウイルス課

（P16）

病原体検査情報シス

テム

病原ウイルスの検出情報を全国的に

集計するため、ウイルス検出情報を

国立感染症研究所感染症情報センタ

ーに報告

ウイルス検

出情報

コンピュー

ターオンラ

イン入力

409 409 ウイルス課

（P16）

食中毒ウイルス検査 ウイルスが原因と疑われる食中毒事

例の原因究明

ふん便 PCR 法、凝

集法による

ウイルスの

検査

65 195 ウイルス課

（P17）

業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

食品収去検査

－ウイルス検査－

食品の安全性確保のため、収去した

食品のノロウイルス汚染状況等の検

査を実施

生カキ PCR法によ

るウイルス

の検出

4 4 ウイルス課

（P17）

感染症流行予測調査

事業

①日本脳炎感染源調査

ブタの日本脳炎ウイルスに対する抗

体保有状況を調査し、同ウイルスの

流行を予測

ブタ血清 日本脳炎ウ

イルス抗体

価の測定

80     160 ウイルス課

（P17）

②風しん感受性調査

ヒトの風しんウイルスに対する抗体

保有状況を調査し、ワクチンの効果

を解析し、同ウイルスの流行を予測

血清 風しんウイ

ルス抗体価

の測定

369 369 ウイルス課

（P17）

③麻しん感受性調査

ヒトの麻しんウイルスに対する抗体

保有状況を調査し、ワクチンの効果

を解析し、同ウイルスの流行を予測

血清 麻しんウイ

ルス抗体価

の測定

369 369 ウイルス課

（P17）

④ポリオウイルス感染源調査

環境水からのポリオウイルスの分離

・同定検査を実施

環境水 ポリオウイ

ルスの分離

12 72 ウイルス課

（P17）

共通感染症発生状況

等調査

犬及び猫のSFTSウイルス感染状況の

調査

犬及び猫の

血清

SFTS ウイル

ス遺伝子検

査及び IgG

抗体検査

20 40 ウイルス課

（P17）

食品中の化学物質関係

農作物中の残留農薬

検査

市販されている野菜、果実、穀物中

の残留農薬検査を実施

野菜、果実、

穀物

農薬200成分 50 10,000 生活化学課

（P18）

輸入農作物中の防ば

い剤検査

市販されている輸入果実中の残留農

薬（防ばい剤）検査を実施

輸入果実 防ばい剤7成

分

4 28 生活化学課

（P18）

米中のカドミウム検

査

米のカドミウム汚染検査を実施 米 カドミウム 5 5 生活化学課

（P18）

食肉及び魚介類中の

残留合成抗菌剤検査

食肉及び魚介類中の残留合成抗菌剤

検査を実施

食肉、魚介

類

合成抗菌剤

15 成分

25 375 生活化学課

（P18）

魚介類中の水銀検査 魚介類中の総水銀の検査を実施 魚介類 総水銀 5 5 生活化学課

（P18）

魚介類中の PCB 検

査

魚介類中の PCB の検査を実施 魚介類 PCB 5 5 生活化学課

（P18）
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業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

食品収去検査

－ウイルス検査－

食品の安全性確保のため、収去した

食品のノロウイルス汚染状況等の検

査を実施

生カキ PCR法によ

るウイルス

の検出

4 4 ウイルス課

（P17）

感染症流行予測調査

事業

①日本脳炎感染源調査

ブタの日本脳炎ウイルスに対する抗

体保有状況を調査し、同ウイルスの

流行を予測

ブタ血清 日本脳炎ウ

イルス抗体

価の測定

80     160 ウイルス課

（P17）

②風しん感受性調査

ヒトの風しんウイルスに対する抗体

保有状況を調査し、ワクチンの効果

を解析し、同ウイルスの流行を予測

血清 風しんウイ

ルス抗体価

の測定

369 369 ウイルス課

（P17）

③麻しん感受性調査

ヒトの麻しんウイルスに対する抗体

保有状況を調査し、ワクチンの効果

を解析し、同ウイルスの流行を予測

血清 麻しんウイ

ルス抗体価

の測定

369 369 ウイルス課

（P17）

④ポリオウイルス感染源調査

環境水からのポリオウイルスの分離

・同定検査を実施

環境水 ポリオウイ

ルスの分離

12 72 ウイルス課

（P17）

共通感染症発生状況

等調査

犬及び猫のSFTSウイルス感染状況の

調査

犬及び猫の

血清

SFTS ウイル

ス遺伝子検

査及び IgG

抗体検査

20 40 ウイルス課

（P17）

食品中の化学物質関係

農作物中の残留農薬

検査

市販されている野菜、果実、穀物中

の残留農薬検査を実施

野菜、果実、

穀物

農薬200成分 50 10,000 生活化学課

（P18）

輸入農作物中の防ば

い剤検査

市販されている輸入果実中の残留農

薬（防ばい剤）検査を実施

輸入果実 防ばい剤7成

分

4 28 生活化学課

（P18）

米中のカドミウム検

査

米のカドミウム汚染検査を実施 米 カドミウム 5 5 生活化学課

（P18）

食肉及び魚介類中の

残留合成抗菌剤検査

食肉及び魚介類中の残留合成抗菌剤

検査を実施

食肉、魚介

類

合成抗菌剤

15 成分

25 375 生活化学課

（P18）

魚介類中の水銀検査 魚介類中の総水銀の検査を実施 魚介類 総水銀 5 5 生活化学課

（P18）

魚介類中の PCB 検

査

魚介類中の PCB の検査を実施 魚介類 PCB 5 5 生活化学課

（P18）
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業  務  名 

内         容 担当課 

(内容掲載頁) 
概   要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数 

アレルギー原因物質

検査 

食品中アレルギー原因物質（小麦、

卵、乳、えび）の検査を実施 

加工食品 小麦、卵、乳 

えび 

48 

 

48 生活化学課 

（P18） 

食品中の放射能検査 東日本18都道県の魚類及び農産物中

の放射性セシウムの検査を実施 

魚、農産物 Cs-134、 

Cs-137 

9 

 

18 生活化学課 

（P18） 

清涼飲料水中の重金

属等の検査 

清涼飲料水中の重金属等の検査を実

施 

清涼飲料水 ヒ素、鉛、ス

ズ、カドミウ

ム、シアン等 

11 108 生活化学課 

（P18） 

食品中に残留する農

薬等の摂取量調査 

マーケットバスケット方式による食

品中の残留農薬等実態調査を実施 

食品 農薬 21農薬

（22成分） 

14 294 生活化学課 

（P18） 

食品衛生外部精度管

理調査 

食品衛生検査施設の技術水準を維持

するための精度管理調査を実施 

調査試料 カドミウム、

農薬、動物用

医薬品 

3 5 生活化学課 

（P18） 

地衛研九州ブロック

精度管理事業 

健康危機管理を想定した模擬試料の

分析を実施 

山芋 コルヒチン 1 1 生活化学課 

（P18） 

 油症関係 
      

油症検診に係る検査 油症検診受診者血液中のPCBを分析 血液 PCB 37 37 生活化学課 

（P18） 

 油症検診受診者血液中のPCQを分析 血液 PCQ 36 36 

 

生活化学課 

（P19） 

 医薬品・家庭用品関係 
     

危険ドラッグの成分

分析 

 

買い上げた危険ドラッグ製品に含ま

れる指定薬物成分等の検査を実施 

危険ドラッ

グ製品 

指定薬物成

分及び構造

類似成分 

19 45,087 

 

生活化学課 

（P19） 

医薬品成分を含有し

た健康食品等の検査 

健康食品中の医薬品成分検査を実施 健康食品等 ヨヒンビン、

シルデナフ

ィル等 

6 8 生活化学課 

（P19） 

ジェネリック医薬品

品質情報検討会に係

る医療用医薬品試験 

医療用医薬品の溶出試験を実施 メロキシカ

ム錠 

公的溶出試

験（先発5液

性、後発4液

性） 

10 41 生活化学課 

（P19） 

後発医薬品品質確保

対策に係る流通製品

の検査 

医療用医薬品の溶出試験を実施 グリメピリ

ド錠、グリ

メピリドOD

錠、スクラ

ルファート

内用液 

公的溶出試

験 

46 46 生活化学課 

（P19） 
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業 務 名

内    容 担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

医薬品の品質試験 医療用医薬品の溶出試験を実施 オメプラゾ

ール錠

公的溶出試

験

1 1 生活化学課

（P19）

家庭用品検査 家庭用品中の有害物質の検査を実施 繊維製品 アゾ化合物

ホルムアル

デヒド

10

38

210

38

生活化学課

（P19）

家庭用洗浄

剤

水酸化ナト

リウム、水酸

化カリウム

2 4 生活化学課

（P19）

医薬品検査に係る精

度管理

医薬品試験の信頼性確保及び検査技

術の向上のための外部精度管理を実

施

イプリフラ

ボン

定量法、純度

試験

1 1 生活化学課

（P19）

医薬部外品製造販売

承認申請に係る審査

協力

都道府県知事が承認権限を有する医

薬部外品承認審査についての技術的

意見の提出

医薬部外品 申請書のう

ち、規格及び

試験方法等

3 3 生活化学課

（P19）
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②環境関係

業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

環境情報関係

大気汚染常時監視

システム

県下60測定局において、毎時間自動

測定されている大気汚染物質等のデ

ータのオンライン収集及びデータの

集計

大気汚染物

質時間値デ

ータ

オンライン収

集、データベ

ース化 及 び

集計

502 4,397,520 企画情報管

理課（P11）

化学物質関係

ダイオキシン類環境

調査

ダイオキシン類対策特別措置法の施

行に伴う種々環境媒体中のダイオキ

シン類実態調査を実施

環境大気

土壌

地下水

水質

底質

ダイオキシン

類

8

8

4

11

11

8

8

4

11

11

計測技術課

（P12）

ダイオキシン類対策

特別措置法に係る

行政検査

ダイオキシン類対策特別措置法に係

る排出基準の遵守状況を把握するた

めの調査を実施

排出ガス

排出水

ダイオキシン

類

4

1

4

1

計測技術課

（P12）

土壌汚染対策調査 汚染土壌処理施設の監視調査を実施 排出ガス

排出水

ダイオキシン

類

1

2

1

2

計測技術課

（P12）

最終処分場等に係

るダイオキシン類調

査

産業廃棄物最終処分場等における水

質のダイオキシン類調査を実施

水質 ダイオキシン

類

13 13 計測技術課

（P12）

産業廃棄物中間処

理施設火災に係る

調査

産業廃棄物中間処理施設火災に伴う

周辺環境への影響を確認するための

調査を実施

環境大気

土壌

河川水

地下水

事業場排水

ダイオキシン

類

3

4

15

8

4

3

4

15

8

4

計測技術課

（P12）

産業廃棄物中間処理施設の火災の影

響を受けた廃棄物の性状を確認する

ための調査を実施

燃焼試料 ダイオキシン

類

3 3 計測技術課

（P12）

平成 29 年度化学物

質環境実態調査

初期環境調査：環境中での存在が明

らかでない物質について、その存在

の確認を行うことに主眼を置いた調

査を実施

水質 酢酸 2- メト

キシエチル、

1-ニトロピレ

ン、2,4-ジク

ロロ -1-ニト

ロベンゼン、

2,4-ジニトロ

アニリン

2 8 計測技術課

（P12）

水 質 課

（P23）

業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

詳細環境調査：化学物質の環境中残

留量の精密な把握を目的として調査

を実施

水質 1,2,4-トリメ

チルベンゼン

2 2 計測技術課

（P13）

水 質 課

（P23）

大気 ニトロベンゼ

ン

6 6 計測技術課

（P13）

モニタリング調査：国内の環境実

態調査として、経年的な環境中残留

量の把握が必要とされる物質につい

て、その環境残留実態の定期的な調

査を実施

大気 PCB類、ヘキ

サクロロベン

ゼン等 12物

質群

3 36 計測技術課

（P13）

分析法開発調査：LC/MS による環境

試料中の、化学物質の分析方法の開

発を行うことを目的とした調査を実

施

水質 2-エチルヘキ

サン酸、メタ

クリル酸2-

ジメチルア

ミノ エチル

2 4 計測技術課

（P13）

底質、生物 テトラエチル

チウラム=ジ

スルフィド

2 2 計測技術課

（P13）

大気関係

県内ばい煙発生施

設立入調査

大気汚染防止法に係る排出基準の遵

守状況の把握をするための調査を実

施

煙道排ガス ばいじん、硫

黄酸化物、窒

素酸化物、塩

化水素等

2 8 大 気 課

（P20）

VOC 排出施設立入

調査

大気汚染防止法に係るVOC排出基準

の遵守状況の把握をするための調査

を実施

発生源 TVOC 1 4 大 気 課

（P20）

汚染土壌処理施設

監視調査

土壌汚染対策法に係る処理基準の遵

守状況の把握をするための調査を実

施

煙道排ガス カドミウム、

塩素、塩化水

素、ふっ素、

鉛、窒素酸化

物等

1 5 大 気 課

（P20）

大気環境測定車に

よる環境大気調査

大気汚染防止法に伴う環境基準監視

調査を実施

一般環境大

気

SO2、SPM、

NOx、CO等

1 15 大 気 課

（P20）

微小粒子状物質

（PM2.5）成分調査

県内 3 地点において季節毎に 14 日間

の成分分析を実施

一般環境大

気

イオン成分、

炭素成分、無

機元素成分

168 504 大 気 課

（P20）
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業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

詳細環境調査：化学物質の環境中残

留量の精密な把握を目的として調査

を実施

水質 1,2,4-トリメ

チルベンゼン

2 2 計測技術課

（P13）

水 質 課

（P23）

大気 ニトロベンゼ

ン

6 6 計測技術課

（P13）

モニタリング調査：国内の環境実

態調査として、経年的な環境中残留

量の把握が必要とされる物質につい

て、その環境残留実態の定期的な調

査を実施

大気 PCB類、ヘキ

サクロロベン

ゼン等 12物

質群

3 36 計測技術課

（P13）

分析法開発調査：LC/MS による環境

試料中の、化学物質の分析方法の開

発を行うことを目的とした調査を実

施

水質 2-エチルヘキ

サン酸、メタ

クリル酸2-

ジメチルア

ミノ エチル

2 4 計測技術課

（P13）

底質、生物 テトラエチル

チウラム=ジ

スルフィド

2 2 計測技術課

（P13）

大気関係

県内ばい煙発生施

設立入調査

大気汚染防止法に係る排出基準の遵

守状況の把握をするための調査を実

施

煙道排ガス ばいじん、硫

黄酸化物、窒

素酸化物、塩

化水素等

2 8 大 気 課

（P20）

VOC 排出施設立入

調査

大気汚染防止法に係るVOC排出基準

の遵守状況の把握をするための調査

を実施

発生源 TVOC 1 4 大 気 課

（P20）

汚染土壌処理施設

監視調査

土壌汚染対策法に係る処理基準の遵

守状況の把握をするための調査を実

施

煙道排ガス カドミウム、

塩素、塩化水

素、ふっ素、

鉛、窒素酸化

物等

1 5 大 気 課

（P20）

大気環境測定車に

よる環境大気調査

大気汚染防止法に伴う環境基準監視

調査を実施

一般環境大

気

SO2、SPM、

NOx、CO等

1 15 大 気 課

（P20）

微小粒子状物質

（PM2.5）成分調査

県内 3 地点において季節毎に 14 日間

の成分分析を実施

一般環境大

気

イオン成分、

炭素成分、無

機元素成分

168 504 大 気 課

（P20）
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業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

有害大気汚染物質

モニタリング調査

県内4地点における毎月1回24時間中

の21物質のモニタリング調査を実施

一般環境大

気

VOC、水銀、

金属類、アル

デヒド類、酸

化エチレン、

ベンゾ a ピ

レン

42 882 大 気 課

（P20）

国設筑後小郡酸性

雨測定所の管理･運

営（酸性雨実態把握

調査）

国設筑後小郡酸性雨測定所での酸性

雨調査（環境省委託）を実施

一般環境大

気

pH、SO42-、

NO3-、NH4+

等

45 450 大 気 課

（P20）

酸性雨モニタリング

（土壌・植生）調査

香椎宮・古処山において土壌調査（環

境省委託）を実施

土壌 pH、交換性

陽イオン等

40 560 大 気 課

（P20）

酸性雨対策調査 当所において酸性雨調査及びガス・

エアロゾル調査を実施

一般環境大

気

pH、EC、

SO42-、NO3-

等

149 2114 大 気 課

（P20）

苅田港の降下ばい

じん測定調査

苅田港の港湾区域における降下ばい

じん調査を実施

降水 降下ばいじ

ん量、導電

率、pH

12 36 大 気 課

（P20）

アスベストモニタリ

ング調査

特定粉じん排出等作業現場において

周辺のモニタリング調査を実施

一般環境大

気

アスベスト 30 30 大 気 課

（P20）

産廃中間処理場火

災に係る環境大気

調査

火災による周辺大気への影響を評価

するため大気環境測定車による環境

大気調査を実施

一般環境大

気

SO2、PM2.5、

NOx、CO等

3 23 大 気 課

（P21）

環境放射能関係

環境放射能水準調

査

県内7か所に設置しているモニタリン

グポストのデータ収集

空間放射線

量率

放射線 7 2,555 大 気 課

（P20）

当所敷地内において空間放射線量率

の測定

空間放射線

量率

放射線 12 12 大 気 課

（P20）

県内全域の環境試料についてGe半導

体検出器を用いた核種分析

環境試料 放射性核種 27 126 大 気 課

（P20）

降水毎の全 β 放射能の測定 降水 放射性核種 101 101 大 気 課

（P20）

北朝鮮による核実験実施情報に伴う

環境放射能水準調査の強化

大気浮遊じ

ん・降下物

放射性核種 17 51 大 気 課

（P20）

放射線監視等交付

金事業

UPZ圏内に2か所設置している局舎に

おいて放射線・放射能データの収集

空間放射線

量率

放射線 4 1,460 大 気 課

（P21）

大気浮遊じ

ん等

α線・β線・

ヨウ素

1 1,472 大 気 課

（P21）

業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

局舎における気象データの収集 気象 風向、風速等 10 3,650 大 気 課

（P21）

UPZ圏内の環境試料についてGe半導

体検出器・液体シンチレーション検

出器を用いた核種分析

環境試料 放射性核種 55 459 大 気 課

（P21）

県単独事業 海水浴場調査においてGe半導体検出

器を用いた核種分析

海水 放射性核種 48 144 大 気 課

（P21）

水質関係

公共用水域の水質

環境調査

水質汚濁防止法に基づき、河川、湖

沼、海域等の公共用水域の水質測定

を実施

河川水、湖

沼水、海水

pH、BOD、B、

Cd、T-Hg、F、

CN、PCE、

Zn 等

878 8128 水 質 課

（P22）

大腸菌群 31 31 病理細菌課

（P15）

水環境監視強化事

業

水生生物保全環境基準に係る類型指

定のため、環境基準点において水質

測定を実施

河川水、湖

沼水

亜鉛、ノニル

フェノール、

LAS 等

500 1,500 水 質 課

（P22）

地下水の水質環境

調査

①地下水概況調査

県内の地下水の概況を把握するため

に実施

地下水 pH、EC、Pb、

As、PCE等

44 1,980 水 質 課

（P22）

②継続監視調査

過去に汚染が判明した地区での継続

監視調査

地下水 pH、EC、PCE

等

8 24 水 質 課

（P22）

工場・事業場排水の

監視調査

水質汚濁防止法に基づき、各保健福

祉環境事務所等が特定事業場に立入

り採取された検体の健康項目及び特

殊項目の分析を実施

事業場排水 pH 、 Cd 、

T-Hg、VOC、

Pb、As 等

147 746 水 質 課

（P22）

土壌汚染対策調査 農薬工場敷地内の土壌・地下水汚染

による周辺地下水調査を実施

地下水 BHC、As等 20 200 水 質 課

（P22）

クリーニング工場周辺の地下水汚染

に係るモニタリング調査を実施

地下水 PCE等 7 49 水 質 課

（P22）

筑豊緑地内ため池

のアオコ発生に関す

る原因究明調査

汚染土壌処理施設の監視調査

ため池の夏季の藻類大量発生の原因

究明のため水質測定を実施

排水

湖沼水

Cd、T-Hg等

pH、EC、T-N

、T-P等

1

59

28

1239

水 質 課

（P22）

水 質 課

（P22）

緊急対応調査 産業廃棄物中間処理施設の火災に係

る周辺環境著差

河川水、地

下水等

pH、EC、重

金属等

35 850 水 質 課

（P23）

業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

有害大気汚染物質

モニタリング調査

県内4地点における毎月1回24時間中

の21物質のモニタリング調査を実施

一般環境大

気

VOC、水銀、

金属類、アル

デヒド類、酸

化エチレン、

ベンゾ a ピ

レン

42 882 大 気 課

（P20）

国設筑後小郡酸性

雨測定所の管理･運

営（酸性雨実態把握

調査）

国設筑後小郡酸性雨測定所での酸性

雨調査（環境省委託）を実施

一般環境大

気

pH、SO42-、

NO3-、NH4+

等

45 450 大 気 課

（P20）

酸性雨モニタリング

（土壌・植生）調査

香椎宮・古処山において土壌調査（環

境省委託）を実施

土壌 pH、交換性

陽イオン等

40 560 大 気 課

（P20）

酸性雨対策調査 当所において酸性雨調査及びガス・

エアロゾル調査を実施

一般環境大

気

pH、EC、

SO42-、NO3-

等

149 2114 大 気 課

（P20）

苅田港の降下ばい

じん測定調査

苅田港の港湾区域における降下ばい

じん調査を実施

降水 降下ばいじ

ん量、導電

率、pH

12 36 大 気 課

（P20）

アスベストモニタリ

ング調査

特定粉じん排出等作業現場において

周辺のモニタリング調査を実施

一般環境大

気

アスベスト 30 30 大 気 課

（P20）

産廃中間処理場火

災に係る環境大気

調査

火災による周辺大気への影響を評価

するため大気環境測定車による環境

大気調査を実施

一般環境大

気

SO2、PM2.5、

NOx、CO等

3 23 大 気 課

（P21）

環境放射能関係

環境放射能水準調

査

県内7か所に設置しているモニタリン

グポストのデータ収集

空間放射線

量率

放射線 7 2,555 大 気 課

（P20）

当所敷地内において空間放射線量率

の測定

空間放射線

量率

放射線 12 12 大 気 課

（P20）

県内全域の環境試料についてGe半導

体検出器を用いた核種分析

環境試料 放射性核種 27 126 大 気 課

（P20）

降水毎の全 β 放射能の測定 降水 放射性核種 101 101 大 気 課

（P20）

北朝鮮による核実験実施情報に伴う

環境放射能水準調査の強化

大気浮遊じ

ん・降下物

放射性核種 17 51 大 気 課

（P20）

放射線監視等交付

金事業

UPZ圏内に2か所設置している局舎に

おいて放射線・放射能データの収集

空間放射線

量率

放射線 4 1,460 大 気 課

（P21）

大気浮遊じ

ん等

α線・β線・

ヨウ素

1 1,472 大 気 課

（P21）
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業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

局舎における気象データの収集 気象 風向、風速等 10 3,650 大 気 課

（P21）

UPZ圏内の環境試料についてGe半導

体検出器・液体シンチレーション検

出器を用いた核種分析

環境試料 放射性核種 55 459 大 気 課

（P21）

県単独事業 海水浴場調査においてGe半導体検出

器を用いた核種分析

海水 放射性核種 48 144 大 気 課

（P21）

水質関係

公共用水域の水質

環境調査

水質汚濁防止法に基づき、河川、湖

沼、海域等の公共用水域の水質測定

を実施

河川水、湖

沼水、海水

pH、BOD、B、

Cd、T-Hg、F、

CN、PCE、

Zn 等

878 8128 水 質 課

（P22）

大腸菌群 31 31 病理細菌課

（P15）

水環境監視強化事

業

水生生物保全環境基準に係る類型指

定のため、環境基準点において水質

測定を実施

河川水、湖

沼水

亜鉛、ノニル

フェノール、

LAS 等

500 1,500 水 質 課

（P22）

地下水の水質環境

調査

①地下水概況調査

県内の地下水の概況を把握するため

に実施

地下水 pH、EC、Pb、

As、PCE等

44 1,980 水 質 課

（P22）

②継続監視調査

過去に汚染が判明した地区での継続

監視調査

地下水 pH、EC、PCE

等

8 24 水 質 課

（P22）

工場・事業場排水の

監視調査

水質汚濁防止法に基づき、各保健福

祉環境事務所等が特定事業場に立入

り採取された検体の健康項目及び特

殊項目の分析を実施

事業場排水 pH 、 Cd 、

T-Hg、VOC、

Pb、As 等

147 746 水 質 課

（P22）

土壌汚染対策調査 農薬工場敷地内の土壌・地下水汚染

による周辺地下水調査を実施

地下水 BHC、As等 20 200 水 質 課

（P22）

クリーニング工場周辺の地下水汚染

に係るモニタリング調査を実施

地下水 PCE等 7 49 水 質 課

（P22）

筑豊緑地内ため池

のアオコ発生に関す

る原因究明調査

汚染土壌処理施設の監視調査

ため池の夏季の藻類大量発生の原因

究明のため水質測定を実施

排水

湖沼水

Cd、T-Hg等

pH、EC、T-N

、T-P等

1

59

28

1239

水 質 課

（P22）

水 質 課

（P22）

緊急対応調査 産業廃棄物中間処理施設の火災に係

る周辺環境著差

河川水、地

下水等

pH、EC、重

金属等

35 850 水 質 課

（P23）
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業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

精度管理調査への

参加

①水道水質検査精度管理調査

水道水質検査に係る技術水準の把握

と向上のため、厚生労働省から供試

された統一試料の分析を実施

統一試料 フッ素及び

その化合物

1 5 水 質 課

（P23）

②環境測定分析統一精度管理調査

環境分析技術の技術水準の把握と向

上のため、環境省から供試された模

擬水質試料の分析を実施

模擬排水試

料

模擬水質試

料

COD、ほう素

ジクロ

ロエタン

1

1

6

5

水 質 課

（P23）

廃棄物関係

産業廃棄物最終処

分場の放流水、埋立

物等の定期調査

産業廃棄物最終処分場の実態把握及

び適正な維持管理の確保を図るため、

県内の最終処分場の浸透水、放流水、

埋立物等についての調査を実施

浸透水、放

流水、地下

水等

埋立物

BOD、VOC、

重金属類等

36成分

VOC、重金属

類等26成分

42

1

1,180

26

廃 棄 物 課

（P24）

旧産業廃棄物最終

処分場に係る継続

調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の硫化

水素発生履歴のある旧産業廃棄物最

終処分場において、水質及び発生ガ

スの推移について継続的な調査を実

施

浸透水、処

理水、地下

水、ボーリ

ン グ 孔 内

水、河川水

ボーリング

孔及び通気

管内ガス

COD、硫化水

素等 17 成分

（年2回は有

害物質等 33

成分を追加）

温度、流速、

硫化水素、二

酸化炭素、メ

タン等5項目

140

60

2,732

312

廃 棄 物 課

（P24）

産業廃棄物最終処

分場等関連調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の産業

廃棄物最終処分場に係る調査を実施

表流水 COD、BOD

等15成分、重

金属類、VOC

等25成分

8 220 廃 棄 物 課

（P24）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物最終処分場に係る周辺

環境及び処分場表流水等の調査を実

施

井戸水、河

川水、処分

場表流水等

pH 、 EC 、

COD、BOD、

重金属類、

VOC、大腸

菌、一般細菌

等88成分

133

88

133

217

1,180

6,109

病理細菌課

（P15）

水 質 課

（P23）

廃 棄 物 課

（P24）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の旧産業廃棄物最終処分場の周辺環

境の調査を実施

井戸水、河

川水等

pH、EC、Eh、

BOD、COD、

重金属類、

VOC等 37成

分

4 148 廃 棄 物 課

（P24）

業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

廃 棄 物 の 不 法 投

棄・不適正処理等に

伴う調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

に放置された焼却灰に係る調査を実

施

井戸水、河

川水等

埋立物

（ボーリン

グコア）

pH、EC、

BOD、重金属

類、VOC、イ

オン成分等

35 成分

pH、EC、重

金属類、イオ

ン成分等16

成分

8

5

280

80

廃 棄 物 課

（P24）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の不法投棄現場の跡地周辺の水路、

ため池の水質調査を実施

ため池水、

流出水

pH、EC、

BOD、重金属

類、VOC 等

32 成分

5 160 廃 棄 物 課

（P24）

京築保健福祉環境事務所管内の不法

投棄現場跡地周辺の水路水の水質調

査を実施

浸出水 pH、EC、

BOD、重金属

類、VOC 等

27 成分

1 27 廃 棄 物 課

（P24）

京築保健福祉環境事務所管内の産業

廃棄物最終処分場の現状及び周辺環

境の状況を把握するため、浸透水、

地下水及びガスの分析を実施

浸透水、地

下水

ガス

pH、有機物

TOC 、大腸

菌、一般細菌

等 46 成分

メタン

8

8

14

2

72

16

482

2

水 質 課

（P23）

病理細菌課

（P15）

廃 棄 物 課

（P24）

放置廃棄物の火災

に係る調査

南筑後保健福祉環境事務所管内の産

業廃棄物中間処理施設内に放置され

た廃棄物に係る火災現場周辺の地下

水及び河川水についての調査を実施。

また、火災の鎮火状況を確認するた

め、廃棄物層内ガスの分析を実施

地下水、河

川水

ガス

pH 、 EC 、

BOD、重金属

類、VOC 等

37 成分

メタン

6

31

222

31

廃 棄 物 課

（P24）

産業廃棄物中間処

理施設で発生した

火災の影響を受け

た廃棄物の調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物中間処理施設で発生し

た火災の影響を受けた廃棄物の性状

を確認するため、溶出量試験を実施

廃棄物等 pH、EC、

COD、重金属

類、1,4-ジオ

キサン等11

成分

7 42 廃 棄 物 課

（P25）

福岡県リサイクル製

品認定制度に係る

試験

「福岡県リサイクル製品認定制度」

の運用に当たり、申請製品の環境安

全性に係る基準への適合状況を確認

するため、分析検査を実施

建設汚泥改

良土等

重金属類、

VOC等 27成

分

重金属類、ふ

っ素等9成分

9

9

225

81

廃 棄 物 課

（P25）

業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

精度管理調査への

参加

①水道水質検査精度管理調査

水道水質検査に係る技術水準の把握

と向上のため、厚生労働省から供試

された統一試料の分析を実施

統一試料 フッ素及び

その化合物

1 5 水 質 課

（P23）

②環境測定分析統一精度管理調査

環境分析技術の技術水準の把握と向

上のため、環境省から供試された模

擬水質試料の分析を実施

模擬排水試

料

模擬水質試

料

COD、ほう素

ジクロ

ロエタン

1

1

6

5

水 質 課

（P23）

廃棄物関係

産業廃棄物最終処

分場の放流水、埋立

物等の定期調査

産業廃棄物最終処分場の実態把握及

び適正な維持管理の確保を図るため、

県内の最終処分場の浸透水、放流水、

埋立物等についての調査を実施

浸透水、放

流水、地下

水等

埋立物

BOD、VOC、

重金属類等

36成分

VOC、重金属

類等26成分

42

1

1,180

26

廃 棄 物 課

（P24）

旧産業廃棄物最終

処分場に係る継続

調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の硫化

水素発生履歴のある旧産業廃棄物最

終処分場において、水質及び発生ガ

スの推移について継続的な調査を実

施

浸透水、処

理水、地下

水、ボーリ

ン グ 孔 内

水、河川水

ボーリング

孔及び通気

管内ガス

COD、硫化水

素等 17 成分

（年2回は有

害物質等 33

成分を追加）

温度、流速、

硫化水素、二

酸化炭素、メ

タン等5項目

140

60

2,732

312

廃 棄 物 課

（P24）

産業廃棄物最終処

分場等関連調査

筑紫保健福祉環境事務所管内の産業

廃棄物最終処分場に係る調査を実施

表流水 COD、BOD

等15成分、重

金属類、VOC

等25成分

8 220 廃 棄 物 課

（P24）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物最終処分場に係る周辺

環境及び処分場表流水等の調査を実

施

井戸水、河

川水、処分

場表流水等

pH 、 EC 、

COD、BOD、

重金属類、

VOC、大腸

菌、一般細菌

等88成分

133

88

133

217

1,180

6,109

病理細菌課

（P15）

水 質 課

（P23）

廃 棄 物 課

（P24）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の旧産業廃棄物最終処分場の周辺環

境の調査を実施

井戸水、河

川水等

pH、EC、Eh、

BOD、COD、

重金属類、

VOC等 37成

分

4 148 廃 棄 物 課

（P24）
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業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

廃 棄 物 の 不 法 投

棄・不適正処理等に

伴う調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

に放置された焼却灰に係る調査を実

施

井戸水、河

川水等

埋立物

（ボーリン

グコア）

pH、EC、

BOD、重金属

類、VOC、イ

オン成分等

35 成分

pH、EC、重

金属類、イオ

ン成分等16

成分

8

5

280

80

廃 棄 物 課

（P24）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の不法投棄現場の跡地周辺の水路、

ため池の水質調査を実施

ため池水、

流出水

pH、EC、

BOD、重金属

類、VOC 等

32 成分

5 160 廃 棄 物 課

（P24）

京築保健福祉環境事務所管内の不法

投棄現場跡地周辺の水路水の水質調

査を実施

浸出水 pH、EC、

BOD、重金属

類、VOC 等

27 成分

1 27 廃 棄 物 課

（P24）

京築保健福祉環境事務所管内の産業

廃棄物最終処分場の現状及び周辺環

境の状況を把握するため、浸透水、

地下水及びガスの分析を実施

浸透水、地

下水

ガス

pH、有機物

TOC 、大腸

菌、一般細菌

等 46 成分

メタン

8

8

14

2

72

16

482

2

水 質 課

（P23）

病理細菌課

（P15）

廃 棄 物 課

（P24）

放置廃棄物の火災

に係る調査

南筑後保健福祉環境事務所管内の産

業廃棄物中間処理施設内に放置され

た廃棄物に係る火災現場周辺の地下

水及び河川水についての調査を実施。

また、火災の鎮火状況を確認するた

め、廃棄物層内ガスの分析を実施

地下水、河

川水

ガス

pH 、 EC 、

BOD、重金属

類、VOC 等

37 成分

メタン

6

31

222

31

廃 棄 物 課

（P24）

産業廃棄物中間処

理施設で発生した

火災の影響を受け

た廃棄物の調査

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内

の産業廃棄物中間処理施設で発生し

た火災の影響を受けた廃棄物の性状

を確認するため、溶出量試験を実施

廃棄物等 pH、EC、

COD、重金属

類、1,4-ジオ

キサン等11

成分

7 42 廃 棄 物 課

（P25）

福岡県リサイクル製

品認定制度に係る

試験

「福岡県リサイクル製品認定制度」

の運用に当たり、申請製品の環境安

全性に係る基準への適合状況を確認

するため、分析検査を実施

建設汚泥改

良土等

重金属類、

VOC等 27成

分

重金属類、ふ

っ素等9成分

9

9

225

81

廃 棄 物 課

（P25）

－ 39 －



業 務 名

内    容
担当課

(内容掲載頁)
概 要 検査対象 検査内容 検体数 延べ件数

特別防除事業に伴

う薬剤防除自然環

境等影響調査

松くい虫被害予防のための特別防除

に伴う大気及び井戸水調査を実施

大気

井戸水

チアクロプリ

ド

チアクロプリ

ド

フェニトロチ

オン

16

24

6

16

24

6

廃 棄 物 課

（P25）

生物関係

生物多様性戦略推

進事業

福岡県生物多様性戦略推進事業の一

環として、英彦山絶滅危惧種保護対

策事業、生物多様性保全上の重要地

域の抽出、公共工事生物多様性配慮

事例集、環境影響評価に係る審査支

援等を実施

絶滅危惧種

生物分類群

生物多様性

配慮事例

環境影響評

価書

植物

生物分類群

生物多様性

配慮事例

植物、動物、

生態系

17

11

3

10

17

11

3

30

環境生物課

（P26）

酸性雨等森林生態

系影響調査

酸性雨等調査の一環として、植物影

響調査及び節足動物影響調査を英彦

山のブナ林域を調査対象に実施

植物

植生

底生動物

植物

植生

底生動物

2

2

4

4

4

8

環境生物課

（P26）

酸性雨モニタリング

（土壌・植生）調査

赤黄色系土壌の林分（香椎宮）及び対

照となる土壌の林分（古処山）におい

て、植生の基礎調査を実施（環境省委

託）

植物

植生

植物

植生

4

4

12

12

環境生物課

（P26）

水生生物保全環境

基準に係る類型指

定調査

北九州市内16河川を対象に、魚介類

の生息状況等の調査を実施

水生生物 水生生物 16 16 環境生物課

（P27）

 合計（行政依頼検査） 

保 健 ・ 環 境 の 別 

業           務 

区          分 事項件数 

保 健 関 係 保健統計関係 5 

病原性細菌・血清関係 12

ウイルス・血清関係  16

食品中の化学物質関係 12

油症関係 2 

医薬品・家庭用品関係 8 

小         計 55

環 境 関 係 環境情報関係 1 

化学物質関係 12

大気関係 12

環境放射能関係 10

水質関係 12

廃棄物関係 13

生物関係 4 

小         計 64

合                計 119
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 合計（行政依頼検査） 

保 健 ・ 環 境 の 別 

業           務 

区          分 事項件数 

保 健 関 係 保健統計関係 5 

病原性細菌・血清関係 12

ウイルス・血清関係  16

食品中の化学物質関係 12

油症関係 2 

医薬品・家庭用品関係 8 

小         計 55

環 境 関 係 環境情報関係 1 

化学物質関係 12

大気関係 12

環境放射能関係 10

水質関係 12

廃棄物関係 13

生物関係 4 

小         計 64

合                計 119
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（２）一般依頼（窓口依頼）

検 査 名 検 査 項 目 検体数
延べ件数

項目数
担当課

内 容

掲載頁

水道原水、浄水細菌検査 一般細菌数、大腸菌 13 26 病理細菌課 P15

一般飲料水細菌検査 一般細菌数、大腸菌 40 80 病理細菌課 P15

食中毒検査（化学物質を除く）
クドア・セプテンプンクタータ検査（

久留米市分）
1 1 病理細菌課 P15

ウイルス分離同定試験

ウイルス分離・同定（大牟田市分） 2 7 ウイルス課 P17

ウイルス分離・同定（久留米市分） 25 92 ウイルス課 P17

食品残留農薬検査 残留農薬（久留米市分） 10 2,000 生活化学課 P19

水質試験

（水道法第20条第1項）

pH、総トリハロメタン類、Fe、Hg、Pb

As、クロロ酢酸等
1 50 水 質 課 P23

飲 料 水

水質検査

理化学試験 pH、有機物（TOC）、Cl、Fe等 28 280 水 質 課 P23

定量試験 総トリハロメタン類、クロロ酢酸等 ７ 56 水 質 課 P23

生物同定試験 虫体の同定 65 65 環境生物課 P27

合           計 192 2,657

４ 調査研究業務の概要

平成 年度実施課題一覧

①保健関係

研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

地域保健情報の解

析、評価及び活用

に関する研究

福岡県地域がん登録

情報とがん検診情報

を用いた胃がん・肺

がん検診精度の把握

がん検診における感度・特異度等の精度管理推進に向け、

匿名化処理した福岡県地域がん登録情報とがん検診情報

を照合し、精度指標把握の方法と技術的課題等について

検証した。

28-29年度 P11

レセプトデータを用

いたがん・脳卒中・

大腿骨頸部骨折にお

ける地域医療連携体

制の評価

福岡県後期高齢者医療広域連合の医療・介護レセプトデ

ータベース構築と大腿骨頸部骨折術後の後期高齢者にお

ける医療・介護費推計と増加要因を明らかにした。

28-29年度 P11

市町村国民健康保険

の広域化に向けた保

険者機能向上のため

の基礎的研究

地理情報システムを活用することによって、小地域毎の

社会的・地理的環境が糖尿病発症リスク増加に与える影

響を検討し、居住地周辺のメッシュ当たり平均傾斜角度

とコンビニエンスストア事業所数が有意に糖尿病発症リ

スクを増加させうる環境要因であることを明らかにした。

28-29年度 P11

レセプトデータを用

いた福岡県内の高齢

者における肺炎球菌

感染症の実態調査

福岡県後期高齢者医療広域連合加入者の診療報酬明細書

（レセプト）のデータを用いて、平成 22 年度から 28 年

度までに肺炎球菌肺炎を主傷病として入院した患者の情

報を解析した。また、成人用肺炎球菌ワクチン接種率の

推計を行った。

28-29年度 P11

感染症の発生及び

食品の安全性確保

に関する研究

トリ及びトリ肉に由

来するヒト細菌性下

痢症の原因菌に関す

る研究

平成 29 年度は、平成 27 年度及び平成 28 年度に引き続き、

ヒト糞便、鶏肉、鶏盲腸便等を新たに採材し、カンピロ

バクター及びサルモネラ等のヒト細菌性下痢症原因菌の

分離を実施（平成 27 年度から平成 29 年度までに、カン

ピロバクター641 株、サルモネラ 197 株を分離）するとと

もに、それら細菌の遺伝子型別、血清型別を実施した。

また、採材した材料の細菌叢解析等を実施した。得られ

た知見をもとに、研修、講演、学会発表等を行った。

27-29年度 P15

生鮮魚介類の喫食に

よる原因不明食中毒

事例における病因物

質（粘液胞子虫）を

明らかにする研究

平成29年度は、ユニカプスラ・セリオラのreal-time qPCR

による遺伝子定量法（定量範囲：102-108 copies/tube）を

確立した。また、魚を対象に広範囲の種の粘液胞子虫の

28S rRNA遺伝子をPCRで増幅し、塩基配列決定により種

を推定する検査法を確立した。さらに、過去の原因不明

食中毒疑い事例での生鮮魚の喫食状況と患者糞便からの

遺伝子検出結果について学会発表を行った。

29-31年度 P15
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４ 調査研究業務の概要

平成 年度実施課題一覧

①保健関係

研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

地域保健情報の解

析、評価及び活用

に関する研究

福岡県地域がん登録

情報とがん検診情報

を用いた胃がん・肺

がん検診精度の把握

がん検診における感度・特異度等の精度管理推進に向け、

匿名化処理した福岡県地域がん登録情報とがん検診情報

を照合し、精度指標把握の方法と技術的課題等について

検証した。

28-29年度 P11

レセプトデータを用

いたがん・脳卒中・

大腿骨頸部骨折にお

ける地域医療連携体

制の評価

福岡県後期高齢者医療広域連合の医療・介護レセプトデ

ータベース構築と大腿骨頸部骨折術後の後期高齢者にお

ける医療・介護費推計と増加要因を明らかにした。

28-29年度 P11

市町村国民健康保険

の広域化に向けた保

険者機能向上のため

の基礎的研究

地理情報システムを活用することによって、小地域毎の

社会的・地理的環境が糖尿病発症リスク増加に与える影

響を検討し、居住地周辺のメッシュ当たり平均傾斜角度

とコンビニエンスストア事業所数が有意に糖尿病発症リ

スクを増加させうる環境要因であることを明らかにした。

28-29年度 P11

レセプトデータを用

いた福岡県内の高齢

者における肺炎球菌

感染症の実態調査

福岡県後期高齢者医療広域連合加入者の診療報酬明細書

（レセプト）のデータを用いて、平成 22 年度から 28 年

度までに肺炎球菌肺炎を主傷病として入院した患者の情

報を解析した。また、成人用肺炎球菌ワクチン接種率の

推計を行った。

28-29年度 P11

感染症の発生及び

食品の安全性確保

に関する研究

トリ及びトリ肉に由

来するヒト細菌性下

痢症の原因菌に関す

る研究

平成 29 年度は、平成 27 年度及び平成 28 年度に引き続き、

ヒト糞便、鶏肉、鶏盲腸便等を新たに採材し、カンピロ

バクター及びサルモネラ等のヒト細菌性下痢症原因菌の

分離を実施（平成 27 年度から平成 29 年度までに、カン

ピロバクター641 株、サルモネラ 197 株を分離）するとと

もに、それら細菌の遺伝子型別、血清型別を実施した。

また、採材した材料の細菌叢解析等を実施した。得られ

た知見をもとに、研修、講演、学会発表等を行った。

27-29年度 P15

生鮮魚介類の喫食に

よる原因不明食中毒

事例における病因物

質（粘液胞子虫）を

明らかにする研究

平成29年度は、ユニカプスラ・セリオラのreal-time qPCR

による遺伝子定量法（定量範囲：102-108 copies/tube）を

確立した。また、魚を対象に広範囲の種の粘液胞子虫の

28S rRNA遺伝子をPCRで増幅し、塩基配列決定により種

を推定する検査法を確立した。さらに、過去の原因不明

食中毒疑い事例での生鮮魚の喫食状況と患者糞便からの

遺伝子検出結果について学会発表を行った。

29-31年度 P15
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研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

感染症発生動向調査

事業におけるウイル

ス検査体制の強化

平成29年度は、平成25年から平成29年の期間に、手足口

病と診断された患者から採取された検体から検出された

コクサッキーウイルスA6型について、塩基配列を決定し

系統樹解析を行った。

27-29年度 P15

人獣共通感染症に関

する病原体及び媒介

生物についての調査

研究

平成 29 年度は、患者発生地域を中心に野外におけるマダ

ニの生育状況調査を 5 月から 3 月までの間に実施した。

また、採取したマダニについて SFTS ウイルス、紅斑熱群

リケッチアなどの保有状況を調べた。

29-31年度 P17

ダイオキシン類、

有害化学物質によ

る健康被害の防止

とその対策に関す

る研究

食品の残留農薬及び

難燃剤等による汚染

実態把握と摂取量推

定に関する研究

人体への影響が懸念されている残留性有機化学物質

POPs として、農薬や臭素系及び塩素系の難燃剤などが

注目されており、これらの化学物質に関する食品の安全

性を把握するため、分析法検討、汚染実態調査及び一日

摂取量調査を行う。

29-31年度 P19

危険ドラッグ製品等

に含まれる薬物成分

の分析法開発

新規の指定薬物は未だに検出されており、継続的な対応

が必要である。また、いわゆる健康食品についても危険

ドラッグと同様の分析技術の開発が必要となっている。

本研究ではLC/Q-TOF/MSを用いて指定薬物成分等の分析

・解析法の開発を行う。

29-31年度 P19

油症等のダイオキシ

ン類による人体影響

と遺伝要因との関連

の解明に関する研究

－家族間のダイオキ

シン類濃度と健康影

響の解析－

福岡県を中心に発生した油症をはじめとするダイオキシ

ン類のヒトへの健康被害及び次世代への影響における遺

伝要因との関係を解明し、行政対応のための科学的デー

タ蓄積に資する。

28-30年度 P19

②環境関係

研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

ダイオキシン類、

有害化学物質によ

る環境汚染の防止

とその対策に関す

る研究

水環境中微量有害化

学物質の分析法開発

と汚染実態の解明に

関する研究

2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベンゾフェノン 2,2’,4,4’-THBP

は紫外線吸収剤として使用されているが、内分泌かく乱

作用等について懸念されている物質である。本研究では

2,2’,4,4’-THBPを選択的に定量できる分析法を新たに開発

し、さらに開発した分析法を用いて県内調査を行い、リ

スク評価を行った。

27-29年度 P13

イオン液体を抽出媒

体とした環境に優し

い分析法の開発－土

壌および底質試料中

のダイオキシン類の

分析－

ダイオキシン類は非常に有害な化学物質である。土壌及

び底質中のダイオキシン類の分析法は2008年に公定法が

示されているものの、これらの分析法は煩雑な操作を必

要とすることが課題となっている。そこで本研究では、

イオン液体を抽出媒体として、土壌及び底質中のダイオ

キシン類を簡易・迅速に分析する方法を開発する。

29-31年度 P13

研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

大気環境の保全に

関する研究

光化学オキシダント

及びPM2.5生成に寄与

するVOCに関する研

究

VOCのOx生成寄与については明らかになりつつあるが、

時間変動を伴うVOC各成分のOx生成寄与については不明

な点も多い。また、PM2.5の生成にもVOCが関与している

ことが分かっているが、その生成寄与についてもやはり

不明な点が多い。そこで本研究では、Ox及びPM2.5生成に

寄与するVOCを把握するため、VOCの実態調査を行った。

28-30年度 P21

福岡県における平常

時の放射線・放射能

の実態把握と上昇要

因の解析

福岡県内の広範囲で同時間帯に一斉に空間放射線量率が

上昇した事例を対象に、その上昇要因を検討した。スペ

クトル解析及びシミュレーションの結果から、上昇要因

は、①低気圧に伴う上昇気流で大陸地表面からラドンを

含む気塊が上空に輸送された。②この気塊が移流に伴い、

大陸から日本列島に東進、③北部九州での降雨によりラ

ドン子孫核種の 等が地表面に降下したことによる

ものと推測した。

28-30年度 P21

水環境の保全に関

する研究

水生生物保全に係る

水質環境基準物質の

汚濁機構に関する研

究

福岡県における家庭から排出され、河川に流達する負荷

量を把握するため、原単位法による流達負荷量試算を行

った。その結果、福岡県おける家庭由来の LAS 流達負荷

量は 272t/年と見積もられ、PRTR データともよく一致し

た。また、対策の優先度が高い河川として、河川におけ

る LAS 平均濃度と LAS 流達負荷量を比較し、その両者が

高い 3 河川が挙げられた。

27-29 年度 P23

アオコが生産するシ

アノトキシンのモニ

タリングに関する研

究

福岡県内において有毒藍藻類が生産するシアノトキシン

の実態を把握するため、LC/MS/MSを用いた簡易分析法の

検討と大規模湖沼等での調査を行った。その結果、一部

の湖沼から微量のシアノトキシンが検出された。

28-29年度 P11

汎用機器による迅速

・簡易・網羅的分析

法の開発とその実用

化に関する研究

本研究は、事故や災害等の緊急時環境調査にも適用可能

な迅速スクリーニング法の開発を目的としている。平成

29年度は土壌及び底質を対象に分析法開発を実施し、約2

時間で前処理を完了する手法を確立した。本研究成果を

もとに、全国25機関の地方環境研究所（計28名）を対象

に技術研修会を実施した。

29-31年度 P23

生物応答を用いた水

質評価に関する研究

本研究は、環境省が導入を検討している全排水毒性試験

（通称；WET）の実態調査のため、ムレミカヅキモを用

いた事業場排水（14業種、31検体）のスクリーニング調

査を実施した。その結果、13検体で藻類生長阻害が確認

された。また、ムレミカヅキモの生長阻害が確認された

検体について、ゼブラフィッシュ（魚類）及びニセネコ

ゼミジンコ（甲殻類）を用いて試験したところ、ニセネ

コゼミジンコに毒性影響が確認された。

28-30年度 P23
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研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

大気環境の保全に

関する研究

光化学オキシダント

及びPM2.5生成に寄与

するVOCに関する研

究

VOCのOx生成寄与については明らかになりつつあるが、

時間変動を伴うVOC各成分のOx生成寄与については不明

な点も多い。また、PM2.5の生成にもVOCが関与している

ことが分かっているが、その生成寄与についてもやはり

不明な点が多い。そこで本研究では、Ox及びPM2.5生成に

寄与するVOCを把握するため、VOCの実態調査を行った。

28-30年度 P21

福岡県における平常

時の放射線・放射能

の実態把握と上昇要

因の解析

福岡県内の広範囲で同時間帯に一斉に空間放射線量率が

上昇した事例を対象に、その上昇要因を検討した。スペ

クトル解析及びシミュレーションの結果から、上昇要因

は、①低気圧に伴う上昇気流で大陸地表面からラドンを

含む気塊が上空に輸送された。②この気塊が移流に伴い、

大陸から日本列島に東進、③北部九州での降雨によりラ

ドン子孫核種の 等が地表面に降下したことによる

ものと推測した。

28-30年度 P21

水環境の保全に関

する研究

水生生物保全に係る

水質環境基準物質の

汚濁機構に関する研

究

福岡県における家庭から排出され、河川に流達する負荷

量を把握するため、原単位法による流達負荷量試算を行

った。その結果、福岡県おける家庭由来の LAS 流達負荷

量は 272t/年と見積もられ、PRTR データともよく一致し

た。また、対策の優先度が高い河川として、河川におけ

る LAS 平均濃度と LAS 流達負荷量を比較し、その両者が

高い 3 河川が挙げられた。

27-29 年度 P23

アオコが生産するシ

アノトキシンのモニ

タリングに関する研

究

福岡県内において有毒藍藻類が生産するシアノトキシン

の実態を把握するため、LC/MS/MSを用いた簡易分析法の

検討と大規模湖沼等での調査を行った。その結果、一部

の湖沼から微量のシアノトキシンが検出された。

28-29年度 P11

汎用機器による迅速

・簡易・網羅的分析

法の開発とその実用

化に関する研究

本研究は、事故や災害等の緊急時環境調査にも適用可能

な迅速スクリーニング法の開発を目的としている。平成

29年度は土壌及び底質を対象に分析法開発を実施し、約2

時間で前処理を完了する手法を確立した。本研究成果を

もとに、全国25機関の地方環境研究所（計28名）を対象

に技術研修会を実施した。

29-31年度 P23

生物応答を用いた水

質評価に関する研究

本研究は、環境省が導入を検討している全排水毒性試験

（通称；WET）の実態調査のため、ムレミカヅキモを用

いた事業場排水（14業種、31検体）のスクリーニング調

査を実施した。その結果、13検体で藻類生長阻害が確認

された。また、ムレミカヅキモの生長阻害が確認された

検体について、ゼブラフィッシュ（魚類）及びニセネコ

ゼミジンコ（甲殻類）を用いて試験したところ、ニセネ

コゼミジンコに毒性影響が確認された。

28-30年度 P23
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研究分野 研 究 課 題 名 研 究 概 要 研究期間 掲載頁

廃棄物の適正処理

と有効利用に関す

る研究

廃棄物最終処分場に

おける浸透水の微生

物群集構造と適正管

理に関する研究

廃棄物最終処分場では、維持管理のために水質基準が規

定されているが、基準項目だけでは処分場の状況を把握

することは困難である。本研究では、微生物に着目した

廃棄物最終処分場の評価法の開発を目標とし、水質分析

値・微生物群集構造・埋立廃棄物組成に基づく廃棄物最

終処分場の評価を試みる。

29-31年度 P25

自然環境と生物多

様性の保全に関す

る研究

英彦山ブナ林生態系

の保全・復元に関す

る研究

英彦山ブナ林は、台風被害等によりブナの衰弱・枯死が

進み、最近はシカの食害により林床植生が貧弱化してい

る。英彦山ブナ林においてシカ防護ネット等による対策

の有効性を検証し、ブナ林生態系の具体的かつ面的な保

全・復元計画を検討する。

28-30年度 P27

侵略的外来種の防除

手法に関する研究

外来種対策を効果的に進めるために、平成30年4月に公表

された福岡県侵略的外来種リスト2018において、対策の

優先度が高いと評価された侵略的外来種を対象とし、防

除手法の検討及び防除に係る最新の知見を収集すること

で、侵略的外来種防除マニュアルを作成する。

29-31年度 P27

県民参加型の生物多

様性調査マニュアル

の開発

市町村やNPO等が行う生物多様性評価等を支援するため

に、生物多様性の状況がわかる生物多様性指標の開発に

取り組んでいる。非専門家であっても指標を適切に使用

できるように、生物種の同定を正確に行うことができる

県民参加型の調査マニュアルを作成する。

29-31年度 P27

計 23 課題

５ 教育研修・情報発信業務の概要
（１）研修

①研修会

＜県保健福祉環境事務所職員等に対する研修＞

研 修 名 期 間 内 容 受 講 者 担当課

環境保全担当者技術研修 H29.5.18 立入検査・検体採取業務の概要、監視業

務の法的概要、サンプリング方法（大気

・水質・化学物質・廃棄物）の解説、各

種機器の取扱方法の説明

保健福祉環境事務所

環境保全担当職員等

（18名）

所 長

環 境 科 学 部 長

計 測 技 術 課

大 気 課

水 質 課

廃 棄 物 課

H29.5.26 業務支援、届出システム操作研修 保健福祉環境事務所

環境保全担当職員等

（7 名）

環 境 科 学 部 長

企画情報管理課

衛生検査技術研修

（微生物検査研修）

H29.6.7
－H29.6.9

腸管出血性大腸菌の VT1 及び VT2 遺伝

子の PCR による検出実習

保健福祉（環境）事

務所検査課職員等

（13 名）

所 長

保 健 科 学 部 長

病 理 細 菌 課

生物多様性担当者研修 H29.6.22 生物多様性に関する座学及び実地研修

並びに「ふくおか生きもの見つけ隊」事

業の 3 年間の成果について

保健福祉環境事務所

生物多様性担当職員

等

（23 名）

環 境 生 物 課

H30.3.22 生物多様性保全活動の成果及び課題に

ついて

保健福祉環境事務所

生物多様性担当職員

等

（11 名）

環 境 生 物 課

衛生検査技術研修

（食品化学検査研修）

H29.7.12
－H29.7.14

酸価・過酸化物価の測定、食品添加物の

一斉分析及び HPLC の 基本操作の習得

保健福祉（環境）事

務所検査課職員等

（3 名）

所 長

保 健 科 学 部 長

生 活 化 学 課

保健部門業務研修 H29.8.4 保健科学部業務の概要、保健統計につい

て、感染症情報センター活動について、

がん登録事業について、今話題の感染症

について、生活化学課業務の概要、ウイ

ルス課業務の概要、病理細菌課業務の概

要

保健福祉（環境）事

務所職員等

（9 名）

所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

特定外来生物ヒアリ等に

係る簡易スクリーニング

研修会

H29.8.10 ヒアリ及びアカカミアリの同定手法、発

見情報に係る保健福祉環境事務所にお

ける対応の仕方について

保健福祉環境事務所

生物多様性担当職員

等

（13 名）

環 境 生 物 課

感染症に関する研修 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、

福岡県感染症情報センターの活動、福岡

県感染症発生動向調査解析委員会の活

動、同一事業所における外国出生肺結核

患者の多発事例、インフルエンザ流行状

況について、麻しん、風しんの流行状況

について、アデノウイルス感染症につい

て、HIV流行状況について、人獣共通感

染症、性感染症（淋菌・クラミジア）に

ついて

保健福祉（環境）事

務所感染症担当職員

等

（25名）

所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課
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５ 教育研修・情報発信業務の概要
（１）研修

①研修会

＜県保健福祉環境事務所職員等に対する研修＞

研 修 名 期 間 内 容 受 講 者 担当課

環境保全担当者技術研修 H29.5.18 立入検査・検体採取業務の概要、監視業

務の法的概要、サンプリング方法（大気

・水質・化学物質・廃棄物）の解説、各

種機器の取扱方法の説明

保健福祉環境事務所

環境保全担当職員等

（18名）

所 長

環 境 科 学 部 長

計 測 技 術 課

大 気 課

水 質 課

廃 棄 物 課

H29.5.26 業務支援、届出システム操作研修 保健福祉環境事務所

環境保全担当職員等

（7 名）

環 境 科 学 部 長

企画情報管理課

衛生検査技術研修

（微生物検査研修）

H29.6.7
－H29.6.9

腸管出血性大腸菌の VT1 及び VT2 遺伝

子の PCR による検出実習

保健福祉（環境）事

務所検査課職員等

（13 名）

所 長

保 健 科 学 部 長

病 理 細 菌 課

生物多様性担当者研修 H29.6.22 生物多様性に関する座学及び実地研修

並びに「ふくおか生きもの見つけ隊」事

業の 3 年間の成果について

保健福祉環境事務所

生物多様性担当職員

等

（23 名）

環 境 生 物 課

H30.3.22 生物多様性保全活動の成果及び課題に

ついて

保健福祉環境事務所

生物多様性担当職員

等

（11 名）

環 境 生 物 課

衛生検査技術研修

（食品化学検査研修）

H29.7.12
－H29.7.14

酸価・過酸化物価の測定、食品添加物の

一斉分析及び HPLC の 基本操作の習得

保健福祉（環境）事

務所検査課職員等

（3 名）

所 長

保 健 科 学 部 長

生 活 化 学 課

保健部門業務研修 H29.8.4 保健科学部業務の概要、保健統計につい

て、感染症情報センター活動について、

がん登録事業について、今話題の感染症

について、生活化学課業務の概要、ウイ

ルス課業務の概要、病理細菌課業務の概

要

保健福祉（環境）事

務所職員等

（9 名）

所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

特定外来生物ヒアリ等に

係る簡易スクリーニング

研修会

H29.8.10 ヒアリ及びアカカミアリの同定手法、発

見情報に係る保健福祉環境事務所にお

ける対応の仕方について

保健福祉環境事務所

生物多様性担当職員

等

（13 名）

環 境 生 物 課

感染症に関する研修 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、

福岡県感染症情報センターの活動、福岡

県感染症発生動向調査解析委員会の活

動、同一事業所における外国出生肺結核

患者の多発事例、インフルエンザ流行状

況について、麻しん、風しんの流行状況

について、アデノウイルス感染症につい

て、HIV流行状況について、人獣共通感

染症、性感染症（淋菌・クラミジア）に

ついて

保健福祉（環境）事

務所感染症担当職員

等

（25名）

所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課
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研 修 名 期 間 内 容 受 講 者 担当課

衛生検査技術研修

（水質検査研修）

H29.10.20

－H29.10.25

BOD､COD､T-N及びT-Pの分析法の習得

並びに塩素消毒済み排水におけるT-N分

析に関する注意点に関する講義

保健福祉（環境）事

務所検査課職員等

（6 名）

所 長

水 質 課

食品衛生及び保健部門業

務研修会

H30.2.14 保健部門業務の概要、がん登録事業につ

いて、感染症情報センター活動につい

て、感染症発生動向調査の検査結果につ

いて、今話題の感染症について 風疹）、

生活化学課の試験検査及び研究業務の

概要、食品中のハロゲン系難燃剤の分析

と摂取量推定、危険ドラッグの危険性と

その分析法開発、ノロウイルスについて

（検査及び遺伝子解析）、福岡県の市販

鶏肉における食中毒細菌の汚染状況に

ついて、食中毒（疑い）事例における検

査の流れと検出状況ついて

保健福祉（環境）事

務所職員等

（19名）

所 長

企画情報管理課

保 健 科 学 部 長

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

計 11 件 147 名（延べ）

＜大学、高等専門学校学生等に対する研修指導＞

学 校 名 期 間 内 容 受講者 担当課

久留米工業高等専門学

校生物応用化学科

H 2 9 . 8 . 3 － H 2 9 . 8 . 9 水質環境分析及び採水 1名 水 質 課

九州大学工学部地球環

境工学科

H2 9 .8 .2 1－H2 9 .8 .2 5 廃棄物及びリサイクルに関する調査手法、

GC/MS/MSによる化学物質分析など

1名 廃 棄 物 課

明治学園中学高等学校 H29.8 .30 大気課業務の説明、酸性雨概要説明、酸性

雨分析実習

6名 大 気 課

計 3 件 8 名（延べ）

＜その他の研修指導＞

団体名等 期 間 内 容 受講者 担当課

（国内）

久留米市保健所 H29.6.7
－H29.6.9

腸管出血性大腸菌のVT1及びVT2遺伝子の

PCR による検出実習

4名 所 長

保 健 科 学 部 長

病 理 細 菌 課

大牟田市保健所 H29.6.7
－H29.6.9

腸管出血性大腸菌のVT1及びVT2遺伝子の

PCR による検出実習

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

病 理 細 菌 課

久留米市保健所 H29.7.12
－H29.7.14

酸価・過酸化物価の測定、食品添加物の一

斉分析及び HPLC の 基本操作の習得

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

生 活 化 学 課

大牟田市保健所 H29.7.12
－H29.7.14

酸価・過酸化物価の測定、食品添加物の一

斉分析及び HPLC の 基本操作の習得

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

生 活 化 学 課

団体名等 期 間 内 容 受講者 担当課

地域保健研修

（臨床研修医の保健所研修）

H29.8.4 保健科学部業務の概要、保健統計について

、感染症情報センター活動について、がん

登録事業について、今話題の感染症につい

て、生活化学課業務の概要、ウイルス課業

務の概要、病理細菌課業務の概要

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

久留米市保健所 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

自衛隊福岡病院 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

福岡大学 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

産業医科大学 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

4名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課
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団体名等 期 間 内 容 受講者 担当課

地域保健研修

（臨床研修医の保健所研修）

H29.8.4 保健科学部業務の概要、保健統計について

、感染症情報センター活動について、がん

登録事業について、今話題の感染症につい

て、生活化学課業務の概要、ウイルス課業

務の概要、病理細菌課業務の概要

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

久留米市保健所 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

自衛隊福岡病院 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

福岡大学 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

産業医科大学 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

4名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課
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団体名等 期 間 内 容 受講者 担当課

田川市立病院 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

2名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

九州大学 H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

福岡東医療センター H29.10.6 保環研における感染症関係の業務概要、福

岡県感染症情報センターの活動、福岡県感

染症発生動向調査解析委員会の活動、同一

事業所における外国出生肺結核患者の多発

事例、インフルエンザ流行状況について、

麻しん、風しんの流行状況について、アデ

ノウイルス感染症について、HIV流行状況に

ついて、人獣共通感染症対策事業（細菌）

について、淋菌及びクラミジア検査につい

て

1名 所 長

保 健 科 学 部 長

企画情報管理課

病 理 細 菌 課

ウ イ ル ス 課

生 活 化 学 課

久留米市保健所 H29.10.20

－H29.10.25

BOD､COD､T-N及びT-Pの分析法の習得並び

に塩素消毒済み排水におけるT-N分析に関

する注意点に関する講義

1名 所 長

水 質 課

地方環境研究所（25機関） H30.2.22
－H30.2.23

第 3 回緊急時環境調査手法研修会（緊急時

環境調査のための土壌及び底質中有機汚染

物質の迅速スクリーニング法）

28名 計 測 技 術 課

水 質 課

（国際コース）

平成29年度福岡県国際環境人材

育成研修「アセアン･インド環境

管理コース」

H29.11.16 保健環境研究所の概要、福岡県の大気常時

監視システム、大気課の業務、施設見学

8名 環 境 科 学 部 長

企画情報管理課

大 気 課

計 15 件 59 名（延べ）

②職員技術研修

＜職員受講＞

研 修 名 主 催 場 所 期 間 氏 名

平成29年度病原体等の包装・運搬講習会 厚生労働省 福岡第二合同庁舎 H29.5.25 江藤 良樹

平成29年度食品衛生検査施設信頼性確保

部門責任者研修会
厚生労働省 厚生労働省 H29.5.26 小木曽俊孝

平成29年度特定機器分析研修Ⅱ

LC/MS/MS
環境省 環境調査研修所

H29.7.24
－H29.7.28

柏原 学

平成29年結核予防技術者地区別講習会 宮崎県 ニューウェルシティ宮崎
H29.8.3
－H29.8.4

江藤 良樹

平成29年度薬剤耐性菌の検査に関する研

修
国立感染症研究所 国立感染症研究所

H29.9.12
－H29.9.15

カール由起

平成29年度指定薬物分析研修会議 厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所 H29.10.13 中西加奈子

ゲルマニウム半導体検出器を用いた

in-situ測定法

（公財）日本分析

センター

（公財）日本分析センター

千葉本部

H29.10.30
－H29.11.2

楢崎 幸範

平成29年度「地域保健総合推進事業」

全国疫学情報ネットワーク構築会議

地方衛生研究所全

国協議会保健情報

疫学部会

東京都健康安全研究センター H29.11.24 市原 祥子 

放射線取扱主任者基礎講習
（公財）原子力安

全技術センター

京都大学放射性同位元素総合

センター

H29.12.11
－H29.12.13

土田 大輔

環境放射線量測定法
（公財）日本分析

センター

（公財）日本分析センター

千葉本部

H30.1.23
－H30.1.25

土田 大輔

平成29年度地方感染症情報センター担当

者会議

地方衛生研究所全

国協議会保健情報

疫学部会

国立保健医療科学院 H30.1.26 市原 祥子

平成29年度地方衛生研究所全国協議会衛

生理化学分野研修会

地方衛生研究所全

国協議会理化学部

会

東京都健康安全研究センター H30.1.26 佐藤 環

第5回佐賀県製薬協会薬剤師・技術者研究

部研修会

佐賀県製薬協会、

佐賀県衛生薬業セ

ンター

グランデはがくれ H30.1.29
新谷 依子

中西加奈子

次期感染症サーベイランスシステム（

NESID）に係る研修会
厚生労働省 国立感染症研究所

H30.2.7
－H30.2.8

市原 祥子

平成29年度希少感染症診断技術研修会 厚生労働省 国立感染症研究所
H30.2.26
－H30.2. 28

芦塚 由紀

カール由起

平成29年度結核・感染症発生動向調査研

修会

福岡県医師会、結

核・感染症発生動

向調査委員会

福岡県医師会館 H30.3.31
芦塚 由紀

中村 麻子
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②職員技術研修

＜職員受講＞

研 修 名 主 催 場 所 期 間 氏 名

平成29年度病原体等の包装・運搬講習会 厚生労働省 福岡第二合同庁舎 H29.5.25 江藤 良樹

平成29年度食品衛生検査施設信頼性確保

部門責任者研修会
厚生労働省 厚生労働省 H29.5.26 小木曽俊孝

平成29年度特定機器分析研修Ⅱ

LC/MS/MS
環境省 環境調査研修所

H29.7.24
－H29.7.28

柏原 学

平成29年結核予防技術者地区別講習会 宮崎県 ニューウェルシティ宮崎
H29.8.3
－H29.8.4

江藤 良樹

平成29年度薬剤耐性菌の検査に関する研

修
国立感染症研究所 国立感染症研究所

H29.9.12
－H29.9.15

カール由起

平成29年度指定薬物分析研修会議 厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所 H29.10.13 中西加奈子

ゲルマニウム半導体検出器を用いた

in-situ測定法

（公財）日本分析

センター

（公財）日本分析センター

千葉本部

H29.10.30
－H29.11.2

楢崎 幸範

平成29年度「地域保健総合推進事業」

全国疫学情報ネットワーク構築会議

地方衛生研究所全

国協議会保健情報

疫学部会

東京都健康安全研究センター H29.11.24 市原 祥子 

放射線取扱主任者基礎講習
（公財）原子力安

全技術センター

京都大学放射性同位元素総合

センター

H29.12.11
－H29.12.13

土田 大輔

環境放射線量測定法
（公財）日本分析

センター

（公財）日本分析センター

千葉本部

H30.1.23
－H30.1.25

土田 大輔

平成29年度地方感染症情報センター担当

者会議

地方衛生研究所全

国協議会保健情報

疫学部会

国立保健医療科学院 H30.1.26 市原 祥子

平成29年度地方衛生研究所全国協議会衛

生理化学分野研修会

地方衛生研究所全

国協議会理化学部

会

東京都健康安全研究センター H30.1.26 佐藤 環

第5回佐賀県製薬協会薬剤師・技術者研究

部研修会

佐賀県製薬協会、

佐賀県衛生薬業セ

ンター

グランデはがくれ H30.1.29
新谷 依子

中西加奈子

次期感染症サーベイランスシステム（

NESID）に係る研修会
厚生労働省 国立感染症研究所

H30.2.7
－H30.2.8

市原 祥子

平成29年度希少感染症診断技術研修会 厚生労働省 国立感染症研究所
H30.2.26
－H30.2. 28

芦塚 由紀

カール由起

平成29年度結核・感染症発生動向調査研

修会

福岡県医師会、結

核・感染症発生動

向調査委員会

福岡県医師会館 H30.3.31
芦塚 由紀

中村 麻子
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（２）講師派遣

＜県（保健福祉環境事務所を含む）主催＞

名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

水辺教室 H 2 9 . 5 . 1 0 筑紫保健福祉環境事務所 太宰府市
中 島 淳

石間 妙子

水辺教室 H 2 9 . 5 . 1 4 南筑後保健福祉環境事務所 みやま市 中 島 淳

平成29年度水生生物講座 H 2 9 . 5 . 1 6 環境部環境保全課 筑紫野市
中 島 淳

石間 妙子

水辺教室 H 2 9 . 5 . 2 5 南筑後保健福祉環境事務所 みやま市 中 島 淳

水辺教室 H 2 9 . 5 . 2 9 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町
中 島 淳

石間 妙子

ザリガニ釣り&水辺の生きもの観察会 H 2 9 . 6 . 4 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福 津 市 中 島 淳

平成29年度保健福祉（環境）事務所保健

衛生課感染症係長・担当者会議
H 2 9 . 6 . 6

保健医療介護部がん感染症疾病

対策課
福 岡 市

市原 祥子

カール由起

中村 麻子

水辺教室 H 2 9 . 6 . 8 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 中 島 淳

水辺教室 H 2 9 . 6 . 9 北筑後保健福祉環境事務所 筑 前 町 中 島 淳

水生生物観察会 H 2 9 . 6 . 1 8 京築保健福祉環境事務所 みやこ町 中 島 淳

水辺教室 H 2 9 . 6 . 1 9 南筑後保健福祉環境事務所 みやま市 中 島 淳

手光ビオトープホタル観察会 H 2 9 . 6 . 2 9 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福 津 市 中 島 淳

平尾台広谷湿原保全事業 自然観察会 H 2 9 . 7 . 2 京築保健福祉環境事務所 苅 田 町
須田 隆一

石間 妙子

手光ビオトープにおける観察会 H 2 9 . 7 . 9 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福 津 市 中 島 淳

平成29年度福岡県緊急時モニタリング研

修会
H 2 9 . 7 . 2 4 環境部環境保全課 久留米市

有田 明人

土田 大輔

オニバス再生における技術的指導 H 2 9 . 7 . 2 5 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠 賀 町
須田 隆一

石間 妙子

自然ふれあい観察会in大野城 H 2 9 . 7 . 2 9 筑紫保健福祉環境事務所 大野城市 須田 隆一

北筑後地域環境協議会自然体験活動 H 2 9 . 7 . 2 9 北筑後保健福祉環境事務所 久留米市 石間 妙子

親子水辺観察会 H 2 9 . 7 . 3 0 筑紫保健福祉環境事務所 筑紫野市 中 島 淳

手光ビオトープにおける観察会 H 2 9 . 8 . 1 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福 津 市 中 島 淳

夏やすみ子ども自然教室 H 2 9 . 8 . 3 筑紫保健福祉環境事務所 筑紫野市 中 島 淳

平成29年度福岡県緊急時モニタリング研

修会
H 2 9 . 8 . 8 環境部環境保全課 北九州市

有田 明人

楢崎 幸範

名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

水生生物観察会 H 2 9 . 8 . 1 7 京築保健福祉環境事務所 苅 田 町 中 島 淳

平成29年度福岡県緊急時モニタリング研

修会
H 2 9 . 8 . 1 8 環境部環境保全課 福 岡 市

有田 明人

楢崎 幸範

親子水辺教室 H 2 9 . 8 . 2 1 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 中 島 淳

水辺教室 H 2 9 . 8 . 2 2 南筑後保健福祉環境事務所 八 女 市 中 島 淳

豊の国けいちくふるさとミュージアム生

きもの探検隊
H 2 9 . 8 . 2 4 京築保健福祉環境事務所

行 橋 市

みやこ町
中 島 淳

小塩ほたるの里 水辺探検隊＆稲刈り体

験
H 2 9 . 9 . 1 0 北筑後保健福祉環境事務所 うきは市 中 島 淳

川の環境学習会 H 2 9 . 9 . 1 2 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯 塚 市 中 島 淳

那珂川町環境保全推進委員会議 特定外

来生物に係る講演
H 2 9 . 9 . 1 4 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 金子 洋平

自然ふれあい観察会in那珂川 H 2 9 . 9 . 1 6 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 須田 隆一

生きものにぎわいの森づくりin英彦山 H 2 9 . 9 . 2 4 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 添 田 町
須田 隆一

石間 妙子

蟹喰池自然観察会 H 2 9 . 9 . 3 0 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠 賀 町 石間 妙子

ふくおか生きもの見つけ隊自然観察会 H 2 9 . 1 0 . 1 環境部自然環境課 宇 美 町 石間 妙子

平尾台広谷湿原保全事業 自然観察会 H29.10.14 京築保健福祉環境事務所 苅 田 町
須田 隆一

石間 妙子

鳥インフルエンザ（野鳥関係）担当者会

議
H29.10.19 環境部自然環境課 福 岡 市 石間 妙子

九州国立博物館フィールド部会ボランテ

ィア研修
H29.10.28 アジア文化交流センター 太宰府市 須田 隆一

ふしぎいっぱい自然探検隊 H29.10.29 南筑後保健福祉環境事務所 八 女 市
金子 洋平

石間 妙子

行政職員、教育職員等研修会 生物多様

性と外来種について
H 2 9 . 1 1 . 1 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 宗 像 市 中 島 淳

木の実でクリスマス飾りを作ろう H29.12.10 北筑後保健福祉環境事務所 小 郡 市 須田 隆一

カスミサンショウウオ保全活動会 H29.12.19 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福 津 市 中 島 淳

福岡県・デリー準州友好提携10周年記念

事業 大気環境セミナー
H 3 0 . 1 . 1 7 国際局 デリー準州 力 寿雄

かんきょうを守る活動報告会 in 南筑後 H 3 0 . 2 . 1 0 南筑後保健福祉環境事務所 大 木 町 須田 隆一

北筑後地域環境協議会 団体交流会 H 3 0 . 2 . 1 2 北筑後保健福祉環境事務所 久留米市 須田 隆一

生物多様性及び外来種（ヒアリ等）に関

する講義
H 3 0 . 2 . 2 3 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯 塚 市 中 島 淳

北筑後地域環境協議会 全体会議におけ

る研修会
H 3 0 . 3 . 1 6 北筑後保健福祉環境事務所 久留米市 中 島 淳
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名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

水生生物観察会 H 2 9 . 8 . 1 7 京築保健福祉環境事務所 苅 田 町 中 島 淳

平成29年度福岡県緊急時モニタリング研

修会
H 2 9 . 8 . 1 8 環境部環境保全課 福 岡 市

有田 明人

楢崎 幸範

親子水辺教室 H 2 9 . 8 . 2 1 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 中 島 淳

水辺教室 H 2 9 . 8 . 2 2 南筑後保健福祉環境事務所 八 女 市 中 島 淳

豊の国けいちくふるさとミュージアム生

きもの探検隊
H 2 9 . 8 . 2 4 京築保健福祉環境事務所

行 橋 市

みやこ町
中 島 淳

小塩ほたるの里 水辺探検隊＆稲刈り体

験
H 2 9 . 9 . 1 0 北筑後保健福祉環境事務所 うきは市 中 島 淳

川の環境学習会 H 2 9 . 9 . 1 2 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯 塚 市 中 島 淳

那珂川町環境保全推進委員会議 特定外

来生物に係る講演
H 2 9 . 9 . 1 4 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 金子 洋平

自然ふれあい観察会in那珂川 H 2 9 . 9 . 1 6 筑紫保健福祉環境事務所 那珂川町 須田 隆一

生きものにぎわいの森づくりin英彦山 H 2 9 . 9 . 2 4 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 添 田 町
須田 隆一

石間 妙子

蟹喰池自然観察会 H 2 9 . 9 . 3 0 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠 賀 町 石間 妙子

ふくおか生きもの見つけ隊自然観察会 H 2 9 . 1 0 . 1 環境部自然環境課 宇 美 町 石間 妙子

平尾台広谷湿原保全事業 自然観察会 H29.10.14 京築保健福祉環境事務所 苅 田 町
須田 隆一

石間 妙子

鳥インフルエンザ（野鳥関係）担当者会

議
H29.10.19 環境部自然環境課 福 岡 市 石間 妙子

九州国立博物館フィールド部会ボランテ

ィア研修
H29.10.28 アジア文化交流センター 太宰府市 須田 隆一

ふしぎいっぱい自然探検隊 H29.10.29 南筑後保健福祉環境事務所 八 女 市
金子 洋平

石間 妙子

行政職員、教育職員等研修会 生物多様

性と外来種について
H 2 9 . 1 1 . 1 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 宗 像 市 中 島 淳

木の実でクリスマス飾りを作ろう H29.12.10 北筑後保健福祉環境事務所 小 郡 市 須田 隆一

カスミサンショウウオ保全活動会 H29.12.19 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福 津 市 中 島 淳

福岡県・デリー準州友好提携10周年記念

事業 大気環境セミナー
H 3 0 . 1 . 1 7 国際局 デリー準州 力 寿雄

かんきょうを守る活動報告会 in 南筑後 H 3 0 . 2 . 1 0 南筑後保健福祉環境事務所 大 木 町 須田 隆一

北筑後地域環境協議会 団体交流会 H 3 0 . 2 . 1 2 北筑後保健福祉環境事務所 久留米市 須田 隆一

生物多様性及び外来種（ヒアリ等）に関

する講義
H 3 0 . 2 . 2 3 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯 塚 市 中 島 淳

北筑後地域環境協議会 全体会議におけ

る研修会
H 3 0 . 3 . 1 6 北筑後保健福祉環境事務所 久留米市 中 島 淳
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名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

ふしぎいっぱい自然探検隊 H 3 0 . 3 . 1 7 南筑後保健福祉環境事務所 八 女 市
金子 洋平

石間 妙子

筑豊地区地域環境協議会 環境セミナー

&交流会
H 3 0 . 3 . 1 8 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直 方 市 須田 隆一

平尾台広谷湿原保全事業 かき起こし H 3 0 . 3 . 2 4 京築保健福祉環境事務所 苅 田 町 須田 隆一

計（県主催） 49 件

＜市町村主催＞

名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

春の里山を歩いて食べる H 2 9 . 4 . 2 2 太宰府市文化ふれあい館 太宰府市
須田 隆一

石間 妙子

町立保育園職員研修会 H 2 9 . 5 . 1 5 志免町立保育園 志 免 町
江藤 良樹

中村 麻子

平成29年度水辺の自然観察会 H 2 9 . 8 . 1 8 久留米市 久留米市 中 島 淳

総合的な学習の時間 自然観察指導 H 2 9 . 9 . 5 福岡市教育委員会 福 岡 市 中 島 淳

秋の里山を歩いて食べる H29.10.21 太宰府市文化ふれあい館 太宰府市 須田 隆一

平成29年度秋の自然観察会 H29.11.11 久留米市 久留米市 須田 隆一

平成29年度冬の自然観察会 H 3 0 . 1 . 2 7 久留米市 久留米市 石間 妙子

春の生きもの観察会 H 3 0 . 3 . 2 5 古賀市 古 賀 市 中 島 淳

計（市町村主催） 8 件

＜その他＞

名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

青薬会研修会 H 2 9 . 4 . 2 2 福岡県庁薬剤師会 太宰府市
小林 孝行

芦塚 由紀

サルモネラ検査技術研修会 H 2 9 . 4 . 2 8
（公財）北九州生活科学センタ

ー
北九州市 重村 洋明

平成29年度第1回薬事担当者会議 H 2 9 . 5 . 2 4 株式会社アステム 福岡市 カール由起

平成29年度感染症予防研修（前期） H 2 9 . 6 . 1 5
社会福祉法人福岡県社会福祉協

議会
大野城市

江藤 良樹

小林 孝行

河川環境における勉強会
H 2 9 . 7 . 1 0
－H 2 9 . 7 . 1 1

国立研究開発法人土木研究所 各務原市 中 島 淳

平成29年度学校給食調理員研修会 H 2 9 . 7 . 2 6 筑紫郡学校給食会 那珂川町 吉冨 秀亮

牛頸川源流探し H 2 9 . 9 . 6
（公財）おおのじょう緑のトラ

スト協会
大野城市 石間 妙子

名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

平成29年度有害鳥獣捕獲従事者安全研修

会
H 2 9 . 1 0 . 6 （一社）福岡県猟友会 筑紫野市 芦塚 由紀

平成29年度地方衛生研究所地域レファレ

ンスセンター連絡会議
H 2 9 . 1 0 .24 地方衛生研究所全国協議会 熊本市 濱﨑 光宏

秋の自然観察と山登り H29.10.25
（公財）おおのじょう緑のトラ

スト協会
大野城市

須田 隆一

石間 妙子

平成29年地区衛生組織指導者・地区衛生

推進委員研修会
H 2 9 . 1 1 . 7 （公財）福岡県地区衛生連合会 福 岡 市 中 島 淳

平成29年度短期研修 細菌研修
H29.11.20
－H29.11.21

国立保健医療科学院 武蔵村山市 江藤 良樹

認定鳥獣捕獲等事業従事者研修会 H 2 9 . 1 1 .3 0 （一社）福岡県猟友会 筑紫野市 芦塚 由紀

第8回 琵琶湖地域の水田生物研究会 H29.12.17 滋賀県立琵琶湖博物館 草 津 市 中 島 淳

食品の品質保証懇話会2月定例会 H 3 0 . 2 . 6 日本食品工業倶楽部 福 岡 市 中 島 淳

平成29年度第2回検査員会議 H 3 0 . 2 . 2 2 佐賀県食鳥肉衛生協会 佐賀市

中山 志幸

重村 洋明

カール由起

平成29年度環境計量証明事業者勉強会 H 3 0 . 3 . 2 2
（一社）福岡県環境計量証明事

業協会
粕 屋 町 濱村 研吾

計（その他） 17 件

＜大学等非常勤講師＞

学 校 名 科   目 期 間 回   数 講 師

純真学園大学 看護学部 地域保健環境論
H 2 9 . 5 . 12

－H 2 9 . 6 .30
6 安武 大輔

純真学園大学 看護学部 地域保健環境論
H 2 9 . 6 . 2

H 2 9 . 6 .9
2 岡元 冬樹

純真学園大学 看護学部 公衆衛生看護学援助論I
H 2 9 . 5 . 12

－H 2 9 . 6 .30
5 安武 大輔

純真学園大学 看護学部 公衆衛生看護学援助論I
H 2 9 . 6 . 2

H 2 9 . 6 .9
2 岡元 冬樹

九州大学医学部保健学科 公衆衛生
H 2 9 . 6 . 1
H 2 9 . 6 . 1 2

2 櫻井 利彦

福岡女子大学 環境影響（負荷）評価
H 2 9 . 9 . 2 7
－H30. 2.22

15 櫻井 利彦

計（大学等非常勤講師） 6 件
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名 称 年 月 日 主 催 場 所 講 師

平成29年度有害鳥獣捕獲従事者安全研修

会
H 2 9 . 1 0 . 6 （一社）福岡県猟友会 筑紫野市 芦塚 由紀

平成29年度地方衛生研究所地域レファレ

ンスセンター連絡会議
H 2 9 . 1 0 .24 地方衛生研究所全国協議会 熊本市 濱﨑 光宏

秋の自然観察と山登り H29.10.25
（公財）おおのじょう緑のトラ

スト協会
大野城市

須田 隆一

石間 妙子

平成29年地区衛生組織指導者・地区衛生

推進委員研修会
H 2 9 . 1 1 . 7 （公財）福岡県地区衛生連合会 福 岡 市 中 島 淳

平成29年度短期研修 細菌研修
H29.11.20
－H29.11.21

国立保健医療科学院 武蔵村山市 江藤 良樹

認定鳥獣捕獲等事業従事者研修会 H 2 9 . 1 1 .3 0 （一社）福岡県猟友会 筑紫野市 芦塚 由紀

第8回 琵琶湖地域の水田生物研究会 H29.12.17 滋賀県立琵琶湖博物館 草 津 市 中 島 淳

食品の品質保証懇話会2月定例会 H 3 0 . 2 . 6 日本食品工業倶楽部 福 岡 市 中 島 淳

平成29年度第2回検査員会議 H 3 0 . 2 . 2 2 佐賀県食鳥肉衛生協会 佐賀市

中山 志幸

重村 洋明

カール由起

平成29年度環境計量証明事業者勉強会 H 3 0 . 3 . 2 2
（一社）福岡県環境計量証明事

業協会
粕 屋 町 濱村 研吾

計（その他） 17 件

＜大学等非常勤講師＞

学 校 名 科   目 期 間 回   数 講 師

純真学園大学 看護学部 地域保健環境論
H 2 9 . 5 . 12

－H 2 9 . 6 .30
6 安武 大輔

純真学園大学 看護学部 地域保健環境論
H 2 9 . 6 . 2

H 2 9 . 6 .9
2 岡元 冬樹

純真学園大学 看護学部 公衆衛生看護学援助論I
H 2 9 . 5 . 12

－H 2 9 . 6 .30
5 安武 大輔

純真学園大学 看護学部 公衆衛生看護学援助論I
H 2 9 . 6 . 2

H 2 9 . 6 .9
2 岡元 冬樹

九州大学医学部保健学科 公衆衛生
H 2 9 . 6 . 1
H 2 9 . 6 . 1 2

2 櫻井 利彦

福岡女子大学 環境影響（負荷）評価
H 2 9 . 9 . 2 7
－H30. 2.22

15 櫻井 利彦

計（大学等非常勤講師） 6 件
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（３）委員等

委員会、検討会等名称 委 嘱 元 委員名

地方衛生研究所全国協議会理事 地方衛生研究所全国協議会 香 月 進

公衆衛生情報研究協議会理事 公衆衛生情報研究協議会 香 月 進

衛生微生物技術協議会理事 衛生微生物技術協議会 香 月 進

（公財 福岡県公衆衛生協会理事 （公財）福岡県公衆衛生協会 香 月 進

福岡県がん検診評価点検事業推進検討会委員 福岡県 香 月 進

結核・感染症発生動向調査委員会委員 福岡県医師会 梶原 淳睦

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会検討員 環境省 安武 大輔

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会検討員 環境省 宮 脇 崇

（一社）日本環境化学会評議員 （一社）日本環境化学会 宮 脇 崇

（一社）日本環境化学会災害時調査手法部会副幹事 （一社）日本環境化学会 宮 脇 崇

（公社）日本水環境学会ＭＳ技術研究委員会幹事 （公社）日本水環境学会 宮 脇 崇

（公社）日本分析化学会九州支部幹事 （公社）日本分析化学会 高橋 浩司

（公社）日本水環境学会原著論文編集部会委員 （公社）日本水環境学会 熊谷 博史

瀬戸内海研究会議企画委員会委員 特定非営利活動法人 瀬戸内海研究会議 熊谷 博史

平成29年度 獣医学術学会年次大会企画運営委員会委員 （公社）日本獣医師会 重村 洋明

日本食品微生物学会評議員 日本食品微生物学会 江藤 良樹

九州地方整備局ダイオキシン類品質管理検討会委員 国土交通省 安武 大輔

ジェネリック医薬品品質情報検討会ワーキンググループ委員
厚生労働省

国立医薬品食品衛生研究所
中西 加奈子

平成29年度全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会委員 全国環境研協議会 濱村 研吾

微小粒子状物質 2.5 成分自動測定結果の評価検討会 環境省 力 寿雄

中国大気環境改善のための都市間連携事業 （公財）地球環境戦略研究機関 力 寿雄

（公社）日本水環境学会九州沖縄支部役員
（公社）日本水環境学会九州沖縄

支部
石橋 融子

環境・衛生部会水質試験法専門委員会委員
（公社）日本薬学会環境・衛生部

会試験法委員会
石橋 融子

伊良原ダム自然環境保全委員会水環境ワーキング委員 福岡県伊良原ダム建設事務所
松本 源生

中 島 淳

委員会、検討会等名称 委 嘱 元 委員名

伊良原ダム自然環境保全委員会湿地ワーキング委員 福岡県伊良原ダム建設事務所 須田 隆一

伊良原ダム自然環境保全委員会植栽ワーキング委員 福岡県伊良原ダム建設事務所 須田 隆一

自然環境保全基礎調査植生調査九州・沖縄ブロック検討委員
環境省自然環境局生物多様性セン

ター
須田 隆一

太宰府市文化財専門委員会委員 太宰府市教育委員会 須田 隆一

古賀市生物調査検討委員会委員 古賀市 須田 隆一

環境省第5次レッドリスト作成に関する主任調査員 日本植物分類学会 須田 隆一

里山活用及び生きもの保全計画策定検討会委員
（公財）おおのじょう緑のトラス

ト協会
須田 隆一

重要生態系監視地域モニタリング推進事業淡水魚類ワーキンググル

ープ委員

環境省自然環境局生物多様性セン

ター
中 島 淳

（４）集談会

年 月 日 内 容

H29.5.25
（第 419 回）

「ドローンを利用した廃棄物調査について」

（応用地質株式会社 地球環境事業部 廃棄物・リサイクル部 専任職 花嶋 孝生）                                                        

H29.7.25
（第 420 回）

「全国アンケートからみた保環研」            
（企画情報管理課長 田中 義人）

H29.10.27

（第421回）

「東日本大震災に起因する食品中の有害物質に対する対応」

（国立医薬品食品衛生研究所 食品部第二室長 堤 智昭）

H29.12.22
（第 422 回）

「人獣共通感染症に関する調査について」

（ウイルス課 専門研究員 芦塚 由紀）

（病理細菌課 主任技師 重村 洋明）

H30.2.2
（第 423 回）

「酸性雨・酸性霧と大気汚染－その歴史と現状－」

（北九州市立大学 教授 藍川 昌秀）
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委員会、検討会等名称 委 嘱 元 委員名

伊良原ダム自然環境保全委員会湿地ワーキング委員 福岡県伊良原ダム建設事務所 須田 隆一

伊良原ダム自然環境保全委員会植栽ワーキング委員 福岡県伊良原ダム建設事務所 須田 隆一

自然環境保全基礎調査植生調査九州・沖縄ブロック検討委員
環境省自然環境局生物多様性セン

ター
須田 隆一

太宰府市文化財専門委員会委員 太宰府市教育委員会 須田 隆一

古賀市生物調査検討委員会委員 古賀市 須田 隆一

環境省第5次レッドリスト作成に関する主任調査員 日本植物分類学会 須田 隆一

里山活用及び生きもの保全計画策定検討会委員
（公財）おおのじょう緑のトラス

ト協会
須田 隆一

重要生態系監視地域モニタリング推進事業淡水魚類ワーキンググル

ープ委員

環境省自然環境局生物多様性セン

ター
中 島 淳

（４）集談会

年 月 日 内 容

H29.5.25
（第 419 回）

「ドローンを利用した廃棄物調査について」

（応用地質株式会社 地球環境事業部 廃棄物・リサイクル部 専任職 花嶋 孝生）                                                        

H29.7.25
（第 420 回）

「全国アンケートからみた保環研」            
（企画情報管理課長 田中 義人）

H29.10.27

（第421回）

「東日本大震災に起因する食品中の有害物質に対する対応」

（国立医薬品食品衛生研究所 食品部第二室長 堤 智昭）

H29.12.22
（第 422 回）

「人獣共通感染症に関する調査について」

（ウイルス課 専門研究員 芦塚 由紀）

（病理細菌課 主任技師 重村 洋明）

H30.2.2
（第 423 回）

「酸性雨・酸性霧と大気汚染－その歴史と現状－」

（北九州市立大学 教授 藍川 昌秀）

－ 57 －



（５）見学 

見    学    者 年 月 日 見学者数 

行 政 関 係 保健福祉環境事務所長会 H 2 9 . 9 . 8 8 名 

 
戸畑高等学校（男女共同参画推進課「女子中高生の進路選択応援

事業」） 
H 3 0 . 2 . 2 1 25 名 

学 校 関 係 有明工業高等専門学校 H 2 9 . 5 . 1 5 40 名 

 明治学園中学高等学校 H 2 9 . 8 . 7 4 名 

そ の 他 福津市地域婦人会 H 2 9 . 9 . 1 4 6名 

 インド・デリー準州エコクラブ H 3 0 . 3 . 2 3 11名 

計 6 件 94 名 

 

 

（６）県内保健環境研究機関合同成果発表会 

      開催日：平成 29 年 11 月 2 日（木）   

      場 所：福岡県吉塚合同庁舎 8 階 803 会議室（福岡市博多区吉塚本町 13-50） 

   参加者：105 名 

県内 3 か所の保健環境研究機関（福岡県保健環境研究所、北九州市環境科学研究所、福岡市保健環境研究所）の一層の

連携を図ると共に、県民のみなさんに生活に身近な保健・環境の諸問題に対する理解を深めていただくことを目的として、

3 機関合同での成果発表会を開催した。 

【特別講演】 

世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」～自然や地理的環境から生まれた信仰の場～ 

宗像市役所 世界遺産登録推進室 岡 崇 

【成果発表・環境部門】 

① 外来種ってなに！？～福岡県における侵略的外来種の定着状況とその影響～ 福岡県保健環境研究所 金子 洋平 

② PM2.5成分分析結果～北九州市での特徴について～            北九州市環境科学研究所 末冨 良次 

③ 食品ロスを削減しよう！～福岡市の取り組みと実態調査～        福岡市保健環境研究所  前田 茂行 

【成果発表・保健部門】 

④ 食品からのサポウイルス検出法の検討 

北九州市保健環境研究所  橘 実里 

⑤ 食品中のアレルギー物質検査の最前線！～事例紹介と新しい検査法～ 

福岡市保健環境研究所  久保田 昌嗣 

⑥ 危険ドラッグの話～分析化学の視点から～ 

福岡県保健環境研究所  小木曽 俊孝 
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（７）保健・環境フェア２０１７ 

   開催日：平成 29 年 6 月 17 日（土）       場 所：福岡県保健環境研究所   

    共 催：（公財）福岡県公衆衛生協会   参加者：330 名 

6 月の「環境月間」の一環として、県民のみなさんに健康や環境の大切さを理解していただくことを目的に開催した。 

保健や環境に関する実験やクイズ大会などを通して、分かりやすく学習してもらうことのできる体験型イベント。 

【メインイベント】  

  クイズ大会（2 回開催） 

 

【体験コーナー】 

・血管年齢測定  

・ソーラーブレスレットを作ろう♪ 

・ミクロの世界をみてみよう 科学者になってみよう 

・ビーズでウイルスの形を作ってみよう              

・カラフルな人工イクラを作ってみよう 

・空気砲で空気の力を体験しよう！  

・みずのなみもよう～大きなシャボン玉・なみもようをつくろう～ 

・新聞紙でエコ袋・エコバッグを作ろう               

・身近な生きものを観察してみよう 

 

 

（８）情報の発信 

   年報 

      第 44 号（平成 29 年 12 月 28 日発行）  

 

 

（９）ホームページの更新 

 

平成 29 年 5 月 

平成 29 年 6 月 

 

平成 29 年 7 月 

 

平成 29 年 9 月 

平成29年 10月 

平成29年 12月 

平成 30 年 1 月 

平成 30 年 2 月 

平成 30 年 3 月 

 

 

 

・「保健・環境フェア 2017」を開催します 

・「保環・環境フェア 2017」を開催しました 

・マダニによる感染症に注意しましょう 

・水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について 

-博多湾流入河川及び大牟田市内河川- 

・イオン液体を用いたダイオキシン類簡易分析法の開発 

・平成 29 年度合同成果発表会開催のお知らせ 

・新たに配備された環境放射線モニタリングカーについて 

・年報第 44 号を掲載しました 

・福岡県の大気汚染常時監視システムの概要 

・福岡県リサイクル製品認定制度について 

・平成 30 年度インターンシップのお知らせ 

     上記に加え、感染症発生動向調査に係る週報は毎週、月報は毎月更新しました。 

     また、「この生き物はなんでしょう？」は毎月更新しました。 
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原著

水生昆虫類を用いた平均スコア法による止水性湿地の生物多様性指標

中島 淳・上野由里代*・井上大輔*・須田隆一

県内60地点の止水性湿地において得られた75種類の水生昆虫類（コウチュウ目、カメムシ目）の分

布データに基づいて、止水性湿地の生物多様性評価を行うための平均スコア法による指標の開発を行

った。出現地点数、レッドリストランクなどを参考に各種に1 5点を配点しスコア表を作成し、それ

に基づいて60地点における平均スコアを求めて種数とスコアの関係を調べた。その結果、高スコアと

なった地点は種数が多い地点と、種数は少ないものの希少種が生息する地点となった。一方で、低ス

コアとなった地点は種数が少なく希少種が生息しない地点となった。このことから、本スコア法が止

水性湿地の生物多様性評価を行うための新たな指標として有用であると考えられた。

［キーワード：環境指標、水生コウチュウ、水生カメムシ、環境教育］

１ はじめに

生物を用いて環境の健全度を評価する手法については

これまでに多くのものが考案されており、生物種の生態

的・生理的特徴を活用したIBI1)や、環境選択性に基づく

HEP2)、種ごとの水質選好性に基づいたBMWPスコア法3)、

生物と環境構造の両面から評価を行う水辺のすこやかさ

指標4)、土壌動物を用いた自然の豊かさ指標5)などが知られ

ている。また、近年では生物多様性の程度を評価する指標

の開発が進められており、都市の生物多様性指標といった

ものも発表されている6) 7)。

福岡県では2012年度に生物多様性地域戦略を策定し、

2013年度から行動計画の実施に入っている8)。その中で都

市や河川、ため池、水田、森林などの生物多様性の状況が

わかる指標を開発し、市町村やNPOなどが行う生物多様性

評価や取組の進捗状況の把握などを支援し、保全の取組を

促進することが明記されている。また、2018年度からは第

2期行動計画が実施され、県民への生物多様性に関する知

識の普及啓発や、教育・学習機会を活用した啓発が重要な

課題として位置づけられている8)。福岡県における環境教

材としては、BMWPスコア法を参考に開発された日本版平

均スコア法9)を改良した福岡県版簡易スコア法10)や、淡水

魚類を用いた平均スコア法11)が広く活用されているもの

の、これまで止水性湿地（ため池、湿地ビオトープ、水田

など）の生物多様性の状況を評価する簡易な指標は開発さ

れていなかった。

そこで、本研究では実際の分布データを用いて止水性湿

地における生物多様性評価が簡易に実施可能な平均スコ

ア法を開発し、あわせてその実用性について検討を行った

のでここに報告する。

２ 方法

２・１ 水生昆虫リストの作成

2014 2016年の6 10月に、県内の止水性湿地30地点にお

いて生物相調査を行った。調査はタモ網（幅約40cm、目

合い約1mm）を用いて行い、岸部の抽水植物群落を中心に、

満遍なく15 30分程度の採集を行った。得られた水生生物

は可能な限り現場で同定、記録した。また、このほかに県

内各地の30地点の止水性湿地において2000年代以降に同

様の方法で実施された精度の高い調査記録を加え、合計60

地点（図1）における水生昆虫（コウチュウ目、カメムシ

目）の分布データを整備した。種の同定は川合及び谷田12)、

井上及び中島13)に従った。なお、この60地点の平均標高は

101.4mで、最も低い地点の標高は0ｍ、最も高い地点の標

高は539ｍであった。

２・２ スコア表の作成とスコアの検証

平均スコア法とはあらかじめ得点を与えた指標種の一

覧であるスコア表を作成しておき、環境を評価したい場所

で採集された指標種の組成からそれぞれの指標種のスコ

アを合計し、合計スコアを種数で割って平均点を求め、そ

の平均点の高低で評価を行う手法である11)。福岡県で現在

使われている環境教育教材では、すでに同手法を用いたも

のが活用されていることから、今回も平均スコア法による

指標を作成することとした。
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まず、得られた60地点の止水性湿地における水生昆虫の

分布データに基づいて、スコア表の作成を行った。福岡県

で先行して用いられている2種類のスコア法にあわせて各

指標種に5段階のスコアを付与した。スコアの配点は中島

及び鬼倉11)を参考に、出現地点数、及び福岡県レッドデー

タブック（RDB）201414)、環境省レッドリスト（RL）201815)、

近隣県でのRLのランクを用いた。近隣県のRLとして、今

回は水生昆虫類の調査・評価精度が高い熊本県RL16)のラン

クを用いた。以上のデータに基づいて、各スコアは以下の

ように配点、付与した：5点（出現1地点、もしくはいずれ

かのRDB・RLで絶滅危惧IA類（CR）、もしくはすべての

RDB・RLに掲載）、4点（出現2地点以上10地点以下、もし

くはいずれかのRDB・RLで絶滅危惧IB類（EN）、もしくは

2つのRDB・RLに掲載）、3点（出現11地点以上20地点以下、

もしくは1つのRDB・RLに掲載）、2点（出現21地点以上30

地点以下）、1点（出現31地点以上）。

次に、得られたスコア表に基づいて60地点の採点を行い、

スコアと種数の関係を調べて、本スコアの生物多様性指標

としての妥当性について検討を行った。

３ 結果及び考察

３・１ 水生昆虫調査の結果

県内60地点の止水性湿地（ため池、自然湿地、水田）に

おいて水生昆虫類（コウチュウ目、カメムシ目）83種が確

認された。確認された種のうち福岡県RDB201414)において

絶滅危惧IA類であったものが3種、絶滅危惧IB類であった

ものが12種、絶滅危惧II類であったものが12種、準絶滅危

惧であったものが12種、情報不足であったものが2種であ

った。外来種は確認されなかった。

３・２ スコア表の作成

得られた60地点の止水性湿地における水生昆虫の分布

データに基づいて、スコア表の作成を行った。確認された

83種のうち、コマルケシゲンゴロウとマルケシゲンゴロウ、

セスジゲンゴロウとカンムリセスジゲンゴロウとテラニ

シセスジゲンゴロウ、ハイイロチビミズムシとクロチビミ

ズムシ、アサヒナコミズムシとエサキコミズムシとオモナ

ガコミズムシ、ホッケミズムシとオオミズムシとナガミズ

ムシについてはそれぞれ形態的に類似しており、現場での

同定が困難である。そのため、一般的な環境指標種として

使用することが難しいことから、それぞれコマルケシゲン

ゴロウ種群、セスジゲンゴロウ種群、チビミズムシ種群、

コミズムシ種群、ミズムシ種群とし（表1）、合計75種類を

指標化の対象種としてリスト化した。

次いでこれら75種類について先に示した方法に基づい

て5段階のスコアを付与した。その結果、5点が23種、4点

が33種、3点が10種、2点が7種、1点が2種となった。なお、

前述したように種群としてひとまとめにした分類群につ

いては、それぞれの種のうちで最も高いRDB・RLランク

を採用した。以上の作業により、水生昆虫75種類を対象に

したスコア表を作成した（表2）。

３・３ 作成したスコアの検証

得られたスコア表に基づいて、60地点の止水性湿地を採

点した。全地点の種類数の平均±標準偏差は11.5±10.1種

類、スコアの平均±標準偏差は3.0±0.7点であった。

次いでスコアと種類数の関係を調べたところ、種類数が

多い地点はいずれも3点以上の高スコアに、種類数が少な

い地点はそのスコアが大きくばらつく傾向が認められた

（図2）。この結果から、少なくとも種数が豊富であるとい

う観点から種の多様性を適切に評価できているものと考

えられた。一方、種類数が平均値を大きく下回る地点でも

スコアが4.0点以上になる地点が3地点存在した（図2のA）。

これらの地点で出現した種は、シマケシゲンゴロウ、セス

ジゲンゴロウ種群、チュウブホソガムシ、ミヤタケダルマ

ガムシ、ムナビロツヤドロムシであった。これらの種は県

図 1 今回の調査地点（●）と追加地点（▲） 
 

種群名 種名 福岡県RDB 熊本県RL 環境省RL
コマルケシゲンゴロウ
マルケシゲンゴロウ
セスジゲンゴロウ
カンムリセスジゲンゴロウ
テラニシセスジゲンゴロウ
ハイイロチビミズムシ
クロチビミズムシ
アサヒナコミズムシ
エサキコミズムシ
オモナガコミズムシ
ホッケミズムシ
オオミズムシ
ナガミズムシ

マルケシゲンゴロウ種群

セスジゲンゴロウ種群

チビミズムシ種群

コミズムシ種群

ミズムシ種群

表 1 各種群に含まれる種名とそのレッドリストランク 
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分布データに基づいて、スコア表の作成を行った。福岡県
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指標種に5段階のスコアを付与した。スコアの配点は中島
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としての妥当性について検討を行った。

３ 結果及び考察

３・１ 水生昆虫調査の結果

県内60地点の止水性湿地（ため池、自然湿地、水田）に
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認された。確認された種のうち福岡県RDB201414)において
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った。外来種は確認されなかった。

３・２ スコア表の作成

得られた60地点の止水性湿地における水生昆虫の分布

データに基づいて、スコア表の作成を行った。確認された

83種のうち、コマルケシゲンゴロウとマルケシゲンゴロウ、
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ムシについてはそれぞれ形態的に類似しており、現場での

同定が困難である。そのため、一般的な環境指標種として
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ゴロウ種群、セスジゲンゴロウ種群、チビミズムシ種群、

コミズムシ種群、ミズムシ種群とし（表1）、合計75種類を

指標化の対象種としてリスト化した。

次いでこれら75種類について先に示した方法に基づい

て5段階のスコアを付与した。その結果、5点が23種、4点

が33種、3点が10種、2点が7種、1点が2種となった。なお、

前述したように種群としてひとまとめにした分類群につ

いては、それぞれの種のうちで最も高いRDB・RLランク

を採用した。以上の作業により、水生昆虫75種類を対象に

したスコア表を作成した（表2）。

３・３ 作成したスコアの検証

得られたスコア表に基づいて、60地点の止水性湿地を採

点した。全地点の種類数の平均±標準偏差は11.5±10.1種

類、スコアの平均±標準偏差は3.0±0.7点であった。

次いでスコアと種類数の関係を調べたところ、種類数が

多い地点はいずれも3点以上の高スコアに、種類数が少な

い地点はそのスコアが大きくばらつく傾向が認められた

（図2）。この結果から、少なくとも種数が豊富であるとい

う観点から種の多様性を適切に評価できているものと考

えられた。一方、種類数が平均値を大きく下回る地点でも

スコアが4.0点以上になる地点が3地点存在した（図2のA）。

これらの地点で出現した種は、シマケシゲンゴロウ、セス

ジゲンゴロウ種群、チュウブホソガムシ、ミヤタケダルマ

ガムシ、ムナビロツヤドロムシであった。これらの種は県

図 1 今回の調査地点（●）と追加地点（▲） 
 

種群名 種名 福岡県RDB 熊本県RL 環境省RL
コマルケシゲンゴロウ
マルケシゲンゴロウ
セスジゲンゴロウ
カンムリセスジゲンゴロウ
テラニシセスジゲンゴロウ
ハイイロチビミズムシ
クロチビミズムシ
アサヒナコミズムシ
エサキコミズムシ
オモナガコミズムシ
ホッケミズムシ
オオミズムシ
ナガミズムシ

マルケシゲンゴロウ種群

セスジゲンゴロウ種群

チビミズムシ種群

コミズムシ種群

ミズムシ種群

表 1 各種群に含まれる種名とそのレッドリストランク 

表 2 採集した水生昆虫類とその出現地点数，及び各種のレッドリストランクとスコアの一覧 
 種名 出現地点数 福岡県RDB 熊本県RL 環境省RL スコア
クビボソコガシラミズムシ
キイロコガシラミズムシ
マダラコガシラミズムシ
ムツボシツヤコツブゲンゴロウ
チビマルケシゲンゴロウ
ヤギマルケシゲンゴロウ

コマルケシゲンゴロウ種群
オオマルケシゲンゴロウ
アンピンチビゲンゴロウ
シマケシゲンゴロウ
コウベツブゲンゴロウ

セスジゲンゴロウ種群
ヒコサンセスジゲンゴロウ
チンメルマンセスジゲンゴロウ
シマゲンゴロウ
クロゲンゴロウ
オオミズスマシ
チュウブホソガムシ
ミユキシジミガムシ
チビマルガムシ
マルヒラタガムシ
コガムシ
コバンムシ
コガシラミズムシ
ヒメコガシラミズムシ
キボシチビコツブゲンゴロウ
ムモンチビコツブゲンゴロウ
ケシゲンゴロウ
チャイロチビゲンゴロウ
マルチビゲンゴロウ
ホソマルチビゲンゴロウ
ツブゲンゴロウ
ルイスツブゲンゴロウ
ホソセスジゲンゴロウ
クロズマメゲンゴロウ
チャイロマメゲンゴロウ
キベリクロヒメゲンゴロウ
ウスイロシマゲンゴロウ
コガタノゲンゴロウ
ミズスマシ
ミヤタケダルマガムシ
チビシジミガムシ
コモンシジミガムシ
チビヒラタガムシ
キベリヒラタガムシ
ガムシ
トゲバゴマフガムシ
ヤマトゴマフガムシ
ゴマフガムシ
マメガムシ
ムナビロツヤドロムシ
チビコマツモムシ
ヒメマルミズムシ
コオイムシ

ミズムシ種群
ミヤケミズムシ
コツブゲンゴロウ
ヒメゲンゴロウ
コシマゲンゴロウ
ルイスヒラタガムシ
スジヒラタガムシ
タマガムシ
タイコウチ
ミズカマキリ
ヒメミズカマキリ

コミズムシ種群
チビゲンゴロウ
マメゲンゴロウ
ハイイロゲンゴロウ
キイロヒラタガムシ
コマツモムシ
マルミズムシ

チビミズムシ種群
ヒメガムシ
マツモムシ

コマルケシゲンゴロウ（福岡県NT，環境省NT）、マルケシゲンゴロウ（福岡県VU，熊本県CR，環境省NT）を含む； セスジゲンゴロウ（熊本

県VU）、カンムリセスジゲンゴロウ（福岡県VU，熊本県CR）、テラニシセスジゲンゴロウ（福岡県VU）を含む； ホッケミズムシ（福岡県EN，

環境省NT）、オオミズムシ（福岡県VU，環境省NT）、ナガミズムシ（福岡県EN，環境省NT）を含む； アサヒナコミズムシ、エサキコミズム

シ、オモナガコミズムシ（福岡県VU）を含む； ハイイロチビミズムシ、クロチビミズムシを含む。CRは絶滅危惧IA類、ENは絶滅危惧IB類、VU
は絶滅危惧II類、NTは準絶滅危惧、DDは情報不足の略号。
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内では沿岸域や干上がりやすいごく浅い湿地、山間の緩流

を伴う湿地など、やや特殊な生息環境を利用することが知

られている13)。したがって、これらの地点は種数こそ少な

いものの、生態系の多様性の観点からは重要な湿地環境と

言える。

これらの結果から、本スコア法は種数が多く種多様性が

高い地点と、種数は少ないものの特殊な湿地環境を好む種

が生息する地点がそれぞれ高スコアになり、その一方で、

種数が少なく特殊性が低い湿地環境は低スコアになるこ

とが明らかとなった。以上より、本スコア法は種の多様性

保全上重要な地点と、生態系の多様性保全上重要な地点の

両方を、適切に評価できていると考えられた。

３・４ 平均スコアのランク基準

福岡県で現在用いている2種類のスコア法では、環境教

育現場で簡易に環境の状況を把握するために、便宜的に4

段階の基準を設けている。すなわち、福岡県版簡易スコア

法10)では平均スコア3.5点以上を“（I）きれいな水”、同

2.5 3.4点を“（II）やや汚れた水”、同1.5 2.4点を“（III）汚

れた水”、同1.4点以下を“（IV）大変汚れた水”としてい

る。また、淡水魚を用いた平均スコア法11)では、平均スコ

ア3.0点以上を“（I）とても豊かな自然が残る環境”、同

2.5 2.9点を“（II）豊かな自然が残る環境”、同2.0 2.4点を

“（III）自然が失われつつある環境”、同1.9点以下を“（IV）

自然がかなり失われた環境”としている。したがって、今

回作成したスコア法についても同様の4段階のランク基準

を設定することで、よりわかりやすくなり、環境教育等に

おける利便性が高まることが期待される。

今回の調査データでは全60地点でのスコアの平均値が

3.0点であったことから、この値よりも高いスコアの地点

は生物多様性保全上重要な良好な湿地環境であると判断

できる。一方で、全60地点の平均種類数は11.5種であり、

この値を基準として種類数12以上の地点のうちで最も低

スコアであった地点を調べると、そのスコアは2.6点（図2

のB）であった。一般的にはある地域の平均的な種数を下

回る状況は湿地環境が悪化しつつある状況を示している

ことから、スコア2.5点前後を判定基準にすれば湿地環境

の良否を判断できると考えられる。

以上のことから平均スコア3.0点以上を“（I）とても豊か

な湿地環境”、同2.5 2.9点を“（II）豊かな湿地環境”、同

2.0 2.4点を“（III）自然が失われつつある湿地環境”、同1.9

点以下を“（IV）自然がかなり失われた湿地環境”と設定

することが妥当である。しかしながら、このスコア区分に

ついては実際の湿地環境構造の特徴や、同所的にみられる

他の分類群の情報などを考慮して、その妥当性を科学的に

検証していく必要がある。

４ まとめ

本研究では種の組成のみから止水性湿地の生物多様性

評価が簡易に可能な指標の開発を試み、その目的を概ね達

成することができた。本手法の最も重要な特徴は（ ）種

数の多い地点、（ ）種数は少ないが希少種が生息する重要

な地点、がいずれも良好な環境として評価可能という点に

ある。これにより、生物多様性保全上重要な“種の多様性”

と“生態系の多様性”の両方の視点から適切に生物多様性

の状況を評価することができる。また、本手法は平均スコ

ア法による簡易なものであることから、非専門家でも取扱

いが容易であり、行政機関主催の観察会などでの活用が期

待される。加えて、造成した湿地ビオトープの健全性評価

など、科学的な調査手法としての活用も可能であろう。た

だし、止水性湿地は水生昆虫類のほかにも、鳥類、両生類、

魚類などの動物や水生植物にとっても重要な生息・生育場

所であることから、これらの分類群の生息・生育状況に対

してそのまま生物多様性指標として適用することが妥当

であるかについては、さらなる検証が必要である。
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Biodiversity Index for Stillwater Wetlands Using Average Score per Taxon (ASPT) on the 
Basis of Aquatic Insects in Fukuoka Prefecture, Japan

Jun NAKAJIMA, Yuriyo UENO*, Daisuke INOUE* & Ryuichi SUDA

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences,

Mukaizano 39, Dazaifu, Fukuoka 818-0135, Japan
*NPO Kitakyushu Gyobu,

Otemachi 2-12, Kokurakita-ku, Kitakyushu 803-0814, Japan

We developed an average score per taxon (ASPT) method for evaluating biodiversity based on the distribution data of 75 kinds 

of aquatic insects (Coleoptera and Hemiptera) obtained in still-water wetlands (ponds, swamps, and paddy fields) at 60 locations in 

Fukuoka prefecture. Based on the number of appearance and red list rank, we assigned 1 to 5 points to each species and created a 

score table. An average score of 60 points was obtained based on the score table, and evaluation of the relationship between 

species number and score revealed that high scores corresponded to wetlands with high species diversity or with low species 

diversity with rare species present. Based on these findings, the scoring method is considered useful as a new biological indicator 

for evaluation of the situation of biodiversity of still-water wetlands.

Key words ; Environmental indicator, Aquatic beetles, Aquatic bugs, Environmental education
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 原著

福岡県における侵略的外来種の簡易スクリーニング法 

 

金子洋平・中島 淳・石間妙子・須田隆一 

 

福岡県侵略的外来種リストを作成することを目的として、県内に定着している侵略的外来種の簡易

スクリーニング法を検討した。簡易スクリーニング法として、動物、植物、各13項目の二者択一式の

評価基準を作成し、各種の侵略性を点数化(0-13点)した。手法の有効性を検証するために受信者動作

特性曲線による解析を行ったところ、曲線下面積は動物0.892、植物0.919であり、侵略的外来種であ

る生態系被害防止外来種リスト掲載種とそれ以外の外来種を高い精度で識別できることが示された。

また、地域レベルで問題となっている外来種や重要害虫を侵略的外来種として評価することができた

ことから、地域の侵略的外来種リストを作成する際に活用できると考えられた。

 

［キーワード：侵略的外来種、スクリーニング法、リスク評価、生物多様性、福岡県］ 

 

１ はじめに 

 外来種による生態系などへの影響は、生物多様性にとっ

て重大な脅威の一つに位置付けられている。生物多様性の

保全を図るためには、特に対策が必要な侵略的外来種を明

確にし、効果的・効率的な防除を実践していくことが必要

である。このような背景のもと、福岡県では、2013年3月

に策定した福岡県生物多様性戦略1）において、特に優先的

に実行すべき取組（重点プロジェクト）の一つとして、外

来種ブラックリスト（侵略的外来種リスト）の作成が明記

された。

国においては、2015年に環境省及び農林水産省によって

生態系被害防止外来種リスト（以下、国リスト）2)が作成

された。しかし、この国リストは全国的な観点から侵略的

外来種を選定したものであるため、問題となっている地域

が限定的である外来種などは、選定されにくい傾向がある。

そのため、各都道府県がそのまま活用するには不十分であ

り、地域ごとに独自の侵略的外来種リストを作成すること

が適切である。

侵略的外来種を選別する方法の一つに、リスク評価によ

るスクリーニングがある。リスク評価によるスクリーニン

グとは、他地域での侵入実績や外来種が定着し侵略性を発

揮する要因として考えられている形質などの生態的要因

を点数化し、点数が高い外来種を侵略的外来種と判断する

方法である。既存の方法として、外来生物の導入防止は、

最も安価で最も効果的な外来種対策である3)との観点から、

世界中で様々な手法が開発されている4) 5)。 

しかし、それらは、未導入の外来種が、導入された場所

で侵略的外来種となりうるかを評価するものであるため、

定着している外来種の評価にそのまま活用することは適

切ではない。既存の手法は、他地域における侵入実績が評

価の中心となっているが6)、定着している外来種の評価に

は、生態的な特性や定着地域における生態系などへの影響

の有無を評価することがより重要であると考えられ、これ

らを含めたスクリーニング法を開発する必要がある。

そこで、本研究では、福岡県侵略的外来種リストの作成

を目的として、地域に定着している侵略的外来種を適正に

評価できるスクリーニング法の検討を行った。なお、国際

的に最も定評があるWeed Risk Assessment (WRA)7)は49項

目から侵略性を評価する手法であり、多大な労力・時間を

要するとされている8)。そのため、本研究では、多数の外

来種を比較的短い時間で評価できるように、評価項目数が

少ない簡易的な手法の検討を行った。 

 

２ 研究方法 

２・１ 福岡県に定着している全外来種の把握 

福岡県に定着している外来種を把握するために、2014

年 4 月から 2017 年 3 月にかけて、野外調査及び文献調査

を行った。文献調査は、研究論文、福岡県植物誌 9)などの

書籍、国立環境研究所の侵入生物データベース 10)、環境影

響評価書、博物館の登録標本などを対象に行った。

対象とする外来種は、人為により、江戸時代末期以降（本

研究では 1800 年以降と定義する）に県内へ導入され定着

した種とし、国内由来の外来種も含めた。なお、定着とは、

人の管理下外で繁殖し個体群を維持している状態を指し、

植物における栄養繁殖（植物断片などによる無性生殖）や

動物による単為生殖も含めることとした。一方、単発的に
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特性曲線による解析を行ったところ、曲線下面積は動物0.892、植物0.919であり、侵略的外来種であ

る生態系被害防止外来種リスト掲載種とそれ以外の外来種を高い精度で識別できることが示された。

また、地域レベルで問題となっている外来種や重要害虫を侵略的外来種として評価することができた

ことから、地域の侵略的外来種リストを作成する際に活用できると考えられた。
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１ はじめに 

 外来種による生態系などへの影響は、生物多様性にとっ

て重大な脅威の一つに位置付けられている。生物多様性の

保全を図るためには、特に対策が必要な侵略的外来種を明

確にし、効果的・効率的な防除を実践していくことが必要

である。このような背景のもと、福岡県では、2013年3月

に策定した福岡県生物多様性戦略1）において、特に優先的

に実行すべき取組（重点プロジェクト）の一つとして、外

来種ブラックリスト（侵略的外来種リスト）の作成が明記

された。

国においては、2015年に環境省及び農林水産省によって

生態系被害防止外来種リスト（以下、国リスト）2)が作成

された。しかし、この国リストは全国的な観点から侵略的

外来種を選定したものであるため、問題となっている地域

が限定的である外来種などは、選定されにくい傾向がある。

そのため、各都道府県がそのまま活用するには不十分であ

り、地域ごとに独自の侵略的外来種リストを作成すること

が適切である。

侵略的外来種を選別する方法の一つに、リスク評価によ

るスクリーニングがある。リスク評価によるスクリーニン

グとは、他地域での侵入実績や外来種が定着し侵略性を発

揮する要因として考えられている形質などの生態的要因

を点数化し、点数が高い外来種を侵略的外来種と判断する

方法である。既存の方法として、外来生物の導入防止は、

最も安価で最も効果的な外来種対策である3)との観点から、

世界中で様々な手法が開発されている4) 5)。 

しかし、それらは、未導入の外来種が、導入された場所

で侵略的外来種となりうるかを評価するものであるため、

定着している外来種の評価にそのまま活用することは適

切ではない。既存の手法は、他地域における侵入実績が評

価の中心となっているが6)、定着している外来種の評価に

は、生態的な特性や定着地域における生態系などへの影響

の有無を評価することがより重要であると考えられ、これ

らを含めたスクリーニング法を開発する必要がある。

そこで、本研究では、福岡県侵略的外来種リストの作成

を目的として、地域に定着している侵略的外来種を適正に

評価できるスクリーニング法の検討を行った。なお、国際

的に最も定評があるWeed Risk Assessment (WRA)7)は49項

目から侵略性を評価する手法であり、多大な労力・時間を

要するとされている8)。そのため、本研究では、多数の外

来種を比較的短い時間で評価できるように、評価項目数が

少ない簡易的な手法の検討を行った。 

 

２ 研究方法 

２・１ 福岡県に定着している全外来種の把握 

福岡県に定着している外来種を把握するために、2014

年 4 月から 2017 年 3 月にかけて、野外調査及び文献調査

を行った。文献調査は、研究論文、福岡県植物誌 9)などの

書籍、国立環境研究所の侵入生物データベース 10)、環境影

響評価書、博物館の登録標本などを対象に行った。

対象とする外来種は、人為により、江戸時代末期以降（本

研究では 1800 年以降と定義する）に県内へ導入され定着

した種とし、国内由来の外来種も含めた。なお、定着とは、

人の管理下外で繁殖し個体群を維持している状態を指し、

植物における栄養繁殖（植物断片などによる無性生殖）や

動物による単為生殖も含めることとした。一方、単発的に
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捕獲されたもの、花壇の近辺に逸出したものなどは定着し

ていないと判断した。 

２・２ 侵略性の評価手法 

外来種の侵略性を評価するために、海外等で提唱されて

いる動物 11-14)、植物 15-18)のリスク評価手法や国リストの評

価項目から、定着している外来種の評価に用いることがで

きる項目を抽出した。侵略性の評価項目は、生物学的条件

（競合、交雑、捕食や分布拡大・拡散に係る生態的特性な

ど）及び自然環境・社会経済的条件（生物多様性重要地域

における生態系影響や人体被害、経済・産業被害の有無な

ど）を含める形で、動物、植物、各 13 項目を設定した（表

1、2）。なお、本研究では生物多様性重要地域として、既

存の保護制度などで指定または選定された自然公園特別

保護地区・第一種特別地域、福岡県自然環境保全地区、生

物多様性の観点から重要度の高い湿地（環境省重要湿地）

を侵略的外来種から特に保全すべき重要地域として定義

した。評価は、各項目に設けた評価基準に合致するか否か

で、合致する場合には各 1 点を与え、各種の侵略性を点数

化(0-13 点)することによって行った。また、福岡県の実状

を優先して評価を行うこととしたが、県内の実状が不明な

場合は国内の情報をもとに評価を行った。

２・３ スクリーニング法の有効性評価 

本手法の有効性を評価するために、侵略的外来種と評価

されている国リスト掲載種とそれ以外の外来種をスコア

によって識別可能であるか、受信者動作特性曲線（Receiver 

Operating Characteristic curve; ROC曲線）を用いて解析する

とともに、両者を識別するための最適なスコアを算出した。

ROC曲線は、手法の有効性の指標である感度（sensitivity）

及び特異度（specificity）を用いて描かれる曲線であり、臨

床研究の診断検査の有効性を検討する際によく用いられ

ている手法の一つである。

本解析では、侵略性が高いと判断するスコアの閾値を変

えながら、“感度”（国リスト掲載種が、侵略性が高いと評

価された率）、“特異度”（国リスト非掲載種が、侵略性が

低いと評価された率）、“1-特異度”（国リスト非掲載種で

あるが、侵略性が高いと評価された率）を計算することで、

ROC曲線を作成した。国リスト掲載種とそれ以外の種を識

別できているかの判断には、ROC曲線下の面積（Area 

Under the Curve; AUC）を指標とした。国リスト掲載種と

非掲載種がより明確に区別できる場合は、感度と特異度が

同時に高くなり、ROC曲線はより左上に凸な曲線となるこ

とから、AUCが大きいほど識別性能が高く、より良い手法

であると判断される。AUCは0.5よりも大きい場合に有効

であると評価され、完全に識別可能な場合は１となる。

AUCは一般的に0.7以上で許容できる精度（acceptable 

accuracy）、0.8以上で高い識別精度（excellent accuracy）、

0.9以上で顕著な識別精度（outstanding accuracy）を有する

と判断される19)。

侵略性が高いとするスコアは、感度と特異度のどちらを

重視するかによって任意に設定することができるが、本研

究では、感度と特異度の両方を同等に重視することとし、

Youden’s index（感度＋特異度-1）が最大となる値を最適

なカットオフ値（cut-off value）とした20)。

なお、農業害虫は国リストの選定対象外となっており侵

略性が評価されていないことから、本解析においても農業

害虫は除外することとした。しかし、選定対象外となった

具体的な農業害虫は記されていないことから、植物防疫法

に基づく非検疫有害動物及び暫定検疫有害動物に指定さ

れた種を農業害虫と位置付けて解析から除外した。ただし、

農業害虫においても、計算されたカットオフ値を適用する

ことで侵略的外来種かどうかの評価を行うとともに、その

結果の妥当性について検討を行った。統計手法は R.3.1.0 

を用いて実施し、pROC関数を使用した。

３ 結果及び考察 

３・１ 福岡県に定着している外来種 

県内に定着している外来種は、動物224種、植物409種の

計633種（亜種・変種を含む）であった。動物における高

次分類群ごとの内訳は、哺乳類2種、鳥類5種、爬虫類1種、

両生類1種、魚類21種、昆虫類140種、貝類21種、甲殻類そ

の他29種、クモ形類4種であり、農業害虫を含む昆虫類が

最も多かった。

侵入の由来としては、国外由来の外来種が615種（動物

211種、植物404種）、国内由来の外来種（その可能性があ

る種を含む）が23種（動物18種、植物5種、このうち動物5

種については国外由来と重複）確認された。国内由来の外

来種として、動物では琵琶湖淀川水系に由来するゲンゴロ

ウブナ Carassius cuvieri Temminck & Schlegel や ハス

Opsariichthys uncirostris (Temminck & Schlegel)など、植物で

は本州の太平洋側に自然分布するオオバヤシャブシAlnus 

sieboldiana Matsum.などが挙げられた。

国内に定着している外来種として、国立環境研究所の侵

入生物データベースには、動物が約950種、植物が約1,600

種、計約2,550種が登録されている。侵入生物データベー

スでは江戸時代末期以前に侵入したと考えられている種

や各都道府県における国内由来の外来種も含まれている

ため、単純な比較はできないが、動物、植物ともに国内に

定着している全外来種の約4割が福岡県に定着している状

況であった。

なお、これらの外来種は2017年末時点で確認できたもの 
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表 1 動物の評価項目及び評価基準 

表 2 植物の評価項目及び評価基準 
No. 評価項目 評価基準

1 同属に侵略的外来種が存在する 侵略的外来種としてデータベースに登録されている。海外で'noxious weed'（害草）としてリスト

され、対策が義務付けられている。有害植物として、検疫対象となっている。

2 水生植物、または湿生植物である 水生植物は、日本水草図鑑、日本水生植物図鑑に掲載されている場合とする。湿生植物に
ついては、日本帰化植物図鑑、帰化植物写真図鑑など、少なくとも２つの図鑑に水辺、湿地、
水田などの湿性環境が生育地として記載されている。

3 つる性、または大型の植物であるか、被覆力
が強く物理的に在来種を抑圧する

つる植物、群生する、マット状に広がる、高さが2m以上になる大型の植物、のいずれかに該当

し、物理的に在来種を抑圧する種。群生の基準は、図鑑に「群生する」や「大群落をつくる」な
どの記載、または福岡県内で一面に優占している事例がある場合とする。

4 アレロパシー活性を有する アレロパシー（植物が放出する化学物質が他の生物に阻害的または促進的な何らかの作用を
及ぼす現象）活性を有し、他の植物に阻害的な影響を与えることが知られている。

5 在来種と交雑する 福岡県内において在来種と交雑している、またはその可能性がある。

6 窒素固定を行う 根粒菌または窒素固定エンドファイト（内生菌）を持ち、空気中の窒素を利用することができる。

7 切断・耕耘・火入れに耐えるか、むしろ拡がる 根茎、塊茎などの地下器官により栄養繁殖する。ほふく茎、倒伏茎により栄養繁殖する場合に
おいても、切断片から増殖する可能性があるため該当とする。国内の駆除事例により、継続的
な刈取りでは駆除に至らず、再生力が強いと判断された種。

8 とげや針を持つ 各種図鑑にとげや針を持つことが記載されている。果実など植物体の一部に針がある場合も
含む。ただし、動物の被食防止のための形質及び人がけがをする可能性がある場合を対象と
し、アメリカセンダングサの果実のように付着散布のための形質は対象に含めない。

9 在来種が生育しにくい環境に侵入する 礫河原、海浜（海岸砂浜、海岸岩礁、海岸裸地）、干潟、貧栄養湿地、蛇紋岩地、酸性土壌
が生育地として図鑑に記載されている。

10 意図的・非意図的を問わず人間活動で拡がる 緑化植物、園芸植物、薬用植物などとして流通や栽培が行われている。飼料・牧草への混入
実績がある。土砂や貨物などに混入または付着することで運搬され拡散している。

11 生物多様性重要地域に生育し問題となってい
る

福岡県内の自然公園特別保護地区・第一種特別地域、福岡県自然環境保全地域、環境省
重要湿地に生育し、在来種に影響を及ぼしている。

12 人や動物に有毒である、花粉症を引き起こす 人や動物に有毒である、または花粉症原因植物である。

13 経済・産業被害、または生活環境被害が報告さ
れている

強害雑草、難防除雑草とされ、畑や水田などで防除対象種になっている。水生植物の繁茂に
より通水阻害が発生している。一斉枯死により悪臭の発生源となる。生産物に臭いがつくなど
により、廃棄に追い込まれた事例がある。

No. 評価項目 評価基準

1 同科に侵略的外来種が存在する 侵略的外来種としてデータベースに登録されている。日本または世界の侵略的外来種ワース
ト100などに選ばれている。

2 競合・捕食・摂食により甚大な影響を及ぼす 競合や捕食・摂食により在来種に甚大な影響があることが報告されている。

3 在来種と交雑する 福岡県内において在来種と交雑している、またはその可能性がある。

4 移動分散能力が高い 飛翔できる、または1km以上移動することが知られている。魚類では海域を移動できる場合に

該当とする。

5 食性はジェネラリスト（幅広い種類の餌を食べる
生物）である

雑食性（動物質と植物質の両方を食べる）である。植物食性の場合においても、広い科の植物
を摂食することが知られている。

6 環境への適応能力が高い 特定のハビタットや景観タイプに依存しない。乾燥耐性、飢餓耐性がある。水生生物において
は、高温（30℃以上）及び低温（10℃以下）に対する耐性がある。または生活史において、特

定の環境構造を利用（二枚貝産卵など）しない。

7 両性器を持つ、単為生殖するなど単体で増殖
できる

両性器を持つことが知られている。単為生殖・無性生殖の報告がある。

8 社会性をもつ、または親が卵や子の世話をする 社会性昆虫である。親が卵や子の世話をすることが知られている。

9 捕食者が存在しない 成体には捕食者がほとんど存在しない。卵に毒を持つなど捕食から逃れる特性を有する。

10 意図的・非意図的を問わず人間活動で拡がる 食品やペットとして流通している。放流魚への混入、植木や野菜、食品などへの付着、貨物へ
の紛れ込み、船のバラスト水への混入などにより、侵入及び拡大報告がある。

11 生物多様性重要地域に生息し問題となってい
る

福岡県内の自然公園特別保護地区・第一種特別地域、福岡県自然環境保全地域、環境省
重要湿地に生息し、在来種に影響を及ぼしている。

12 人体被害の報告がある 刺傷・咬傷などの報告がある。人に対して有毒物質を持つ。人畜共通感染症を持っているか、
感染症を媒介する（可能性を含む）。

13 経済・産業被害、または生活環境被害が報告さ
れている

農林水産物・加工食品への食害または病気の媒介が生じた事例がある。糞尿等により家屋等
の建造物へ汚損被害が生じている。大量の死骸等により水質汚染が生じた事例がある。付着
等により通水阻害が生じた事例がある。
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表 1 動物の評価項目及び評価基準 

表 2 植物の評価項目及び評価基準 
No. 評価項目 評価基準

1 同属に侵略的外来種が存在する 侵略的外来種としてデータベースに登録されている。海外で'noxious weed'（害草）としてリスト

され、対策が義務付けられている。有害植物として、検疫対象となっている。

2 水生植物、または湿生植物である 水生植物は、日本水草図鑑、日本水生植物図鑑に掲載されている場合とする。湿生植物に
ついては、日本帰化植物図鑑、帰化植物写真図鑑など、少なくとも２つの図鑑に水辺、湿地、
水田などの湿性環境が生育地として記載されている。

3 つる性、または大型の植物であるか、被覆力
が強く物理的に在来種を抑圧する

つる植物、群生する、マット状に広がる、高さが2m以上になる大型の植物、のいずれかに該当

し、物理的に在来種を抑圧する種。群生の基準は、図鑑に「群生する」や「大群落をつくる」な
どの記載、または福岡県内で一面に優占している事例がある場合とする。

4 アレロパシー活性を有する アレロパシー（植物が放出する化学物質が他の生物に阻害的または促進的な何らかの作用を
及ぼす現象）活性を有し、他の植物に阻害的な影響を与えることが知られている。

5 在来種と交雑する 福岡県内において在来種と交雑している、またはその可能性がある。

6 窒素固定を行う 根粒菌または窒素固定エンドファイト（内生菌）を持ち、空気中の窒素を利用することができる。

7 切断・耕耘・火入れに耐えるか、むしろ拡がる 根茎、塊茎などの地下器官により栄養繁殖する。ほふく茎、倒伏茎により栄養繁殖する場合に
おいても、切断片から増殖する可能性があるため該当とする。国内の駆除事例により、継続的
な刈取りでは駆除に至らず、再生力が強いと判断された種。

8 とげや針を持つ 各種図鑑にとげや針を持つことが記載されている。果実など植物体の一部に針がある場合も
含む。ただし、動物の被食防止のための形質及び人がけがをする可能性がある場合を対象と
し、アメリカセンダングサの果実のように付着散布のための形質は対象に含めない。

9 在来種が生育しにくい環境に侵入する 礫河原、海浜（海岸砂浜、海岸岩礁、海岸裸地）、干潟、貧栄養湿地、蛇紋岩地、酸性土壌
が生育地として図鑑に記載されている。

10 意図的・非意図的を問わず人間活動で拡がる 緑化植物、園芸植物、薬用植物などとして流通や栽培が行われている。飼料・牧草への混入
実績がある。土砂や貨物などに混入または付着することで運搬され拡散している。

11 生物多様性重要地域に生育し問題となってい
る

福岡県内の自然公園特別保護地区・第一種特別地域、福岡県自然環境保全地域、環境省
重要湿地に生育し、在来種に影響を及ぼしている。

12 人や動物に有毒である、花粉症を引き起こす 人や動物に有毒である、または花粉症原因植物である。

13 経済・産業被害、または生活環境被害が報告さ
れている

強害雑草、難防除雑草とされ、畑や水田などで防除対象種になっている。水生植物の繁茂に
より通水阻害が発生している。一斉枯死により悪臭の発生源となる。生産物に臭いがつくなど
により、廃棄に追い込まれた事例がある。

No. 評価項目 評価基準

1 同科に侵略的外来種が存在する 侵略的外来種としてデータベースに登録されている。日本または世界の侵略的外来種ワース
ト100などに選ばれている。

2 競合・捕食・摂食により甚大な影響を及ぼす 競合や捕食・摂食により在来種に甚大な影響があることが報告されている。

3 在来種と交雑する 福岡県内において在来種と交雑している、またはその可能性がある。

4 移動分散能力が高い 飛翔できる、または1km以上移動することが知られている。魚類では海域を移動できる場合に

該当とする。

5 食性はジェネラリスト（幅広い種類の餌を食べる
生物）である

雑食性（動物質と植物質の両方を食べる）である。植物食性の場合においても、広い科の植物
を摂食することが知られている。

6 環境への適応能力が高い 特定のハビタットや景観タイプに依存しない。乾燥耐性、飢餓耐性がある。水生生物において
は、高温（30℃以上）及び低温（10℃以下）に対する耐性がある。または生活史において、特

定の環境構造を利用（二枚貝産卵など）しない。

7 両性器を持つ、単為生殖するなど単体で増殖
できる

両性器を持つことが知られている。単為生殖・無性生殖の報告がある。

8 社会性をもつ、または親が卵や子の世話をする 社会性昆虫である。親が卵や子の世話をすることが知られている。

9 捕食者が存在しない 成体には捕食者がほとんど存在しない。卵に毒を持つなど捕食から逃れる特性を有する。

10 意図的・非意図的を問わず人間活動で拡がる 食品やペットとして流通している。放流魚への混入、植木や野菜、食品などへの付着、貨物へ
の紛れ込み、船のバラスト水への混入などにより、侵入及び拡大報告がある。

11 生物多様性重要地域に生息し問題となってい
る

福岡県内の自然公園特別保護地区・第一種特別地域、福岡県自然環境保全地域、環境省
重要湿地に生息し、在来種に影響を及ぼしている。

12 人体被害の報告がある 刺傷・咬傷などの報告がある。人に対して有毒物質を持つ。人畜共通感染症を持っているか、
感染症を媒介する（可能性を含む）。

13 経済・産業被害、または生活環境被害が報告さ
れている

農林水産物・加工食品への食害または病気の媒介が生じた事例がある。糞尿等により家屋等
の建造物へ汚損被害が生じている。大量の死骸等により水質汚染が生じた事例がある。付着
等により通水阻害が生じた事例がある。
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であり、全ての種を完全に網羅することはできていない可

能性がある。特に、外来植物の逸出及び定着（野生化）を

判断することは難しく、栽培個体と野生化個体の境界は明

瞭ではない。このため、定着していると判断される外来種

の種数は今後も増大すると考えられる。 

 
３・２ スクリーニング法の有効性 

農業害虫123種を除く動物101種と植物409種の侵略性の

スコアを計算した結果、動物、植物ともに国リスト掲載種

と非掲載種間で大きく異なった（図1）。動物は、国リスト

掲載種におけるスコアの中央値は5点（スコアの範囲は

2-11点）であり、非掲載種の2点（スコア範囲は1-8点）よ

りも有意に高かった（p < 0.001、Mann–Whitney U test）。

植物は、国リスト掲載種におけるスコアの中央値が6点（ス

コアの範囲は1-11点）であり、非掲載種の2点（スコア範

囲は 0-8 点）よりも有意に高かった（ p < 0.001 、

Mann–Whitney U test）。また、AUCも動物0.892、植物0.919

と高い値であったことから（図2）、侵略的外来種である国

リスト掲載種とそれ以外の外来種を高い精度で識別でき

ることが示された。

Youden’s indexが最大となる値は動物3.55、植物3.58であ

り、侵略的外来種とする最適なスコアは、動物、植物とも

に4点以上と判断された。この時の感度は動物0.941、植物

0.915であり、特異度は動物0.791、植物0.787であった。こ

れは、国リスト掲載種の9割以上が正しく侵略性の高い種

として評価することができ、一方で、約2割の国リスト非

掲載種が、国リスト掲載種と同等に侵略性が高いと評価さ

れたことを示している。このように国リストと本解析によ

る評価が異なった種については、福岡県の実状を評価した

結果として、地域レベルで問題となっている外来種をスク

リーニングできたのか、あるいは侵略性を過小または過大

評価した結果として、誤ってスクリーニングされたのかを

十分に検討する必要がある。

 

３・３ 侵略性が低いと評価された国リスト掲載種 

国リスト掲載種であるが、侵略性が低いと評価された動

物はグッピーPoecilia reticulate Petersとシマメノウフネガ

イCrepidula onyx G.B.Sowerby Iの2種、植物はミカヅキゼニ

ゴケLunularia cruciate (L.) Lindb.やアツミゲシPapaver 

somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcang.などの10種で

あった。

これらの種の侵略性が低く評価された理由には、いくつ

か考えられる。一つ目は、福岡県では侵略性を発揮できる

自然的条件が満たされていない場合である。魚類のグッピ

ーは、耐寒性が低く本県では冬を越すことができないため、

分布は温水が流れ込む下水流入地域など限定的であり、顕

著な侵略性は確認されていない。また、植物のフヨウ

Hibiscus mutabilis L.は、サキシマフヨウH. makinoi Jotani et 

H.Ohbaとの交雑により生態系への不可逆的な影響を及ぼ

すことが深刻な問題となっているが、本県にはサキシマフ

ヨウが分布しておらず、交雑が生じることはない。そのた

め、これらの種の侵略性が低い評価となったことは、本県

の実状を反映した妥当な結果であるといえる。

二つ目は、突出した特定の被害だけをもたらす場合であ

る。アツミゲシは、麻薬成分を含み深刻な人体被害を及ぼ

す侵略的外来種であるが、在来種を駆逐するなどの重大な

生態系影響は確認されていない。このような種の侵略性を

適正に評価するためには、被害の深刻度に合わせて点数の

図1 福岡県に定着している生態系被害防止外来種

リスト掲載種と非掲載種におけるスコアの比較 
＊箱ひげ図は、箱中の横線が中央値、箱の下端が第一

四分位（25％）、箱の上端が第三四分位（75％）、ひ

げの両端が最大値及び最小値を示す。 

図2 ROC曲線 
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重み付けを行うなどによって、該当する評価項目数が少な

くてもスコアが高くなるように改良する必要がある。

三つ目は、生態的な情報が不足している場合である。動

物のシマメノウフネガイや植物のミカヅキゼニゴケなど

は、繁殖力が強く分布を拡大しており、生態系影響が懸念

されている。しかし、科学的知見が乏しく本手法の評価項

目では適正に評価することができなかった。これらの種に

ついては、科学的知見の集積に努めるとともに、評価項目

の見直しについても検討する必要があると考えられる。

 

３・４ 侵略性が高いと評価された国リスト非掲載種 

国リスト非掲載種であるが、侵略性が高いと評価された

種は、動物14種、植物62種であった。

これらの種の中には、福岡県で問題となっている外来種

が多く含まれていた。特に、本県の実状を反映した結果と

して選別されたと考えられる動物は、国内由来の外来種で

あるイチモンジタナゴAcheilognathus cyanostigma Jordan & 

FowlerやビワヒガイSarcocheilichthys variegatus microoculus

Moriなど、生物多様性重要地域に生息し問題となっている

アヒルAnas platyrhynchos domesticus Linnaeusやトガリアメ

ンボRhagadotarsus kraepelini Breddinなどが該当した。また、

植物においては、国内由来の外来種であるオオバヤシャブ

シ、難防除雑草として問題になっているホソアオゲイトウ

Amaranthus hybridus L.やヌマツルギクAcmella oppositifolia

(Lam.) R.K.Jansenなど、生物多様性重要地域に生育し問題

となっているセイヨウアブラナBrassica napus L.やメリケ

ンムグラDiodia virginiana L.などが該当した。しかし、難

防除雑草のトゲミノキツネノボタンRanunculus muricatus

L.やカロライナツユクサCommelina caroliniana Walterなど

の一部の種は、侵略性が低く評価される結果となったこと

から、これらの種においても、被害実態にあわせた点数の

重み付けを行うなどの改良が必要である。

一方、現状では深刻な被害が確認できていないが、アカ

ザカズラAnredera cordifolia (Ten.) Steenisやツルマンネング

サSedum sarmentosum Bungeなどは、侵略性が高い外来種と

して評価された。これらの種については、侵略性を過大評

価している可能性があるが、侵略性に係る4つ以上の評価

項目が該当していることから、潜在的な侵略性は高いと考

えるのが妥当である。また、今後分布が拡大するにつれて、

生物多様性重要地域に侵入することも考えられるため、分

布拡大動向を注視しておく必要があるだろう。

３・５ 農業害虫における侵略性の評価 

解析から除外した農業害虫123種について侵略性を評価

した結果、4点以上となった種は48種であった。侵略性が

高いと評価された種には、アザミウマ類、コナジラミ類、

カタカイガラムシ類、ゾウムシ類などが多かった。このう

ち28種は福岡県の病害虫・雑草防除の手引き21) 掲載種、

または防除の研究が行われている種であり、農作物等に重

大な被害を及ぼす重要害虫であった。

一方、3点以下となった75種には、ケシキスイ類、テン

トウムシ類、ゴミムシダマシ類などのコウチュウ目が多く

を占めた。これらの種には、アワダチソウグンバイ

Corythucha marmorata Uhlerを除いて、重要害虫とされてい

る種は含まれておらず、相対的に侵略性が低い農業害虫が

適切に識別できていることが示唆された。そのため、本手

法は、農業害虫にも十分適用可能であると考えられる。 

 

４ まとめ 

福岡県内に定着している外来種を、動物、植物、各13

項目の基準によって侵略性を評価した結果、侵略性が高い

国リスト掲載種とその他の外来種を高い精度で識別でき、

定着している外来種の侵略性を評価する手法として有効

性が高いことが示された。また、国リスト掲載種だけでな

く、生物多様性重要地域で問題となっている種や難防除雑

草などの地域レベルで問題となっている外来種をスクリ

ーニングすることができた。さらには、農業害虫のスクリ

ーニングにも適用できたことから、都道府県の侵略的外来

種をリストアップする際に、十分活用できると考えられる。

一方、国リスト掲載種及び難防除雑草の一部の種は、侵

略性が過小評価される結果となった。これらの種の侵略性

を適正に評価するためには、評価に必要な科学的知見を集

積するとともに、評価項目の見直しや被害の深刻度に応じ

たスコアの重み付けを行うなどの改良が必要である。
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重み付けを行うなどによって、該当する評価項目数が少な

くてもスコアが高くなるように改良する必要がある。

三つ目は、生態的な情報が不足している場合である。動

物のシマメノウフネガイや植物のミカヅキゼニゴケなど

は、繁殖力が強く分布を拡大しており、生態系影響が懸念

されている。しかし、科学的知見が乏しく本手法の評価項

目では適正に評価することができなかった。これらの種に

ついては、科学的知見の集積に努めるとともに、評価項目

の見直しについても検討する必要があると考えられる。

 

３・４ 侵略性が高いと評価された国リスト非掲載種 

国リスト非掲載種であるが、侵略性が高いと評価された

種は、動物14種、植物62種であった。

これらの種の中には、福岡県で問題となっている外来種

が多く含まれていた。特に、本県の実状を反映した結果と

して選別されたと考えられる動物は、国内由来の外来種で

あるイチモンジタナゴAcheilognathus cyanostigma Jordan & 

FowlerやビワヒガイSarcocheilichthys variegatus microoculus

Moriなど、生物多様性重要地域に生息し問題となっている

アヒルAnas platyrhynchos domesticus Linnaeusやトガリアメ

ンボRhagadotarsus kraepelini Breddinなどが該当した。また、

植物においては、国内由来の外来種であるオオバヤシャブ

シ、難防除雑草として問題になっているホソアオゲイトウ

Amaranthus hybridus L.やヌマツルギクAcmella oppositifolia

(Lam.) R.K.Jansenなど、生物多様性重要地域に生育し問題

となっているセイヨウアブラナBrassica napus L.やメリケ

ンムグラDiodia virginiana L.などが該当した。しかし、難

防除雑草のトゲミノキツネノボタンRanunculus muricatus

L.やカロライナツユクサCommelina caroliniana Walterなど

の一部の種は、侵略性が低く評価される結果となったこと

から、これらの種においても、被害実態にあわせた点数の

重み付けを行うなどの改良が必要である。

一方、現状では深刻な被害が確認できていないが、アカ

ザカズラAnredera cordifolia (Ten.) Steenisやツルマンネング

サSedum sarmentosum Bungeなどは、侵略性が高い外来種と

して評価された。これらの種については、侵略性を過大評

価している可能性があるが、侵略性に係る4つ以上の評価

項目が該当していることから、潜在的な侵略性は高いと考

えるのが妥当である。また、今後分布が拡大するにつれて、

生物多様性重要地域に侵入することも考えられるため、分

布拡大動向を注視しておく必要があるだろう。

３・５ 農業害虫における侵略性の評価 

解析から除外した農業害虫123種について侵略性を評価

した結果、4点以上となった種は48種であった。侵略性が

高いと評価された種には、アザミウマ類、コナジラミ類、
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（英文要旨） 

Invasiveness assessment tools for established alien species 
 

Yohei KANEKO, Jun NAKAJIMA, Taeko ISHIMA and Ryuichi SUDA
 

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences,

Mukaizano 39, Dazaifu, Fukuoka 818-0135, Japan

We developed tools for assessment of invasiveness of alien species that have been established to clarify which should be 
controlled to conserve biodiversity in Fukuoka prefecture, Japan. The tools consisted of 13 alternative questions (yes/no) for
each animal and plant taxa that were used to score the invasiveness of alien animals (n = 101) and plants (n = 409) from 0 to 13. 
A receiver operating characteristic (ROC) curve when classifying the alien species as invasive and non-invasive based on 
whether the species were on the list of Alien Species with Potentially Harmful Impacts on Ecosystems in Japan was plotted for 
each taxa. Moreover, the best cut-off level for the score using Youden’s index and the area under the ROC curve (AUC) were 
calculated. Alien species with scores of 4 or more were regarded as invasive. The AUC values of animal and plant taxa were 
0.892 and 0.919, respectively. Based on these results, the developed tools were considered to be effective for evaluating the
invasiveness of alien species that have been established in Japan. The results also suggested that the tools were effective for 
screening of common agricultural pests and minor invasive alien species that are problems at the regional scale in Japan.

[Key words ; invasive alien species, screening tool, risk assessment, biodiversity, Fukuoka prefecture] 
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短報

福岡県地域がん登録情報とがん検診情報を用いた胃がん・肺がん検診精度の把握

中島淳一・吉田まり子・西巧・田中義人・香月進

大石明 ・池田晶子 ・松本隆史 ・瓦林達比古 ・宮﨑千穂 ・是久哲郎

がん検診における感度や偽陰性率等の精度指標は、がん罹患統計である地域がん登録情報（以下、がん

登録情報と略す）とがん検診受診者情報（以下、検診受診者情報と略す）を照合することで初めて把握が

できるが、現状では殆ど実施されていない。今回、今後のがん検診精度管理の推進を見据え、情報基盤と

してのがん登録情報の届出精度、精度の把握における技術的課題等の検証を目的とし、ハッシュ関数によ

り匿名化処理した平成 年診断がん登録情報ならびに平成 年度市町村胃がん・肺がん検診受診者

情報を用い、姓、名、性別、生年月日、住所地の市町村名を主要項目として照合を実施した。その結果、

照合で５項目が一致した例では、匿名化した情報でも、検診精度の把握が可能であることが示唆された。

また、偽陰性例の可能性のある症例や、検診後の精密検査で陰性または未受診であり、検診機関でがん罹

患について追跡が不能となった症例も検出された。今後、市町村・検診機関・県が一体となったがん検診

精度管理体制の構築に向けた議論を進めていく必要がある。

［キーワード：地域がん登録、がん検診、精度管理］

１ はじめに

がん死亡率の低下を図るためには、住民に対し、“有効

な”検診を、“正しく”実施することが極めて重要である。

“有効な”検診の方法について、現在、市町村の実施する

がん検診では、国立がん研究センターのガイドラインに基

づき、死亡率低下に有効であり、検診による不利益（偽陰

性、偽陽性、偶発症、過剰診断など）が十分に小さいとさ

れるものが選択されている 。

一方、検診を“正しく”実施するために、市町村、検診

機関、都道府県が管理すべき内容と指標について、厚生労

働省が報告書をまとめ、チェックリストを示している 。

チェックリストでは、“技術・体制指標”として、検診機

関の体制（設備、医師・技師等）の確保や実施手順等の管

理が求められる。また、“プロセス指標”として、検診受

診率、要精検率、精検受診率、陽性反応的中度等を測定し、

評価することとしている。

また、市区町村の行政担当者向けにこれらの内容をまと

めたマニュアルも作成・提供されており、これに基づき、

各市町村において住民への“有効な”がん検診を“正しく”

実施するための体制について整備、点検されている 。

しかし、図１に示すように、その検査法ががんの有無を

正確に判定できたか否かの指標、例えば感度（がんに罹患

している者を検診で正しく陽性と判定する割合）や偽陰性

率（検診で陰性と判断された者がその後がんと診断された

割合）等については、国内では殆ど把握されていない。

これらの指標は、図２に示すとおり、地域におけるがん

罹患統計である、がん登録情報と検診受診者情報を照合す

ることにより初めて把握が可能である。しかし、この照合

には大量の個人情報が必要となることから、市町村におけ

る個人情報保護方針や検診実施体制の違いなどにより、そ

の意義と実施について合意が形成されにくい。このため、

国内では一部のモデル事業等の実施に留まっている 。

今回、がん登録の実施により福岡県のがん罹患情報が集

積されつつある中、がん検診精度管理の推進に向け、情報

基盤としてのがん登録情報の届出精度、がん検診の精度指

標把握における技術的課題等の検証を目的として実施し

たので報告する。

２ 方法

今回用いた情報と照合方法の概要について、図３に示

す。検診受診者情報は、平成 年度に市町村がん検診を

受診したもの（平成 年 月 日 平成 年 月 日受

診、胃がん： 件、肺がん： 件）、がん登録

情報は平成 年に診断された症例（平成 年 月

日 平成 年 月 日診断、胃がん： 件、肺がん：

件 を用いた。各情報の姓、名に使用されている漢

字は、 第２水準に統一後、※ハッシュ関数（ ）

による匿名化処理を行い、復元不可能な状態とした。
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図１ 市町村がん検診における精度管理の現状 

図２ がん登録情報と検診情報の照合による精度 
指標の算出方法 

図３ 照合の概要 

表 2 がん登録情報の届出精度 

平成24年症例 B（県間比較可能）

平成25年症例 A（全国推計利用可能）

I/M一定期間中の

罹患と死亡の比

全国がん罹患モニタリング集計

精度基準

DCO（％）

死亡票の情報のみで

把握されたがん

DCN（％）

死亡票で初めて把握

されたがん

【A】 【B】 【C】 【D】

受診者総数
1次検診

（＋）

1次検診（＋）

かつ、精密検査

（＋）

【C】のうち、がん

登録情報と５項目

一致

胃

肺

【D】/【C】（％）

表 1 検診機関が把握したがんに対する

がん登録届出の割合 

 
 
 

照合のキー項目は、匿名化後の姓・名、性別、生年月日、

住所地の市町村名の５つとした。これらの項目に加え、検

診受診者情報における検診受診日、精密検査受診日、検診

結果、検診機関が把握した精密検査の結果、がん登録情報

における発見経緯、集約診断日、各情報における住所地の

郵便番号を補助的な情報として検証した。

※原文から固定長の疑似乱数を生成する演算手法。

例：山田→

偽陰性例の可能性ありとするものについては、本研究で

利用可能な各情報の利用範囲から“１次検診で陰性と判断

され、その後１年以内に診断されたがん登録情報と一致し

たもので、次回検診での発見例を含めない”とした（追跡

期間１年、大島の定義）。

３ 結果および考察

３・１ がん登録情報の届出精度について

本研究で利用したがん登録情報は、地域がん登録におけ

る医療機関からの任意の届出によるものである。精度指標

の把握においてがん登録情報はがん検診受診者がその後

がんに罹患したか否かの“真の状況”を示す情報基盤とな

るため、県内のがん罹患をどれだけ把握できているか、そ

の届出精度が重要となる。

まず、検診機関が紹介先医療機関からの情報により把握

したがんが、がん登録情報として届出られている割合を検

証した。結果を表１に示す。胃がんは ％、肺がんは

％が、がん登録によって把握されていた。これらの把

握割合の差は、がん登録の届出精度において、肺がんの

（死亡票で初めて把握されたがん）の割合が ％程度高

く（平成 年症例 胃： 、肺： 、平成 年症例 胃：

％、肺： ％）、罹患届出の数が胃がんよりも少な

いことによるものと考えられた。 ）

表２に、がん登録の届出精度について示す。平成 年症

例は、国立がん研究センター“全国がん罹患モニタリング

集計”精度基準 を、平成 年症例は精度基準 を達成して

おり、研究利用のための基礎的な要件を満たしているもの

と考えられた。

３・２ 照合結果とハッシュ化照合の有用性について

照合の結果、主要５項目と一致したものについて、その

内訳を図４ に示す。胃・肺共に住所地の郵便番号が

一致する割合も ％以上と高く、本研究の照合方法でも、

一定の精度で実施できているものと考えられた。また、偽

陰性例の可能性のある症例も、胃・肺共に検出された。１

次検診で陽性と判定後、精密検査で陰性または検査未受診

の症例、すなわち検診機関が追跡不能となったものについ

ても、今回の照合で該当するものが把握できた。
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主要４項目が一致したものについて、図５ に示す。

これらの症例についても、住所地の郵便番号が一致するも

のが存在しており、同一人物の可能性があると思われた。

なお、該当した症例が不一致となった項目は姓もしくは名

であり、生年月日は一致していたことから、改姓、漢字表

記の誤り等がその原因と考えられた。

今回の照合で検出された偽陰性例や、検診後追跡不可能

となりがんと判明した症例は、後に検診の判定結果の妥当

性を評価する上で、市町村や検診機関にとって非常に有益

であるが、結果や資料を再度検証する為には対象の個人を

特定する必要がある。 
この点について、今回用いたハッシュ化照合の特徴と利

点を図６に示す。検診精度指標の算出のみを目的とするの

であれば、ハッシュ化された各情報の照合でその把握が可

能となる。偽陰性例等の再検討等、照合後に個人情報が必

要となる場合は、予めハッシュ化前後の情報を連結するた

めの ID を付与した状態で匿名化処理後に照合する。その

後対象となる症例についてのみ、ID を元に個人情報を利

用することで、いずれの場合も、作業時の個人情報の移動

を最小限に留めることができる。但し、匿名化実施の有無

にかかわらず、各情報の正確性は極めて重要である。照合

による利用を前提としたデータの仕様と整備について、関

係機関で事前に検討が必要である。 

 
 
 

 
 
 

 
 

図 4a 胃がんにおける５項目一致症例の内訳 

図 4b 肺がんにおける５項目一致症例の内訳 

図 5a 胃がんにおける４項目一致症例の内訳 

図 5b 肺がんにおける４項目一致症例の内訳 

図 6 ハッシュ化照合の特徴と利点 
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３・３ 今後の精度管理推進体制の整備について

集団に対し実施するがん検診には、早期発見・早期治療

による“利益”と、過剰診断や偽陽性者への不要な精密検

査等の“不利益”のバランスが求められる。このためには、

適切な精度管理により、検診の有効性と限界を明らかに

し、“利益”の最大化、“不利益”の最小化を実現するた

めの、継続的な取り組みが必要である。

今回の検証では、検診結果における偽陰性例、いわゆる

“見逃し例”の可能性があるものも検出されたことから、

市町村・検診機関・福岡県が一体となったがん検診精度管

理体制の整備が必要な時期に来ていると言える。

これらの要件として、個人情報の円滑な利用に向けた基

盤整備（行政的調査研究における個人情報利用手続きの整

理）、各自治体の検診実施体制に応じた精度管理（委託の

状況に応じたがん登録情報利用、照合作業、偽陰性例の特

定及び症例検討等の実施主体）、精度指標算出方法の明確

化（“追跡期間”＝がん登録情報の照合範囲の設定や偽陰

性例の定義等）、算出結果の解釈と公開の範囲等について、

関係機関や専門家による議論と、それを取りまとめるため

の“場”の構築が今後求められる。

４ まとめ

がん検診における、検査法の精度である感度・特異度等

の精度管理推進に向けた課題の検証のため、がん登録情報

とがん検診受診者情報について、ハッシュ関数（ ）

による匿名化処理した後、照合を実施した。

その結果、匿名化処理した情報でも一定の水準で検診精

度の把握が可能であることが示唆された。また、偽陰性例、

いわゆる“見逃し例”の可能性があるものも検出され、今

後、市町村・検診機関・福岡県が一体となったがん検診精

度管理体制の整備を進めるための取り組みが必要である。
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The accuracy of cancer screening, including sensitivity or false negative rate, can be identified by comparing regional cancer 

registration information and cancer examination information. As a result of collating anonymized information, cases with 

possible false negative results that were not identified at the screening institution were detected. This result shows that it is 

possible to ascertain the precision of cancer screening even with anonymized data, and clarifies the importance of using good

quality control methods in the future.
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福岡県で2015年に検出されたノロウイルスGI.3の系統樹解析 

 

吉冨秀亮・中村麻子・小林孝行・芦塚由紀 

 

福岡県で2015年3月から7月に感染性胃腸炎及び食中毒疑い事例の糞便検体からノロウイルスGI.3

が検出された。従来、ノロウイルスの検出はN/S領域約350bpの塩基配列に基づく解析結果であり、ノ

ロウイルスGI.3の詳細な性状解析は未実施であった。そこで本研究では、ノロウイルスGI.3の遺伝子

学的特徴を明らかにすることを目的に、ポリメラーゼ領域及びカプシドVP1領域の配列を決定し系統

樹解析を行ったので報告する。検体は感染性胃腸炎及び食中毒疑い事例由来の糞便10検体を用いた。

ポリメラーゼ領域及びカプシドVP1領域は、独自に設計したプライマーを用いて遺伝子増幅し、それ

ぞれの領域について最尤法を用いて系統樹解析を行った。この結果、ノロウイルスGI.3の2539bpを決

定し、遺伝子型はすべてGI.P3_GI.3bに分類された。また、2015年に福岡県で検出されたノロウイル

スGI.P3_GI.3bは、同時期に中国において検出された0304-19株が最も近縁であることが示唆された。 

 

［キーワード：ノロウイルスGI.3、2015年、系統樹解析］ 

 

１ はじめに 

 ノロウイルスは感染性胃腸炎の主要な原因である。ノロ

ウイルスはカリシウイルス科ノロウイルス属に属し、7つ

の遺伝子群（GI～GVII）に分類される。そのうち、特にヒ

トに感染し胃腸炎を引き起こす遺伝子群はGI及びGIIであ

り、それぞれ9種（GI.1～GI.9）及び22種（GII.1～GII.22）

の遺伝子型に分類される1)。ノロウイルスは約7500bpの塩

基からなる一本鎖RNAを遺伝子として持ち、3つの蛋白質コ

ード領域（open reading frame; ORF）が存在し、ORF1；

非構造蛋白質、ORF2；構造蛋白質（カプシド蛋白質；VP1）、

ORF3；構造蛋白質（VP2）をコードしている。現在、ORF1

がコードするポリメラーゼ領域とORF2がコードするカプ

シドVP1領域の塩基配列に基づく遺伝子型分類が推奨され

ている2)。 

 福岡県において、2015年3月から7月にかけてノロウイル

スGI.3が感染症発生動向調査事業及び食中毒事例から複

数検出された。従来、ノロウイルスの検出法はN/S領域約

350bpの塩基配列に基づく解析結果であり、詳細な解析は

未実施であった。J.Vinjeら3)によると、ノロウイルスGI.3

はさらに4つのポリメラーゼ（GI.P3, GI.P4, GI.P5, 

GI.P6）と4つのカプシドVP1（GI.3a, GI. 3b, GI.3c, GI.3d）

のサブタイプの組み合わせに分類される。そこで、本研究

では、2015年に福岡県において検出されたノロウイルス

GI.3の遺伝子学的な特徴を明らかにすることを目的に、ポ

リメラーゼ領域及びカプシドVP1領域の塩基配列を決定し、

系統樹解析を行ったので報告する。 

２ 方法 

 検体は2015年3月から7月にかけて、ノロウイルスGI.3

が検出された糞便検体10検体を用いた（表1）。 

検体処理及びRNA抽出は常法4)に従い行った。ORF1及び

ORF2を増幅するプライマーは独自に設計した（表2）。1st 

PCR反応はPrimeScript II High Fidelity One Step RT-PCR 

Kit (タカラバイオ)を用い、45℃15分逆転写反応後、94℃ 

2分初期変性を行い、98℃10秒変性、60℃15秒アニーリン

グ、68℃2分伸長を40サイクル繰り返した後、68℃7分伸長

反応を行った。2nd PCR反応はPrimeSTAR GXL DNA Polymerase 

(Takara Bio)を用い、98℃10秒変性、60℃15秒アニーリン

グ、68℃2分伸長を40サイクル繰り返した後、68℃7分伸長

反応を行った。明瞭な陽性バンドが確認されたPCR産物に

ついて、ダイレクトシークエンスにより塩基配列を決定し

た。決定した塩基配列はGenBankデータベ－スに登録し、

アクセッション番号を取得した（LC378984-LC378993）。 

系統樹解析はMEGAソフトウェアver.7を用いて最適なモ

デルを算出し、ポリメラーゼ領域、カプシドVP1領域とも

にKimura 2-parameter model（+I）を用いて最尤法により

系統樹を作成した。得られた分子系統樹評価のため、ブー

トストラップは1000回実施した。  

 

３ 結果及び考察 

2015年 3月から 7月に検出されたノロウイルス GI.3陽

性 10 検体について ORF1/ORF2 領域の増幅を行った結果、

2539bp を決定した。10 検体の塩基配列を比較した結果、

2539bpの相同性は 97.5%～100%、ポリメラーゼ領域 904bp
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り、それぞれ9種（GI.1～GI.9）及び22種（GII.1～GII.22）
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ている2)。 

 福岡県において、2015年3月から7月にかけてノロウイル

スGI.3が感染症発生動向調査事業及び食中毒事例から複

数検出された。従来、ノロウイルスの検出法はN/S領域約

350bpの塩基配列に基づく解析結果であり、詳細な解析は

未実施であった。J.Vinjeら3)によると、ノロウイルスGI.3

はさらに4つのポリメラーゼ（GI.P3, GI.P4, GI.P5, 

GI.P6）と4つのカプシドVP1（GI.3a, GI. 3b, GI.3c, GI.3d）

のサブタイプの組み合わせに分類される。そこで、本研究

では、2015年に福岡県において検出されたノロウイルス

GI.3の遺伝子学的な特徴を明らかにすることを目的に、ポ

リメラーゼ領域及びカプシドVP1領域の塩基配列を決定し、

系統樹解析を行ったので報告する。 

２ 方法 

 検体は2015年3月から7月にかけて、ノロウイルスGI.3

が検出された糞便検体10検体を用いた（表1）。 

検体処理及びRNA抽出は常法4)に従い行った。ORF1及び

ORF2を増幅するプライマーは独自に設計した（表2）。1st 

PCR反応はPrimeScript II High Fidelity One Step RT-PCR 

Kit (タカラバイオ)を用い、45℃15分逆転写反応後、94℃ 

2分初期変性を行い、98℃10秒変性、60℃15秒アニーリン

グ、68℃2分伸長を40サイクル繰り返した後、68℃7分伸長

反応を行った。2nd PCR反応はPrimeSTAR GXL DNA Polymerase 

(Takara Bio)を用い、98℃10秒変性、60℃15秒アニーリン

グ、68℃2分伸長を40サイクル繰り返した後、68℃7分伸長

反応を行った。明瞭な陽性バンドが確認されたPCR産物に

ついて、ダイレクトシークエンスにより塩基配列を決定し

た。決定した塩基配列はGenBankデータベ－スに登録し、

アクセッション番号を取得した（LC378984-LC378993）。 

系統樹解析はMEGAソフトウェアver.7を用いて最適なモ

デルを算出し、ポリメラーゼ領域、カプシドVP1領域とも

にKimura 2-parameter model（+I）を用いて最尤法により

系統樹を作成した。得られた分子系統樹評価のため、ブー

トストラップは1000回実施した。  

 

３ 結果及び考察 

2015年 3月から 7月に検出されたノロウイルス GI.3陽

性 10 検体について ORF1/ORF2 領域の増幅を行った結果、

2539bp を決定した。10 検体の塩基配列を比較した結果、

2539bpの相同性は 97.5%～100%、ポリメラーゼ領域 904bp
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の相同性は 97.3%～100%、カプシド VP1 領域 1635bp の相

同性は 97.7%～100%であった。10検体のアミノ酸配列を比

較した結果、ポリメラーゼ領域の相同性は 99.3%～100%、

カプシド VP1領域の相同性は 98.7%～100%であった。 

次に、最尤法を用いてサブタイプ分類が可能な参照株を

含めて系統樹解析を行った。ポリメラーゼ領域の比較可能

な 267bpを用いて系統樹解析を行った結果、すべて GI.P3

に分類された（図 1）。同様に、カプシド VP1 領域の比較

可能な 1635bp について系統樹解析を行った結果、すべて

GI.3b に分類された（図 2）。これらの結果から、2015 年

に福岡県で検出されたノロウイルス GI.3 はすべて

GI.P3_GI.3bに分類されることが明らかとなった。 

GenBankデータベース検索の結果、2015年に福岡県で検

出された株と最も近縁な株は、2015 年 3 月に中国で検出

された 0304-19 株（Accession No. KY934262）であった。

これらの株の塩基配列を比較した結果、ポリメラーゼ領域

の相同性は 96.2%-97.6%、カプシド VP1 領域の相同性は

95.7%-96.3%であった。同時期に日本国内で検出された株

は GenBankに登録されていなかった。本研究では、抗原性

の変化を検討していないため、2015 年に GI.P3_GI.3b が

複数検出された要因は不明である。今後、カプシド VP1領

域の塩基配列及びアミノ酸配列の変化について解析し、抗

原性の変化について解析を行う。 

 

４ まとめ 

2015年3月から7月に福岡県において検出されたノロウ

イルスGI.3はすべてGI.P3_GI.3bに分類された。また、同

時期に中国において検出された0304-19株が最も近縁であ

ることが示唆された。 
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表 1 検体一覧 

表 2 ノロウイルス GI.3 解析プライマー一覧 
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図 1 ノロウイルス GI.3 のポリメラーゼ領域の系統樹解析結果 
系統樹はポリメラーゼ領域 267bp において最尤法で作成した。ブートストラップ値は、クラスターを支持する枝に

それぞれ数字で示した。●は 2015 年に福岡県で検出された株を示す。 

図 2 ノロウイルス GI.3 のカプシド VP1 領域の系統樹解析結果 
系統樹はカプシド VP1 領域 1635bp において最尤法で作成した。ブートストラップ値は、クラスターを支持する

枝にそれぞれ数字で示した。●は 2015 年に福岡県で検出された株を示す。 
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（英文要旨）

 

Phylogenetic analysis of norovirus GI.3 detected in 2015 in Fukuoka 
 

Hideaki YOSHITOMI, Asako NAKAMURA, Takayuki KOBAYASHI,
and Yuki ASHIZUKA 

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences, 

Mukaizano 39, Dazaifu, Fukuoka 818-0135, Japan 
 

From March to July 2015, Norovirus GI.3 was detected from fecal specimens of infectious gastroenteritis and foodborne suspected 

outbreaks in Fukuoka. The present study determined the entire polymerase genes and capsid genes of ten norovirus GI.3 isolates 

from these fecal specimens. In addition, a phylogenetic analysis of each gene region was conducted using the maximum likelihood 

method to classify the sub-genotypes of the norovirus GI.3 isolates. The 2,539-bp PCR product covering the entire polymerase-

and capsid-encoding region sequences of norovirus GI.3 was amplified using original designed primers. Based on the results, all 

ten norovirus GI.3 strains were classified as GI.P3_GI.3. Unfortunately, norovirus strains from the same season in Japan could not 

be compared with the isolates from this study because they were not registered in the GenBank database; however, it was clear that 

the norovirus strains detected in 2015 in Fukuoka were closely related to the 0304-19 strain detected in China in March 2015. 

Therefore, the norovirus GI.P3_GI.3b detected in 2015 in Fukuoka was likely widely prevalent in Asia.

 

[Key words; norovirus GI.3, 2015, phylogenetic analysis] 
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県内のLAS濃度を評価するため、福岡県内の2014～2016年度のLAS測定結果を解析した。LAS年間

平均値は、海域及び湖沼では全ての地点で、河川では8割以上の地点で水生生物環境基準 生物特Aに

相当した。さらに年度間で季節別に河川のLAS濃度の頻度分布を解析すると、LAS濃度は2014年度の

春、夏に高い傾向を、2016年度の夏に低い傾向を示した。このLAS濃度の高い又は低い傾向は、それ

ぞれ顕著な少降水量と多降水量に対応していた。このことから、降水量が平均から著しく逸脱する場

合に、LAS濃度は降水量と負の相関を有することが示唆された。 

 

［キーワード：LAS、公共用水域、年間平均値、降水量］

 

１ はじめに 

洗剤原料である LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩）は、家庭等から排出され 1)、環境中の検出例

が多く、2012 年度に水生生物の保全に係る水質環境基準

（以下、水生生物環境基準とする。）に追加 2)された。福

岡県では、2014 年度より環境基準点等で測定を開始し、

LAS 測定データの蓄積が進んできている。

そこで、2014～2016 年度の公共用水域常時監視結果を

使用し、県内の LAS 濃度レベルを概観した。特に河川に

ついては、濃度階級別頻度分布を季節毎に整理し、変動要

因について考察を行った。

 

２ 研究方法 

２・１ 使用データ 

対象調査地点は、福岡県内の公共用水域の環境基準点と

し、対象年度を 2014～2016 年度の 3 年度とした。使用し

たデータは、環境省の水質関連システム 3)に登録されてい

表 1 使用データの内訳

Points Data
2014 127 391
2015 127 406
2016 133 424
2014 5 57
2015 5 49
2016 5 49
2014 27 206
2015 27 206
2016 27 196

Coastal
waters

Annual
year

NumberArea

Rivers

Lakes

る公共用水域常時監視結果のうち、対象地点及び年度の L

AS 測定データを対象とした。その内訳は、表 1 のとおり

であり、総計は河川において 387 地点、1221 件、湖沼で

は総計 15 地点、155 件、海域では 81 地点、608 件を使用

した。 

 

３ 結果及び考察

３・１ 福岡県内の LAS年間平均濃度 

2017 年度現在、福岡県内の多くの公共用水域は水生生

物環境基準類型（表 2）が未指定であり、環境基準との比

較は困難である。しかしながら、LAS の環境基準達成評価

はその年間平均値により行うことから、対象データを用い

て年度毎、調査地点毎に年間平均値を算出し、県内の現状

を評価することにした。

表 2 LAS の水生生物環境基準値

Water bodies Item clases Standard values
Aquatic life A ≦0.03 mg/L
Aquatic life special A ≦0.02 mg/L
Aquatic life B ≦0.05 mg/L
Aquatic life special B ≦0.04 mg/L
Aquatic life A ≦0.01 mg/L
Aquatic life special A ≦0.006 mg/L

Rivers & Lakes

Coastal waters

LAS 年間平均値の算出方法は通達 4)に従い、報告下限値

未満（0.0006 mg/L 未満）の値を報告下限値として算出し

た。また、一部の地点では LAS の年間測定回数が 1 回で

あったが、これらについてはその値を LAS 年間平均値と
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県内のLAS濃度を評価するため、福岡県内の2014～2016年度のLAS測定結果を解析した。LAS年間

平均値は、海域及び湖沼では全ての地点で、河川では8割以上の地点で水生生物環境基準 生物特Aに

相当した。さらに年度間で季節別に河川のLAS濃度の頻度分布を解析すると、LAS濃度は2014年度の

春、夏に高い傾向を、2016年度の夏に低い傾向を示した。このLAS濃度の高い又は低い傾向は、それ

ぞれ顕著な少降水量と多降水量に対応していた。このことから、降水量が平均から著しく逸脱する場

合に、LAS濃度は降水量と負の相関を有することが示唆された。 
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１ はじめに 

洗剤原料である LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩）は、家庭等から排出され 1)、環境中の検出例

が多く、2012 年度に水生生物の保全に係る水質環境基準

（以下、水生生物環境基準とする。）に追加 2)された。福

岡県では、2014 年度より環境基準点等で測定を開始し、

LAS 測定データの蓄積が進んできている。

そこで、2014～2016 年度の公共用水域常時監視結果を

使用し、県内の LAS 濃度レベルを概観した。特に河川に

ついては、濃度階級別頻度分布を季節毎に整理し、変動要

因について考察を行った。

 

２ 研究方法 

２・１ 使用データ 

対象調査地点は、福岡県内の公共用水域の環境基準点と

し、対象年度を 2014～2016 年度の 3 年度とした。使用し

たデータは、環境省の水質関連システム 3)に登録されてい

表 1 使用データの内訳

Points Data
2014 127 391
2015 127 406
2016 133 424
2014 5 57
2015 5 49
2016 5 49
2014 27 206
2015 27 206
2016 27 196

Coastal
waters

Annual
year

NumberArea

Rivers

Lakes

る公共用水域常時監視結果のうち、対象地点及び年度の L

AS 測定データを対象とした。その内訳は、表 1 のとおり

であり、総計は河川において 387 地点、1221 件、湖沼で

は総計 15 地点、155 件、海域では 81 地点、608 件を使用

した。 

 

３ 結果及び考察

３・１ 福岡県内の LAS年間平均濃度 

2017 年度現在、福岡県内の多くの公共用水域は水生生

物環境基準類型（表 2）が未指定であり、環境基準との比

較は困難である。しかしながら、LAS の環境基準達成評価

はその年間平均値により行うことから、対象データを用い

て年度毎、調査地点毎に年間平均値を算出し、県内の現状

を評価することにした。

表 2 LAS の水生生物環境基準値

Water bodies Item clases Standard values
Aquatic life A ≦0.03 mg/L
Aquatic life special A ≦0.02 mg/L
Aquatic life B ≦0.05 mg/L
Aquatic life special B ≦0.04 mg/L
Aquatic life A ≦0.01 mg/L
Aquatic life special A ≦0.006 mg/L

Rivers & Lakes

Coastal waters

LAS 年間平均値の算出方法は通達 4)に従い、報告下限値

未満（0.0006 mg/L 未満）の値を報告下限値として算出し

た。また、一部の地点では LAS の年間測定回数が 1 回で

あったが、これらについてはその値を LAS 年間平均値と
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して採用した。結果は、調査地点を河川、湖沼、海域に分

け、LAS 年間平均値を図 1 に示す濃度階級別に区分し、そ

の階級に属する地点数の占める割合（%）として示した。

なお濃度階級は、報告下限値及び表 2 に示す LAS の水生

生物環境基準値を参考として区分した。

海域の LAS 年間平均値の頻度分布は、全ての年度及び

地点について 0.0006 mg/L 以上 0.006 mg/L 以下であり、湖

沼では全ての年度及び地点について 0.0006 mg/L 以上 0.02 

mg/L 以下であった。海域及び湖沼では、LAS 濃度が報告

下限値未満もしくは極低濃度であるため、福岡県内の海域

及び湖沼では生物特 A 相当の LAS 濃度であった。

河川については、0.0006 mg/L 以上 0.02 mg/L 以下の階級

が占める割合は、2014年度で81.1%、2015年度では94.5%、

2016 年度では 95.5%と調査地点の 8 割程度が生物特 A に

相当する水質であった。

また、河川の 2014 年度の頻度分布は、0.0006 mg/L 以上

0.02 mg/L 以下の階級が占める割合が 81.1 %であり、2015

年度（94.5 %）及び 2016 年度（95.5 %）と比較すると 15%

程度低かった。また、0.05 mg/L より高い階級は、2015 年

度と 2016 年度では 1%程度であったのに、2014 年度では

6.3 %と約 5 倍高くなっていた。このように LAS 年間平均

値の頻度分布は、他年度と比較し 2014 年度が LAS 年間平
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均値の濃度の高い階級に属する地点が多かった。特に 0.05

mg/L より高い階級は、水生生物環境基準値を超過する階

級であり、年度によっては全調査地点の約 6%の地点が環

境基準を超過する可能性が明らかとなった。

３・２ LAS 濃度の季節別頻度分布の特徴とその要因

2014 年度における河川の LAS 年間平均値の高い階級に

属する地点が多かった要因を検討するため、4 季節調査し

ている地点（2014 年度：88 地点、2015 年度：93 地点、2016

年度：97 地点）のデータを選択し、年度毎に LAS 測定デ

ータを濃度階級で区分し、その階級に属する地点数の占め

る割合（%）を季節別に図 2 に示した。

2014 年度の LAS 年間平均値では、0.05 mg/L より高い階

級に属する地点の割合が他年度と比較し多かった。そこで、

LAS 測定データの頻度分布のうち、0.05 mg/L より高い階

級に注目すると 2014 年度の春（13.6 %）及び夏（13.6 %）

に他年度（0～2.1%）より割合が高くなっていた（図 2、

2014 年度の*表示部分）。また 2014 年度の 0.01 mg/L より

高く 0.02 mg/L 以下の階級も、春（23.9 %）及び夏（19.3 %）

が他年度（0～8.6 %）より割合が高くなっていた（図 2、

2014 年度の*表示部分）。このことから、2014 年度の春及

び夏に LAS 濃度が他年度より高い傾向にあり、年間平均
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値を全般的に押し上げたものと考えられる。

その他の特徴として2016年度の0.0006 mg/L未満の階級

の夏の割合（60.8 %）は、他年度（2.3～6.5 %）と比較し

顕著に高くなっており、2016 年度の夏に LAS 濃度が低い

傾向にあったと考えられる（図 2、2016 年度の**表示部分）。

すでに筆者らは既報 5)において、LAS の排出源の特徴から

河川水 LAS 濃度は河川流量（降水量）と負の相関を有す

ると仮定し、また福岡県では月の上旬に採水することから

前月の降水量が採取時の河川流量に影響すると仮定し、

2014 年度の河川中の LAS 濃度の高い傾向が少降水量の影

響であると推察している。そこで、福岡県内のアメダス観

測所（福岡、行橋、飯塚、久留米）の月間降水量データ 6)

を用いて LAS 濃度との関係について考察した。

採取前月の月間降水量データは、季節毎に整理し、図 3

に示した。これを見ると年度間で多少の変動はあるが、

2014 年度の春及び夏（図 3、*表示部分）の月間降水量は、

他年度と比較し約半分以下と顕著に少なく、河川流量も低

下していたと考えられる。逆に 2016 年度の月間降水量（図

3、**表示部分）は、他年度と比較し約倍以上と顕著に多

く、河川流量も増加していたと考えられる。このように、

LAS 濃度の高い傾向と少降水量（河川流量低下）、LAS 濃

度の低い傾向と多降水量（河川流量増加）にそれぞれ対応

があり、LAS 濃度は降水量（河川流量）と負の相関を有す

るという仮説に合致する。

高田ら 7)は、多摩川における 1984 年 8 月から 1 年間の

平水時 LAS 濃度を季節間で解析し、LAS 濃度の季節変化

は主に温度が作用し、河川流量は寄与が少ないと報告して

いる。本報告でも、図 2 に示す 2015 年度の LAS 測定デー

タの頻度分布に季節間の変動はほぼ無く、高田らの報告と

一致している。しかしながら、本報告のように同季節の

LAS 測定データの頻度分布を年度間で解析した場合、年度

間の降水量の大きな変化により LAS 濃度の変動における

河川流量の寄与が顕著に表れたと考えられる。そのため、

降水量（河川流量）が平均（平水時）から著しく逸脱する

場合には、LAS 濃度は降水量（河川流量）と負の相関を有

することが示唆された。このことから、環境基準類型指定

後の LAS の基準達成評価には、評価年の降水量や河川流

量による影響を考慮する必要がある。そのため、LAS の環

境基準監視調査は季節ごとに調査を行い、複数年度間の結

果を評価し、対象河川の定常的な状態を把握し、その状態

を評価することが理想的と考えられる。

 

４ まとめ

① LAS年間平均値は、海域及び湖沼では全ての年度、

地点において、水生生物環境基準 生物特Aに相当し

た。河川では8割以上の地点で、生物特Aに相当した。
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４ まとめ
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地点において、水生生物環境基準 生物特Aに相当し
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また、河川においては、年度により全調査地点の約

6%が環境基準を超過する可能性があった。

② LAS測定データの頻度分布は、2014年度の春、夏に

高い傾向を示し、2016年度の夏に低い傾向を示した。

また、LAS濃度の高い傾向と少降水量（河川流量低

下）、LAS濃度の低い傾向と多降水量（河川流量増

加）にそれぞれ対応があり、LAS濃度は降水量（河

川流量）と負の相関を有するという仮説に合致した。

③ LAS濃度の変動における河川流量の寄与は平水時に

は少ないが、降水量（河川流量）が平均から著しく

逸脱する場合にはLAS濃度は降水量（河川流量）と

負の相関を有することが示唆された。
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（英文要旨） 

Relation between LAS Concentrations of Public Waters  
and Precipitations in Fukuoka Prefecture  

 

Nobuhiro SHIMIZU、Koichiro HATA、Manabu KASHIWABARA、Toyokazu KOGA、Shusaku HIRAKAWA
Kazuhiro FUJIKAWA、Hiroshi KUMAGAI、Gensei MATSUMOTO and Yuko ISHIBASHI

 

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences、 

Mukaizano 39、 Dazaifu、 Fukuoka 818-0135、 Japan 
 

 

We investigated the results of LAS monitoring in Fukuoka Prefecture from 2014 to 2016 to estimate LAS concentrations. At all 

coastal water monitoring points, lakes and over 80% of rivers, the average annual concentrations of LAS were under the value of 

environmental standards for conservation of the living environment (special aquatic life A). When frequencies of LAS 

concentrations in rivers were compared for every season between years, LAS concentrations tended to be higher in spring and 

summer of 2014, and lower in summer of 2016. These increases or decreases in LAS concentrations respectively coincided with 

decreases or increases in precipitation. Therefore, it is suggested that when precipitation deviates from normal values, LAS 

concentration is inversely proportional to precipitation.

[Key words; LAS, public waters, annual average, precipitation]

－83－－ 83 －



短報

事業場排水中のLAS濃度と特定施設に関する考察 

 

志水信弘・秦弘一郎・柏原学・古閑豊和・藤川和浩 

・熊谷博史・松本源生・石橋融子 

 

福岡県内の特定事業場排水を対象にLAS排出の実態調査を行い、LAS排出源として可能性のある特

定施設の内容について考察した。73業種118検体を調査した結果、排水中LAS濃度の最小値は0.0006 

mg/L未満であり、最大値は0.32 mg/Lであった。排水中LAS濃度は、88.1 %の検体が0.02mg/L未満であ

り、0.02 mg/Lより高い濃度の検体は11.9%を占めた。また、排水中LAS濃度が上位の業種は、洗浄に

関わる施設や工程等を有することが共通しており、洗剤の使用や洗剤中のLASがLASの排出源となる

可能性が示唆された。

 

［キーワード：LAS、事業場排水、産業分類、特定施設］

 

１ はじめに 

水生生物の保全に係る水質環境基準（以降、水生生物環

境基準とする。）項目である LAS の排出量は、PRTR 推計

結果によるとその 7 割が洗剤等の使用による家庭由来で

あるが、事業者由来も 3 割あると推定されている 1)。しか

しながら、下水道以外の事業場排水に関する LAS 又は

MBAS の報告 2)や、最近の事例報告も少ない。そこで、福

岡県内の特定事業場排水を対象に LAS 排出の実態調査を

行い、LAS 排出源として可能性のある特定施設を検討した。

 

２ 研究方法 

２・１ 調査対象 

調査対象は、2016 年度に事業場排出水の基準監視調査

において採取された排水試料のうち、ポリエチレンビンに

採取し、実験室に搬入された試料水（n=118）とした。

２・２ 試薬、分析方法及び使用機器 

LAS の分析において使用した試薬、分析方法及び分析機

器は、既報 3)のとおり行った。測定結果は、5 同族体の値

を環境省環境管理局水環境部長通達 4)に従い数値処理し、

合計値として LAS 濃度を求めた。

 

３ 結果及び考察

３・１ 事業所排水中の LAS濃度 

試料が搬入された事業場については、福岡県環境業務支

援システムの登録データを検索し、業種及び水質汚濁防止

法特定施設（以降、特定施設とする。）番号を入手した。

業種は日本標準産業分類（平成 14 年版）（以降、産業分類

とする）5)に基づいて分類した。

調査結果の概要を表 1 に示し、産業分類の小分類別に試

料数（n）、排水中 LAS 濃度（mg/L）の最小値及び最大値

の詳細を表 2 に示す。73 業種 118 検体を調査した結果、

排水中 LAS 濃度の最小値は 0.0006 mg/L 未満であり、最大

値は 0.32 mg/L であった。また、平均値は 0.011 mg/L と検

出下限値の 2 倍程度であった。今回の結果を過去の例

（MBAS として平均値が 1.2 mg/L、濃度範囲は 0～34

mg/L）2)と比較すると、最大値及び平均値においてそれぞ

れ 100 分の 1 となっており、過去より事業場排水中 LAS

濃度が顕著に低くなっていた。

次に、濃度階級を水生生物環境基準 6)を参考にして設定

し、排水中 LAS 濃度の度数分布を図 1 に示す。LAS 濃度

表 1 事業場排水中の LAS 濃度の概要

最小値 最大値 中央値

73 118 <0.0006 0.32 0.0006

LAS濃度(mg/L)
検体数業種数
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図 1 事業場排水中の LAS 濃度の度数分布
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１ はじめに 

水生生物の保全に係る水質環境基準（以降、水生生物環

境基準とする。）項目である LAS の排出量は、PRTR 推計

結果によるとその 7 割が洗剤等の使用による家庭由来で

あるが、事業者由来も 3 割あると推定されている 1)。しか

しながら、下水道以外の事業場排水に関する LAS 又は

MBAS の報告 2)や、最近の事例報告も少ない。そこで、福

岡県内の特定事業場排水を対象に LAS 排出の実態調査を

行い、LAS 排出源として可能性のある特定施設を検討した。

 

２ 研究方法 

２・１ 調査対象 

調査対象は、2016 年度に事業場排出水の基準監視調査

において採取された排水試料のうち、ポリエチレンビンに

採取し、実験室に搬入された試料水（n=118）とした。

２・２ 試薬、分析方法及び使用機器 

LAS の分析において使用した試薬、分析方法及び分析機

器は、既報 3)のとおり行った。測定結果は、5 同族体の値

を環境省環境管理局水環境部長通達 4)に従い数値処理し、

合計値として LAS 濃度を求めた。

 

３ 結果及び考察

３・１ 事業所排水中の LAS濃度 

試料が搬入された事業場については、福岡県環境業務支

援システムの登録データを検索し、業種及び水質汚濁防止

法特定施設（以降、特定施設とする。）番号を入手した。

業種は日本標準産業分類（平成 14 年版）（以降、産業分類

とする）5)に基づいて分類した。

調査結果の概要を表 1 に示し、産業分類の小分類別に試

料数（n）、排水中 LAS 濃度（mg/L）の最小値及び最大値

の詳細を表 2 に示す。73 業種 118 検体を調査した結果、

排水中 LAS 濃度の最小値は 0.0006 mg/L 未満であり、最大

値は 0.32 mg/L であった。また、平均値は 0.011 mg/L と検

出下限値の 2 倍程度であった。今回の結果を過去の例

（MBAS として平均値が 1.2 mg/L、濃度範囲は 0～34

mg/L）2)と比較すると、最大値及び平均値においてそれぞ

れ 100 分の 1 となっており、過去より事業場排水中 LAS

濃度が顕著に低くなっていた。

次に、濃度階級を水生生物環境基準 6)を参考にして設定

し、排水中 LAS 濃度の度数分布を図 1 に示す。LAS 濃度

表 1 事業場排水中の LAS 濃度の概要

最小値 最大値 中央値

73 118 <0.0006 0.32 0.0006

LAS濃度(mg/L)
検体数業種数

0

10

20

30

40

50

60
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度
数

(n
)

濃度階級 (mg/L)

図 1 事業場排水中の LAS 濃度の度数分布
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表 2 事業場排水中の LAS 濃度

分類番号 小分類 最小値 最大値 分類番号 小分類

0123 養豚業 1 － < 0.0006 2569 その他の金属表面処理業 2 < 0.0006 0.0007
0912 乳製品製造業 2 < 0.0006 0.011 2631 建設機械・鉱山機械製造業 3 < 0.0006 < 0.0006
0919 その他の畜産食料品製造業 1 － < 0.0006 2682 冷凍機，温湿調整装置製造業 1 － 0.0031
0931 野菜缶詰，果実缶詰，農産保存食料製造業 1 － 0.0008 2699 各種機械，同部品製造修理業 1 － 0.0074
0941 味そ製造業 1 － < 0.0006 2712 変圧器類製造業 2 < 0.0006 < 0.0006
0949 その他の調味料製造業 1 － 0.0014 2713 開閉装置，配電盤，電力制御装置製造業 1 － < 0.0006
0982 動物油脂製造業 2 < 0.0006 < 0.0006 2715 電気溶接機製造業 1 － < 0.0006
0992 めん類製造業 1 － < 0.0006 2729 その他の民生用電気機械器具製造業 1 － 0.0006
0993 豆腐・油揚製造業 2 < 0.0006 < 0.0006 2815 交通信号保安装置製造業 1 － < 0.0006
0995 冷凍調理食品製造業 4 < 0.0006 0.049 2913 集積回路製造業 1 － < 0.0006
0996 そう菜製造業 1 － < 0.0006 3011 自動車製造業 2 < 0.0006 < 0.0006
0999 他に分類されない食料品製造業 5 < 0.0006 0.045 3012 自動車車体・付随車製造業 1 － < 0.0006
1022 ビール製造業 1 － 0.0008 3013 自動車車体・付属品製造業 3 < 0.0006 0.0009
1412 金属製家具製造業 1 － 0.0010 3311 発電所 1 － < 0.0006
1611 印刷業 1 － 0.0007 3631 下水道処理施設維持管理業 6 < 0.0006 0.0024
1729 その他の無機化学工業製品製造業 2 0.0006 0.32 4711 倉庫業 1 － < 0.0006
1731 石油化学系基礎製品製造業 2 < 0.0006 0.0006 5511 総合スーパー 1 － 0.0083
1761 医薬品原薬製造業 1 － 0.0055 5795 料理品小売業 1 － < 0.0006
1762 医薬品製剤製造業 1 － < 0.0006 5811 自動車（新車）小売業 1 － 0.0010
1792 農薬製造業 1 － 0.0006 7011 一般食堂 1 － < 0.0006
1998 他に分類されないプラスチック製品加工業 1 － 0.0006 7012 日本料理店 1 － 0.0012
2021 ゴム製履物・同附属品製造業 1 － < 0.0006 7211 旅館、ホテル 2 0.001 0.0038
2219 その他のガラス・同製品製造業 3 < 0.0006 0.062 7291 会社・団体の宿泊施設 1 － 0.0012
2229 その他のセメント製品製造業 1 － 0.0018 7311 一般病院 5 < 0.0006 0.017
2291 ほうろう鉄器製造業 1 － 0.034 7312 精神病院 2 0.0006 0.0049
2299 他に分類される窯業，土石製品製造業 1 － 0.0009 7411 保健所 1 － < 0.0006
2333 冷間ロール成形形鋼製造業 1 － 0.017 7543 通所，短期入所介護施設 2 < 0.0006 < 0.0006
2411 銅第1次精錬・精製業 1 － < 0.0006 7631 高等学校 3 0.0022 0.070
2423 アルミニウム第2次精錬，精製業 2 0.0006 0.0008 7643 高等専門学校 1 － 0.0006
2499 他に分類されない非鉄金属製造業 1 － 0.0019 8113 農学研究所 3 < 0.0006 0.075
2511 ブリキ缶・その他のめっき板製品製造業 2 < 0.0006 < 0.0006 8211 普通洗濯業 3 < 0.0006 0.053
2532 ガス機器・石油危機製造業 1 － 0.0054 8443 ゴルフ場 1 － 0.018
2542 建築用金属製品製造業 1 － 0.0028 8512 し尿処分業 1 － < 0.0006
2543 製缶板金業 1 － 0.085 8599 他に分類されない廃棄物処理業 1 － 0.0007
2562 溶融めっき業 2 0.0007 0.0008 8619 その他の自動車整備業 1 － 0.058
2564 電気めっき業 2 0.047 0.072 9032 環境計量証明業 2 0.0023 0.037
2565 金属熱処理業 2 < 0.0006 0.031

日本標準産業分類（平成14年版）
n

最小値 最大値

LAS濃度（mg/L） LAS濃度（mg/L）日本標準産業分類（平成14年版）
n

が 0.0006 mg/L 未満の検体は、51 検体あり、43.2 %を占

めた。また 0.0006 mg/L 以上 0.01 mg/L 未満の検体は 49

検体あり、0.01 mg/L より高く 0.02 mg/L 以下の検体は 4

検体であった。これら 3 濃度階級の合計は 104 検体で

あり、全検体の 88.1 %を占めていた。一方、0.02 mg/L

より高い濃度の検体は 14 検体と全検体の 11.9 %を占め

た。このように 88.1 %の検体は、排出時点で河川及び

湖沼の水生生物環境基準の最も厳しい類型 生物特 A

の基準（LAS：0.02 mg/L 以下）を満足していた。また、

多くの有害物質の排水基準は環境基準の 10 倍に設定さ

れるが、今回の調査における LAS 濃度最大値

（0.32mg/L）は、最も緩い環境基準（0.05 mg/L）の 10

倍を下回っていたこれらのことから、今後排水基準が

設定されたとしても多くの事業場において基準を満足

するものと考えられる。

３・２ 排水中 LAS 濃度上位の産業分類と特定施設

事業場排水中の LAS 濃度が比較的高い業種や特定施

設について考察するため、排水中 LAS 濃度の最大値が

0.05mg/L を超えた業種（8 業種、18 事業場）を抽出し、

最大値の高い順に表 3 に示した。抽出事業場について

は、福岡県環境業務支援システムの登録データから特

定施設番号を入手し、水質汚濁防止法施行令 7)別表第 1

に基づいて分類した。次に、同業種内で重複する特定

施設を抽出し、表 3 に特定施設番号及び名称（名称が

長いものは、一部省略した。）を示した。

その結果、5 業種（農学研究所、高等学校、その他の

ガラス・同製品製造業、その他の自動車整備業、普通

洗濯業）では、いずれも洗浄に関する施設が含まれて

いた。洗浄施設では洗剤の使用が予想され、洗剤中に

含まれる LAS が排出源となる可能性が考えられた。

製缶板金業（酸又はアルカリによる表面処理施設）

及び電気めっき業（電気めっき施設）については、製

造工程において金属表面の脱脂を行う場合がある。脱

脂工程の一部では LAS を含む洗剤が使用される場合が

あり 8)、これが排出源となる可能性が考えられた。
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表 3 排水中 LAS 濃度上位の産業分類と特定施設

産業分類 n 最大値

(mg/L)

その他の無機化学工業
製品製造業

2 0.32 27 無機化学工業製品製造業の用に供する施設
　イ～ル

製缶板金業 1 0.085 65 酸又はアルカリによる表面処理施設

農学研究所 3 0.075 71-2
研究、試験、検査又は専門の教育を行う事業場
　イ　洗浄施設
　ロ　焼入れ施設

電気めっき業 2 0.072 66 電気めっき施設

高等学校 3 0.070 71-2
研究、試験、検査又は専門の教育を行う事業場
　イ　洗浄施設
　ロ　焼入れ施設

その他のガラス・同製品
製造業

3 0.062 53
ガラス又はガラス製品の製造業
　イ　研磨洗浄施設
　ロ　排ガス洗浄施設

その他の自動車整備業 1 0.058 71 自動式車両洗浄施設

普通洗濯業 3 0.053 67 洗濯業の用に供する洗浄施設

特定施設番号及び名称

一方、排水中 LAS 濃度が最大であったその他の無機化

学工業製品製造業では、特定施設情報から排出源を推定で

きなかったため、管轄保健福祉環境事務所に事業場の排水

系路等の照会を行った。その結果、当該事業場では器具や

タンクローリーの洗浄排水が事業系の排水経路に合わさ

ることが分かった。このことから、洗浄に関する施設が含

まれた 5 業種と同様に洗浄時に使用される洗剤中に含ま

れる LAS が排出源となる可能性が考えられた。

このように排水中 LAS 濃度が上位の業種は、洗浄に関

わる施設や工程等を有することが共通しており、洗剤の使

用や洗剤中の LAS が LAS の排出源となる可能性が示唆さ

れた。しかしながら、今回の推定は特定施設情報のみを検

討の対象としており、特定施設以外の排出源が存在する可

能性も高く、排出源特定にはさらに詳細な調査が必要と考

えられる。また、特定施設以外の未規制の事業場や小規模

事業場は、排水中 LAS 濃度の知見が全くないため今後の

検討が必要と考えられる。

４ まとめ

① 73業種118検体を調査した結果、排水中LAS濃度の最

小値は0.0006 mg/L未満であり、最大値は0.32 mg/Lで

あった。

② 排水中LAS濃度は、全検体の88.1 %が0.02mg/L未満で

あり、0.02 mg/Lより高い濃度の検体は11.9 %を占め

た。

③ 排水中LAS濃度が上位の業種は、洗浄に関わる施設

や工程等を有することが共通しており、洗剤の使用

や洗剤中のLASが排出源となる可能性が示唆された。
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（英文要旨） 

Investigation of LAS Concentrations in Effluents from Factories and Specified Facilities 
 

Nobuhiro SHIMIZU、Koichiro HATA、Manabu KASHIWABARA、Toyokazu KOGA、Shusaku HIRAKAWA
Kazuhiro FUJIKAWA、Hiroshi KUMAGAI、Gensei MATSUMOTO and Yuko ISHIBASHI

 

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences、 

Mukaizano 39、 Dazaifu、 Fukuoka 818-0135、 Japan 
 

We investigated LAS concentrations in effluent from factories in Fukuoka Prefecture and studied the potential for specified 

facilities to serve as LAS emission sources. Measurement of LAS concentrations in 118 effluent samples from 87 industry types

revealed that the minimum value was under 0.0006 mg/L and the maximum value was 0.32 mg/L. The LAS concentrations in 

88.1% of all samples were under 0.02 mg/L, while those in 11.9% of all samples were over 0.02 mg/L. Industry types with high 

LAS concentrations in effluent commonly have facilities or manufacturing processes related to washing. Therefore, it is suggested 

that detergents used in washing process are LAS emission sources.

[Key words; linear alkyl benzene sulfonate, effluent, industry type, specified facility] 
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ニセネコゼミジンコ(Ceriodaphnia dubia)を用いた全排水毒性試験の検証 

と事業場排水への適用 

 

古閑豊和、柏原学、志水信弘、石橋融子 

ニセネコゼミジンコ(Ceriodaphnia dubia)を用いた飼育の検討、感受性試験及び排水を用いた繁殖試

験を実施した。恒温槽は試薬類等を使用していない実験室に設置することで親ミジンコの死亡率が低

下した。また、飼育水を市販のミネラルウォーターにすることで産仔数が安定した。この飼育条件下

でマスカルチャー（集団飼育）からシングルカルチャー（個別飼育）に移行後、5週間程度で平均産

仔数が試験開始条件に達した。塩化ナトリウムを用いた感受性試験の結果、NOEC及びIC25がそれぞれ、

0.77 g/L、0.88 g/Lとなった。今回得られたIC25は国内試験機関で試験した結果の範囲内であった。排水

を用いた試験では、PMSDが27%となりUS EPAが基準とする試験精度が確認された。

 

［キーワード：Ceriodaphnia dubia、全排水毒性試験］ 

 

１ はじめに 

近年、水環境中に排出される化学物質の管理手法として

生物応答を用いた排水管理が注目されている 1)。生物応答

を活用した指標の利点は、従来の機器分析で把握すること

のできない複数の化学物質の影響を評価できることであ

り、欧米では生物応答を用いた指標によって化学物質を含

む事業場排水等の規制を行っている。我が国では、2010

年度より環境省が新しい排水管理手法として全排水毒性

試験（Whole Effluent Toxicity、略称；WET）の導入につい

て検討を行っている 2)。WET 手法で用いられる生物は、

藻類、甲殻類、魚類の 3 種類の水生生物であり、これらを

用いて排水の毒性影響を網羅的に検知する。WET 手法に

おいて甲殻類はニセネコゼミジンコを用いるミジンコ繁

殖試験を行うこととなっている 2)。

ミジンコ繁殖試験では産仔数を評価に用いるが、ニセネ

コゼミジンコの産仔数は飼育水等の影響を受けることが

多い。長谷川ら 3)や小林ら 4)によるとニセネコゼミジンコ

の飼育水は硬度が重要であることを報告しており、市販の

ミネラルウォーターを水道水で希釈して飼育水としてい

る。一方、杉山らは活性炭を通した水道水を使用し飼育を

行っている 5)。そこで今回、当研究所におけるニセネコゼ

ミジンコの飼育水をはじめとする飼育条件を検討し、さら

に試験の有効性を検証するために感受性試験及び排水を

用いたミジンコ繁殖試験を実施し、試験体制を確立したの

で報告する。

２ 実験方法 

２・１ 試験生物 

試験生物として『生物応答を用いた排水試験法（検討

案）』6)（以下、試験法（案））に従い、国立研究開発法人

国立環境研究所アクアトロン分譲センターより分譲され

たニセネコゼミジンコ（Ceriodaphnia dubia）6)を用いた（図

1）。 

２・２ 恒温装置の設置場所 

飼育及びミジンコ繁殖試験に使用した恒温槽（MTI-201、

東京理化器械株式会社製）は外気を取り入れる構造になっ

ていることから、設置場所によるミジンコの生存率への影

響を検討した。設置場所は有機溶媒等の試薬類を使用する

実験室と試薬類を使用しない実験室を選択した。 

２・３ 飼育容器 

ニセネコゼミジンコを飼育する容器として 300 mL ガラ

ス製ビーカーと 50 mL ガラス製スナップカップを用いた。

容器はアルカリ性洗剤で超音波洗浄後に硝酸洗浄とアセ

トン洗浄を行ってから使用した。

２・４ 飼育水 

飼育水は、長谷川ら 3)や小林ら 4)を参考にコントレック
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のできない複数の化学物質の影響を評価できることであ

り、欧米では生物応答を用いた指標によって化学物質を含
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年度より環境省が新しい排水管理手法として全排水毒性
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藻類、甲殻類、魚類の 3 種類の水生生物であり、これらを

用いて排水の毒性影響を網羅的に検知する。WET 手法に

おいて甲殻類はニセネコゼミジンコを用いるミジンコ繁

殖試験を行うこととなっている 2)。

ミジンコ繁殖試験では産仔数を評価に用いるが、ニセネ
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ミネラルウォーターを水道水で希釈して飼育水としてい

る。一方、杉山らは活性炭を通した水道水を使用し飼育を

行っている 5)。そこで今回、当研究所におけるニセネコゼ

ミジンコの飼育水をはじめとする飼育条件を検討し、さら

に試験の有効性を検証するために感受性試験及び排水を

用いたミジンコ繁殖試験を実施し、試験体制を確立したの
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試験生物として『生物応答を用いた排水試験法（検討

案）』6)（以下、試験法（案））に従い、国立研究開発法人

国立環境研究所アクアトロン分譲センターより分譲され

たニセネコゼミジンコ（Ceriodaphnia dubia）6)を用いた（図

1）。 

２・２ 恒温装置の設置場所 

飼育及びミジンコ繁殖試験に使用した恒温槽（MTI-201、

東京理化器械株式会社製）は外気を取り入れる構造になっ

ていることから、設置場所によるミジンコの生存率への影

響を検討した。設置場所は有機溶媒等の試薬類を使用する

実験室と試薬類を使用しない実験室を選択した。 

２・３ 飼育容器 

ニセネコゼミジンコを飼育する容器として 300 mL ガラ

ス製ビーカーと 50 mL ガラス製スナップカップを用いた。

容器はアルカリ性洗剤で超音波洗浄後に硝酸洗浄とアセ

トン洗浄を行ってから使用した。

２・４ 飼育水 

飼育水は、長谷川ら 3)や小林ら 4)を参考にコントレック
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ス（Nestle 製）を硬度が 80 mg/L となるように水道水で希

釈した飼育水と廣瀬らの報告 7)を参考に飛騨の水（飛騨名

水株式会社製、硬度：85.9 mg/L）を使用した。水道水は活

性炭に通水後、紫外線殺菌及びエアレーションしたものを

使用した。

 

２・５ 飼育条件 

ニセネコゼミジンコの飼育は、マスカルチャー（集団飼

育）で行い、その後シングルカルチャー（個別飼育）を行

った。マスカルチャーは 300 mL ガラス製ビーカーに飼育

水 200 mL を入れて 10-20 匹の親ミジンコを飼育した。

マスカルチャーは 1 週間に 3 回水替え（月・水・金）を

行った。仔ミジンコの採取は、原則として毎日行った。ま

た、2 週間ごとに新しいマスカルチャーを作成した。

   シングルカルチャーは、親ミジンコが産仔した後 24 時

間以内の仔ミジンコを飼育水 15 mL を入れた 50 mL ガラ

ス製スナップカップに一匹づつ分け、合計 35 匹飼育した。

シングルカルチャーの継代は 7 日間ごとに産仔数が多い

親ミジンコから行った。水替えは 1 週間に 3 回（月・水・

金）行った。

餌は、1.00×108 個/mL となるように希釈したクロレラ

(Recenttek 製)をマスカルチャーでは 200 µL、シングルカル

チャーでは 50 µL を毎日給餌した。さらに YCT（Yeast 

Cerophyll and Trout Chow, Recenttek 製）をマスカルチャー

では 200 µL、シングルカルチャーでは 50 µL 毎日給餌した。

水温は試験法（案）に従い 25±1℃とした。光条件は明

暗時間がそれぞれ 16 時間及び 8 時間の長日条件とした。

マスカルチャーからシングルカルチャーへ移行後の産

仔数の変化を継代毎に記録し、平均産仔数が試験開始条件

である 15 匹以上を満たすまでの回数を検討した。

２・６ 標準物質を用いた感受性試験 

試験法（案）に従い、塩化ナトリウム（和光純薬工業製、

水質試験用、純度99.5％）を標準物質として感受性試験を

行った。試験濃度は、公比1.4の5濃度区（0.390-1.50 g /L）

で実施した。試験に用いたミジンコは、シングルカルチャ

ーにて親ミジンコの死亡率が10%以下で三腹分の合計産

仔数が15匹以上かつ三腹目が8匹以上の親ミジンコから得

られた仔ミジンコを用いた。水温、光条件及び試験成立条

件は試験法（案）に従った。

 
２・７ 排水を用いたミジンコ繁殖試験 

 藻類生長阻害試験で影響が確認された事業場排水（1試

料）を用いたミジンコ繁殖試験を行った。排水試料は40 µm

ナイロンフィルター（メルク社製）でろ過後、試験に使用

するまで冷蔵庫（4℃）にて保存した。試験濃度区は、公
図 4 排水を用いたミジンコ繁殖試験結果 

図 1 ニセネコゼミジンコ 

図 2 継代毎の平均産仔数の変化 

図 3 感受性試験結果 
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比2の0.63-10%で行った。水温、光条件及び試験成立条件

は試験法（案）に従った。また、排水試験の有効性を、最

小有意差の影響値である PMSD（Percent of MSD）8-10)を算

出することによって行った。

 

２・８ 統計解析方法 

各試験のエンドポイント（産仔数）について最大無影響

濃度NOEC(No observed effect concentration)及びx％阻害

濃度ICx(x% inhibition concentration)を統計解析ソフトR11）

を用いて算出した。このときRの計算に用いる関数等は渡

部ら8)の方法を参考とし、統計処理手法は試験法（案）に

従って行った。

３ 結果及び考察 

３・１ 恒温槽の設置場所における室内環境の影響 

試薬類を使用している実験室に恒温槽を設置した場合

にマスカルチャーでは親ミジンコの死亡が頻繁に確認さ

れた。またシングルカルチャーにおいて1週間飼育した親

ミジンコの死亡率が80%以上であった。

 一方、試薬類を使用していない実験室に恒温槽を設置し

た場合には、マスカルチャーにおける親ミジンコの死亡が

ほとんど確認されなかった。また、シングルカルチャーに

おいても1週間飼育した親ミジンコの死亡率は10％以下で

あった。実験室内の雰囲気が親ミジンコの状態に影響を与

える可能性が示唆されたため、恒温槽は試薬類を使用して

いない実験室に設置することとした。

 

３・２ 飼育水の影響 

 コントレックスを水道水で希釈した飼育水で飼育した

場合にシングルカルチャーで継代を繰り返しても3腹目の

平均産仔数が15匹以上とならなかった。その詳しい原因は

判らなかった。

一方、飛騨の水を用いた場合には、後述するようにシン

グルカルチャーの産仔数が継代を繰り返すことで15匹以

上となったことから、飼育水として飛騨の水を使用するこ

ととした。

 

３・３ 産仔数の変化 

マスカルチャーから移行後のシングルカルチャーの産

仔数及び死亡率の変化を図 2 に示す。移行後、継代４回目

（4 週目）までは産仔数が試験開始条件である平均産仔数

15 匹を満たさない場合があった。しかし、継代 5 回目（5

週目）以降は産仔数の平均が連続して 15 匹以上となった。

親ミジンコの死亡率については全て試験開始条件（試験前

7 日間の平均死亡率が 20%を超えないこと）を満たした。

当研究所の飼育環境においてマスカルチャーからシン

グルカルチャーへ移行後は 5 週間程度で試験開始条件の

産仔数に達することが分かった。

３・４ 感受性試験結果 

 塩化ナトリウムを用いた感受性試験における産仔数の

変化を図3に示す。死亡率は、最高濃度区である1.5 g/Lで

30%となった。NOECは0.77 g/L、IC25は0.88 g/Lとなり、文

献値11）のIC25である0.47-1.48 g/L（平均0.87 g/L）の範囲内

であった。よって、本研究所の飼育管理条件で試験精度が

確認された。

３・５ 排水を用いたミジンコ繁殖試験結果 

 排水を用いたミジンコ繁殖試験結果を図4に示す。死亡

率は、最高濃度区である10%濃度区で90%となった。IC25

は1.5%、IC50は5.3%となり、PMSDは27%となった。US EPA

ではPMSDの上限値8-9)を超えたデータについては再試験

を推奨しているが、今回の結果は27%で、US EPAのPMSD

の上限値8-9)である37％以下であった。今回の排水試験結果

により本研究所の飼育条件で試験精度が確認された。

４ まとめ 

 ニセネコゼミジンコを用いたミジンコ繁殖試験につい

て恒温槽の設置場所と飼育水について検討し、感受性試験

及び排水を用いたミジンコ繁殖試験を行った。恒温槽は試

薬類を使用していない実験室に設置することで親ミジン

コの死亡率が低下し、飼育水は飛騨の水を使用することで

産仔数が安定した。マスカルチャーからシングルカルチャ

ーへ移行後、試験開始条件に達するまで5週間程度かかっ

た。塩化ナトリウムを標準物質とした感受性試験の結果、

IC25は0.88 g/Lとなり問題なく試験できていた。また、排水

を用いたミジンコ繁殖試験では、PMSDが27%となり、問

題なく試験できていた。今回の検討で本研究所の飼育条件

を決定し、全排水毒性試験におけるミジンコ繁殖試験を実

施できる体制を確立した。
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比2の0.63-10%で行った。水温、光条件及び試験成立条件

は試験法（案）に従った。また、排水試験の有効性を、最

小有意差の影響値である PMSD（Percent of MSD）8-10)を算

出することによって行った。

 

２・８ 統計解析方法 

各試験のエンドポイント（産仔数）について最大無影響

濃度NOEC(No observed effect concentration)及びx％阻害

濃度ICx(x% inhibition concentration)を統計解析ソフトR11）

を用いて算出した。このときRの計算に用いる関数等は渡

部ら8)の方法を参考とし、統計処理手法は試験法（案）に

従って行った。

３ 結果及び考察 

３・１ 恒温槽の設置場所における室内環境の影響 

試薬類を使用している実験室に恒温槽を設置した場合

にマスカルチャーでは親ミジンコの死亡が頻繁に確認さ

れた。またシングルカルチャーにおいて1週間飼育した親

ミジンコの死亡率が80%以上であった。

 一方、試薬類を使用していない実験室に恒温槽を設置し

た場合には、マスカルチャーにおける親ミジンコの死亡が

ほとんど確認されなかった。また、シングルカルチャーに

おいても1週間飼育した親ミジンコの死亡率は10％以下で

あった。実験室内の雰囲気が親ミジンコの状態に影響を与

える可能性が示唆されたため、恒温槽は試薬類を使用して

いない実験室に設置することとした。

 

３・２ 飼育水の影響 

 コントレックスを水道水で希釈した飼育水で飼育した

場合にシングルカルチャーで継代を繰り返しても3腹目の

平均産仔数が15匹以上とならなかった。その詳しい原因は

判らなかった。

一方、飛騨の水を用いた場合には、後述するようにシン

グルカルチャーの産仔数が継代を繰り返すことで15匹以

上となったことから、飼育水として飛騨の水を使用するこ

ととした。

 

３・３ 産仔数の変化 

マスカルチャーから移行後のシングルカルチャーの産

仔数及び死亡率の変化を図 2 に示す。移行後、継代４回目

（4 週目）までは産仔数が試験開始条件である平均産仔数

15 匹を満たさない場合があった。しかし、継代 5 回目（5

週目）以降は産仔数の平均が連続して 15 匹以上となった。

親ミジンコの死亡率については全て試験開始条件（試験前

7 日間の平均死亡率が 20%を超えないこと）を満たした。

当研究所の飼育環境においてマスカルチャーからシン

グルカルチャーへ移行後は 5 週間程度で試験開始条件の

産仔数に達することが分かった。

３・４ 感受性試験結果 

 塩化ナトリウムを用いた感受性試験における産仔数の

変化を図3に示す。死亡率は、最高濃度区である1.5 g/Lで

30%となった。NOECは0.77 g/L、IC25は0.88 g/Lとなり、文

献値11）のIC25である0.47-1.48 g/L（平均0.87 g/L）の範囲内

であった。よって、本研究所の飼育管理条件で試験精度が

確認された。

３・５ 排水を用いたミジンコ繁殖試験結果 

 排水を用いたミジンコ繁殖試験結果を図4に示す。死亡

率は、最高濃度区である10%濃度区で90%となった。IC25

は1.5%、IC50は5.3%となり、PMSDは27%となった。US EPA

ではPMSDの上限値8-9)を超えたデータについては再試験

を推奨しているが、今回の結果は27%で、US EPAのPMSD

の上限値8-9)である37％以下であった。今回の排水試験結果

により本研究所の飼育条件で試験精度が確認された。

４ まとめ 

 ニセネコゼミジンコを用いたミジンコ繁殖試験につい

て恒温槽の設置場所と飼育水について検討し、感受性試験

及び排水を用いたミジンコ繁殖試験を行った。恒温槽は試

薬類を使用していない実験室に設置することで親ミジン

コの死亡率が低下し、飼育水は飛騨の水を使用することで

産仔数が安定した。マスカルチャーからシングルカルチャ

ーへ移行後、試験開始条件に達するまで5週間程度かかっ

た。塩化ナトリウムを標準物質とした感受性試験の結果、

IC25は0.88 g/Lとなり問題なく試験できていた。また、排水

を用いたミジンコ繁殖試験では、PMSDが27%となり、問

題なく試験できていた。今回の検討で本研究所の飼育条件

を決定し、全排水毒性試験におけるミジンコ繁殖試験を実

施できる体制を確立した。
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（英文要旨）

Validation of Ceriodaphnia dubia Reproduction Test For Whole Effluent Toxicity and 
Application to Industrial Effluent

Toyokazu KOGA, Manabu KASHIWABARA, Nobuhiro SHIMIZU and Yuko ISHIBASHI

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences,

Mukaizano 39, Dazaifu, Fukuoka 818-0135, Japan

We investigated reproduction tests using industrial wastewater samples and sensitivity tests and breeding methods using 

Ceriodaphnia dubia. The mortality of parent daphnia decreased in a thermostat chamber placed in a laboratory without reagents. 

The number of neonates increased with the use of commercial mineral water. The average number of neonates of Ceriodaphnia 

dubia increased to the number of neonates of test start conditions at 5 weeks after switching from mass-culture to single-culture. In 

the sensitivity test using sodium chloride, the NOEC was 0.77 g/L and the IC25 was 0.88 g/L. The results of the sensitivity test 

were within the range of the IC25 of the Japanese ecotoxicological tests laboratory. In the Ceriodaphnia dubia reproduction test 

using industrial wastewater, the PMSD was 27%. There were no significant differences between the results of the developed tests

and those obtained using the USEPA PMSD criteria (upper limit: 37%).

[Key words ; Ceriodaphnia dubia, whole effluent toxicity] 
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平成 年度収去食品の細菌学的検査及び残留抗生物質モニタリング検査

中山志幸・カール由起・重村洋明・江藤良樹・濱﨑光宏・世良暢之

福岡県食品衛生監視指導計画及び食品検査実施計画に基づき、保健福祉(環境)事務所等から搬入

された食品について、食中毒の予防、流通食品の汚染実態の把握等を目的とした収去検査を行った。

鶏肉、豚肉、牛肉、生食用牛肉、生食用馬肉、生食用鮮魚介類、生食用かき、液卵（殺菌及び未殺

菌）の合計 89 検体について検査を実施した（延べ 718 項目）。生食用かき 4 検体及び生食用牛

肉 2 検体を除く 83 検体について、汚染指標菌及び食中毒菌の検査を行った結果、大腸菌群が 65

検体、サルモネラ属菌が 15 検体、黄色ブドウ球菌が 15 検体、カンピロバクター・ジェジュニ／

コリが 11 検体、ウェルシュ菌が 9 検体及びセレウス菌が 2 検体から検出された。また、 50 検

体については、残留抗生物質モニタリング検査も併せて行ったが、いずれの検体からも残留抗生物

質は検出されなかった。

［キーワード：収去検査、食品検査、食中毒菌、残留抗生物質］

１ はじめに

厚生労働省食中毒統計資料によると、平成 29 年の食

中毒は 1,014 事例発生しており、細菌性食中毒は 449 事

例（44.3%）であった。細菌性食中毒のうち、カンピロ

バクター・ジェジュニ／コリによるものは 320 事例

（71.3%）、サルモネラ属菌によるものは 35 事例（7.8%）、

ウェルシュ菌によるものは 27 事例（6.0%）、黄色ブド

ウ球菌によるものは 22 事例（4.9%）、腸管出血性大腸

菌によるものも 17 事例（3.8%）であった。これらの食

中毒細菌は、調理又は加工を行う前の食品や原材料（食

肉、野菜など）等に存在していることがある。そのため、

不適切な調理（加熱不足、調理器具の汚染など）や、温

度管理あるいは食肉の生食などが行われると、食品等に

付着又は、そこで増殖した食中毒細菌を食品とともに経

口摂取することとなり、これが食中毒を引き起こす原因

となる。

当所では、収去された食品について、主に大規模食中

毒発生の未然防止を目的とした食中毒菌の検出検査及び

規格基準等の検査を行った。また、鶏肉、豚肉、牛肉及

び生食用鮮魚介類については、残留抗生物質のモニタリ

ング検査を併せて行った。

２ 方法

２・１ 検体

平成 29 年 5 月 8 日から平成 29 年 12 月 4 日の間に、

県内 9 保健福祉（環境）事務所及び食肉衛生検査所から

搬入された鶏肉 31 検体、豚肉 20 検体、牛肉 15 検体、

生食用牛肉 2 検体、生食用馬肉 5 検体、生食用鮮魚介類

10 検体、生食用かき 4 検体及び液卵 2 検体（殺菌及び

未殺菌各 1 検体）の合計 89 検体を対象とした。

２・２ 検査項目

検査項目は、汚染指標細菌（一般細菌数、大腸菌群 [馬

肉は糞便系大腸菌群]、推定嫌気性菌数）及び食中毒細菌

（黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌

O26、O103、O111、O121、O145 及び O157 （以下「腸

管出血性大腸菌」という。）、カンピロバクター・ジェ

ジュニ／コリ、エルシニア・エンテロコリチカ、ウェル

シュ菌、セレウス菌、腸炎ビブリオ、ナグビブリオ、ビ

ブリオ・ミミカス及びビブリオ・フルビアリス）の 19 項

目について検査した。このうち、エルシニア・エンテロ

コリチカについては豚肉 20 検体、腸炎ビブリオ（腸炎ビ

ブリオ最確数を含む。）、ナグビブリオ、ビブリオ・ミ

ミカス及びビブリオ・フルビアリスについては生食用鮮

魚介類 10 検体を対象とし、検査を実施した。そのほか、

生食用牛肉 2 検体については腸内細菌科菌群を、また、

生食用かき 4 検体については、一般細菌数、大腸菌最確

数及び腸炎ビブリオ最確数の検査を行った。また、50 検

体（鶏肉 15 検体、牛肉 13 検体、豚肉 12 検体、生食
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された食品について、食中毒の予防、流通食品の汚染実態の把握等を目的とした収去検査を行った。

鶏肉、豚肉、牛肉、生食用牛肉、生食用馬肉、生食用鮮魚介類、生食用かき、液卵（殺菌及び未殺

菌）の合計 89 検体について検査を実施した（延べ 718 項目）。生食用かき 4 検体及び生食用牛

肉 2 検体を除く 83 検体について、汚染指標菌及び食中毒菌の検査を行った結果、大腸菌群が 65

検体、サルモネラ属菌が 15 検体、黄色ブドウ球菌が 15 検体、カンピロバクター・ジェジュニ／

コリが 11 検体、ウェルシュ菌が 9 検体及びセレウス菌が 2 検体から検出された。また、 50 検

体については、残留抗生物質モニタリング検査も併せて行ったが、いずれの検体からも残留抗生物

質は検出されなかった。

［キーワード：収去検査、食品検査、食中毒菌、残留抗生物質］

１ はじめに

厚生労働省食中毒統計資料によると、平成 29 年の食

中毒は 1,014 事例発生しており、細菌性食中毒は 449 事

例（44.3%）であった。細菌性食中毒のうち、カンピロ

バクター・ジェジュニ／コリによるものは 320 事例

（71.3%）、サルモネラ属菌によるものは 35 事例（7.8%）、

ウェルシュ菌によるものは 27 事例（6.0%）、黄色ブド

ウ球菌によるものは 22 事例（4.9%）、腸管出血性大腸

菌によるものも 17 事例（3.8%）であった。これらの食

中毒細菌は、調理又は加工を行う前の食品や原材料（食

肉、野菜など）等に存在していることがある。そのため、

不適切な調理（加熱不足、調理器具の汚染など）や、温

度管理あるいは食肉の生食などが行われると、食品等に

付着又は、そこで増殖した食中毒細菌を食品とともに経

口摂取することとなり、これが食中毒を引き起こす原因

となる。

当所では、収去された食品について、主に大規模食中

毒発生の未然防止を目的とした食中毒菌の検出検査及び

規格基準等の検査を行った。また、鶏肉、豚肉、牛肉及

び生食用鮮魚介類については、残留抗生物質のモニタリ

ング検査を併せて行った。

２ 方法

２・１ 検体

平成 29 年 5 月 8 日から平成 29 年 12 月 4 日の間に、

県内 9 保健福祉（環境）事務所及び食肉衛生検査所から

搬入された鶏肉 31 検体、豚肉 20 検体、牛肉 15 検体、

生食用牛肉 2 検体、生食用馬肉 5 検体、生食用鮮魚介類

10 検体、生食用かき 4 検体及び液卵 2 検体（殺菌及び

未殺菌各 1 検体）の合計 89 検体を対象とした。

２・２ 検査項目

検査項目は、汚染指標細菌（一般細菌数、大腸菌群 [馬

肉は糞便系大腸菌群]、推定嫌気性菌数）及び食中毒細菌

（黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌

O26、O103、O111、O121、O145 及び O157 （以下「腸

管出血性大腸菌」という。）、カンピロバクター・ジェ

ジュニ／コリ、エルシニア・エンテロコリチカ、ウェル

シュ菌、セレウス菌、腸炎ビブリオ、ナグビブリオ、ビ

ブリオ・ミミカス及びビブリオ・フルビアリス）の 19 項

目について検査した。このうち、エルシニア・エンテロ

コリチカについては豚肉 20 検体、腸炎ビブリオ（腸炎ビ

ブリオ最確数を含む。）、ナグビブリオ、ビブリオ・ミ

ミカス及びビブリオ・フルビアリスについては生食用鮮

魚介類 10 検体を対象とし、検査を実施した。そのほか、

生食用牛肉 2 検体については腸内細菌科菌群を、また、

生食用かき 4 検体については、一般細菌数、大腸菌最確

数及び腸炎ビブリオ最確数の検査を行った。また、50 検

体（鶏肉 15 検体、牛肉 13 検体、豚肉 12 検体、生食
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用鮮魚介類 10 検体）については、残留抗生物質（ペニ

シリン系、アミノグリコシド系、マクロライド系及びテ

トラサイクリン系）のモニタリング検査を併せて行った。

２・３ 細菌検査 

各項目の検査は、成分規格が設定されている食品につ

いては、食品、添加物等の規格基準及び各関連通知に示

された方法に従い、それ以外の食品については、食品衛

生検査指針 1)及び平成 26 年 11 月 20 日付食安監発 1120

第 1 号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通

知による｢腸管出血性大腸菌 O26、O103、O111、O121、

O145 及び O157 の検査法について｣に従って実施した。

具体的な方法は、黄色ブドウ球菌、エルシニア・エン

テロコリチカ、セレウス菌、腸炎ビブリオ、ナグビブリ

オ、ビブリオ・ミミカス及びビブリオ・フルビアリスの

検査方法は、検体 25 g に滅菌リン酸緩衝生理食塩水 225

mL を加えストマッカー処理し、7.0%塩化ナトリウム加

トリプトンソーヤブイヨン、ITC エルシニア増菌培地、

食塩ポリミキシンブイヨン及びアルカリペプトン水で増

菌培養した後、エッグヨーク寒天培地、クロモアガーエ

ルシニア（寒天培地）、NGKG 寒天培地、TCBS 寒天培

地及びビブリオ寒天培地で分離培養を行った。当該菌が

疑われるコロニーについて生化学性状等の確認試験を行

った。

カンピロバクター・ジェジュニ／コリについては、検

体 25 g にカンピロバクター選択増菌培地（プレストン

組成）を 100 mL 加え、ストマッカー処理し、10 mL を

滅菌中試験管に移した。微好気条件で培養した後に、ス

キロー改良培地、mCCDA 寒天培地で分離培養を行った。

当該菌が疑われるコロニーについて、硝酸塩還元試験等

の生化学的性状について確認試験を行った。必要に応じ

て、その他の細菌学的検査及び PCR で遺伝子検出を行い

同定した。

腸管出血性大腸菌の検査は、mEC 培地で増菌培養後、

アルカリ熱抽出法にて菌体 DNA を抽出し、リアルタイ

ム PCR でベロ毒素産生遺伝子の検出を行い、ベロ毒素遺

伝子陽性であった検体については、O 抗原遺伝子検査を

行った。さらに O 抗原遺伝子陽性であった検体について

は、免疫磁気ビーズにより当該 O 血清群の腸管出血性大

腸菌を集菌し、CT-クロモアガーSTEC 寒天培地（全 6 種

の O 血清群分離用）のほか、CT-SMAC 寒天培地（O103、

O121、O145 及び O157 分離用）、CT-RMAC 寒天培地（O26

分離用）、CT-SBMAC 寒天培地（O111 分離用）を用い

て分離培養した。当該菌が疑われるコロニーについては、

TSI 寒天培地、LIM 寒天培地及び C-LIG 培地を用いて生

化学性状等の確認試験を行った。その他必要に応じて、

血清型別試験やベロ毒素確認試験を行い同定した。

サルモネラ属菌の検査は、検体 25 g に緩衝ペプトン

水を 225 mL 加え、ストマッキングし培養した後、この

一部を Rappaport-Vassiliadis 増菌培地及びテトラチオン

酸塩培地で培養し、クロモアガーサルモネラ寒天培地及

び DHL 寒天培地で分離培養した。なお、成分規格が設

定されていない食品については DHL 寒天培地に替えて

XLT4 寒天培地を用いた。当該菌が疑われるコロニーに

ついては、TSI 寒天培地、SIM 寒天培地、リジン脱炭酸

試験用培地、シモンズクエン酸塩培地、マロン酸塩培地

等を用いて、生化学性状等の確認試験を行った後、血清

型別試験、必要に応じて、その他の細菌学的検査を行い

同定した。

２・４ 畜水産食品中の残留抗生物質検査 

残留抗生物質検査は、平成 6 年 7 月 1 日衛乳第 107 号

厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知に基づき、検体中の

残留抗生物質（ペニシリン系、アミノグリコシド系、マ

クロライド系及びテトラサイクリン系）について検査を

行った。

３ 結果 

３・１ 細菌検査結果 

各食品の一般細菌数は、鶏肉では 7.9×102 から 1.6×

106 /g、豚肉では 3.2×102 から 2.0×107 /g、牛肉では 3.1

×103 から 1.8×108 /g、生食用馬肉では 300/g 以下から

5.5×104 /g、生食用鮮魚介類では 3.6×102 から 2.1×105

/g の範囲であった。液卵と生食用かきの細菌数は、300/g

以下あるいは 60/g 以下であり、被検査検体は定められた

成分規格を満たしていた。

汚染指標菌及び食中毒菌の細菌検査結果を表 1 に示し

た。大腸菌群は 65 検体が陽性を示した。食中毒菌の結

果については以下のとおりであった。サルモネラ属菌は

鶏肉 15 検体から検出された。内訳は Salmonella 血清型

Schwarzengrund が 10 検体、血清型 Infantis が 2 検体、

血清型 Manhattan が 1 検体、血清型 Heidelberg が 1

検体から検出された。また、 1 検体からは血清型

Schwarzengrund 及び血清型 Infantis が検出された。黄色

ブドウ球菌は鶏肉 12 検体、豚肉 1 検体、生食用馬肉 1

検体及び生食用鮮魚介類 1 検体の合計  15 検体から検

出された。カンピロバクター・ジェジュニ／コリは、カ

ンピロバクター・ジェジュニが鶏肉 11 検体から検出さ

れたが、カンピロバクター・コリについては検出されな

かった。ウェルシュ菌は鶏肉 9 検体から検出された。セ

レウス菌は生食用馬肉 1 検体及び生食用鮮魚介類 1 検

体から検出された。腸管出血性大腸菌、エルシニア・エ

ンテロコリチカ、腸炎ビブリオ、ナグビブリオ、ビブリ

オ・ミミカス及びビブリオ・フルビアリスはいずれの検
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体からも検出されなかった。また、生食用馬肉の成分規

格目標の１つである糞便系大腸菌群が 1 検体から検出

された。液卵 2 検体、生食用牛肉 2 検体及び生食用か

き 4 検体については、規格基準に違反する検体はなかっ

た。

３・２ 畜水産食品中の残留抗生物質検査結果 

検査した 50 検体については、いずれの検体からも残

留抗生物質（ペニシリン系、アミノグリコシド系、マク

ロライド系及びテトラサイクリン系）は検出されなかっ

た。 

 

４ 考察 

食品ごとの大腸菌群の検出率を検査件数が 10 件以

上のもので比較すると、食肉では鶏肉及び牛肉が 100%

（ 31 検体及び 15 検体）と最も高く、次いで生食用鮮

魚介類が 80%（ 8 検体／ 10 検体）、豚肉が 55％（ 11 

検体／ 20 検体）であった。また、カンピロバクター・

ジェジュニ／コリ、サルモネラ属菌、ウェルシュ菌につ

いては、鶏肉からのみ検出された。これらのことから、

多くの食材は大腸菌群などに汚染されており、特に鶏肉

は他の食品に比べて、サルモネラ属菌、カンピロバクタ

ー・ジェジュニ／コリ、ウェルシュ菌など食中毒菌の汚

染率が高く、食品の取り扱い等に関する啓発が重要であ

ると考えられた。

文献 

1) 厚生労働省監修：食品衛生検査指針・微生物編，116-328，

東京，日本食品衛生協会，2004．

表 1 汚染指標菌または食中毒菌の陽性検体数

大腸菌群
糞便系

大腸菌群

腸内
細菌科
菌群

黄色
ブドウ球菌

サル
モネラ
属菌

腸管
出血性
大腸菌

カンピロ
バクター・
ジェジュニ

／コリ

エルシニア
・エンテロ
コリチカ

ウェルシュ菌 セレウス菌
腸炎

ビブリオ

鶏 肉 31 31 -* - 12 15 0 11 - 9 0 -

豚 肉 20 11 - - 1 0 0 0 0 0 0 -

牛 肉 15 15 - - 0 0 0 0 - 0 0 -

生 食 用 牛肉 2 - - 0 - - - - - - - -

生 食 用 馬肉 5 - 1 - 1 0 0 0 - 0 1 -

生 食 用
鮮 魚 介 類

10 8 - - 1 0 0 0 - 0 1 0**

生 食 用 か き 4 - - - - - - - - - - 0

殺 菌 液 卵
（ 鶏 卵 ）

1 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 -

未 殺 菌 液卵
（ 鶏 卵 ）

1 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 -

計 89 65 1 0 15 15 0 11 0 9 2 0

*   - : 検査対象外

** 腸炎ビブリオ定性試験及び腸炎ビブリオ最確数は陰性並びに3/g未満であった。

食 品 種 別 検体数

検 査 項 目 別 の 陽 性 検 体 数
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*   - : 検査対象外

** 腸炎ビブリオ定性試験及び腸炎ビブリオ最確数は陰性並びに3/g未満であった。
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資料

平成 年度の細菌性・ウイルス性食中毒（疑い）事例について

江藤良樹・重村洋明・カール由起・中山志幸・濱﨑光宏・

小林孝行・中村麻子・吉冨秀亮・芦塚由紀・世良暢之

福岡県において平成 年度に発生した細菌性・ウイルス性食中毒（疑い）事例は 事例であり、

当所病理細菌課とウイルス課にて検査した検体は延べ 検体であった。平成 年度に検出され

た食中毒細菌は、カンピロバクター・ジェジュニ、カンピロバクター・コリ、サルモネラであった。

ウイルスではノロウイルスが検出された。病因物質が検出された、若しくは特定された事例は 事

例中 事例（ ）であった。

［キーワード：食中毒、カンピロバクター、ノロウイルス、サルモネラ］

１ はじめに

厚生労働省の統計によると、全国の食中毒発生事件数は

平成 年の 件をピークに減少し、平成 年に

件を下回って以降、横ばい状態である 。福岡県に

おける過去 年間の年間食中毒（疑い）事例での検査依

頼数は平成 年度が 件、平成 年度が 件、平

成 年度が 件、平成 年度が 件、平成 年

度が 件と推移している。今回、福岡県における食中毒

予防対策に資することを目的とし、平成 年度に福岡県

内で発生、または、県民が他の都道府県で罹患し当所に依

頼のあった食中毒（疑い）事例について、主として病因物

質の観点から資料としてまとめた。

２ 細菌性・ウイルス性食中毒発生時の検査方法

平成 年度は、 事例、 検体（患者便、従事者

便、食品残品、拭き取り、菌株など）について、食中毒細

菌検査・寄生虫及びウイルス検査を実施した。検体の検査

対象数は、細菌・寄生虫検査のみ実施したもの 検体、

ウイルス検査のみ実施したもの 検体、いずれも実施し

たもの 検体であった。患者の症状などから細菌性食中

毒が疑われる場合は、まず搬入された検体から食中毒細菌

を検出するため、 寒天培地、 寒天培地、食塩卵寒

天培地、スキロー改良寒天培地、クロモアガーサルモネラ

寒天培地などで直接分離培養するとともに、アルカリペプ

トン水、 塩化ナトリウム加トリプチケースソイブイ

ヨン、カンピロバクター選択増菌培地（プレストン組成）、

ラパポート・バシリアディス培地などを用いて増菌培養し、

直接培養と同様な培地で分離培養した。寒天平板培地に疑

わしい集落が発育した場合は、釣菌して、 、 寒天

培地などを用いた生化学性状試験、血清型別、毒素型別、

を用いた病原遺伝子の検出などの試験検査により、食

中毒細菌の同定を行った。また、寄生虫が疑われる場合に

は、平成 年 月 日付け生食監発 第 号「

の検査法について」、平成 年 月 日付

け生食監発 第 号「 の検査法につ

いて」及び平成 年 月 日付け事務連絡「食中毒患者便

からの 遺伝子検出法（参考）につ

いて」に基づき検査を行った。

一方、ウイルス検査は糞便（数グラム程度）をリン酸緩

衝液（ ）で約 乳剤とし、 で 分

間遠心した。この上清から を抽出し、逆転写酵素を

用いて相補的な を合成した。さらに、ノロウイルス

等の遺伝子に特異的なプライマーを用いて を実施し、

増幅産物を電気泳動で確認した。増幅産物が確認された検

体については、さらにシークエンスを行ない、その増幅産

物の塩基配列を決定し、ノロウイルス等の確認及び遺伝子

型の決定を行なった。

３ 結果及び考察

平成 年度の食中毒（疑い）事例において原因物質と

して疑われる病原微生物が検出された事例、若しくは原因

物質が特定された事例は 事例中 事例（ ）で

あった（表 ）。今年度の特徴は、平成 年 月から

月の事例でカンピロバクターが多く検出されたこと、また、

一年を通じてノロウイルスの事例が発生し、その事例数は

例年と比べ少なかったことであった。その他、平成 年

月にはサルモネラによる食中毒事例が 事例発生してい

る。

福岡県保健環境研究所年報第 号， － ，
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病因物質別では、カンピロバクターによるものが 事

例（全事例の ）、ノロウイルスによるものが 事例

（全事例の ）、サルモネラによるものが 事例（全

事例の ）であった。

ノロウイルスが検出された事例では、 事例中

が 事例（ ）、 及び がそれぞれ 事

例から検出された。また、 事例からは が検出された

が、型別不能であった。

今年度のノロウイルスによる食中毒（疑い）事例の特徴

は、例年に比べ事例数が少ないことにある。また、遺伝子

型では、 が最も多く検出され、平成 年度に最も

多く検出された （ ％） は減少した。これらは国

内の流行状況と同様の傾向であった。

原因物質が検出、若しくは、特定されなかった事例は

事例中 事例（ ）だった。このうち 事例では

生食用生鮮魚の喫食歴があり、１事例は患者便の

の遺伝子検査を実施したが検出されなか

った。

文献

厚生労働省

江藤良樹ら：福岡県保健環境研究所年報 第
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表 1 平成 29 年度食中毒（疑い）事例 

喫食者便 従事者便 ふき取り 食品 菌株 喫食者便 従事者便

粕屋、嘉穂・鞍手 4月6日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

宗像・遠賀 4月18日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ.17

北筑後 4月27日 不明

嘉穂・鞍手 4月28日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

南筑後 6月30日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

宗像・遠賀 7月4日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ.2

北筑後 7月14日 不明

嘉穂・鞍手、粕屋、
南筑後

8月12日 ｻﾙﾓﾈﾗ 血清型Schwarzengrund

筑紫、北筑後、粕屋、
京築、嘉穂・鞍手

8月16日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ.4

粕屋 8月24日 ｻﾙﾓﾈﾗ 血清型Enteritidis

筑紫 9月5日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

糸島 9月8日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

粕屋、糸島 9月20日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ（型別不能）

嘉穂・鞍手、田川 9月28日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ.4

粕屋 10月13日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

京築 10月17日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

嘉穂・鞍手 10月23日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

宗像・遠賀、筑紫、
嘉穂・鞍手、田川、京築

10月27日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ.4

粕屋、宗像・遠賀 11月4日
ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ、
ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｺﾘ

南筑後 12月3日 不明

粕屋 12月25日 ﾉﾛｳｲﾙｽGⅡ.4

筑紫 2月1日 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ･ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

筑紫 2月28日 不明

合計

検査結果番号
所轄保健福祉

（環境）事務所
初回検体
搬入日

細菌検査分

計

ウイルス検査分

計
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病因物質別では、カンピロバクターによるものが 事

例（全事例の ）、ノロウイルスによるものが 事例
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 資料 

平成 29 年度食品の食中毒菌汚染実態調査 

 

江藤良樹・カール由起・重村洋明・中山志幸・濱﨑光宏・世良暢之 

 

 食中毒発生の未然防止対策及び流通食品の細菌汚染実態を把握するために、県内で市販されている

生食用等野菜、浅漬、肉類等の計 100 検体を対象に調査を行った。検査項目ごとの検体数は、大腸菌

が生食用等野菜 55 検体、浅漬 18 検体及び肉類（生食用鶏肉）7 検体の計 80 検体、サルモネラ属菌及

び腸管出血性大腸菌（O26、O103、O111、O121、O145 及び O157）（以下「腸管出血性大腸菌」とい

う。）が生食用等野菜 13 検体、浅漬 18 検体及び肉類（ミンチ肉、角切りステーキ肉及び生食用鶏肉

等）27 検体の計 58 検体、カンピロバクター・ジェジュニ／コリが肉類（ミンチ肉、生食用鶏肉等）

12 検体であった。検査の結果、大腸菌が 15 検体（18.8%）から検出された。腸管出血性大腸菌はすべ

ての検体が陰性であった。サルモネラ属菌は 5 検体（8.6%）から検出され、ミンチ肉 4 検体及び角切

りステーキ肉 1 検体から分離された株は全て血清型 Schwaruzengrund であった。カンピロバクター・

ジェジュニ／コリは 3 検体（25%）から検出された。

 

［キーワード :食品検査、食中毒菌、汚染実態調査］ 

 

１ はじめに 

本調査は、汚染食品の排除及び食中毒発生の未然防止

対策等を図るため、流通食品の細菌汚染実態を把握する

ことを目的として、福岡県内で流通している市販食品を

対象に毎年実施しているものである。

大腸菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、カンピ

ロバクター・ジェジュニ／コリの検査は、平成 29 年 5 

月 26 日付け生食発第 0526 第 1 号厚生労働省医薬・生

活衛生局生活衛生・食品安全部長通知別添「平成 29 年度

食品の食中毒菌汚染実態調査実施要領」に従って行った。

なお、岩手県、山形県、千葉県、東京都、神奈川県、富

山県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、山口県、愛媛

県、北九州市、福岡市、宮崎県及び沖縄県の各自治体に

おいても同様の調査を実施している。

 

２ 方法 

２・１ 検体 

 平成 29 年 9 月から 11 月に福岡県内 9 保健福祉（環境）

事務所で買い上げた食品を対象とした。事務所別の検体

数は表 1 に、対象食品等は表 2 に示した。

２・２ 検査項目 

大腸菌は生食用等野菜 55 検体、浅漬 18 検体、肉類（生

食用鶏肉等）7 検体の計 80 検体を対象に、サルモネラ属

菌は生食用等野菜 13 検体、浅漬 18 検体、肉類（ミンチ

肉、角切りステーキ肉及び生食用食肉等）27 検体の計 58

検体を対象に、腸管出血性大腸菌は生食用等野菜 13 検

体、浅漬 18 検体及び肉類（ミンチ肉、角切りステーキ肉

及び生食用食肉等）27 検体の計 58 検体を対象に、カン

ピロバクター・ジェジュニ／コリは肉類（生食用鶏肉等）

12 検体を対象に検査を行った。

２・３ 検査方法 

大腸菌の検査法は、次のとおり実施した。検体 25g に

buffered peptone water (BPW) を 225mL 加え、ストマッキ

ングした後、35±1℃で 22±2 時間前培養した。この培養

液 1mL をダーラム管入り Escherichia coli broth に接種

し、44.5±0.2℃で 24±2 時間培養した。その後の操作は、

食品衛生検査指針微生物編 1）に従って行った。本調査に

おける大腸菌の判定は、分離培養後、大腸菌群と視認し

た集落について IMViC 試験（インドール産生能試験、

メチルレッド反応試験、Voges-Proskauer （VP）反応、

クエン酸塩利用性）により行った。IMViC 試験には、イ

ンドール産生能試験、メチルレッド反応試験、VP 反応

試験及びクエン酸塩利用性試験に対応する 4 種の培地

を 300 µL ずつ 96 穴ディープウエルプレート・チューブ

（旭硝子（株）社製バイオチューブシステム シリーズ

F-T101、12 連）に分注し、これに被検菌を接種した。接

種後、プレートに付属の蓋を被せて、蓋と本体の間隙を

ビニールテープで密着させ培養した。各生化学性状の判

定は、インドール産生能試験を 24 時間後に、メチルレ

ッド反応試験及び VP 反応試験を 48 時間後に、クエン
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表 1 各保健福祉(環境)事務所の搬入検体数

酸塩利用能試験を 72 時間後に以下の方法により行った。

インドール産生能試験及びメチルレッド反応試験は、12

チャンネルマイクロピペットを用いて、クロロホルム及

びコバックの試薬並びにメチルレッド試薬をそれぞれ

50 µL 分注し、呈色の有無により判定した。同様に、VP 反

応試験は、VP 試薬 1 150 µL、VP 試薬 2 60 µL を分

注し、ピペッティングによる撹拌を行い、室温放置後、

呈色の有無により判定した。クエン酸塩利用能試験は、

培地色の青変の有無により判定した。

腸管出血性大腸菌の検査は、平成 26 年 11 月 20 日付け

食安監発第 1120 第 1 号「腸管出血性大腸菌 O26、O103、

O111、O121、O145 及び O157 の検査法について」に従

って実施した。検体 25 g に mEC 培地を 225 mL 加え、

ストマッカー処理した。培養後、アルカリ熱抽出法にて

DNA を抽出し、リアルタイム PCR によりベロ毒素遺伝

子の増幅及び検出を行った。ベロ毒素遺伝子が検出され

た場合には、通知法で指定されている DNA 抽出キット

により抽出した DNA を用いて、リアルタイム PCR によ

り O 抗原遺伝子（O26、O103、O111、O121、O145 及び

O157）の増幅及び検出を行った。O 抗原遺伝子が検出さ

れた場合には、当該 O 抗原遺伝子に対応する血清群の免

疫磁気ビーズにより培養液を濃縮した。分離培養には

DHL 寒天培地及びクロモアガーSTEC 寒天培地を使用す

るとともに、O26 免疫磁気ビーズ濃縮液には CT-RMAC

寒天培地、O111 免疫磁気ビーズ濃縮液には CT-SBMAC

寒天培地、それ以外の血清群の免疫磁気ビーズ濃縮液に

は CT-SMAC を使用した。

サルモネラ属菌の検査は、「食品衛生法施行規則及び

食品、添加物等の規格基準の一部改正について」（平成

5 年 3 月 17 日付け衛乳第 54 号（最終改正：平成 27 年 7

月 29 日付け食安発 0729 第 4 号））に従い実施した。検

体 25g に BPW 225 mL を加えてストマッキングし、37℃

で 22±2 時間、前増菌培養した。その後、その培養液の

0.1mL及び 1 mLをそれぞれRappaport - Vassiliadis培地及

びテトラチオン酸塩培地 10mL に接種し、42℃で 22±2

時間培養した。それぞれの培地をよく混和後、1 白金耳

量を DHL 寒天培地及び CHROMagar Salmonella 培地に画

線塗抹し、37℃で 22±2 時間培養した。培養後、各分離

培地に発育した定型的コロニーを 3 個ずつ釣菌して、TSI

寒天培地及び LIM 寒天培地等に接種し、37℃で 22±2 時

間培養した。培養後、生化学性状を確認し、血清型別試

験、必要に応じてその他の細菌学的検査を行い同定した。

カンピロバクター・ジェジュニ／コリの検査は、“食

品からの微生物標準試験法検討委員会”が定めたカンピ

ロバクター・ジェジュニ／コリ標準試験法に従い行った。

検体 25 g にカンピロバクター選択増菌培地（プレスト

ン組成）を 100 mL 加えストマッキングし、42±1℃で 48 

時間、微好気条件下で増菌培養した。24 時間後と 48 時

間後の培養液 1 白金耳量をスキロー培地及び mCCDA 培

地に画線塗抹し、42±1℃で 48 時間、微好気培養した。

培養後、各分離平板培地の発育した定型的コロニーを 3 - 

4 個ずつ釣菌し、生化学性状を確認して同定した。

３ 結果及び考察 

検査結果を表 2 に示す。大腸菌は 80 検体中 15 検体

（18.8%）から検出された。サルモネラ属菌は、58 検体

中 5 検体（8.6%）から検出され、鶏ミンチ肉 4 検体及び

成型肉 1 検体から血清型 Schwaruzengrund が検出された。

腸管出血性大腸菌は 58 検体すべてが陰性であった。カン

ピロバクター・ジェジュニ／コリは 12 検体中 3 検体

（25%）が検出され、ミンチ肉 2 検体からはカンピロバ

クター・ジェジュニが、生食用鶏肉 1 検体からカンピロ

バクター・コリが検出された。

大腸菌は、糞便あるいは腸管系病原細菌の汚染指標と

して、最も一般的に使用されている。本調査での生食用

等野菜の大腸菌陽性検体数は、もやしが 6 検体中 3 件

（50%）、みつばが 6 検体中 2 件（33.3%）、水菜が 5 検

体中 1 件（20%）、レタスが 6 検体中 1 件（16.7%）

であった。これら生食用等野菜の調理に際しては、衛生

的な取扱いや適切な調理方法の選択等の注意が必要であ

ると考えられた。

なお、漬物に関しては、2012 年に札幌市等で発生した

浅漬による腸管出血性大腸菌 O157 の食中毒事件 2) を踏

まえて、漬物の衛生規範（平成 24 年 10 月 12 日付け食安

筑紫 粕屋 糸島 宗像・遠賀 嘉穂・鞍手 田川 北筑後 南筑後 京築

2017/9/4 13 12 25

2017/10/16 13 11 24

2017/11/13 9 9 8 26

2017/11/27 13 12 25

総計 9 9 8 13 13 11 12 13 12 100

搬入事務所
搬入日 総計
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表 1 各保健福祉(環境)事務所の搬入検体数

酸塩利用能試験を 72 時間後に以下の方法により行った。

インドール産生能試験及びメチルレッド反応試験は、12

チャンネルマイクロピペットを用いて、クロロホルム及

びコバックの試薬並びにメチルレッド試薬をそれぞれ

50 µL 分注し、呈色の有無により判定した。同様に、VP 反

応試験は、VP 試薬 1 150 µL、VP 試薬 2 60 µL を分

注し、ピペッティングによる撹拌を行い、室温放置後、

呈色の有無により判定した。クエン酸塩利用能試験は、

培地色の青変の有無により判定した。

腸管出血性大腸菌の検査は、平成 26 年 11 月 20 日付け

食安監発第 1120 第 1 号「腸管出血性大腸菌 O26、O103、

O111、O121、O145 及び O157 の検査法について」に従

って実施した。検体 25 g に mEC 培地を 225 mL 加え、

ストマッカー処理した。培養後、アルカリ熱抽出法にて

DNA を抽出し、リアルタイム PCR によりベロ毒素遺伝

子の増幅及び検出を行った。ベロ毒素遺伝子が検出され

た場合には、通知法で指定されている DNA 抽出キット

により抽出した DNA を用いて、リアルタイム PCR によ

り O 抗原遺伝子（O26、O103、O111、O121、O145 及び

O157）の増幅及び検出を行った。O 抗原遺伝子が検出さ

れた場合には、当該 O 抗原遺伝子に対応する血清群の免

疫磁気ビーズにより培養液を濃縮した。分離培養には

DHL 寒天培地及びクロモアガーSTEC 寒天培地を使用す

るとともに、O26 免疫磁気ビーズ濃縮液には CT-RMAC

寒天培地、O111 免疫磁気ビーズ濃縮液には CT-SBMAC

寒天培地、それ以外の血清群の免疫磁気ビーズ濃縮液に

は CT-SMAC を使用した。

サルモネラ属菌の検査は、「食品衛生法施行規則及び

食品、添加物等の規格基準の一部改正について」（平成

5 年 3 月 17 日付け衛乳第 54 号（最終改正：平成 27 年 7

月 29 日付け食安発 0729 第 4 号））に従い実施した。検

体 25g に BPW 225 mL を加えてストマッキングし、37℃

で 22±2 時間、前増菌培養した。その後、その培養液の

0.1mL及び 1 mLをそれぞれRappaport - Vassiliadis培地及

びテトラチオン酸塩培地 10mL に接種し、42℃で 22±2

時間培養した。それぞれの培地をよく混和後、1 白金耳

量を DHL 寒天培地及び CHROMagar Salmonella 培地に画

線塗抹し、37℃で 22±2 時間培養した。培養後、各分離

培地に発育した定型的コロニーを 3 個ずつ釣菌して、TSI

寒天培地及び LIM 寒天培地等に接種し、37℃で 22±2 時

間培養した。培養後、生化学性状を確認し、血清型別試

験、必要に応じてその他の細菌学的検査を行い同定した。

カンピロバクター・ジェジュニ／コリの検査は、“食

品からの微生物標準試験法検討委員会”が定めたカンピ

ロバクター・ジェジュニ／コリ標準試験法に従い行った。

検体 25 g にカンピロバクター選択増菌培地（プレスト

ン組成）を 100 mL 加えストマッキングし、42±1℃で 48 

時間、微好気条件下で増菌培養した。24 時間後と 48 時

間後の培養液 1 白金耳量をスキロー培地及び mCCDA 培

地に画線塗抹し、42±1℃で 48 時間、微好気培養した。

培養後、各分離平板培地の発育した定型的コロニーを 3 - 

4 個ずつ釣菌し、生化学性状を確認して同定した。

３ 結果及び考察 

検査結果を表 2 に示す。大腸菌は 80 検体中 15 検体

（18.8%）から検出された。サルモネラ属菌は、58 検体

中 5 検体（8.6%）から検出され、鶏ミンチ肉 4 検体及び

成型肉 1 検体から血清型 Schwaruzengrund が検出された。

腸管出血性大腸菌は 58 検体すべてが陰性であった。カン

ピロバクター・ジェジュニ／コリは 12 検体中 3 検体

（25%）が検出され、ミンチ肉 2 検体からはカンピロバ

クター・ジェジュニが、生食用鶏肉 1 検体からカンピロ

バクター・コリが検出された。

大腸菌は、糞便あるいは腸管系病原細菌の汚染指標と

して、最も一般的に使用されている。本調査での生食用

等野菜の大腸菌陽性検体数は、もやしが 6 検体中 3 件

（50%）、みつばが 6 検体中 2 件（33.3%）、水菜が 5 検

体中 1 件（20%）、レタスが 6 検体中 1 件（16.7%）

であった。これら生食用等野菜の調理に際しては、衛生

的な取扱いや適切な調理方法の選択等の注意が必要であ

ると考えられた。

なお、漬物に関しては、2012 年に札幌市等で発生した

浅漬による腸管出血性大腸菌 O157 の食中毒事件 2) を踏

まえて、漬物の衛生規範（平成 24 年 10 月 12 日付け食安

筑紫 粕屋 糸島 宗像・遠賀 嘉穂・鞍手 田川 北筑後 南筑後 京築

2017/9/4 13 12 25

2017/10/16 13 11 24

2017/11/13 9 9 8 26

2017/11/27 13 12 25

総計 9 9 8 13 13 11 12 13 12 100

搬入事務所
搬入日 総計
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監発1012第1号厚生労働省医薬品食品局食品安全部監視

安全課長通知）が改正され、この中で漬物製品の微生物

学的要件が示された。本調査での浅漬の大腸菌陽性検体

数は 18 検体中 2 件(11.1%)であったことから、同規範に

基づく衛生管理の徹底が求められる。

今回の調査では、生食用として販売されていた鶏肉 6

検体中 1 検体からカンピロバクター・コリが分離され

た。鶏肉はカンピロバクター感染のリスクの高い食品で

あることから 3)、注意喚起を引き続き行っていく必要が

ある。

食中毒の発生予防のためには、引き続き、調理時の衛

生管理や適切な調理等の周知並びにリスクコミュニケー

ション等による平素からの消費者への啓発が重要と考え

られた。
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表 2 検体種別ごと検査項目別の陽性検体数及び検査対象検体数

大腸菌 サルモネラ属菌
カンピロバクター・
ジェジュニ／コリ 腸管出血性大腸菌

*1

生食用等野菜 カイワレ 5 0 - - -
レタス 6 1 - - -
みつば 6 2 - - -
もやし 6 3 - - -
キュウリ 7 0 - - -
トマト 7 0 - - -
水菜 5 1 - - -
カット野菜 13 0 0 - 0

浅漬 浅漬 18 2 0 - 0
食肉 ミンチ肉*2 12 - 4 　2*3 0

角切りステーキ 8 - 1 - 0
　　　（生食用の食肉等） 生食用鶏肉（たたき等） 6 6 0 1 0

馬刺 1 0 0 0 0
計 100 15 5 3 0

*1  6血清群（O26、O103、O111、O121、O145、O157）を対象とした

*2 内訳は鶏肉5検体、牛肉・豚肉合挽4検体、豚肉2検体及び牛肉1検体

*3 検査対象は鶏肉を含む5検体

検 体 の 種 類 と 種 別 検体数
陽性検体数
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平成29年度性器クラミジア感染症及び淋菌感染症の抗原検査結果概要 

カール由起・重村洋明・中山志幸・江藤良樹・濱﨑光宏・世良暢之

平成29年度に当所に検査依頼された性器クラミジア感染症及び淋菌感染症に係る抗原検査の検体

数はそれぞれ 867 件（男性 517 件、女性 330 件、性別不明 20 件）及び 866 件（男性 517 件、

女性 329 件、性別不明 20 件）であった。そのうち、クラミジア抗原陽性検体は 40 件（男性 13 件、

女性 27 件）で、陽性率は 4.6% であった。一方、淋菌抗原陽性検体は 3 件（女性 3 件）で、陽性

率は 0.3% であった。

［キーワード：性器クラミジア感染症、淋菌感染症、抗原検査］

１ はじめに

 性器クラミジア感染症及び淋菌感染症は、性感染症の中

で罹患数が多い疾患である。国が実施する感染症発生動向

調査によると、平成  29 年は性器クラミジア感染症

24,825 件、淋菌感染症 8,107 件が報告されており、いず

れの感染症も平成14年をピークに減少しているが、平成21

年以降はほぼ横ばいとなっている1)。患者数が多い原因の

ひとつとして無症候性の感染者の存在が指摘されており、

本人が感染していることに気づかないまま性交渉を行い

相手に感染させ、新たな感染者も感染に気がつかずに、さ

らに感染を拡大させるという“無症候性感染の連鎖”によ

って、若者の間で感染が拡大することが懸念されている2,3)。

福岡県では性感染症予防対策の一環として、平成 16 年

3 月から性器クラミジア感染症について抗体検査を開始

した。平成 25 年 4 月からは、尿を検体とする抗原検査

に変更し、性器クラミジア感染症に加えて、淋菌感染症に

ついての抗原検査も実施している。本稿では、平成 29 年

度に実施した検査の概要について報告する。

２ 方法

２・１ 検体

 検査には、平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月に県内

9 保健福祉（環境）事務所で採取した検査希望者の初尿 2

mLを用いた（クラミジア検査 867 件；男性 517 件、女

性 330 件、性別不明 20 件，淋菌検査 866 件；男性 517

件、女性 329 件、性別不明 20 件）。

２・２ 検査項目

初尿中のクラミジア抗原及び淋菌抗原について検査を

実施した。

２・３ 試薬及び機器

性器クラミジア抗原検査及び淋菌抗原検査には、アプテ

ィマ Combo2 クラミジア/ゴノレア（ホロジックジャパン

株式会社）及び Ps-1000 分離機/As-1000 増幅検出機（富士

レビオ株式会社）を用いた。

２・４ 検査方法

RNA 抽出液 100 µL に、陽性コントロール（クラミジ

ア及び淋菌）400 µL、又は、尿検体 400 µL を加え、緩や

かに撹拌した。Ps-1000 分離機を使用し、ターゲットキャ

プチャー法によりクラミジア及び淋菌の RNA を精製した。

精製した RNA について As-1000 増幅検出機を使用し、

Transcription mediated amplification (TMA) 法による RNA

増幅後、発光特性の異なるプローブを用いたハイブリダイ

ゼーションによりクラミジア及び淋菌の抗原を検出した。

３ 結果

 平成 29 年度の性器クラミジア抗原検査及び淋菌抗原

検査結果を表 1 に示した。搬入検体数は20歳代が309件

（男性162 件、女性147 件）と最も多く、次いで 30 歳代

が234件（男性138 件、女性96 件）であった。クラミジア

抗原陽性は 40 件（男性 13 件、女性 27 件）、淋菌抗原

陽性は 3 件（女性 3 件）であった。クラミジア抗原陽性

率は、男性 2.5%、女性 8.2%であり、女性の方が男性より

有意に高かった（p<0.05, chi-square test）。

４ 考察

本事業の結果において、性器クラミジア抗原検査の陽性

率は女性の方が男性に比べ高かった。福岡県結核・感染症

福岡県保健環境研究所年報第45号，100-101, 2018 
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 性器クラミジア感染症及び淋菌感染症は、性感染症の中

で罹患数が多い疾患である。国が実施する感染症発生動向

調査によると、平成  29 年は性器クラミジア感染症

24,825 件、淋菌感染症 8,107 件が報告されており、いず

れの感染症も平成14年をピークに減少しているが、平成21

年以降はほぼ横ばいとなっている1)。患者数が多い原因の

ひとつとして無症候性の感染者の存在が指摘されており、

本人が感染していることに気づかないまま性交渉を行い

相手に感染させ、新たな感染者も感染に気がつかずに、さ

らに感染を拡大させるという“無症候性感染の連鎖”によ

って、若者の間で感染が拡大することが懸念されている2,3)。

福岡県では性感染症予防対策の一環として、平成 16 年

3 月から性器クラミジア感染症について抗体検査を開始

した。平成 25 年 4 月からは、尿を検体とする抗原検査

に変更し、性器クラミジア感染症に加えて、淋菌感染症に

ついての抗原検査も実施している。本稿では、平成 29 年

度に実施した検査の概要について報告する。

２ 方法

２・１ 検体

 検査には、平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月に県内

9 保健福祉（環境）事務所で採取した検査希望者の初尿 2

mLを用いた（クラミジア検査 867 件；男性 517 件、女

性 330 件、性別不明 20 件，淋菌検査 866 件；男性 517

件、女性 329 件、性別不明 20 件）。

２・２ 検査項目

初尿中のクラミジア抗原及び淋菌抗原について検査を

実施した。

２・３ 試薬及び機器

性器クラミジア抗原検査及び淋菌抗原検査には、アプテ

ィマ Combo2 クラミジア/ゴノレア（ホロジックジャパン

株式会社）及び Ps-1000 分離機/As-1000 増幅検出機（富士

レビオ株式会社）を用いた。

２・４ 検査方法

RNA 抽出液 100 µL に、陽性コントロール（クラミジ

ア及び淋菌）400 µL、又は、尿検体 400 µL を加え、緩や

かに撹拌した。Ps-1000 分離機を使用し、ターゲットキャ

プチャー法によりクラミジア及び淋菌の RNA を精製した。

精製した RNA について As-1000 増幅検出機を使用し、

Transcription mediated amplification (TMA) 法による RNA

増幅後、発光特性の異なるプローブを用いたハイブリダイ

ゼーションによりクラミジア及び淋菌の抗原を検出した。

３ 結果

 平成 29 年度の性器クラミジア抗原検査及び淋菌抗原

検査結果を表 1 に示した。搬入検体数は20歳代が309件

（男性162 件、女性147 件）と最も多く、次いで 30 歳代

が234件（男性138 件、女性96 件）であった。クラミジア

抗原陽性は 40 件（男性 13 件、女性 27 件）、淋菌抗原

陽性は 3 件（女性 3 件）であった。クラミジア抗原陽性

率は、男性 2.5%、女性 8.2%であり、女性の方が男性より

有意に高かった（p<0.05, chi-square test）。

４ 考察

本事業の結果において、性器クラミジア抗原検査の陽性

率は女性の方が男性に比べ高かった。福岡県結核・感染症

福岡県保健環境研究所年報第45号，100-101, 2018 

 

福岡県保健環境研究所 （〒818-0135 太宰府市大字向佐野39） 

－100－

発生動向調査事業による報告では、平成29 年の性器クラ

ミジア感染症の男性患者数は 634 名、女性患者数は 518 

名と男性の方が多い4）。これは、性器クラミジア感染症に

おいて、症状が出やすい男性は病院を受診することが多い

一方で、女性は自覚症状に乏しいため、医療機関での受診

に至っていない状況を反映しているものと考えられる。

国が実施する感染症発生動向調査における全国の性器

クラミジア感染症及び淋菌感染症の定点当たりの報告数

は、平成 14 年の 47.73、23.91をピークに減少しているが、

平成21年以降はほぼ横ばいで、平成 29 年は 25.13、8.21

であった1）。一方、福岡県結核・感染症発生動向調査事業

における性器クラミジア感染症及び淋菌感染症の定点当

たりの報告数は、平成 11 年の 98.3、80.1をピークに減少

傾向にあるものの、平成 29 年は 31.1、14.0と全国平均よ

りも高かった4）。これらのことから、多くの方に検査を受

診するよう促し、無症候性の感染者を含む患者への適切な

指導を通して感染拡大及びまん延を防ぐ必要がある。
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表1 年齢区分別検体搬入数及び抗原陽性数（陽性率）

検体数 検体数

～19歳 5 0 (0.0%) 5 0 (0.0%)
20～29歳 162 9 (5.6%) 162 0 (0.0%)
30～39歳 138 1 (0.7%) 138 0 (0.0%)
40～49歳 109 1 (0.9%) 109 0 (0.0%)
50～59歳 46 2 (4.3%) 46 0 (0.0%)
60歳～ 47 0 (0.0%) 47 0 (0.0%)
不明 10 0 (0.0%) 10 0 (0.0%)
小計 517 13 (2.5%) 517 0 (0.0%)

～19歳 18 3 (16.7%) 18 0 (0.0%)
20～29歳 147 17 (11.6%) 147 2 (1.4%)
30～39歳 96 7 (7.3%) 96 0 (0.0%)
40～49歳 51 0 (0.0%) 51 1 (2.0%)
50～59歳 8 0 (0.0%) 7 0 (0.0%)
60歳～ 4 0 (0.0%) 4 0 (0.0%)
不明 6 0 (0.0%) 6 0 (0.0%)
小計 330 27 (8.2%) 329 3 (0.9%)

不明 20 0 (0.0%) 20 0 (0.0%)
計 867 40 (4.6%) 866 3 (0.3%)

*年齢等は自己申告による

陽性数（陽性率）

淋菌

女性

男性

性別 年齢区分*

陽性数（陽性率）

クラミジア
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１ はじめに

当所では県内で発生した感染症に対して検査を実施し

ている。本稿では平成 年度に実施した、①劇症型溶血性

レンサ球菌感染症、②細菌性赤痢、③腸管出血性大腸菌

（EHEC）感染症、④侵襲性肺炎球菌感染症、⑤侵襲性イ

ンフルエンザ菌感染症、⑥A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、

⑦細菌性髄膜炎、⑧カルバペネム耐性腸内細菌科細菌

（CRE）感染症について検査の概要を報告する。

２ 方法

①劇症型溶血性レンサ球菌感染症と診断され、当所に搬

入された菌株について、生化学的性状検査及びLancefield

の血清群別を実施し、同定を行った。溶血性レンサ球菌で

あることを確認した後、衛生微生物技術協議会溶血性レン

サ球菌レファレンスセンターの九州ブロックセンターで

ある大分県衛生環境研究センターを通じて、国立感染症研

究所に当該菌株の型別等の詳細解析を依頼した。

②細菌性赤痢と診断され、搬入された菌株について、生

化学的性状検査、血清学的性状検査及び invE、ipaH を標

的遺伝子としたPCRを実施し、赤痢菌であることを確認し

た後、国立感染症研究所に当該菌株を送付した。

③EHEC感染症と診断され、搬入された菌株について、

生化学的性状検査、血清学的性状検査及び毒素型別検査を

実施した後、国立感染症研究所に送付した。

④・⑤成人の侵襲性肺炎球菌感染症あるいは侵襲性イン

フルエンザ菌感染症と診断され、搬入された菌株について、

生化学的性状検査を実施し、肺炎球菌あるいはインフルエ

ンザ菌であることを確認した後、国立感染症研究所に当該

菌株を送付した。

⑥A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑いで搬入された検体

（咽頭ぬぐい液）について、分離培養を行い、分離培地上

の疑わしいコロニーを釣菌し、生化学的性状検査及び

Lancefieldの血清群別を実施し、同定を行った。

⑦細菌性髄膜炎疑いで搬入された検体（髄液）について、

分離培養を行い、分離培地上のコロニーを釣菌し、生化学

的性状検査による同定を行った。

⑧カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症と診断され、

搬入された菌株について、平成29年3月28日付け健感発

0328第4号厚生労働省健康局結核感染症課長通知別添に記

載されている耐性遺伝子の検出及びカルバペネマーゼ産

生性の確認を実施した。

３ 結果

①劇症型溶血性レンサ球菌感染症と診断され、搬入され

た菌株の内訳は、A群溶血性レンサ球菌 2株、B群溶血性

レンサ球菌 5株、G群溶血性レンサ球菌 3株であった。筑

豊地域に劇症型溶血性レンサ球菌感染症の地域的な集積

はあったが同一型の菌ではなかった（表１）。

②細菌性赤痢と診断され、搬入された菌株は、Shigella 

sonnei 2株、Shigella flexneri 1b 1株であり、推定される

感染地域は全て国外であった（表２）。また、他県の患者

から同一MLVA型のS. sonneiが分離された。疫学調査の結

果、この患者は同一のツアーに参加していたことが判明し

た。

③EHEC感染症と診断され、搬入された菌株のO群血清

型別の内訳は、O157 26株、O26 18株、O91 5株、O103
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4株、O115 3株、O55 1株、O111 1株及びO血清群不

明（OUT） 1株の計59株であった（表３）。

④成人の侵襲性肺炎球菌感染症と診断され、搬入された

菌株の血清型は、Type23A、Type 9V、Type 11A/E、Type12F、

Type22F、Type35Bが 2株ずつ、その他の血清型は 1株ず

つであった（表４、ただし、Type23Aは同一患者で由来が

異なる菌株）。また、同一の血清型による侵襲性肺炎球菌

感染症の時期的・地域的な集積は認められなかった。

⑤成人の侵襲性インフルエンザ菌感染症と診断され、搬

入された菌株は、全て型別不能株（ non-typable H. 

influenzae : NTHi）であり、侵襲性インフルエンザ菌感染

症の時期的・地域的な集積は認められなかった（表５）。

⑥A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑い及び⑦細菌性髄膜

炎疑いで搬入された検体は、分離培地上に疑わしいコロニ

ーを認めなかった。

⑧CRE感染症と診断され、搬入された菌株のうち 4株は、

カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）であり、IMP

型カルバペネマーゼ遺伝子を保有していた（表６）。これ

らCPEの時期的・地域的な集積は認められなかった。

４ 考察

2012～2014 年の感染症発生動向調査において、劇症型

溶血性レンサ球菌感染症の起因菌は、全国では A 群（58%）

が最も多く、G 群（27%）が増加傾向にあることが報告さ

れている 1)。当所に搬入された劇症型溶血性レンサ球菌感

染症の起因菌は B 群（44%）、G 群（33%）、A 群（22%）

の順に多く、全国に比べて B 群による劇症型溶血性レン

サ球菌感染症の報告割合が高かった。B 群による劇症型溶

血性レンサ球菌感染症は、同一地域に集積が認められたも

のの、同一型の菌ではなかったことから、一部地域にまん

延している可能性は低いと考えられた。

平成 28 年の全国における細菌性赤痢報告数は、121 件

であり、その推定感染地域の内訳は、日本国内 37 件、国

外 83 件、不明 1 件であった 2）。当所では、患者の推定感

染地域は全て国外であり、全国と同様の傾向が見られた。

近年、国際交流が盛んになり海外渡航者も多いため、海外

渡航時の感染症予防について、啓発を一層進めていく必要

があると考えられた。

平成 29 年に全国の地方衛生研究所で検出された EHEC

における上位 O 血清群は、O157（54%）、O26（25%）、

O103（6.6%）、O121（3.0%）であった 3）。一方当所では、

O157（44%）、O26（31%）、O91（8.5%）、O103（6.8%）

であり、全国に比べ、O91 が多かった（表３）。O91 の

MLVA 型をみると、2 株が同一型であったものの、その他

の株は異なる MLVA 型であったことから、O91 の同一

MLVA 型による EHEC 感染症が一部地域にまん延してい

る可能性は低いと考えられた。

侵襲性肺炎球菌感染症及び侵襲性インフルエンザ菌感

染症において、重篤化を予防するためにワクチンが使用さ

れている。侵襲性肺炎球菌感染症では、複数の血清型を含

むワクチンが 2010 年から使用されており、現在使用され

ているワクチンは、13 価の肺炎球菌結合型ワクチン

（PCV13：血清型 Type 1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、

14、18C、19A、19F、23F を含む）及び 23 価ポリサッカ

ライド肺炎球菌ワクチン（PPSV23： PCV13 から血清型

Type 6A を除き、血清型 Type 2、8、9N、10A、11A、12F、

15B、17F、20、22F、33F を含む）である。搬入された菌

株の中には、これらワクチンに含まれる血清型を示す株が

認められた（表４）。PPSV23 接種により成人のワクチン

血清型よる侵襲性肺炎球菌感染症の発症が減少すること

が報告されている 4）。このため、65 歳以上の成人に対す

る PPSV23 の定期接種を促し、侵襲性肺炎球菌感染症のま

ん延を防ぐ必要があると考えられる。一方、侵襲性インフ

ルエンザ菌感染症においては、2008 年よりヘモフィルス

インフルエンザ菌 b 型（Hib）ワクチンが使用されている。

搬入された菌株の中には、ワクチンに含まれる血清型

Type b を示す菌株は認められず、全て NTHi であった（表

５）。ワクチン導入により、侵襲性インフルエンザ菌感染

症が減少している一方で、NTHi による感染症が増加して

いるとの報告 5）もあることから、引き続き、成人の侵襲

性インフルエンザ菌感染症における血清型等の動向を調

査していく必要があると考えられた。

カルバペネマーゼには複数の種類があり、日本において

は IMP 型カルバペネマーゼ産生菌が検出されることが多

く、その他の NDM 型、KPC 型、OXA-48 型のようなカル

バペネマーゼは海外からの輸入例が多いことが報告され

ている 6）。当所で確認した CPE は全て IMP 型であり、確

認した CPE に時期的・地域的な集積は認められなかった

ことから、IMP 型カルバペネマーゼ産生菌が一部地域にま

ん延している可能性は低いと考えられた。カルバペネマー

ゼ産生菌に起因する感染症では、有効性を期待できる抗菌

薬がほとんどない場合が多く、難治化や患者予後の悪化な

どが懸念される 7）。地域における薬剤耐性菌の流行状況

を把握するため、引き続き CRE 感染症と診断された菌株

について遺伝子型等の調査をしていく必要があると考え

られた。

参考文献

IASR Vol.36 147-149, 2015
特集 溶血性レンサ球菌感染症 年～ 年 月

国立感染症研究所：感染症発生動向調査事業年報

（https://www.niid.go.jp/niid/ja/allarticles/surveilla

4株、O115 3株、O55 1株、O111 1株及びO血清群不

明（OUT） 1株の計59株であった（表３）。

④成人の侵襲性肺炎球菌感染症と診断され、搬入された

菌株の血清型は、Type23A、Type 9V、Type 11A/E、Type12F、

Type22F、Type35Bが 2株ずつ、その他の血清型は 1株ず

つであった（表４、ただし、Type23Aは同一患者で由来が

異なる菌株）。また、同一の血清型による侵襲性肺炎球菌

感染症の時期的・地域的な集積は認められなかった。

⑤成人の侵襲性インフルエンザ菌感染症と診断され、搬

入された菌株は、全て型別不能株（ non-typable H. 

influenzae : NTHi）であり、侵襲性インフルエンザ菌感染

症の時期的・地域的な集積は認められなかった（表５）。

⑥A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑い及び⑦細菌性髄膜

炎疑いで搬入された検体は、分離培地上に疑わしいコロニ

ーを認めなかった。

⑧CRE感染症と診断され、搬入された菌株のうち 4株は、

カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）であり、IMP

型カルバペネマーゼ遺伝子を保有していた（表６）。これ

らCPEの時期的・地域的な集積は認められなかった。

４ 考察

2012～2014 年の感染症発生動向調査において、劇症型

溶血性レンサ球菌感染症の起因菌は、全国では A 群（58%）

が最も多く、G 群（27%）が増加傾向にあることが報告さ

れている 1)。当所に搬入された劇症型溶血性レンサ球菌感

染症の起因菌は B 群（44%）、G 群（33%）、A 群（22%）

の順に多く、全国に比べて B 群による劇症型溶血性レン

サ球菌感染症の報告割合が高かった。B 群による劇症型溶

血性レンサ球菌感染症は、同一地域に集積が認められたも

のの、同一型の菌ではなかったことから、一部地域にまん

延している可能性は低いと考えられた。

平成 28 年の全国における細菌性赤痢報告数は、121 件

であり、その推定感染地域の内訳は、日本国内 37 件、国

外 83 件、不明 1 件であった 2）。当所では、患者の推定感

染地域は全て国外であり、全国と同様の傾向が見られた。

近年、国際交流が盛んになり海外渡航者も多いため、海外

渡航時の感染症予防について、啓発を一層進めていく必要

があると考えられた。

平成 29 年に全国の地方衛生研究所で検出された EHEC

における上位 O 血清群は、O157（54%）、O26（25%）、

O103（6.6%）、O121（3.0%）であった 3）。一方当所では、

O157（44%）、O26（31%）、O91（8.5%）、O103（6.8%）

であり、全国に比べ、O91 が多かった（表３）。O91 の

MLVA 型をみると、2 株が同一型であったものの、その他

の株は異なる MLVA 型であったことから、O91 の同一

MLVA 型による EHEC 感染症が一部地域にまん延してい

る可能性は低いと考えられた。

侵襲性肺炎球菌感染症及び侵襲性インフルエンザ菌感

染症において、重篤化を予防するためにワクチンが使用さ

れている。侵襲性肺炎球菌感染症では、複数の血清型を含

むワクチンが 2010 年から使用されており、現在使用され

ているワクチンは、13 価の肺炎球菌結合型ワクチン

（PCV13：血清型 Type 1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、

14、18C、19A、19F、23F を含む）及び 23 価ポリサッカ

ライド肺炎球菌ワクチン（PPSV23： PCV13 から血清型

Type 6A を除き、血清型 Type 2、8、9N、10A、11A、12F、

15B、17F、20、22F、33F を含む）である。搬入された菌

株の中には、これらワクチンに含まれる血清型を示す株が

認められた（表４）。PPSV23 接種により成人のワクチン

血清型よる侵襲性肺炎球菌感染症の発症が減少すること

が報告されている 4）。このため、65 歳以上の成人に対す

る PPSV23 の定期接種を促し、侵襲性肺炎球菌感染症のま

ん延を防ぐ必要があると考えられる。一方、侵襲性インフ

ルエンザ菌感染症においては、2008 年よりヘモフィルス

インフルエンザ菌 b 型（Hib）ワクチンが使用されている。

搬入された菌株の中には、ワクチンに含まれる血清型

Type b を示す菌株は認められず、全て NTHi であった（表

５）。ワクチン導入により、侵襲性インフルエンザ菌感染

症が減少している一方で、NTHi による感染症が増加して

いるとの報告 5）もあることから、引き続き、成人の侵襲

性インフルエンザ菌感染症における血清型等の動向を調

査していく必要があると考えられた。

カルバペネマーゼには複数の種類があり、日本において

は IMP 型カルバペネマーゼ産生菌が検出されることが多

く、その他の NDM 型、KPC 型、OXA-48 型のようなカル

バペネマーゼは海外からの輸入例が多いことが報告され

ている 6）。当所で確認した CPE は全て IMP 型であり、確

認した CPE に時期的・地域的な集積は認められなかった

ことから、IMP 型カルバペネマーゼ産生菌が一部地域にま

ん延している可能性は低いと考えられた。カルバペネマー

ゼ産生菌に起因する感染症では、有効性を期待できる抗菌

薬がほとんどない場合が多く、難治化や患者予後の悪化な

どが懸念される 7）。地域における薬剤耐性菌の流行状況

を把握するため、引き続き CRE 感染症と診断された菌株

について遺伝子型等の調査をしていく必要があると考え

られた。

参考文献

IASR Vol.36 147-149, 2015
特集 溶血性レンサ球菌感染症 年～ 年 月

国立感染症研究所：感染症発生動向調査事業年報

（https://www.niid.go.jp/niid/ja/allarticles/surveilla

－ 103 －



nce/2270-idwr/nenpou/7779-idwr-nenpo2016.html）
IASR Vol.39, 71-72, 2018
特集 腸管出血性大腸菌感染症 年 月現在

IASR Vol.39, 115-117, 2018 
成人侵襲性肺炎球菌感染症に対する 価肺炎球菌莢膜

ポリサッカライドワクチンの有効性

Agrawal A, et al., J Clin Microbiol 49: 3728-3732, 
2011
IASR Vol.35, 281-282, 2014
特集 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症

荒川宜親：日本化学療法学会雑誌 Vol.63 (2), 187-197, 
2015

表１ 平成29年度 福岡県での劇症型溶血性レンサ球菌検査結果

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

Lancefield 群別
遺伝子型

または血清型別

筑豊 平成29年5月 90歳 G群

筑豊 平成29年5月 86歳 G群

筑豊 平成29年5月 84歳 B群 V型

筑豊 平成29年6月 82歳 G群

筑豊 平成29年6月 0歳0か月 B群 Ⅲ型

筑豊 平成29年9月 57歳 B群 Ｉa型

筑豊 平成29年11月 86歳 B群 Ｉa型

筑豊 平成30年1月 73歳 A群

筑後 平成30年3月 81歳 A群

* 同一患者で由来が異なる菌株が含まれる
** A群及びG群は  遺伝子型、B群は血清型別を示す。

診断月地域
搬入

菌株数

検査結果
患者の
年齢

表２ 平成29年度 福岡県での赤痢菌検査結果

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

菌種 型別

福岡 平成29年4月
他県に一致する型なし

（MLVA 型：SsV17-009）
パプアニューギニア

福岡 平成29年7月
他県に一致する型あり
（MLVA型：SsV17-024）

ミャンマー

福岡 平成29年9月 他県に一致する型なし アフガニスタン

*MLVA：Multiple-locus variable number of tandem repeat analysis

推定される感染地域診断月地域
搬入

菌株数

検査結果
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表２ 平成29年度 福岡県での赤痢菌検査結果

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

菌種 型別

福岡 平成29年4月
他県に一致する型なし

（MLVA 型：SsV17-009）
パプアニューギニア

福岡 平成29年7月
他県に一致する型あり
（MLVA型：SsV17-024）

ミャンマー

福岡 平成29年9月 他県に一致する型なし アフガニスタン

*MLVA：Multiple-locus variable number of tandem repeat analysis

推定される感染地域診断月地域
搬入

菌株数

検査結果

表３ 平成29年度 福岡県でのEHEC検査結果

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

O群血清型 菌株名
症状の
有無

管轄保健福祉
（環境）事務所

発症年月日 H血清型 毒素型 MLVA型 備考

患者 南筑後

保菌者 宗像・遠賀

患者 宗像・遠賀

患者 宗像・遠賀

患者 京築

保菌者 田川

患者 田川

患者 宗像・遠賀

保菌者 粕屋

保菌者 粕屋

患者 粕屋

患者 田川

患者 京築

患者 筑紫

患者 南筑後

患者 田川

患者 筑紫

患者 宗像・遠賀

患者 嘉穂・鞍手

保菌者 嘉穂・鞍手

患者 嘉穂・鞍手

患者 粕屋

患者 筑紫

患者 嘉穂・鞍手

患者 宗像・遠賀

保菌者 宗像・遠賀

患者 筑紫

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

保菌者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

保菌者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

保菌者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

保菌者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

保菌者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

保菌者 宗像・遠賀 保育所の集団感染事例

患者 田川

保菌者 田川

患者 宗像・遠賀

患者 北筑後

保菌者 嘉穂・鞍手

保菌者 粕屋

患者 南筑後

保菌者 宗像・遠賀

保菌者 宗像・遠賀

患者 筑紫

患者 宗像・遠賀

保菌者 宗像・遠賀

保菌者 宗像・遠賀

保菌者 粕屋

保菌者 粕屋

保菌者 粕屋

保菌者 宗像・遠賀

患者 粕屋

保菌者 北筑後
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表４ 平成29年度 福岡県での月別侵襲性肺炎球菌検査結果

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

福岡 （35B型、
型別不能）

（12F型）
（11A/E
型）

（22F型）
（23A型、
18F型）

（11A/E
型）

北九州
（24F型）

筑豊
（21型） （22F型） （19F型） （19A型）

（31型、
9V型）

（12F型） （9V型） （15A型）

筑後
（35B型） （61C型） （14型）

合計

* 同一患者で由来が異なる菌株が含まれる

搬入
菌株数

診断月別件数（検出された血清型）
地域

表５ 平成29年度 福岡県での月別侵襲性インフルエンザ菌検査結果

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

地域 診断月 搬入菌株数 血清型

筑後 平成29年5月 型別不能

筑豊 平成29年9月 型別不能

筑豊 平成29年11月 型別不能

表６ 平成29年度 福岡県での月別CRE届出数およびCPE検出状況

（福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は除く）

福岡
（IMP型）

北九州

筑豊
（IMP型） （IMP型） （IMP型）

筑後

合計

* 同一患者で由来が異なる菌株が含まれる

搬入
菌株数

CPE　検出件数

検体採取月地域 発生届出
数 計
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福岡
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 資料

平成29年度感染症流行予測調査（日本脳炎、麻疹、風疹）の結果 

芦塚由紀・吉冨秀亮・小林孝行・中村麻子・梶原淳睦 

平成29年度の感染症流行予測調査事業において、7月上旬から8月下旬にかけて採血された1回10頭、

合計80頭の県内産ブタ（7ヶ月齢）血清を対象に日本脳炎ウイルスに対する抗体保有状況の調査を行

った。その結果、7月中旬に抗体保有率が上昇し、7月下旬に100%に達した。これは前年度と比べて2

週間程度早い時期であった。また、県内住民の9年齢区分369件の麻疹ウイルス及び風疹ウイルスの抗

体検査を行った結果、麻疹ウイルスに対する抗体保有率は97.6%、風疹ウイルスに対する抗体保有率

は90.0%であった。麻疹のワクチン接種率（接種歴不明及び0-1歳を除く）は94.3％（247名中233名）

であり、国の目標とする95%をわずかに下回った。今後も、接種回数が1回のみの接種者及び抗体陰性

者への接種の推奨を行うことが重要である。

［キーワード：日本脳炎、麻疹、風疹、感染症流行予測調査］

１ はじめに 

 感染症流行予測調査事業は厚生労働省が主体となり、国

立感染症研究所、都道府県及び都道府県衛生研究所が全国

規模で毎年実施している。その目的は集団免疫の現状把握

及び病原体の検索等の調査を行い、各種疫学資料と併せて

検討し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期

的視野に立ち総合的に疾病の流行を予測することである。

本事業における福岡県の調査実施項目は、県内産ブタ血

清を対象とした日本脳炎ウイルスに対する抗体調査、及び

住民の麻疹と風疹ウイルスに対する抗体調査である。平成

29年度の調査結果について報告する。

２ 方法 

２・１ 検体 

日本脳炎ウイルスに対する抗体検査は、平成 29 年 7 月

上旬から 8 月下旬にかけて採血された毎週 10 頭、合計 80

頭の県内産のブタ（7 か月齢、県南部産）血清を対象に検

査を行った。

麻疹及び風疹ウイルスに対する抗体検査は、平成 29 年

6 月から 9 月に糸島保健福祉事務所、粕屋保健福祉事務所、

筑紫保健福祉環境事務所及び宗像・遠賀保健福祉環境事務

所管内の医療機関等で採血された 9年齢区分 369件の血清

を用いた。検体の内訳は、0-1 歳 24 件、2-3 歳 23 件、4-9

歳 42 件、10-14 歳 31 件、15-19 歳 40 件、20-24 歳 42 件、

25-29 歳 46 件、30-34 歳 39 件、35-39 歳 34 件、40 歳以上

48 件であった。

２・２ 検査方法 

 検査方法は感染症流行予測調査事業検査術式1)に従った。

日本脳炎ウイルスの抗体検査は、冷アセトン処理、非働

化を行った血清に、ガチョウ赤血球を用いた赤血球凝集抑

制（HI）試験で行った。また、初期感染の指標となる2-

メルカプトエタノール感受性抗体（2ME抗体）についても

測定した。判定は、HI抗体価10倍以上を抗体陽性とした。

2ME処理したブタ血清のHI抗体価を測定し、このHI抗体価

が2ME非処理の方法で測定したHI抗体価よりも8倍以上減

少した場合、2ME抗体陽性とした。

 麻疹の抗体検査は市販キット（富士レビオ社、セロディ

ア麻疹）によるゼラチン粒子凝集反応（PA法）試験で行

った。16倍未満を抗体陰性とした。

風疹の抗体検査はHI試験で行った。8倍未満を抗体陰性

とした。また、HA抗原は風疹ウイルスHI試薬「生研」（デ

ンカ生研）を使用した。

３ 結果及び考察 

３・１ 日本脳炎 

日本脳炎の検査結果を図1に示す。7月3日に採血された1 

頭の血清から初めてHI抗体が検出され、7月18日に抗体保

有率が50%を超えた。翌々週の7月31日に抗体保有率は

100%となった。前年度の検査結果と比較すると、抗体保

有率が100%となった時期は2週間程度早かった2)。平成29

年度、福岡県において日本脳炎患者は発生していないが3)、

日本脳炎ウイルスが蔓延していることが明らかとなった。
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３・２ 麻疹 

 麻疹の検査結果を表1に示す。調査対象者全体（369名）

の抗体保有率（1:16 以上）は97.6%であった。

年齢別の抗体保有率は、0-1歳が66.7%、2-3歳が100%、

4-9歳が100%、10-14歳が100%、15-19歳が100%、20-24歳

が100%、25-29歳が100%、30-39歳が98.6%、そして40歳以

上が100%であった。修飾麻疹を含めた発症予防可能レベ

ルと考えられる抗体価1:128以上の抗体価の保有者は、調

査対象者全体の88.6%であった。年齢別では0-1歳が58.3%、

2-3歳が100%、4-9歳が92.6%、10-14歳が87.1%、15-19歳が

90.0%、20-24歳が92.9%、25-29歳が84.8%、30-39歳が86.3%、

そして40歳以上が97.9%であった。

接種歴不明(98名)を除く1 回以上の接種歴がある者は、

調査対象者全体の91.5% (271名中248名)であった。接種歴

不明及び0-1歳を除くワクチン接種率は94.3％（247名中233

名）であり、国の目標とする95%をわずかに下回った。接

種回数が1回のみの接種者及び抗体陰性者はワクチンを受

けることが勧められる。

予防接種歴別の抗体保有率は接種歴なし群が65.2%、接

種歴あり群が99.6%、接種歴不明群が100%であった。また、

抗体価1:128以上の割合は、接種歴なし群が56.5%、接種歴

あり群が90.3%、接種歴不明群が91.8%であった。

抗体保有者の幾何平均抗体価は527であった。予防接種

歴別では、接種歴なし群が489、接種歴あり群が512、接種

歴不明群が573であった。

３・３ 風疹 

風疹の検査結果を表2に示す。調査対象者全体(369名)の

抗体保有率(1:8 以上)は90.0%であった。

先天性風疹症候群を予防の基準とされるHI抗体価1:32

以上4)を保持している15歳以上の女性の割合は81.4%(113

名中92名)であった。接種歴不明(104名)を除くワクチン接

種率は男性が83.1%（124名中103名）、女性が89.4%（141

名中126名）、男女合計では86.4%（265名中229名）であっ

た。接種歴のある群において抗体価1:32以上であった割合

は82.1％（229中188名）であった。風疹は麻疹と比べると

感染力が低く、発症しても麻疹ほどの重症感はない。しか

し、妊娠初期の妊婦が感染するとウイルスが胎児におよび、

先天性心疾患、難聴、白内障などのいわゆる先天性風疹症

候群と呼ばれる障害を持った子供が生まれる場合がある。

風疹の流行及び先天性風疹症候群の発生を予防するため

には、今後も（追加）ワクチン接種により抗体価を高く維

持する必要がある。

年齢区分別では、40歳以上の抗体保有率（48名中38名,

79.2%）が最も低かった。0-3歳児を除く4歳以上の抗体保

有率は91.3% (322名中294名)であった。抗体価1:32 以上の

割合は全体で79.7%であり、年齢区分別では0-3歳が72.3%、

4-9歳が88.1%、10-14歳が80.6%、15-19歳が82.5%、20-24

歳が76.2%、25-29歳が80.4%、30-34歳が76.9%、35-39歳が

88.2％、そして40歳以上が75.0%であった。

性別にみると抗体保有率は男性が88.4%、女性が91.8%

であった。0-3歳児を除く4歳以上では、男性が88.9%、女

性が94.0％であった。抗体価1:32 以上の年齢別抗体保有率

は男性では、0-3歳が74.1%、4-9歳が81.8%、10-14歳が84.6%、

15-19歳が85.7%、20-24歳が72.0%、25-29歳が79.2%、30-34

歳が78.6%、35-39歳が83.3％、そして40歳以上が70.0%で

あった。一方、女性では0-3歳が70.0%、4-9歳が95.0%、10-14

歳が77.8%、15-19歳が78.9%、20-24歳が82.4%、25-29歳が

81.8%、30-34歳が72.7%、35-39歳が93.8%、そして40歳以

上が78.6%であった。

接種歴不明(104名)を除く1 回以上のワクチン接種率は

全体の86.4%（265名中229名)であった。性別では男性が

83.1%（124名中103名）、女性が89.4%（141名中126名）で

あった。予防接種歴別にみると抗体保有率は接種歴なし群

が69.4%、接種歴あり群が95.6%、接種歴不明群が84.6%で

あった。抗体価1:32以上の割合は接種歴なし群が58.3%、

接種歴あり群が82.1%、接種歴不明群が81.7%であった。

抗体陽性者全員の幾何平均抗体価は65であった。予防接

種歴別にみると、接種歴なし群が78、接種歴あり群が58、

接種歴不明群が79であった。

文献 

1) 感染症流行予測調査事業検査術式,平成14年6月. 

2) 福岡県保健環境研究所年報,第44号, 120－122 , 2017. 

3) 福岡県結核・感染症発生動向調査事業資料集 平成29    

年，平成30年3月. 

4) 厚生労働省：予防接種が推奨される風しん抗体価につ

いて（HI法，EIA法）（http://www.mhlw.go.jp/seisakuni

tsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rub

ella/dl/140425_1.pdf）

図 1 平成 29 年度 ブタの日本脳炎抗体保有状況 

－108－－ 108 －



 

 

３・２ 麻疹 

 麻疹の検査結果を表1に示す。調査対象者全体（369名）

の抗体保有率（1:16 以上）は97.6%であった。

年齢別の抗体保有率は、0-1歳が66.7%、2-3歳が100%、

4-9歳が100%、10-14歳が100%、15-19歳が100%、20-24歳

が100%、25-29歳が100%、30-39歳が98.6%、そして40歳以

上が100%であった。修飾麻疹を含めた発症予防可能レベ

ルと考えられる抗体価1:128以上の抗体価の保有者は、調

査対象者全体の88.6%であった。年齢別では0-1歳が58.3%、

2-3歳が100%、4-9歳が92.6%、10-14歳が87.1%、15-19歳が

90.0%、20-24歳が92.9%、25-29歳が84.8%、30-39歳が86.3%、

そして40歳以上が97.9%であった。

接種歴不明(98名)を除く1 回以上の接種歴がある者は、

調査対象者全体の91.5% (271名中248名)であった。接種歴

不明及び0-1歳を除くワクチン接種率は94.3％（247名中233

名）であり、国の目標とする95%をわずかに下回った。接

種回数が1回のみの接種者及び抗体陰性者はワクチンを受

けることが勧められる。

予防接種歴別の抗体保有率は接種歴なし群が65.2%、接

種歴あり群が99.6%、接種歴不明群が100%であった。また、

抗体価1:128以上の割合は、接種歴なし群が56.5%、接種歴

あり群が90.3%、接種歴不明群が91.8%であった。

抗体保有者の幾何平均抗体価は527であった。予防接種

歴別では、接種歴なし群が489、接種歴あり群が512、接種

歴不明群が573であった。

３・３ 風疹 

風疹の検査結果を表2に示す。調査対象者全体(369名)の

抗体保有率(1:8 以上)は90.0%であった。

先天性風疹症候群を予防の基準とされるHI抗体価1:32

以上4)を保持している15歳以上の女性の割合は81.4%(113

名中92名)であった。接種歴不明(104名)を除くワクチン接

種率は男性が83.1%（124名中103名）、女性が89.4%（141

名中126名）、男女合計では86.4%（265名中229名）であっ

た。接種歴のある群において抗体価1:32以上であった割合

は82.1％（229中188名）であった。風疹は麻疹と比べると

感染力が低く、発症しても麻疹ほどの重症感はない。しか

し、妊娠初期の妊婦が感染するとウイルスが胎児におよび、

先天性心疾患、難聴、白内障などのいわゆる先天性風疹症

候群と呼ばれる障害を持った子供が生まれる場合がある。

風疹の流行及び先天性風疹症候群の発生を予防するため

には、今後も（追加）ワクチン接種により抗体価を高く維

持する必要がある。

年齢区分別では、40歳以上の抗体保有率（48名中38名,

79.2%）が最も低かった。0-3歳児を除く4歳以上の抗体保

有率は91.3% (322名中294名)であった。抗体価1:32 以上の

割合は全体で79.7%であり、年齢区分別では0-3歳が72.3%、

4-9歳が88.1%、10-14歳が80.6%、15-19歳が82.5%、20-24

歳が76.2%、25-29歳が80.4%、30-34歳が76.9%、35-39歳が

88.2％、そして40歳以上が75.0%であった。

性別にみると抗体保有率は男性が88.4%、女性が91.8%

であった。0-3歳児を除く4歳以上では、男性が88.9%、女

性が94.0％であった。抗体価1:32 以上の年齢別抗体保有率

は男性では、0-3歳が74.1%、4-9歳が81.8%、10-14歳が84.6%、

15-19歳が85.7%、20-24歳が72.0%、25-29歳が79.2%、30-34

歳が78.6%、35-39歳が83.3％、そして40歳以上が70.0%で

あった。一方、女性では0-3歳が70.0%、4-9歳が95.0%、10-14

歳が77.8%、15-19歳が78.9%、20-24歳が82.4%、25-29歳が

81.8%、30-34歳が72.7%、35-39歳が93.8%、そして40歳以

上が78.6%であった。

接種歴不明(104名)を除く1 回以上のワクチン接種率は

全体の86.4%（265名中229名)であった。性別では男性が

83.1%（124名中103名）、女性が89.4%（141名中126名）で

あった。予防接種歴別にみると抗体保有率は接種歴なし群

が69.4%、接種歴あり群が95.6%、接種歴不明群が84.6%で

あった。抗体価1:32以上の割合は接種歴なし群が58.3%、

接種歴あり群が82.1%、接種歴不明群が81.7%であった。

抗体陽性者全員の幾何平均抗体価は65であった。予防接

種歴別にみると、接種歴なし群が78、接種歴あり群が58、

接種歴不明群が79であった。

文献 

1) 感染症流行予測調査事業検査術式,平成14年6月. 

2) 福岡県保健環境研究所年報,第44号, 120－122 , 2017. 

3) 福岡県結核・感染症発生動向調査事業資料集 平成29    

年，平成30年3月. 

4) 厚生労働省：予防接種が推奨される風しん抗体価につ

いて（HI法，EIA法）（http://www.mhlw.go.jp/seisakuni

tsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rub

ella/dl/140425_1.pdf）

図 1 平成 29 年度 ブタの日本脳炎抗体保有状況 

－108－

表 1 平成 29年度 糸島・粕屋・筑紫・宗像遠賀地区における麻疹ウイルスに対する年齢別ＰＡ抗体保有状況 

 

表 2 平成 29年度 糸島・粕屋・筑紫・宗像遠賀地区における風疹ウイルスに対するワクチン接種歴別 
ＨＩ抗体保有状況 

年齢区分 検体数 ───────────────────────────

（歳） <16 （≧16） 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 ≧ 8192

 0- 1 24 8 66.7 2 1 4 2 3 2 2 450 62.5 ( 15/ 24)

 2- 3 23 0 100 2 3 7 7 3 1 1343 100 ( 22/ 22)

 4- 9 42 0 100 2 1 3 9 10 10 4 2 1 512 100 ( 40/ 40)

10-14 31 0 100 2 2 4 5 7 9 2 374 100 ( 29/ 29)

15-19 40 0 100 1 3 5 8 9 10 3 1 416 100 ( 39/ 39)

20-24 42 0 100 1 2 4 7 14 9 5 456 87.9 ( 29/ 33)

25-29 46 0 100 1 1 5 3 6 16 7 5 2 434 96.4 ( 27/ 28)

30-39 73 1 98.6 3 1 5 6 9 15 17 8 5 3 537 97.1 ( 34/ 35)

40-  48 0 100 1 3 6 13 15 6 2 2 735 61.9 ( 13/ 21)

 合  計 369 9 97.6 9 6 18 29 56 89 87 42 15 9 527 91.5 (248/271)

＊１：接種歴不明者を除く

ＰＡ抗体価

PA抗体価 抗体保有率

ワクチン

   接種率
＊１

（ワクチン接種者数／対象者数）

幾何平均
抗体価

年齢区分 ───────────────────────

（歳） ＜8 （≧8） 8 16 32 64 128 256 512 ≧ 1024
 0- 3 27 (男) 4 85.2 3 3 5 9 2 1 79 80.8 ( 21/ 26)

20 (女) 5 75.0 1 2 2 5 5 102 75.0 ( 15/ 20)

 4- 9 22 (男) 2 90.9 2 7 2 7 2 64 95.2 ( 20/ 21)

20 (女) 0 100 1 3 12 3 1 64 100 ( 19/ 19)

10-14 13 (男) 0 100 2 7 2 2 40 100 ( 13/ 13)

18 (女) 0 100 3 1 6 5 2 1 39 100 ( 16/ 16)

15-19 21 (男) 0 100 2 1 11 2 4 1 42 100 ( 20/ 20)

19 (女) 1 94.7 1 2 8 7 36 94.7 ( 18/ 19)

20-24 25 (男) 2 92.0 3 2 7 7 4 40 56.3 (  9/ 16)

17 (女) 1 94.1 2 6 2 6 54 100 ( 15/ 15)

25-29 24 (男) 2 91.7 1 2 9 6 2 2 47 91.7 ( 11/ 12)

22 (女) 0 100 1 3 2 8 5 3 64 93.3 ( 14/ 15)

30-34 28 (男) 6 78.6 1 7 7 5 2 128 62.5 ( 0/  1)

11 (女) 2 81.8 1 1 1 4 2 94 88.9 (  8/  9)

35-39 18 (男) 2 88.9 1 2 4 4 4 1 99 66.7 (  2/  3)

16 (女) 0 100 1 1 5 5 4 95 81.8 (  9/ 11)

40-  20 (男) 5 75.0 1 2 4 5 2 1 88 40.0 (  0/  3)

28 (女) 5 82.1 1 4 5 8 4 1 98 70.6 ( 12/ 17)

  男女別計 198 (男) 23 88.4 8 12 49 39 44 18 5 63 83.1 (103/124)
171 (女) 14 91.8 7 11 33 47 38 20 1 66 89.4 (126/141)

合  計 369 37 90.0 15 23 82 86 82 38 5 1 65 86.4 (229/265)

＊１：接種歴不明者を除く

（ワクチン接種者数／対象者数）

ワクチン
検体数 HI抗体価 抗体保有率 平均抗体価    接種率＊１

ＨＩ抗体価
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平成29年に感染症発生動向調査事業において採取された検体は、13疾病733件であった。疾病別の

検体数はインフルエンザが最も多く、次いで感染性胃腸炎が多かった。採取された733件のうち、ウ

イルスが検出された検体は461件であった。インフルエンザの検体からはインフルエンザウイルス

A/H3亜型が、感染性胃腸炎の検体からはA群ロタウイルス及びノロウイルスGⅡ.4が多く検出された。
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１ はじめに 
福岡県の感染症発生動向調査事業は、「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律」（感染症法）

に基づき「感染症発生動向調査事業実施要綱」に従い実施

されている1)。当所が担当する病原体定点医療機関はイン

フルエンザ定点が3定点、小児科定点が7定点、眼科定点が

1定点、基幹定点が11定点である。当所はこれらの定点医

療機関から搬入された検体についてウイルス検査を行っ

ている。今回は平成29年のウイルス検出状況について概要

を報告する。

２ 検体及び病原体の分離・検出方法 
平成 29 年に福岡県（福岡市及び北九州市を除く）で採

取された検体は 13 疾病 733 件であり、検体数は平成 28 年

の 526 件と比べて大幅に増加した。また、平成 29 年 4 月

から、RS ウイルス感染症、突発性発しん、水痘及び伝染

性紅斑の疾病について集計を開始した。このため、その他

疾患の検体が減少している。

疾病別及び検体種別検体数を表 1 に示す。平成 29 年、

28 年のいずれも疾病別の検体数はインフルエンザが最も

多く、次いで感染性胃腸炎が多かった。検体種別では咽頭

ぬぐい液が最も多く、次いで糞便が多かった。平成 29 年

は 28 年と比べて疾病の流行を反映し、咽頭結膜熱、無菌

性髄膜炎及びその他の疾患の検体が減少し、インフルエン

ザ、感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、流行性耳

下腺炎及び流行性角結膜炎の検体が増加した。

病原体検出方法は主に国立感染症研究所の病原体検出マ

ニュアルに準拠し、各種細胞（FL、MDCK、RD18s、RDA、

A549 等）を用いたウイルス分離及び各種ウイルスを対象

とした PCR 法による特異遺伝子の検出により行った。

３ 疾病別病原体検出結果と考察 
平成 29 年に採取された 733 件について、ウイルス検出

を行った結果を表 2 に示す。ウイルスが検出された検体は

461件であった。このうち、複数のウイルスが検出された

検体は8件であった。 
インフルエンザは A/H3 亜型が 149 件、B/山形系統が 39

件、A/H1pdm09 亜型が 29 件、B/ビクトリア系統が 14 件、

A 型（亜型不明）が 6 件、B 型（亜型不明）が 5 件検出さ

れた。シーズン別に見ると、平成 29 年 1 月から 3 月は A/H3

型が、10 から 12 月は A/H1pdm09 亜型が主に検出され、

流行ウイルスの変化が見られた。

咽頭結膜熱は、アデノウイルス 2 型が 6 件と最も多く検

出され、次いでアデノウイルス 4 型が多く検出された。感

染性胃腸炎は、A 群ロタウイルスが 25 件（混合感染を含

む）と最も多く検出され、次いでノロウイルス GⅡ.4 が

17 件（混合感染を含む）検出された。ロタウイルスワク

チンの影響により、A 群ロタウイルス検出者の平均年齢は

上がっている。手足口病は、前年と同様にコクサッキーウ

イルス A (CA) 6 型が 34 件と最も多く、次いで CA10 型が

12 件、秋以降エンテロウイルス 71 型が 9 件検出され、次

シーズンの流行が懸念される。ヘルパンギーナは、CA10

型が 22 件と最も多く、その他 CA 6 型、コクサッキーウイ

ルス B (CB) 3 型、ライノウイルス等が検出された。無菌性

髄膜炎は、エコーウイルス 6 型が 1 件検出された。流行性

角結膜炎は、アデノウイルス 54 型及びアデノウイルス 4

型が 1 件ずつ検出された。流行性耳下腺炎からはムンプス

ウイルスが検出された。RS ウイルス感染症からは RS ウ

イルス、ライノウイルスがそれぞれ 7 件ずつ検出され、そ

の他アデノウイルス 2 型、アデノウイルス 54 型及びコク

サッキーウイルス B2 型がそれぞれ 1 件ずつと多様なウイ

ルスが検出されている。突発性発しんからはヘルペスウイ

ルス 6 型、パレコウイルス 6 型及びエコーウイルス 6 型が

1 件ずつ検出された。水痘からは水痘・帯状疱疹ウイルス

が 3 件検出された。伝染性紅斑及びその他の疾患からはウ

イルスは検出されなかった。

 本年の病原体検査のウイルス検出率は63% (461/733) で
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あり、昨年の 61% (321/526) よりやや上昇した。また、ウ

イルス検出状況は、全国的な傾向とほぼ一致していた２）。
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1) 平成 29 年福岡県結核･感染症発生動向調査事業資集、 

福岡県結核・感染症発生動向調査委員会、平成 30 年 3

月発行

2) 病原微生物検出情報

: https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html

＊  RS ウイルス感染症、突発性発しん、水痘および伝染性紅斑は平成 29 年 4 月より集計を開始
＊＊ FC:糞便, NP:咽頭ぬぐい液及びうがい液, SF:髄液, ES:結膜ぬぐい液, UR:尿, EX:その他 

 

表 1 疾病別及び検体種別検体数

FC NP SF ES UR EX

インフルエンザ 195 289 285 4

咽頭結膜熱 65 45 2 40 3

感染性胃腸炎 151 166 164 2

手足口病 33 78 13 62 1 2

ヘルパンギーナ 36 57 1 56

流行性耳下腺炎 3 6 1 5

急性脳炎 0 0

無菌性髄膜炎 22 9 9

流行性角結膜炎 4 7 7

RSウイルス感染症 - 45 1 44

突発性発しん - 14 1 12 1

水痘 - 5 2 3

伝染性紅斑 - 2 2

その他の疾患 17 10 7 1 1 1

計 526 733 183 515 11 11 0 13

検体種別
**

検体数
平成28年検体数疾病名

*

平成29年
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表 2 平成 29 年における福岡県＊の感染症発生動向調査結果

＊   北九州市及び福岡市を除いた福岡県内の市町村 
＊＊  FC:糞便, NP:咽頭ぬぐい液及びうがい液, SF:髄液, ES:結膜ぬぐい液, UR:尿, EX:その他 

　疾　病　名 採取月 検 出 ウ イ ル ス 検出数

インフルエンザ 1～12月 インフルエンザウイルスA/H3型 149 件 NP147,EX2
インフルエンザウイルスB/山形系統 39 件 NP39
インフルエンザウイルスA/H1pdm09型 29 件 NP29
インフルエンザウイルスB/ビクトリア系統 14 件 NP14
インフルエンザウイルスA型 6 件 NP6
インフルエンザウイルスB型 5 件 NP5

咽頭結膜熱 1～12月 アデノウイルス2型 6 件 NP4,FC2
アデノウイルス4型 2 件 NP2
アデノウイルス1型 1 件 NP1
ライノウイルス 1 件 NP1

感染性胃腸炎 1～12月 A群ロタウイルス 23 件 FC23
ノロウイルスGⅡ.4 16 件 FC16
アストロウイルス 9 件 FC9
サポウイルス 8 件 FC8
ノロウイルスGⅡ.2 6 件 FC6
アデノウイルス1型 3 件 FC3
ノロウイルスGⅡ.3 3 件 FC3
アデノウイルス41型 3 件 FC3
エコーウイルス 6型 2 件 FC2
アデノウイルス2型 2 件 FC2
コクサッキーウイルスB2型 2 件 FC2
コクサッキーウイルスB3型 1 件 FC1
コクサッキーウイルスA10型 1 件 FC1
アイチウイルス 1 件 FC1
ノロウイルスGⅡ 1 件 FC1
A群ロタウイルス+アデノウイルス2型 1 件 FC1
ノロウイルスGⅡ.2+アストロウイルス 1 件 FC1
A群ロタウイルス+コクサッキーウイルスA6型 1 件 FC1
コクサッキーウイルスA6型+サポウイルス 1 件 FC1
エコーウイルス3型+アデノウイルス１型 1 件 FC1
サポウイルス+コクサッキーウイルスA10型 1 件 FC1
アデノウイルス41型+エンテロウイルス71型 1 件 FC1
エンテロウイルス71型+ノロウイルスGⅡ.4 1 件 FC1

手足口病 1～12月 コクサッキーウイルスA6型 34 件 NP27,FC6,EX1
コクサッキーウイルスA10型 12 件 NP9,FC3
エンテロウイルス71型 9 件 NP8,EX1
コクサッキーウイルスA16型 3 件 NP3
ライノウイルス 1 件 NP1
ヘルペスウイルス4型 1 件 NP1
コクサッキーウイルスB4型 1 件 NP1

無菌性髄膜炎 1,2,4,8,9,10,12月 エコーウイルス6型 1 件 SF1

流行性角結膜炎 6～8,10,11月 アデノウイルス54型 1 件 ES1
アデノウイルス4型 1 件 ES1

流行性耳下腺炎 1,7,9,10月 ムンプスウイルス 1 件 NP1

ヘルパンギーナ 1,3～8,10～12月 コクサッキーウイルスA10型 22 件 NP21,FC1
コクサッキーウイルスA6型 3 件 NP3
コクサッキーウイルスB3型 2 件 NP2
ライノウイルス 2 件 NP2
コクサッキーウイルスA16型 1 件 NP1
ヘルペスウイルス4型 1 件 NP1
エコーウイルス6型 1 件 NP1

RSウイルス感染症 3～12月 RSウイルス 7 件 NP7
ライノウイルス 7 件 NP7
アデノウイルス2型 1 件 FC1
アデノウイルス54型 1 件 NP1
コクサッキーウイルスB2型 1 件 NP1

突発性発しん 1,3,5～7,9～12月 ヘルペスウイルス6型 1 件 NP1
パレコウイルス6型 1 件 NP1
エコーウイルス6型 1 件 NP1

水痘 4,5,9,10,12月 水痘・帯状疱疹ウイルス 3 件 EX2,NP1

伝染性紅斑 4,9月

その他の疾患 1～4月

陽性検体数 461 件

（検体種**検出数）
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アストロウイルス 9 件 FC9
サポウイルス 8 件 FC8
ノロウイルスGⅡ.2 6 件 FC6
アデノウイルス1型 3 件 FC3
ノロウイルスGⅡ.3 3 件 FC3
アデノウイルス41型 3 件 FC3
エコーウイルス 6型 2 件 FC2
アデノウイルス2型 2 件 FC2
コクサッキーウイルスB2型 2 件 FC2
コクサッキーウイルスB3型 1 件 FC1
コクサッキーウイルスA10型 1 件 FC1
アイチウイルス 1 件 FC1
ノロウイルスGⅡ 1 件 FC1
A群ロタウイルス+アデノウイルス2型 1 件 FC1
ノロウイルスGⅡ.2+アストロウイルス 1 件 FC1
A群ロタウイルス+コクサッキーウイルスA6型 1 件 FC1
コクサッキーウイルスA6型+サポウイルス 1 件 FC1
エコーウイルス3型+アデノウイルス１型 1 件 FC1
サポウイルス+コクサッキーウイルスA10型 1 件 FC1
アデノウイルス41型+エンテロウイルス71型 1 件 FC1
エンテロウイルス71型+ノロウイルスGⅡ.4 1 件 FC1

手足口病 1～12月 コクサッキーウイルスA6型 34 件 NP27,FC6,EX1
コクサッキーウイルスA10型 12 件 NP9,FC3
エンテロウイルス71型 9 件 NP8,EX1
コクサッキーウイルスA16型 3 件 NP3
ライノウイルス 1 件 NP1
ヘルペスウイルス4型 1 件 NP1
コクサッキーウイルスB4型 1 件 NP1

無菌性髄膜炎 1,2,4,8,9,10,12月 エコーウイルス6型 1 件 SF1

流行性角結膜炎 6～8,10,11月 アデノウイルス54型 1 件 ES1
アデノウイルス4型 1 件 ES1

流行性耳下腺炎 1,7,9,10月 ムンプスウイルス 1 件 NP1

ヘルパンギーナ 1,3～8,10～12月 コクサッキーウイルスA10型 22 件 NP21,FC1
コクサッキーウイルスA6型 3 件 NP3
コクサッキーウイルスB3型 2 件 NP2
ライノウイルス 2 件 NP2
コクサッキーウイルスA16型 1 件 NP1
ヘルペスウイルス4型 1 件 NP1
エコーウイルス6型 1 件 NP1

RSウイルス感染症 3～12月 RSウイルス 7 件 NP7
ライノウイルス 7 件 NP7
アデノウイルス2型 1 件 FC1
アデノウイルス54型 1 件 NP1
コクサッキーウイルスB2型 1 件 NP1

突発性発しん 1,3,5～7,9～12月 ヘルペスウイルス6型 1 件 NP1
パレコウイルス6型 1 件 NP1
エコーウイルス6型 1 件 NP1

水痘 4,5,9,10,12月 水痘・帯状疱疹ウイルス 3 件 EX2,NP1

伝染性紅斑 4,9月

その他の疾患 1～4月

陽性検体数 461 件

（検体種**検出数）
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資料

医薬品の溶出試験及び定量試験の結果（ 年度及び 年度）

中西加奈子・新谷依子・堀就英・梶原淳睦

後発医薬品の品質確保を主たる目的として、福岡県内の卸売販売業者等から入手した医薬品の検査

を実施した。2016年度にカンデサルタンシレキセチル錠15製品及びメロキシカム錠20製品、2017年度

にグリメピリド錠27製品及びグリメピリドOD錠16製品の計78製品について溶出試験を実施した。また、

2017年度にスクラルファート内用液3製品について定量試験を実施した。その結果、検査対象の81製

品はすべて公的溶出規格に適合していた。

［キーワード：後発医薬品、溶出試験、カンデサルタンシレキセチル、メロキシカム、

グリメピリド、スクラルファート］

１ はじめに

特許切れの医薬品（先発医薬品）を別メーカーが製造す

る後発医薬品はジェネリック医薬品とも呼ばれ、一般的に

先発医薬品に比べ薬価が低く設定されている。後発医薬品

の普及によって、医療保険財政の改善や患者負担の軽減が

期待されている。厚生労働省の集計によると、2017年9月

時点の我が国における後発医薬品の数量シェアは65.8%で

ある1)。今後2020年9月までに80%を達成する目標が定めら

れ、使用が促進されている。後発医薬品のさらなる普及の

ためには、品質や安全性に関する情報を医師・薬剤師等の

医療現場や県民に広く提供・周知していくことが必要であ

る。福岡県では、医薬品等一斉監視指導実施要領に基づき、

後発医薬品品質確保対策の一環として医薬品の検査を実

施している。今回は、2016年度及び2017年度に実施した溶

出試験及び定量試験の検査結果について報告する。

２ 方法

２・１ 試験製剤

2016年度及び2017年度に福岡県内の卸売販売業者等か

ら入手した医薬品81製品を試験対象とした。

2016年度は持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤であ

るカンデサルタンシレキセチル錠2mgの15製品（先発医薬

品1製品を含む）及び非ステロイド性消炎・鎮痛剤である

メロキシカム錠10mgの20製品（先発医薬品1製品を含む）

について溶出試験を行った。

2017年度はスルホニルウレア系経口血糖降下剤である

グリメピリド錠0.5mgの27製品、OD錠0.5mgの8製品及び

OD錠3mgの8製品（先発医薬品1製品ずつを含む）につい

て溶出試験を行った。また、胃炎・消化性潰瘍治療剤であ

るスクラルファート内用液10%の3製品（先発医薬品1製品

を含む）について定量試験を行った。

２・２ 標準品

カンデサルタンシレキセチル標準品は、シグマアルドリ

ッチ製の欧州薬局方 （EP） 標準品を使用した。メロキシ

カム標準品は、先発医薬品メーカーより供与されたものを

使用した。グリメピリド標準品及びショ糖オクタ硫酸エス

テルの定量に用いたショ糖オクタ硫酸エステルカリウム

標準品は、（一財）医薬品医療機器レギュラトリーサイエ

ンス財団製の日本薬局方（JP）標準品を使用した。

２・３ 試薬・試液

溶出試験の試験液として、崩壊試験第2液はナカライテ

スク製の崩壊試験第2液（pH6.8、10倍濃度）を10倍希釈し

て使用した。pH7.5のリン酸水素二ナトリウム・クエン酸

緩衝液はナカライテスク製の薄めたMcllvaine緩衝液

（pH7.5、10倍濃度）を10倍希釈して使用した。ポリソル

ベート20は関東化学製の医薬品試験用を用いた。

酢酸及び硫酸アンモニウムは和光純薬製の試薬特級、ア

ンモニア水(28)、リン酸二水素ナトリウム二水和物及びジ

チゾンは和光純薬製の特級、希塩酸は和光純薬製、酢酸ア

ンモニウム、硫酸及び水酸化ナトリウムは関東化学製の特

級、酢酸(100)及びエタノール(95)は関東化学製の特級（医

薬品試験用）、0.05 mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリ

ウム液及び0.1 mol/L水酸化ナトリウム液は関東化学製の

医薬品試験用、リン酸二水素カリウムは和光純薬製の医薬

品試験用、1 mol/L水酸化ナトリウム溶液は和光純薬製の

容量分析用、0.05 mol/L酢酸亜鉛液は関東化学製の容量分
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析用滴定液、リン酸は和光純薬製のHPLC用、アセトニト

リルは関東化学製のLCMS用及び和光純薬製の局方LC用

を使用した。

試液は日本薬局方2)の試薬・試液<9.41>に従って調製し

た。

２・４ 装置

溶出試験装置は大日本精機製 RT-3、高速液体クロマト

グラフは島津製作所製 LC10ADvp 及びアジレント・テク

ノロジー製 1290LC Infinity、紫外分光光度計は島津製作所

製 UV-1700 を使用した。純水製造装置はメルク製 Milli-Q

Advantage、pH メーターは堀場製作所製 F-52 を使用した。

２・５ 各種試験法（日本薬局方準拠）

いずれの製剤も日本薬局方 2)・一般試験法の溶出試験法

<6.10>、液体クロマトグラフィー<2.01>及び滴定終点検出

法<2.50>にそれぞれ従って試験した。すなわち溶出試験の

操作は第 2 法（パドル法）で実施し、各製品の溶出規格に

対する適合性は、試料 6 個について溶出試験を行い、①す

べての個々の溶出率が溶出規格を満たす場合、②1 個又は

2 個の試料が規格値から外れたとき、新たに 6 個をとって

試験を行い、合計 12 個中 10 個以上の試料の個々の溶出率

が溶出規格を満たす場合、適合と判定した。

また、「カンデサルタンシレキセチル錠」及び「グリメ

ピリド錠」は日本薬局方・医薬品各条に準じ、試験条件及

び溶出規格を表 1 に示した。

２・６ メロキシカム錠の溶出試験法

メロキシカム錠は「モービック錠 10mg」の承認書法に

準じ、試料 1 個につき崩壊試験第 2 液 900 mL を用い、パ

ドル法により、毎分 100 回転で試験を行った。溶出試験開

始 30 分後に溶出液をとり、孔径 0.45 µm のメンブランフ

ィルターでろ過し、ろ液を試料溶液とした。別にメロキシ

カム標準品約 10 mg を精密に量り、水約 10 mL 及びアンモ

ニア水(28)1 滴を加えて溶かした後、水を加えて正確に 50

mL とした。この液 10 mL を正確に量り、試験液を加えて

正確に 200 mL とし、標準溶液とした。試料溶液及び標準

溶液を、波長 362 nm で紫外可視吸光度測定法により測定

した。

なお、B-3、B-10、B-13 及び B-18 の製品については、

それぞれの承認書法に準じ、試料溶液及び標準溶液を表 2

の条件で液体クロマトグラフィーにより測定した。試験条

件及び溶出規格は表 1 に示した。

表 2 メロキシカムの HPLC 条件

 
２・７ グリメピリド 錠の溶出試験法

グリメピリドOD錠 0.5mgは「アマリールOD錠 0.5mg」、

グリメピリド OD 錠 3mg は「アマリール OD 錠 3mg」の

承認書法に準拠した。いずれの溶出試験法も日本薬局方・

医薬品各条「グリメピリド錠」と同様の試験法であったが、

OD 錠 3mg はろ液を試験液で 3 倍希釈して試料溶液とし、

2 倍濃度の溶液を標準溶液とした。試験条件及び溶出規格

を表 1 に示した。

２・８ スクラルファート内用液の定量法

スクラルファートとは、別名ショ糖硫酸エステルアルミ

ニウム塩である。スクラルファート内用液は「アルサルミ

ン内用液10%」の承認書法に準じ、下記2･8･1の方法でア

ルミニウムを、2･8･2の方法でショ糖オクタ硫酸エステル

を定量した。試験条件及び含量規格を表3に示した。

表1 各製剤の試験条件及び溶出規格

溶出規格

試験液 パドル回転数 溶出時間 /溶出率

カンデサルタンシレキセチル A-1－A-15 2mg錠 水+PS20* 1% 50 45分 /75％以上

メロキシカム B-1－B-20 10mg錠 崩壊試験第2液 100 30分 /75％以上

グリメピリド C-1－C-27 0.5mg錠 薄めたMcllvaine緩衝液(pH7.5) 50 15分 /75％以上

C-28－C-35 OD錠0.5mg 薄めたMcllvaine緩衝液(pH7.5) 50 15分 /75％以上

C-36－C-43 OD錠3mg 薄めたMcllvaine緩衝液(pH7.5) 50 30分 /70％以上

*ポリソルベート  20

試験条件
成分名 番号 製剤種別

表3 スクラルファートの試験条件及び含量規格

試験項目 定量方法

スクラルファート D-1－D-3 内用液10% (1) アルミニウム 滴定（指示薬法） (1) 17.0－21.0%
(2) ショ糖オクタ硫酸エステル HPLC（示差屈折計） (2) 34.0－43.0%

含量規格成分名 番号 製剤種別
試験条件

 

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：350nm）

カラム：InertSustainSwift C18（5µm,4.6×150mm）

カラム温度：35℃
移動相：リン酸二水素カリウム1gを水1000mLに溶かし、

　　　水酸化ナトリウム試液でpH6.0に調整する。

　　　この液1000mLにメタノール1000mLを加える。

流量：メロキシカムの保持時間約6分に調整

注入量：10µL
システム適合性

システムの性能：理論段数3000段以上 ,
　　　　　　　　　　　　シンメトリー係数2.0以下
システムの再現性：繰り返し6回の相対標準偏差2.0%以下
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法<2.50>にそれぞれ従って試験した。すなわち溶出試験の
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が溶出規格を満たす場合、適合と判定した。

また、「カンデサルタンシレキセチル錠」及び「グリメ

ピリド錠」は日本薬局方・医薬品各条に準じ、試験条件及
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２・６ メロキシカム錠の溶出試験法

メロキシカム錠は「モービック錠 10mg」の承認書法に

準じ、試料 1 個につき崩壊試験第 2 液 900 mL を用い、パ

ドル法により、毎分 100 回転で試験を行った。溶出試験開

始 30 分後に溶出液をとり、孔径 0.45 µm のメンブランフ

ィルターでろ過し、ろ液を試料溶液とした。別にメロキシ

カム標準品約 10 mg を精密に量り、水約 10 mL 及びアンモ

ニア水(28)1 滴を加えて溶かした後、水を加えて正確に 50

mL とした。この液 10 mL を正確に量り、試験液を加えて

正確に 200 mL とし、標準溶液とした。試料溶液及び標準

溶液を、波長 362 nm で紫外可視吸光度測定法により測定

した。

なお、B-3、B-10、B-13 及び B-18 の製品については、

それぞれの承認書法に準じ、試料溶液及び標準溶液を表 2

の条件で液体クロマトグラフィーにより測定した。試験条

件及び溶出規格は表 1 に示した。
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２・７ グリメピリド 錠の溶出試験法

グリメピリドOD錠 0.5mgは「アマリールOD錠 0.5mg」、

グリメピリド OD 錠 3mg は「アマリール OD 錠 3mg」の
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OD 錠 3mg はろ液を試験液で 3 倍希釈して試料溶液とし、
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を表 1 に示した。

２・８ スクラルファート内用液の定量法

スクラルファートとは、別名ショ糖硫酸エステルアルミ

ニウム塩である。スクラルファート内用液は「アルサルミ

ン内用液10%」の承認書法に準じ、下記2･8･1の方法でア

ルミニウムを、2･8･2の方法でショ糖オクタ硫酸エステル

を定量した。試験条件及び含量規格を表3に示した。

表1 各製剤の試験条件及び溶出規格

溶出規格

試験液 パドル回転数 溶出時間 /溶出率

カンデサルタンシレキセチル A-1－A-15 2mg錠 水+PS20* 1% 50 45分 /75％以上

メロキシカム B-1－B-20 10mg錠 崩壊試験第2液 100 30分 /75％以上

グリメピリド C-1－C-27 0.5mg錠 薄めたMcllvaine緩衝液(pH7.5) 50 15分 /75％以上
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表3 スクラルファートの試験条件及び含量規格

試験項目 定量方法

スクラルファート D-1－D-3 内用液10% (1) アルミニウム 滴定（指示薬法） (1) 17.0－21.0%
(2) ショ糖オクタ硫酸エステル HPLC（示差屈折計） (2) 34.0－43.0%

含量規格成分名 番号 製剤種別
試験条件

 

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：350nm）

カラム：InertSustainSwift C18（5µm,4.6×150mm）

カラム温度：35℃
移動相：リン酸二水素カリウム1gを水1000mLに溶かし、

　　　水酸化ナトリウム試液でpH6.0に調整する。

　　　この液1000mLにメタノール1000mLを加える。

流量：メロキシカムの保持時間約6分に調整

注入量：10µL
システム適合性

システムの性能：理論段数3000段以上 ,
　　　　　　　　　　　　シンメトリー係数2.0以下
システムの再現性：繰り返し6回の相対標準偏差2.0%以下

２・８・１ アルミニウムの定量法

試料 1 個をよく振り混ぜた後、その約 2 g（スクラルフ

ァート水和物約 0.2 g に対応する量）を精密に量り、希塩

酸 5 mL を加え、水浴上で 10 分間振り混ぜながら加温し、

冷後、水を加えて正確に 50 mL とした。この液 25 mL を

正確に量り、0.05 mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリ

ウム液 25 mL を正確に加え、pH4.5 の酢酸・酢酸アンモニ

ウム緩衝液 20 mL を加えた後、5 分間煮沸し、冷後、エタ

ノール 50 mL を加え、過量のエチレンジアミン四酢酸二ナ

トリウムを 0.05 mol/L 酢酸亜鉛液で滴定した（指示薬：ジ

チゾン試液 3 mL）。滴定の終点は液の緑紫色が紫色を経て

赤色に変わったときとした。あらかじめ比重を測定してお

き、同様の方法で空試験を行った。

２・８・２ ショ糖オクタ硫酸エステルの定量法

試料1個をよく振り混ぜた後、その約3 g（スクラルファ

ート水和物約0.3 gに対応する量）を精密に量り、硫酸・水

酸化ナトリウム試液8 mLを正確に加え、激しく振り混ぜた

後、30℃以下に保ちながら5分間超音波を照射した。次に

0.1 mol/L水酸化ナトリウム液を加えて正確に25 mLとし、

遠心分離した。上清を0.45 µmのフィルターを用いてろ過

し、ろ液を試料溶液とした。別に、ショ糖オクタ硫酸エス

テルカリウム標準品約0.25 gを精密に量り、移動相を加え

て正確に50 mLとし、標準溶液とした。試料溶液及び標準

溶液は速やかに調製し、直ちに表4の条件で液体クロマト

グラフィーにより測定した。

表 4 ショ糖オクタ硫酸エステルの HPLC 条件

検出器：示差屈折計

カラム：InertSustain NH2（5 µm,4.6×150 mm）

カラム温度：35℃
移動相：硫酸アンモニウム適当量（26 g-132 g）を水1000 mL
　　　に溶かし、リン酸を用いてpHを3.5に調整する。

　　　硫酸アンモニウムの量は、ショ糖オクタ硫酸エステ

　　　ルカリウム標準品の希塩酸溶液（1→100）を60℃で

　　　10分間放置し、冷後、直ちに試験を行うとき、ショ

　　　糖オクタ硫酸エステルのピークに対する相対保持時

　　　間約0.7の類縁物質のピークが、ほぼベースラインに

　　　戻り、かつ、ショ糖オクタ硫酸エステルのピークが

　 最も早く溶出する量とする。

流量：ショ糖オクタ硫酸エステルの保持時間6分-11分に調整

注入量：50 µL
カラムの選定：ショ糖オクタ硫酸エステルカリウム標準品

　　　　　の希塩酸溶液（1→100）を60℃で10分間放置し、

　　　　　冷後、直ちにこの液50 µLにつき、上記の条件で

　　　　　操作するとき、ショ糖オクタ硫酸エステルに対

　　　　　する相対保持時間約0.7の類縁物質の分離度が1.5
　　　　　以上のものを用いる。

試験の再現性：繰り返し6回の相対標準偏差2.0%以下

３ 結果

カンデサルタンシレキセチル錠15製品の溶出試験結果

を表5に、メロキシカム錠20製品の溶出試験結果を表6に、

グリメピリド錠及びグリメピリドOD錠43製品の溶出試験

結果を表7に、スクラルファート内用液3製品の定量試験結

果を表8にそれぞれ示した。

カンデサルタンシレキセチル錠の溶出規格は溶出開始

から45分経過時の溶出率が75%以上、メロキシカム錠の溶

出規格は溶出開始から30分経過時の溶出率が75%以上、グ

リメピリド錠0.5mg及びOD錠0.5mgの溶出規格は溶出開始

から15分経過時の溶出率が75%以上、グリメピリドOD錠

3mgの溶出規格は溶出開始から30分経過時の溶出率が70%

以上と規定されている。試験対象とした製剤はすべてこの

条件を満たしており、溶出規格に適合と判定された。なお、

グリメピリドのC-16の製品については、6個のうち1個の溶

出率が規格値を外れたが（74.4%）、新たに6個について試

験を実施したところ、全12個中11個の溶出率が規格を満た

していたため適合と判定した。

スクラルファート内用液の含量規格はアルミニウムが

17.0%から21.0%、ショ糖オクタ硫酸エステルが34.0%から

43.0%と規定されている。試験対象とした製剤はすべてこ

の条件を満たしており、含量規格に適合と判定された。

以上の結果、今回検査対象とした 81 製品はすべて公的

溶出規格に適合していた。

４ まとめ

後発医薬品の品質確保を主たる目的として日本薬局方

又は承認書法に準拠した溶出試験法及び定量法を用いて

医薬品の品質検査を行った。その結果、先発医薬品6製品

を含む81製品はすべて公的溶出規格に適合した。また、後

発医薬品の中に、先発医薬品と著しく品質が異なるものは

認められなかった。今後、後発医薬品の品質に関する科学

的情報を適切に周知することで、当該医薬品のさらなる品

質の向上や普及率の増大に寄与すると考えられる。

なお、本試験検査は、厚生労働省の後発医薬品品質確保

対策事業の一環として実施された。

文献

1) 厚生労働省：後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使

用促進について，http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite

/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/

2) 厚生労働省：第十七改正日本薬局方,平成28年
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表5 カンデサルタンシレキセチルの試験結果 

A-1* 94.5 ( 93.2 - 96.2 ) 適合

A-2 91.8 ( 90.6 - 93.4 ) 適合

A-3 79.4 ( 78.8 - 79.8 ) 適合

A-4 88.8 ( 87.7 - 89.9 ) 適合

A-5 92.3 ( 90.1 - 95.3 ) 適合

A-6 87.3 ( 86.8 - 88.4 ) 適合

A-7 90.5 ( 90.1 - 91.2 ) 適合

A-8 92.5 ( 89.6 - 95.7 ) 適合

A-9 86.2 ( 85.0 - 86.8 ) 適合

A-10 92.7 ( 90.2 - 95.4 ) 適合

A-11 89.0 ( 86.6 - 92.8 ) 適合

A-12 88.9 ( 86.4 - 91.6 ) 適合

A-13 92.5 ( 90.3 - 93.5 ) 適合

A-14 87.5 ( 85.3 - 90.8 ) 適合

A-15 93.3 ( 92.4 - 94.9 ) 適合

番号 判定結果
平均値（最小値 - 最大値）

溶出率（%）

*先発医薬品  
表6 メロキシカムの試験結果

B-1* 99.4 ( 97.3 - 100.9 ) 適合

B-2 85.6 ( 84.3 - 86.5 ) 適合

B-3 87.9 ( 87.0 - 88.6 ) 適合

B-4 88.2 ( 86.6 - 89.8 ) 適合

B-5 79.5 ( 77.7 - 82.1 ) 適合

B-6 88.7 ( 85.1 - 91.5 ) 適合

B-7 91.0 ( 88.8 - 94.4 ) 適合

B-8 88.4 ( 86.8 - 89.3 ) 適合

B-9 84.0 ( 82.7 - 85.4 ) 適合

B-10 87.1 ( 86.0 - 88.2 ) 適合

B-11 77.7 ( 76.2 - 79.0 ) 適合

B-12 84.7 ( 83.7 - 86.6 ) 適合

B-13 87.8 ( 87.1 - 88.4 ) 適合

B-14 87.5 ( 86.8 - 88.3 ) 適合

B-15 82.7 ( 80.9 - 84.2 ) 適合

B-16 81.3 ( 80.0 - 82.0 ) 適合

B-17 81.4 ( 80.7 - 81.9 ) 適合

B-18 88.2 ( 86.2 - 90.0 ) 適合

B-19 80.4 ( 79.5 - 81.0 ) 適合

B-20 87.0 ( 85.1 - 87.5 ) 適合

*先発医薬品

番号 判定結果
溶出率（%）

平均値（最小値 - 最大値）

 
表8 スクラルファートの試験結果

(1) アルミニウム
(2) ショ糖オクタ硫酸エステル

D-1* (1) 19.9 (1) 適合

(2) 42.4 (2) 適合

D-2 (1) 20.3 (1) 適合

(2) 38.1 (2) 適合

D-3 (1) 19.9 (1) 適合

(2) 36.9 (2) 適合

番号

含量（%）
判定結果

*先発医薬品

表7 グリメピリドの試験結果

C-1* 84.2 ( 82.3 - 85.3 ) 適合

C-2 82.5 ( 79.3 - 84.6 ) 適合

C-3 82.5 ( 78.8 - 85.1 ) 適合

C-4 79.7 ( 78.1 - 81.1 ) 適合

C-5 83.1 ( 82.1 - 84.1 ) 適合

C-6 82.3 ( 80.1 - 83.7 ) 適合

C-7 88.4 ( 87.7 - 89.6 ) 適合

C-8 86.0 ( 85.1 - 87.5 ) 適合

C-9 83.0 ( 80.8 - 85.8 ) 適合

C-10 85.2 ( 83.5 - 86.8 ) 適合

C-11 82.5 ( 81.4 - 83.6 ) 適合

C-12 83.9 ( 82.2 - 85.4 ) 適合

C-13 84.8 ( 82.7 - 88.0 ) 適合

C-14 82.6 ( 80.3 - 84.3 ) 適合

C-15 87.1 ( 85.6 - 88.4 ) 適合

C-16** 79.6 ( 74.4 - 85.4 ) 適合

C-17 83.8 ( 82.1 - 84.9 ) 適合

C-18 85.3 ( 82.6 - 86.9 ) 適合

C-19 82.8 ( 81.5 - 84.1 ) 適合

C-20 78.6 ( 76.9 - 79.6 ) 適合

C-21 84.5 ( 80.9 - 86.9 ) 適合

C-22 81.0 ( 78.6 - 82.4 ) 適合

C-23 83.2 ( 82.0 - 84.4 ) 適合

C-24 82.2 ( 80.8 - 83.3 ) 適合

C-25 81.3 ( 80.5 - 82.9 ) 適合

C-26 82.9 ( 80.4 - 84.5 ) 適合

C-27 84.0 ( 81.3 - 85.5 ) 適合

C-28* 82.2 ( 80.9 - 83.7 ) 適合

C-29 78.4 ( 75.6 - 81.7 ) 適合

C-30 80.3 ( 79.5 - 81.9 ) 適合

C-31 83.4 ( 82.0 - 84.5 ) 適合

C-32 82.9 ( 81.7 - 84.3 ) 適合

C-33 83.4 ( 82.9 - 83.7 ) 適合

C-34 89.3 ( 88.6 - 90.1 ) 適合

C-35 81.1 ( 79.9 - 83.2 ) 適合

C-36* 87.4 ( 85.5 - 88.8 ) 適合

C-37 92.6 ( 91.5 - 94.4 ) 適合

C-38 80.9 ( 79.5 - 83.1 ) 適合

C-39 76.1 ( 73.3 - 78.0 ) 適合

C-40 90.8 ( 89.7 - 91.7 ) 適合

C-41 92.3 ( 91.8 - 93.3 ) 適合

C-42 90.6 ( 89.5 - 92.0 ) 適合

C-43 72.9 ( 70.6 - 73.9 ) 適合

**12錠の試験結果

番号
溶出率（%）

判定結果
平均値（最小値 - 最大値）

*先発医薬品
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表5 カンデサルタンシレキセチルの試験結果 

A-1* 94.5 ( 93.2 - 96.2 ) 適合

A-2 91.8 ( 90.6 - 93.4 ) 適合

A-3 79.4 ( 78.8 - 79.8 ) 適合

A-4 88.8 ( 87.7 - 89.9 ) 適合

A-5 92.3 ( 90.1 - 95.3 ) 適合

A-6 87.3 ( 86.8 - 88.4 ) 適合

A-7 90.5 ( 90.1 - 91.2 ) 適合

A-8 92.5 ( 89.6 - 95.7 ) 適合

A-9 86.2 ( 85.0 - 86.8 ) 適合

A-10 92.7 ( 90.2 - 95.4 ) 適合

A-11 89.0 ( 86.6 - 92.8 ) 適合

A-12 88.9 ( 86.4 - 91.6 ) 適合

A-13 92.5 ( 90.3 - 93.5 ) 適合

A-14 87.5 ( 85.3 - 90.8 ) 適合

A-15 93.3 ( 92.4 - 94.9 ) 適合

番号 判定結果
平均値（最小値 - 最大値）

溶出率（%）

*先発医薬品  
表6 メロキシカムの試験結果

B-1* 99.4 ( 97.3 - 100.9 ) 適合

B-2 85.6 ( 84.3 - 86.5 ) 適合

B-3 87.9 ( 87.0 - 88.6 ) 適合

B-4 88.2 ( 86.6 - 89.8 ) 適合

B-5 79.5 ( 77.7 - 82.1 ) 適合

B-6 88.7 ( 85.1 - 91.5 ) 適合

B-7 91.0 ( 88.8 - 94.4 ) 適合

B-8 88.4 ( 86.8 - 89.3 ) 適合

B-9 84.0 ( 82.7 - 85.4 ) 適合

B-10 87.1 ( 86.0 - 88.2 ) 適合

B-11 77.7 ( 76.2 - 79.0 ) 適合

B-12 84.7 ( 83.7 - 86.6 ) 適合

B-13 87.8 ( 87.1 - 88.4 ) 適合

B-14 87.5 ( 86.8 - 88.3 ) 適合

B-15 82.7 ( 80.9 - 84.2 ) 適合

B-16 81.3 ( 80.0 - 82.0 ) 適合

B-17 81.4 ( 80.7 - 81.9 ) 適合

B-18 88.2 ( 86.2 - 90.0 ) 適合

B-19 80.4 ( 79.5 - 81.0 ) 適合

B-20 87.0 ( 85.1 - 87.5 ) 適合

*先発医薬品

番号 判定結果
溶出率（%）

平均値（最小値 - 最大値）

 
表8 スクラルファートの試験結果

(1) アルミニウム
(2) ショ糖オクタ硫酸エステル

D-1* (1) 19.9 (1) 適合

(2) 42.4 (2) 適合

D-2 (1) 20.3 (1) 適合

(2) 38.1 (2) 適合

D-3 (1) 19.9 (1) 適合

(2) 36.9 (2) 適合

番号

含量（%）
判定結果

*先発医薬品

表7 グリメピリドの試験結果

C-1* 84.2 ( 82.3 - 85.3 ) 適合

C-2 82.5 ( 79.3 - 84.6 ) 適合

C-3 82.5 ( 78.8 - 85.1 ) 適合

C-4 79.7 ( 78.1 - 81.1 ) 適合

C-5 83.1 ( 82.1 - 84.1 ) 適合

C-6 82.3 ( 80.1 - 83.7 ) 適合

C-7 88.4 ( 87.7 - 89.6 ) 適合

C-8 86.0 ( 85.1 - 87.5 ) 適合

C-9 83.0 ( 80.8 - 85.8 ) 適合

C-10 85.2 ( 83.5 - 86.8 ) 適合

C-11 82.5 ( 81.4 - 83.6 ) 適合

C-12 83.9 ( 82.2 - 85.4 ) 適合

C-13 84.8 ( 82.7 - 88.0 ) 適合

C-14 82.6 ( 80.3 - 84.3 ) 適合

C-15 87.1 ( 85.6 - 88.4 ) 適合

C-16** 79.6 ( 74.4 - 85.4 ) 適合

C-17 83.8 ( 82.1 - 84.9 ) 適合

C-18 85.3 ( 82.6 - 86.9 ) 適合

C-19 82.8 ( 81.5 - 84.1 ) 適合

C-20 78.6 ( 76.9 - 79.6 ) 適合

C-21 84.5 ( 80.9 - 86.9 ) 適合

C-22 81.0 ( 78.6 - 82.4 ) 適合

C-23 83.2 ( 82.0 - 84.4 ) 適合

C-24 82.2 ( 80.8 - 83.3 ) 適合

C-25 81.3 ( 80.5 - 82.9 ) 適合

C-26 82.9 ( 80.4 - 84.5 ) 適合

C-27 84.0 ( 81.3 - 85.5 ) 適合

C-28* 82.2 ( 80.9 - 83.7 ) 適合

C-29 78.4 ( 75.6 - 81.7 ) 適合

C-30 80.3 ( 79.5 - 81.9 ) 適合

C-31 83.4 ( 82.0 - 84.5 ) 適合

C-32 82.9 ( 81.7 - 84.3 ) 適合

C-33 83.4 ( 82.9 - 83.7 ) 適合

C-34 89.3 ( 88.6 - 90.1 ) 適合

C-35 81.1 ( 79.9 - 83.2 ) 適合

C-36* 87.4 ( 85.5 - 88.8 ) 適合

C-37 92.6 ( 91.5 - 94.4 ) 適合

C-38 80.9 ( 79.5 - 83.1 ) 適合

C-39 76.1 ( 73.3 - 78.0 ) 適合

C-40 90.8 ( 89.7 - 91.7 ) 適合

C-41 92.3 ( 91.8 - 93.3 ) 適合

C-42 90.6 ( 89.5 - 92.0 ) 適合

C-43 72.9 ( 70.6 - 73.9 ) 適合

**12錠の試験結果

番号
溶出率（%）

判定結果
平均値（最小値 - 最大値）

*先発医薬品

資料

福岡県における食品中残留農薬等の摂取量調査－ 年度－

佐藤環・小木曽俊孝・中西加奈子・新谷依子・安武大輔・平川博仙・堀就英・梶原淳睦

厚生労働省は、地域ごとの食品摂取量を考慮したマーケットバスケット方式による食品中残留農薬

等の一日摂取量調査を実施している。今回、2017年度の当該調査における北部九州地域を分担し、21

農薬22成分を対象として分析法の検討及び摂取量の推定を行った。摂取量推定に用いた全ての分析法

の定量下限は目標とする感度を十分に満たしていた。また、全食品群における全成分の添加回収率は

12－214％であった。摂取量調査の結果、Ⅰ及びⅩⅣ群を除く12の食品群からそれぞれ1～10種類の農

薬（のべ45農薬）が検出された。各農薬について算出した一日摂取量の対ADI比はいずれも1％未満と

なり、健康に影響を及ぼす量ではないと考えられた。

［キーワード：残留農薬、摂取量調査、マーケットバスケット方式］

１ はじめに

厚生労働省は、“国民健康・栄養調査”をもとに地域ごと

の食品摂取量を考慮したマーケットバスケット方式によ

る食品中残留農薬の一日摂取量調査を実施している。本調

査の目的は、人が日常の食事を介して食品中に残留する農

薬等をどの程度摂取しているかを把握し、食品衛生法に基

づく農薬等の残留基準の妥当性確認等に役立てることで

ある。今回、2017年度の当該調査における北部九州地域を

分担し、21農薬22成分を対象として、分析法の検討及び摂

取量の推定を行ったので報告する。

２ 方法

２・１ 調査対象試料

“国民健康・栄養調査”に基づき分類した I－XIII の食品

群に飲料水（XIV 群）を加えた全 14 群のマーケットバス

ケット試料を調査対象とした。平成 23－25 年の“国民健

康・栄養調査”を集計して得られた北部九州地域の食品群

別摂取量に基づき、食品の構成及び重量を定めた。偏りの

ないように適宜選んだ食品（計 170 種類）から、必要量を

分別し、必要に応じ調理し、食品群ごとに均一に混合して

試料を調製した（表 1）。

 
２・２ 調査対象農薬

自治体及び検疫所等におけるモニタリング検査におい

て検出事例のある農薬等のうち比較的検出頻度の高い成

分、あるいは過去に調査実績が乏しい成分の中から 21 農

薬 22 成分を選択し調査対象とした。対象農薬の種類及び

一日摂取許容量（ADI）（µg/kg/day）1）を表 2 に示した。
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表 1 調査対象試料

食品群 食品分類
北部九州地域の
食品群別摂取量

混合
食品数

I 米・米加工品 344.7 g 6
II その他穀類・いも類・種実類 162.6 g 20
III 砂糖・菓子類 32.8 g 12
IV 油脂類 9.5 g 5
V 豆・豆加工品 59.2 g 11
VI 果実類 96.7 g 15
VII 緑黄色野菜 89.1 g 13
VIII その他の野菜・キノコ類・藻類 191.7 g 19
IX 嗜好飲料類 678.8 g 11
X 魚介類 71.1 g 21
XI 肉類・卵類 126.9 g 9
XII 乳・乳製品 113.0 g 9
XIII 調味料類 89.0 g 18
XIV 飲料水 600 mL 1

表 2 測定対象農薬の種類及び ADI

農薬名 種類
ADI 1）

(μg/kg/day)
アセタミプリド ネオニコチノイド系殺虫剤 70
アゾキシストロビン ストロビルリン系殺菌剤 180
イマザリル イミダゾール系殺菌剤 25
イミダクロプリド ネオニコチノイド系殺虫剤 57
クロチアニジン ネオニコチノイド系殺虫剤 97
クロルプロファム カーバメート系除草剤 50
シアゾファミド シアノイミダゾール系殺菌剤 170
ジエトフェンカルブ N-フェニルカーバメート系殺菌剤 430
シプロジニル アニリノピリミジン系殺菌剤 30
チアクロプリド ネオニコチノイド系殺虫剤 10
チアベンダゾール ベンゾイミダゾール系殺菌剤 100
チアメトキサム ネオニコチノイド系殺虫剤 26
テブコナゾール トリアゾール系殺菌剤 30
ピラクロストロビン ストロビルリン系殺菌剤 30
フェノブカルブ カーバメート系殺虫剤 13
フルフェノクスロン ベンゾイルフェニル尿素系殺虫剤 38
ブロマシル ウラシル系除草剤 100
プロメトリン トリアジン系除草剤 40
ペルメトリン ピレスロイド系殺虫剤 250
ボスカリド アニリド系殺菌剤 40
ルフェヌロン ベンゾイルフェニル尿素系殺虫剤 15
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２・３ 標準品

各農薬の標準品（残留農薬試験用）は以下に示すものを

用いた。

２・３・１ 測定対象物質

ジエトフェンカルブ標準品、テブコナゾール標準品は和

光純薬工業社製、フェノブカルブ標準品は関東化学社製、

クロルプロファム標準品、ブロマシル標準品、プロメトリ

ン標準品、ペルメトリン標準品は Dr.Ehrenstofer 社製を用

いた。クリセン-d12 標準品（内標準物質）は CIL 社製を

用いた。

各標準品 10 mg を精秤後、アセトンで 100 mL に定容し

標準原液（100 µg/mL）とした。この標準原液をアセトン

で適宜混合希釈し、標準物質の添加及び検量線の作成に用

いた。

２・３・２ 測定対象物質

アセタミプリド標準品、アゾキシストロビン標準品、イ

マザリル標準品、イミダクロプリド標準品、シアゾファミ

ド標準品、シプロジニル標準品、5-ヒドロキシチアベンダ

ゾール標準品、チアベンダゾール標準品、ピラクロストロ

ビン標準品、フルフェノクスロン標準品、ボスカリド標準

品は和光純薬工業社製、クロチアニジン標準品、チアクロ

プリド標準品、チアメトキサム標準品、ルフェヌロン標準

品は Dr.Ehrenstofer 社製を用いた。

各標準品 10 mg を精秤後、メタノールで 100 mL に定容

し標準原液（100 µg/mL）とした。この標準原液をメタノ

ールで適宜混合希釈し、標準物質の添加及び検量線の作成

に用いた。

２・４ 試薬

アセトニトリル（残留農薬・PCB 試験用）、アセトン（ダ

イオキシン分析用）、塩化ナトリウム（残留農薬・PCB 試

験用）、蒸留水（LC/MS 用）、蒸留水（ヘキサン洗浄品、

残留農薬・PCB 試験用）、トルエン（ダイオキシン分析用）、

ヘキサン（ダイオキシン分析用）、メタノール（LC/MS用）、

無水硫酸ナトリウム（残留農薬・PCB 試験用）、りん酸水

素二カリウム（特級）、りん酸二水素カリウム（特級）は

関東化学社製を用いた。1 mol/L 塩酸、1 mol/L 酢酸アンモ

ニウム水溶液、ぎ酸（HPLC 用）、クエン酸三ナトリウム 2

水和物（特級）、クエン酸水素二ナトリウム 1.5 水和物（特

級）、無水硫酸マグネシウム（特級）は和光純薬工業社製

を用いた。ポリエチレングリコール 300（PEG300）は東京

化成工業社製を用いた。

Bond Elut C18（ 1 g）固相カラムはAgilent社製、

Envi-carb/NH2 (500 mg/500 mg)固相カラム、Envi-carb 

II/PSA（500 mg/500 mg）固相カラムはSPELCO社製、Oasis 

HLB（60 mg）固相カラム、Sep-pak Dry カートリッジは

Waters社製、Smart-SPE C18（30 mg）、Smart-SPE C18（50 mg）、

Smart-SPE PSA（30 mg）はアイスティサイエンス社製、フ

ィルター付きバイアル（PTFE、0.45 µm）はGEヘルスケア

社製を用いた。

 
２・５ 装置及び測定条件

２・５・１ 測定条件

GC-MS/MS装置及び測定条件を表3に示した。また、各

農薬成分の保持時間及びMRM条件を表4に示した。

２・５・２ 測定条件

既報の測定条件2)に従い測定を実施した。

２・６ 分析方法

各食品群及び各農薬成分の分析方法（①～⑦）を表5 a)

に示した。各食品群1試行で行い、農薬等が定量下限を超

えて検出された群については3試行で再度実施した。

GC-MS/MS測定対象物質の定量はシリンジスパイクを

用いた内標準法、LC-MS/MS測定対象物質の定量は絶対検

量線法を用いた。検量線の溶媒組成は、各分析方法の試験

溶液の組成に合わせた。

GC装置 ： SCION 456-GC（BRUKER社製）

MS装置 ： SCION TQ （BRUKER社製）

分析カラム ：
ENV-5MS
（関東化学社製、30m×0.25mm i.d.,0.25µm）

昇温条件 ：
50℃（1min）-25℃/min-125℃（0min）
-10℃/min-300℃（6.5min）

Heガス流量 ： 1.1 mL/min（コンスタントフロー）
注入量 ： 1µL（スプリットレス）

注入口温度 ： 250℃
トランスファー

ライン温度
： 280℃

イオン化法 ： EI
イオン源温度 ： 250℃

農薬名
保持時間
（min）

定量イオン
(m/z )

CEa)

（eV）
確認イオン
（m/z）

CEa)

（eV）

クロルプロファム 12.1 213 > 127 10 213 > 171 10
ジエトフェンカルブ 15.4 267 > 168 20 267 > 125 20
テブコナゾール 19.3 250 > 125 10 250 > 70 10
フェノブカルブ 11.5 121 > 103 10 223 > 77 10
ブロマシル 15.3 205 > 132 20 205 > 188 20
プロメトリン 14.8 241 > 110 20 241 > 184 20
ペルメトリン-1 21.6 183 > 153 10 183 > 168 10
ペルメトリン-2 21.7 183 > 153 10 183 > 168 10
クリセン-d12　（IS） 20.2 240 > 236 30 240 > 212 30

a) コリジョンエネルギー

表 3 GC-MS/MS 装置及び測定条件

表 4 GC-MS/MS 対象農薬成分の保持時間及び MRM 条件
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２・３ 標準品

各農薬の標準品（残留農薬試験用）は以下に示すものを

用いた。

２・３・１ 測定対象物質

ジエトフェンカルブ標準品、テブコナゾール標準品は和

光純薬工業社製、フェノブカルブ標準品は関東化学社製、

クロルプロファム標準品、ブロマシル標準品、プロメトリ

ン標準品、ペルメトリン標準品は Dr.Ehrenstofer 社製を用

いた。クリセン-d12 標準品（内標準物質）は CIL 社製を

用いた。

各標準品 10 mg を精秤後、アセトンで 100 mL に定容し

標準原液（100 µg/mL）とした。この標準原液をアセトン

で適宜混合希釈し、標準物質の添加及び検量線の作成に用

いた。

２・３・２ 測定対象物質

アセタミプリド標準品、アゾキシストロビン標準品、イ

マザリル標準品、イミダクロプリド標準品、シアゾファミ

ド標準品、シプロジニル標準品、5-ヒドロキシチアベンダ

ゾール標準品、チアベンダゾール標準品、ピラクロストロ

ビン標準品、フルフェノクスロン標準品、ボスカリド標準

品は和光純薬工業社製、クロチアニジン標準品、チアクロ

プリド標準品、チアメトキサム標準品、ルフェヌロン標準

品は Dr.Ehrenstofer 社製を用いた。

各標準品 10 mg を精秤後、メタノールで 100 mL に定容

し標準原液（100 µg/mL）とした。この標準原液をメタノ

ールで適宜混合希釈し、標準物質の添加及び検量線の作成

に用いた。

２・４ 試薬

アセトニトリル（残留農薬・PCB 試験用）、アセトン（ダ

イオキシン分析用）、塩化ナトリウム（残留農薬・PCB 試

験用）、蒸留水（LC/MS 用）、蒸留水（ヘキサン洗浄品、

残留農薬・PCB 試験用）、トルエン（ダイオキシン分析用）、

ヘキサン（ダイオキシン分析用）、メタノール（LC/MS用）、

無水硫酸ナトリウム（残留農薬・PCB 試験用）、りん酸水

素二カリウム（特級）、りん酸二水素カリウム（特級）は

関東化学社製を用いた。1 mol/L 塩酸、1 mol/L 酢酸アンモ

ニウム水溶液、ぎ酸（HPLC 用）、クエン酸三ナトリウム 2

水和物（特級）、クエン酸水素二ナトリウム 1.5 水和物（特

級）、無水硫酸マグネシウム（特級）は和光純薬工業社製

を用いた。ポリエチレングリコール 300（PEG300）は東京

化成工業社製を用いた。

Bond Elut C18（ 1 g）固相カラムはAgilent社製、

Envi-carb/NH2 (500 mg/500 mg)固相カラム、Envi-carb 

II/PSA（500 mg/500 mg）固相カラムはSPELCO社製、Oasis 

HLB（60 mg）固相カラム、Sep-pak Dry カートリッジは

Waters社製、Smart-SPE C18（30 mg）、Smart-SPE C18（50 mg）、

Smart-SPE PSA（30 mg）はアイスティサイエンス社製、フ

ィルター付きバイアル（PTFE、0.45 µm）はGEヘルスケア

社製を用いた。

 
２・５ 装置及び測定条件

２・５・１ 測定条件

GC-MS/MS装置及び測定条件を表3に示した。また、各

農薬成分の保持時間及びMRM条件を表4に示した。

２・５・２ 測定条件

既報の測定条件2)に従い測定を実施した。

２・６ 分析方法

各食品群及び各農薬成分の分析方法（①～⑦）を表5 a)

に示した。各食品群1試行で行い、農薬等が定量下限を超

えて検出された群については3試行で再度実施した。

GC-MS/MS測定対象物質の定量はシリンジスパイクを

用いた内標準法、LC-MS/MS測定対象物質の定量は絶対検

量線法を用いた。検量線の溶媒組成は、各分析方法の試験

溶液の組成に合わせた。

GC装置 ： SCION 456-GC（BRUKER社製）

MS装置 ： SCION TQ （BRUKER社製）

分析カラム ：
ENV-5MS
（関東化学社製、30m×0.25mm i.d.,0.25µm）

昇温条件 ：
50℃（1min）-25℃/min-125℃（0min）
-10℃/min-300℃（6.5min）

Heガス流量 ： 1.1 mL/min（コンスタントフロー）
注入量 ： 1µL（スプリットレス）

注入口温度 ： 250℃
トランスファー

ライン温度
： 280℃

イオン化法 ： EI
イオン源温度 ： 250℃

農薬名
保持時間
（min）

定量イオン
(m/z )

CEa)

（eV）
確認イオン
（m/z）

CEa)

（eV）

クロルプロファム 12.1 213 > 127 10 213 > 171 10
ジエトフェンカルブ 15.4 267 > 168 20 267 > 125 20
テブコナゾール 19.3 250 > 125 10 250 > 70 10
フェノブカルブ 11.5 121 > 103 10 223 > 77 10
ブロマシル 15.3 205 > 132 20 205 > 188 20
プロメトリン 14.8 241 > 110 20 241 > 184 20
ペルメトリン-1 21.6 183 > 153 10 183 > 168 10
ペルメトリン-2 21.7 183 > 153 10 183 > 168 10
クリセン-d12　（IS） 20.2 240 > 236 30 240 > 212 30

a) コリジョンエネルギー

表 3 GC-MS/MS 装置及び測定条件

表 4 GC-MS/MS 対象農薬成分の保持時間及び MRM 条件

２・６・１ 分析方法①

試料20 gに、蒸留水20 mL及びアセトニトリル80 mLを加

え2分間ホモジナイズした。吸引ろ過後、ろ液に塩化ナト

リウム10 g、1 mol/Lリン酸緩衝液（pH7）2 mLを加え5分

間振とう後静置した。二層に分離した後、アセトニトリル

層20 mLを無水硫酸ナトリウムで脱水し減圧濃縮（40℃以

下）・乾固（窒素気流下）した。残渣をアセトニトリル/ト

ルエン（3/1）混液2 mLに溶解し、Envi-carb/NH2（500 mg/500 

mg）固相カラムを用いて精製後、全溶出液を減圧濃縮・

乾固した。残渣に0.5 µg/mL内標準アセトン溶液（500

µg/mL PEG300含有）1 mLを加えて溶解し、GC-MS/MS用

試験溶液とした。LC-MS/MS用試験溶液は残渣をメタノー

ル4 mLに溶解して調製した。

２・６・２ 分析方法②

試料5 gを採取し、ヘキサン20 mLに溶解した。ヘキサン

飽和アセトニトリル50 mLを加え、3分間振とう抽出して静

置した。二層に分離した後、アセトニトリル層を分取し、

再度ヘキサン層にアセトニトリルを20 mL加え振とうした。

この操作を合計3回繰り返した。アセトニトリル層を合わ

せ、5 mL程度まで減圧濃縮した。濃縮液をSep-pak Dry カ

ートリッジを連結したBond Elut C18（1 g）固相カラムを

用いて精製した。溶出液を減圧濃縮・乾固した後、アセト

ニトリル/トルエン（3/1）混液2 mLに溶解し、Envi-carbⅡ

/PSA（500 mg/500 mg）固相カラムを用いて精製した。全

溶出液を減圧濃縮・乾固後、残渣に0.5 µg/mL内標準アセ

トン溶液（500 µg/mL PEG300含有）1 mLを加えて溶解し、

GC-MS/MS用試験溶液とした。LC-MS/MS用試験溶液は残

渣をメタノール4 mLに溶解して調製した。

２・６・３ 分析方法③

試料20 gに、蒸留水20 mL及びアセトニトリル80 mLを加

え2分間ホモジナイズした後、遠心分離（3000rpm、10分間）

を行った。上清を吸引ろ過後、ろ液に塩化ナトリウム10 g、

1 mol/Lリン酸緩衝液（pH7）2 mLを加え5分間振とう後静

置した。二層に分離した後、アセトニトリル層20 mLを5

mL程度まで減圧濃縮した。濃縮液をSep-pak Dry カートリ

ッジを連結したBond Elut C18（1 g）固相カラムを用いて

精製した。溶出液を減圧濃縮・乾固した後、アセトニトリ

ル/トルエン（3/1）混液2 mLに溶解し、Envi-carbⅡ/PSA（500

mg/500 mg）固相カラムを用いて精製した。全溶出液を減

圧濃縮・乾固後、残渣に0.5 µg/mL内標準アセトン溶液（500

µg/mL PEG300含有）1 mLを加えて溶解し、GC-MS/MS用

試験溶液とした。LC-MS/MS用試験溶液は残渣をメタノー

ル4 mLに溶解して調製した。

２・６・４ 分析方法④

試料3 gを採取し、アセトニトリル/蒸留水（95/5）混液

30 mLおよびアセトニトリル飽和ヘキサン10 mLを順次加

え、2分間ホモジナイズした。遠心分離（3000rpm、15分間）

後、アセトニトリル/水（95/5）層5 mLを分取し、減圧濃

縮した。窒素気流下で濃縮乾固後、メタノール5 mLに溶解

しLC-MS/MS用試験溶液とした。

２・６・５ 分析方法⑤

試料20 mLを採取後、アセトニトリル80 mLを加え2分間

振とうした。続いて、塩化ナトリウム10 g、1 mol/Lリン酸

緩衝液（pH7）2 mLを加え5分間振とう後、静置した。二

層に分離した後、アセトニトリル層20 mLを無水硫酸ナト

リウムで脱水し減圧濃縮・乾固した。残渣に0.5 µg/mL内

標準アセトン溶液（500 µg/mL PEG300含有）1 mLを加え

て溶解し、GC-MS/MS用試験溶液とした。

２・６・６ 分析方法⑥

試料20 mLを採取後、1 mol/L塩酸を20 µL添加しpHを4.0

に調整した。続いて、試料全量をOasis HLB（60 mg）固相

カラムに流速約10 mL/minで通液した。蒸留水0.5 mLでカ

ラムを洗浄後5分間乾燥した。最後に、メタノール4 mLで

溶出し定容したものをメタノールで5倍希釈しLC-MS/MS

用試験溶液とした。

２・６・７ 分析方法⑦

試料10 gにアセトニトリル10 mLを加え1分間ホモジナ

イズした。塩化ナトリウム1 g、クエン酸三ナトリウム2水

和物1 g、クエン酸水素二ナトリウム1.5水和物0.5 g、無水

硫酸マグネシウム4 gを加え、1分間手振りで振とうした。

遠心分離（3000rpm、10分間）後、アセトニトリル層1 mL

を分取し、Smart-SPE C18(30 mg)とSmart-SPE PSA(30 mg)

固相ミニカラムの連結カラムに通液し、0.4%ギ酸含有メタ

ノール1 mLで溶出した。溶出液に蒸留水0.5 mLを加え混合

した後、Smart-SPE C18(50 mg)固相ミニカラムに通液し、

メタノール/蒸留水（4/1）混液1 mLで溶出した。溶出液を

蒸留水で4 mLに定容しLC-MS/MS用試験溶液とした。

２・７ 定量下限の推定

各分析方法の定量下限は以下の方法により推定した。測

定により得られたクロマトグラム上で確認される農薬等

に由来するピークの近傍（ピークの半値幅の 10 倍の範囲）

のノイズを計測し、その幅（最大値と最小値の差）の 5 分

の 2 をノイズの標準偏差とした。ノイズの標準偏差の 10

倍に等しいピーク高さに相当する農薬等の試料中濃度を

定量下限（µg/g）とした。
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２・８ 添加回収試験

添加回収試験は1試行（再現性の確認のため、VII群、XI

群およびXIV群については3試行）で実施した。

採取した各群試料に、試料中濃度として0.01 µg/gとなる

ように混合標準溶液を添加後、上記の分析方法に従い試験

溶液を調製し測定を行った。各農薬成分の添加量（µg）に

対する試料中の測定絶対量（µg）を回収率として算出した。

試料から検出された場合は、試料中濃度を差し引いた後に

算出した。

 
２・９ 摂取量の推定

算出した試料中濃度（µg/g）から、各農薬の一日摂取量

を推定した。また、推定した一日摂取量（µg/kg/day）の

ADI（µg/kg/day）に占める割合（対 ADI 比）を算出した。

 
３ 結果及び考察

３・１ 定量下限の推定  
推定した定量下限を表5 b)に示した。全ての分析法及び

成分において、定量下限は目標とする感度（0.01 µg/g）を

十分に満たしていた。

３・２ 添加回収試験結果

各食品群に対する添加回収試験結果を表 5 c)に示した。

全食品群における全成分の回収率は 12－214%であった。

LC-MS/MS 測定対象農薬の添加回収率は前年度と同様

の挙動を示していた。

GC-MS/MS 測定対象の農薬の添加回収率は、やや高めの

傾向を示した。この原因を推定するために、真度がガイド

ライン 3)の目標値を満たさなかった農薬成分について、既

報の方法 2)によりマトリックスの影響を確認し、回収率の

補正を行った。その結果、全ての農薬成分が目標値である

70－120%を満足した。このことから、測定時の試料マト

リックスの影響が真度の目標値を満たさなかった主な原

因であると考えられた。

３・３ 摂取量の推定

対象とした農薬の推定一日摂取量および対ADI比を表6

に示した。I 及び XIV 群を除く 12 の食品群からそれぞれ 1

～10 種類の農薬（のべ 45 農薬）が定量下限を超えて検出

された。加工食品を多く含む III 群、IX 群及び XIII 群から

も農薬が検出されていた。また、検出された農薬の対 ADI

比は 0.002－0.1%であり、前年度とほぼ同等の割合であっ

た。この結果は、添加回収試験結果を考慮しても十分に低

い値であり、健康に影響を及ぼす量ではないと考えられた。

 
４ まとめ

マーケットバスケット方式による食品中残留農薬の一

日摂取量調査を実施した。2017 年度は、21 農薬 22 成分の

農薬等を対象として分析法の検討を行い、北部九州地域に

おける摂取量の推定を行った。分析法を検討した結果、摂

取量推定に用いた全ての分析法の定量下限は目標とする

感度を十分に満たしていた。また、全食品群における全成

分の添加回収率は 12－214％であった。添加回収率が目標

値を満たさなかった主な原因は試験溶液中の試料マトリ

ックスの影響と考えられ、一部の農薬成分については試験

法の検討が必要と考えられた。摂取量調査の結果、I 及び

XIV 群を除く 12 の食品群からそれぞれ 1～10 種類の農薬

（のべ 45 農薬）が定量下限を超えて検出された。算出し

た一日摂取量の対 ADI 比はいずれも 1％未満であり、健康

に影響を及ぼす量ではないと考えられた。人が日常の食事

を介して食品中に残留する農薬等をどの程度摂取してい

るかを把握し、食の安全の確保に寄与するため、今後も継

続的な調査が必要である。

文献 
1）J A Turner，A World Compendium The Pesticide Manual 

Seventeenth Edition, 2015. 
2）佐藤環ら，福岡県保健環境研究所年報，44，123-128，

2017.

3）厚生労働省通知，食安発1224第1号，平成22年12月24

日.
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２・８ 添加回収試験

添加回収試験は1試行（再現性の確認のため、VII群、XI

群およびXIV群については3試行）で実施した。

採取した各群試料に、試料中濃度として0.01 µg/gとなる

ように混合標準溶液を添加後、上記の分析方法に従い試験

溶液を調製し測定を行った。各農薬成分の添加量（µg）に

対する試料中の測定絶対量（µg）を回収率として算出した。

試料から検出された場合は、試料中濃度を差し引いた後に

算出した。

 
２・９ 摂取量の推定

算出した試料中濃度（µg/g）から、各農薬の一日摂取量

を推定した。また、推定した一日摂取量（µg/kg/day）の

ADI（µg/kg/day）に占める割合（対 ADI 比）を算出した。

 
３ 結果及び考察

３・１ 定量下限の推定  
推定した定量下限を表5 b)に示した。全ての分析法及び

成分において、定量下限は目標とする感度（0.01 µg/g）を

十分に満たしていた。

３・２ 添加回収試験結果

各食品群に対する添加回収試験結果を表 5 c)に示した。

全食品群における全成分の回収率は 12－214%であった。

LC-MS/MS 測定対象農薬の添加回収率は前年度と同様

の挙動を示していた。

GC-MS/MS 測定対象の農薬の添加回収率は、やや高めの

傾向を示した。この原因を推定するために、真度がガイド

ライン 3)の目標値を満たさなかった農薬成分について、既

報の方法 2)によりマトリックスの影響を確認し、回収率の

補正を行った。その結果、全ての農薬成分が目標値である

70－120%を満足した。このことから、測定時の試料マト

リックスの影響が真度の目標値を満たさなかった主な原

因であると考えられた。

３・３ 摂取量の推定

対象とした農薬の推定一日摂取量および対ADI比を表6

に示した。I 及び XIV 群を除く 12 の食品群からそれぞれ 1

～10 種類の農薬（のべ 45 農薬）が定量下限を超えて検出

された。加工食品を多く含む III 群、IX 群及び XIII 群から

も農薬が検出されていた。また、検出された農薬の対 ADI

比は 0.002－0.1%であり、前年度とほぼ同等の割合であっ

た。この結果は、添加回収試験結果を考慮しても十分に低

い値であり、健康に影響を及ぼす量ではないと考えられた。

 
４ まとめ

マーケットバスケット方式による食品中残留農薬の一

日摂取量調査を実施した。2017 年度は、21 農薬 22 成分の

農薬等を対象として分析法の検討を行い、北部九州地域に

おける摂取量の推定を行った。分析法を検討した結果、摂

取量推定に用いた全ての分析法の定量下限は目標とする

感度を十分に満たしていた。また、全食品群における全成

分の添加回収率は 12－214％であった。添加回収率が目標

値を満たさなかった主な原因は試験溶液中の試料マトリ

ックスの影響と考えられ、一部の農薬成分については試験

法の検討が必要と考えられた。摂取量調査の結果、I 及び

XIV 群を除く 12 の食品群からそれぞれ 1～10 種類の農薬

（のべ 45 農薬）が定量下限を超えて検出された。算出し

た一日摂取量の対 ADI 比はいずれも 1％未満であり、健康

に影響を及ぼす量ではないと考えられた。人が日常の食事

を介して食品中に残留する農薬等をどの程度摂取してい

るかを把握し、食の安全の確保に寄与するため、今後も継

続的な調査が必要である。

文献 
1）J A Turner，A World Compendium The Pesticide Manual 

Seventeenth Edition, 2015. 
2）佐藤環ら，福岡県保健環境研究所年報，44，123-128，

2017.

3）厚生労働省通知，食安発1224第1号，平成22年12月24

日.

I II III IV V VI VII
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.0000021 0.0000022 0.0000025 0.0000074 0.0000027 0.0000027 0.0000027
c) 97 94 85 104 92 92 90
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.0000036 0.0000037 0.0000043 0.0000072 0.0000047 0.0000047 0.0000047
c) 97 99 102 103 96 83 102
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.00018 0.00019 0.00022 0.00032 0.00024 0.00024 0.00024
c) 87 80 92 90 88 91 79
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.0000026 0.0000026 0.0000030 0.0000067 0.0000033 0.0000033 0.0000033
c) 96 89 95 96 91 94 95
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.000051 0.000052 0.000060 0.000014 0.000066 0.000066 0.000066
c) 100 49 61 105 77 84 105
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.00000043 0.00000044 0.00000051 0.0000019 0.00000055 0.00000055 0.00000055
c) 82 89 87 40 76 83 74
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.000017 0.000017 0.000020 0.000019 0.000021 0.000021 0.000021
c) 90 62 56 65 53 60 60
a) ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
b) 0.000043 0.000044 0.000051 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056
c) 86 81 81 84 53 83 84
a) ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
b) 0.000062 0.000063 0.000073 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080
c) 83 77 71 62 56 76 79
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.00000077 0.00000079 0.00000092 0.0000040 0.0000010 0.0000010 0.0000010
c) 91 83 60 101 71 90 95
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.00026 0.00027 0.00037 0.00047 0.00040 0.00034 0.00034
c) 115 120 121 111 134 125 127
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.000020 0.000021 0.000024 0.000020 0.000026 0.000026 0.000026
c) 88 75 85 85 65 86 71
a) ① ① ① ② ① ① ⑦
b) 0.00000013 0.00000013 0.00000015 0.00000048 0.00000016 0.00000016 0.000040
c) 23 44 41 18 19 31 50
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.0028 0.0028 0.0016 0.0024 0.0017 0.0036 0.0036
c) 109 126 111 135 56 129 138
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.000015 0.000016 0.000018 0.0000094 0.000020 0.000020 0.000020
c) 93 84 73 25 66 77 75
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.0000025 0.0000026 0.0000030 0.000040 0.0000033 0.0000033 0.0000033
c) 129 125 105 170 122 214 179
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.0000076 0.0000078 0.0000048 0.0000093 0.0000052 0.0000098 0.0000098
c) 107 120 120 114 138 131 137
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.000066 0.000067 0.000094 0.000074 0.00010 0.000085 0.000085
c) 105 127 163 130 176 147 165
a) ① ① ① ② ① ① ①
b) 0.0000020 0.0000020 0.0000024 0.00000038 0.0000026 0.0000026 0.0000026
c) 99 96 93 104 92 97 84
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.000083 0.000085 0.00020 0.00028 0.00022 0.00011 0.00011
c) 95 103 129 110 141 105 111
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.0018 0.0019 0.0012 0.0015 0.0013 0.0024 0.0024
c) 126 124 190 160 207 168 170
a) ① ① ③ ② ③ ① ①
b) 0.00013 0.00013 0.00016 0.00016 0.00017 0.00016 0.00016
c) 108 108 134 113 134 121 132

a) 分析方法
b) 定量下限（µg/g）
c) 添加回収率（％）

クロルプロファム

アセタミプリド

アゾキシストロビン

ピラクロストロビン

フルフェノクスロン

チアクロプリド

ジエトフェンカルブ

シプロジニル

イミダクロプリド

クロチアニジン

チアベンダゾール
（5-ヒドロキシチアベンダゾール）

チアメトキサム

ボスカリド

ルフェヌロン

イマザリル

農薬名（成分名）
食品群

フェノブカルブ

ブロマシル

シアゾファミド

テブコナゾール

チアベンダゾール
（チアベンダゾール）

ペルメトリン

プロメトリン

表 5 各農薬成分の分析方法及び性能評価結果
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VIII IX X XI XII XIII XIV
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000027 0.0000027 0.0000027 0.0000027 0.0000027 0.0000058 0.0000013
c) 27 85 103 103 103 73 106
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000047 0.0000047 0.0000047 0.0000047 0.0000047 0.0000033 0.0000069
c) 97 103 97 98 101 99 98
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024 0.00011 0.000066
c) 71 92 87 77 95 77 105
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000036 0.0000017
c) 76 71 99 95 105 49 108
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000066 0.000066 0.000066 0.000066 0.000066 0.000033 0.000063
c) 85 51 86 92 107 41 112
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.00000055 0.00000055 0.00000055 0.00000055 0.00000055 0.0000019 0.0000092
c) 82 91 58 47 91 63 103
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000021 0.000021 0.000021 0.000021 0.000021 0.000022 0.0000082
c) 64 69 51 53 60 65 97
a) ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑥
b) 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.0000033
c) 84 69 71 88 85 77 109
a) ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑥
b) 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 0.000014
c) 81 68 70 85 85 76 107
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000010 0.0000010 0.0000010 0.0000010 0.0000010 0.0000014 0.0000015
c) 96 69 49 90 78 46 108
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00040 0.000073
c) 128 111 120 111 110 126 108
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000026 0.000026 0.000026 0.000026 0.000026 0.000015 0.000014
c) 90 92 79 62 88 67 90
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.00000016 0.00000016 0.00000016 0.00000016 0.00000016 0.00000064 0.0000061
c) 30 26 12 20 36 27 82
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0017 0.0034
c) 133 127 103 104 115 132 123
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000020 0.000020 0.000020 0.000020 0.000020 0.0000080 0.0000090
c) 80 92 43 37 99 52 104
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.000013 0.000031
c) 160 147 137 144 128 139 89
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.0000098 0.0000098 0.0000098 0.0000098 0.0000098 0.0000052 0.0000083
c) 138 134 124 118 114 140 82
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.000085 0.000085 0.000085 0.000085 0.000085 0.00010 0.000094
c) 166 180 144 138 131 169 80
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000026 0.0000026 0.0000026 0.0000026 0.0000026 0.0000067 0.0000019
c) 93 89 102 99 107 91 105
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00022 0.000044
c) 110 118 121 115 101 135 71
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0013 0.00053
c) 169 195 174 162 152 180 84
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00017 0.00015
c) 122 133 113 115 114 133 90

a) 分析方法
b) 定量下限（µg/g）
c) 添加回収率（％）

食品群

テブコナゾール

ピラクロストロビン

アセタミプリド

アゾキシストロビン

シプロジニル

チアベンダゾール
（チアベンダゾール）

チアベンダゾール
（5-ヒドロキシチアベンダゾール）

チアメトキサム

プロメトリン

農薬名（成分名）

チアクロプリド

イマザリル

イミダクロプリド

クロチアニジン

シアゾファミド

フェノブカルブ

ブロマシル

ジエトフェンカルブ

フルフェノクスロン

ペルメトリン

ボスカリド

ルフェヌロン

クロルプロファム

表 5 各農薬成分の分析方法及び性能評価結果（続き）
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VIII IX X XI XII XIII XIV
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000027 0.0000027 0.0000027 0.0000027 0.0000027 0.0000058 0.0000013
c) 27 85 103 103 103 73 106
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000047 0.0000047 0.0000047 0.0000047 0.0000047 0.0000033 0.0000069
c) 97 103 97 98 101 99 98
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024 0.00011 0.000066
c) 71 92 87 77 95 77 105
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000036 0.0000017
c) 76 71 99 95 105 49 108
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000066 0.000066 0.000066 0.000066 0.000066 0.000033 0.000063
c) 85 51 86 92 107 41 112
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.00000055 0.00000055 0.00000055 0.00000055 0.00000055 0.0000019 0.0000092
c) 82 91 58 47 91 63 103
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000021 0.000021 0.000021 0.000021 0.000021 0.000022 0.0000082
c) 64 69 51 53 60 65 97
a) ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑥
b) 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.0000033
c) 84 69 71 88 85 77 109
a) ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑥
b) 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 0.000014
c) 81 68 70 85 85 76 107
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000010 0.0000010 0.0000010 0.0000010 0.0000010 0.0000014 0.0000015
c) 96 69 49 90 78 46 108
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00040 0.000073
c) 128 111 120 111 110 126 108
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000026 0.000026 0.000026 0.000026 0.000026 0.000015 0.000014
c) 90 92 79 62 88 67 90
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.00000016 0.00000016 0.00000016 0.00000016 0.00000016 0.00000064 0.0000061
c) 30 26 12 20 36 27 82
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0017 0.0034
c) 133 127 103 104 115 132 123
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.000020 0.000020 0.000020 0.000020 0.000020 0.0000080 0.0000090
c) 80 92 43 37 99 52 104
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.0000033 0.000013 0.000031
c) 160 147 137 144 128 139 89
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.0000098 0.0000098 0.0000098 0.0000098 0.0000098 0.0000052 0.0000083
c) 138 134 124 118 114 140 82
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.000085 0.000085 0.000085 0.000085 0.000085 0.00010 0.000094
c) 166 180 144 138 131 169 80
a) ① ① ① ① ① ③ ⑥
b) 0.0000026 0.0000026 0.0000026 0.0000026 0.0000026 0.0000067 0.0000019
c) 93 89 102 99 107 91 105
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00022 0.000044
c) 110 118 121 115 101 135 71
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0013 0.00053
c) 169 195 174 162 152 180 84
a) ① ① ① ① ① ③ ⑤
b) 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00017 0.00015
c) 122 133 113 115 114 133 90

a) 分析方法
b) 定量下限（µg/g）
c) 添加回収率（％）

食品群

テブコナゾール

ピラクロストロビン

アセタミプリド

アゾキシストロビン

シプロジニル

チアベンダゾール
（チアベンダゾール）

チアベンダゾール
（5-ヒドロキシチアベンダゾール）

チアメトキサム

プロメトリン

農薬名（成分名）

チアクロプリド

イマザリル

イミダクロプリド

クロチアニジン

シアゾファミド

フェノブカルブ

ブロマシル

ジエトフェンカルブ

フルフェノクスロン

ペルメトリン

ボスカリド

ルフェヌロン

クロルプロファム

表 5 各農薬成分の分析方法及び性能評価結果（続き）

農薬名 成分名 検出された食品群
推定一日摂取量a）

（μg/kg/day）
対ADI比
（％）

アセタミプリド アセタミプリド III、VI、VII、IX、XIII 0.022 0.03
アゾキシストロビン アゾキシストロビン III、V、VII、IX、XIII 0.00851 0.005
イマザリル イマザリル VI 0.0063 0.03
イミダクロプリド イミダクロプリド II、III、VI、VII、VIII、XIII 0.0051 0.009
クロチアニジン クロチアニジン VI、VII、VIII、IX 0.0094 0.01
シアゾファミド シアゾファミド ― 0 0
シプロジニル シプロジニル VI 0.00049 0.002

チアベンダゾール及び

5-ヒドロキシチアベンダゾール

チアメトキサム チアメトキサム VI、VII、VIII 0.0043 0.02
テブコナゾール テブコナゾール IX 0.022 0.07
ピラクロストロビン ピラクロストロビン VI、VIII 0.0016 0.005
フルフェノクスロン フルフェノクスロン IV、VII、XII 0.040 0.1
ペルメトリン ペルメトリン ― 0 0
ボスカリド ボスカリド III、VI、VII、VIII、IX、XIII 0.011 0.03
ルフェヌロン ルフェヌロン IV、VIII 0.00065 0.004
クロルプロファム クロルプロファム III 0.0045 0.009
ジエトフェンカルブ ジエトフェンカルブ ― 0 0
チアクロプリド チアクロプリド VI、IX 0.00067 0.007
フェノブカルブ フェノブカルブ ― 0 0
ブロマシル ブロマシル ― 0 0
プロメトリン プロメトリン ― 0 0

a）体重55.2 kgとして算出

0.0103 0.01チアベンダゾール
 VI、X、XI

表 6 対象農薬の推定一日摂取量及び対 ADI 比
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 資料

Ox及びPM2.5生成に寄与する揮発性有機化合物（VOC）の高時間分解能調査 

 

梶原佑介・力寿雄・馬場義輝・山村由貴・中川修平・濱村研吾 

 

Ox及びPM2.5生成に寄与するVOCの実態を把握するため、86成分のVOCを高時間分解能で調査した。VOC

によるOx生成能を評価した結果、Ox生成への寄与はtolueneが12～22%を占めた。また、isopreneが夏

季に高い傾向を示した。時間帯別の調査では、VOCは3時及び13時に極小値を示した。 

 

［キーワード：VOC、Ox、PM2.5、高時間分解能、MIR ］ 

 

１ はじめに 

 現在、我が国の大気汚染物質の中で環境基準の達成率が

低い項目は光化学オキシダント(Ox) 、次いでPM2.5となっ

ている。2015年度の環境基準達成局（一般局）はそれぞれ、

0％、74.5％にとどまっており1)、大気環境行政にとって喫

緊の課題となっている。Ox及びPM2.5の前駆物質としては揮

発性有機化合物（VOC）が挙げられるが、VOCの成分組成の

実態、大気中での反応経路など未解明な部分も多い。また、

大気シュミレーションモデルを使って環境改善効果を事

前に評価し、大気環境政策を策定する上で必要不可欠な情

報を得るためにも、VOCの実態把握は重要な課題となって

いる2)。本研究では、VOCを高時間分解能で調査することで、

Ox及びPM2.5生成に寄与するVOCの実態を把握することを目

的とした。 

 

２ 方法 

２・１ 調査地点及び調査期間 

調査地点は福岡県保健環境研究所の敷地内とし、約40m

にわたってPTFEチューブを繋ぎ、連続サンプリングユニッ

トを有した自動濃縮導入システム（ACS-2100, ジーエルサ

イエンス株式会社製）により、大気試料を2時間間隔で採

取し、自動濃縮した後、ガスクロマトグラフ－質量分析装

置（QP2010-Ultra, 株式会社島津製作所製）で測定した。

測定条件は有害大気汚染物質測定マニュアルに準拠した。 

VOCの調査期間は、2016年度はPM2.5成分測定の試料捕集

期間内の各季節1週間とした（5/7-5/13, 7/23-7/29, 

10/27-11/2, 1/21-1/27）。2017年度は大気汚染（Ox及びPM2.5）

が高濃度と予報された時に適宜サンプリングを行った（4

～9月）。2018年度はPM2.5成分測定の試料捕集期間内の春季

1週間とした（5/14-5/20）。調査期間中の太宰府一般環境

大気測定局のOx及びPM2.5の最大値及び平均値を表1に示す。 

 

２・２ 調査項目 

VOC対象成分としては、Oxの生成に寄与する炭化水素類

として米国環境保護庁(EPA)のモニタリングステーション

で測定されている成分に加え、有害大気汚染物質モニタリ

ング調査の対象成分を含む全86成分とした。 

標準ガスは、住友精化株式会社製のHAPs-J44及び

PAMS-J58を用い、「飽和炭化水素（アルカン）類」26成分、

「不飽和炭化水素（アルケン）類」11成分、「芳香族炭化

水素類」16成分、有機塩素系炭化水素類等を含む「その他」

33成分として分類した。 

Ox、PM2.5は太宰府局の常時監視データを用いた。なお、

各VOCのOx生成能を評価するため、解析には最大オゾン生

成能；Maximum Incremental Reactivity(MIR)を用いた3)。

MIRとは、各VOC成分が大気中に放出された場合に増加する

オゾン生成量を種々の条件下で求めた最大生成効率を示

すものである。

 

 

 

 

春季
（3-5月）

VOC
採取期間

(5/7-5/13)

夏季
（6-8月）

VOC
採取期間

(7/23-7/29)

秋季
（9-11月）

VOC
採取期間

(10/27-11/2)

冬季
（12-2月）

VOC
採取期間

(1/21-1/27)

春季～秋季
(4-9月）

VOC
採取期間

(適宜)

春季
（3-5月）

VOC
採取期間

(5/14-5/20)

(n=84) (n=84) (n=83) (n=84) (n=325) (n=84)

最大値 109 69 103 69 85 48 60 45 100 98 98 88
平均値 38 39 31 27 22 21 23 25 36 38 38 38
最大値 67 44 41 33 49 23 59 58 81 63 61 37
平均値 20 15 15 18 15 11 16 16 15 20 18 19

2018年度2016年度

Ox
 (ppb)

2017年度

PM2.5

(μg/m3)

福岡県保健環境研究所年報第45号，124－127，2018 

 

福岡県保健環境研究所（〒818-0135 太宰府市大字向佐野 39）  

 

表 1 調査期間中の Ox及び PM2.5の最大値及び平均値 
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１ はじめに 

 現在、我が国の大気汚染物質の中で環境基準の達成率が

低い項目は光化学オキシダント(Ox) 、次いでPM2.5となっ

ている。2015年度の環境基準達成局（一般局）はそれぞれ、

0％、74.5％にとどまっており1)、大気環境行政にとって喫

緊の課題となっている。Ox及びPM2.5の前駆物質としては揮

発性有機化合物（VOC）が挙げられるが、VOCの成分組成の

実態、大気中での反応経路など未解明な部分も多い。また、

大気シュミレーションモデルを使って環境改善効果を事

前に評価し、大気環境政策を策定する上で必要不可欠な情

報を得るためにも、VOCの実態把握は重要な課題となって

いる2)。本研究では、VOCを高時間分解能で調査することで、

Ox及びPM2.5生成に寄与するVOCの実態を把握することを目

的とした。 

 

２ 方法 

２・１ 調査地点及び調査期間 

調査地点は福岡県保健環境研究所の敷地内とし、約40m

にわたってPTFEチューブを繋ぎ、連続サンプリングユニッ

トを有した自動濃縮導入システム（ACS-2100, ジーエルサ

イエンス株式会社製）により、大気試料を2時間間隔で採

取し、自動濃縮した後、ガスクロマトグラフ－質量分析装

置（QP2010-Ultra, 株式会社島津製作所製）で測定した。

測定条件は有害大気汚染物質測定マニュアルに準拠した。 

VOCの調査期間は、2016年度はPM2.5成分測定の試料捕集

期間内の各季節1週間とした（5/7-5/13, 7/23-7/29, 

10/27-11/2, 1/21-1/27）。2017年度は大気汚染（Ox及びPM2.5）

が高濃度と予報された時に適宜サンプリングを行った（4

～9月）。2018年度はPM2.5成分測定の試料捕集期間内の春季

1週間とした（5/14-5/20）。調査期間中の太宰府一般環境

大気測定局のOx及びPM2.5の最大値及び平均値を表1に示す。 

 

２・２ 調査項目 

VOC対象成分としては、Oxの生成に寄与する炭化水素類

として米国環境保護庁(EPA)のモニタリングステーション

で測定されている成分に加え、有害大気汚染物質モニタリ

ング調査の対象成分を含む全86成分とした。 

標準ガスは、住友精化株式会社製のHAPs-J44及び

PAMS-J58を用い、「飽和炭化水素（アルカン）類」26成分、

「不飽和炭化水素（アルケン）類」11成分、「芳香族炭化

水素類」16成分、有機塩素系炭化水素類等を含む「その他」

33成分として分類した。 

Ox、PM2.5は太宰府局の常時監視データを用いた。なお、

各VOCのOx生成能を評価するため、解析には最大オゾン生

成能；Maximum Incremental Reactivity(MIR)を用いた3)。

MIRとは、各VOC成分が大気中に放出された場合に増加する

オゾン生成量を種々の条件下で求めた最大生成効率を示

すものである。
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表 1 調査期間中の Ox及び PM2.5の最大値及び平均値 
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３ 結果及び考察 

３・１ 調査期間別のVOC成分濃度 

調査期間別の各VOC成分濃度（中央値）を表2に示す。 

表2に示すとおり、2016年度は2017年度及び2018年度に

比較してVOC濃度が全体的に高かった。調査期間による濃

度差が特に大きかった成分としては、styrene、1-butene

及びcyclopentaneであった。styreneは、ポリスチレン樹

脂・ＡＢＳ樹脂・合成ゴム・塗料樹脂のほか自動車排ガス

中にも含まれる4)。1-buteneは、ブタジエン原料・燃料（液

化石油ガス成分）のほか自動車排ガス中にも含まれる5)。

cyclopentaneは、セルロースエーテル用溶剤・樹脂発泡剤

のほか自動車排ガス中にも含まれる6)。2016年度は当該調

査地点の隣接地で体育館の建設が行われていたこともあ

りその影響も示唆されたが、VOC発生源の推定にはさらな

るデータの蓄積とともに、詳細な解析を行う必要がある。

 

2017年度 2018年度

春季 夏季 秋季 冬季 春季～秋季 春季

(n=84) (n=84) (n=83) (n=84) (n=325) (n=84)

isobutane 1.23 1.66 1.95 2.27 2.00 0.81 0.88

n-butane 1.15 2.31 2.99 3.19 2.64 1.23 1.27

isopentane 1.45 1.65 2.91 2.31 1.89 1.20 1.46

n-pentane 1.31 0.71 0.91 0.90 0.69 0.48 0.61

2,2-dimethyl butane 1.17 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05 0.05

2,3-dimethyl butane 0.97 0.16 0.22 0.25 0.17 0.09 0.09

2-methyl pentane 1.50 0.87 0.96 0.78 0.61 0.39 0.44

cyclopentane 2.39 0.25 0.33 0.06 0.05 0.04 0.04

3-methyl pentane 1.80 0.54 0.66 0.58 0.44 0.32 0.37

n-hexane 1.24 3.12 2.91 3.07 9.90 0.66 1.15

2,4-dimethyl pentane 1.55 0.05 0.06 0.19 0.14 0.08 0.09

methyl cyclopentane 2.19 0.35 0.40 0.39 0.38 0.17 0.20

2-methyl hexane 1.19 0.09 0.21 0.25 0.18 0.10 0.10

cyclohexane 1.25 0.28 0.23 0.26 0.26 0.10 0.13

2,3-dimethyl pentane 1.34 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03

3-methyl hexane 1.61 0.20 0.21 0.28 0.20 0.11 0.11

2,2,4-trimethyl pentane 1.26 0.11 0.12 0.22 0.07 0.05 0.05

n-heptane 1.07 0.25 0.23 0.29 0.22 0.12 0.12

methyl cyclohexane 1.70 0.28 0.32 0.35 0.25 0.12 0.12

2,3,4-trimethyl pentane 1.03 0.07 0.05 0.09 0.05 0.03 0.03

2-methyl heptane 1.07 0.07 0.05 0.11 0.06 0.05 0.03

3-methyl heptane 1.24 0.07 0.06 0.07 0.06 0.03 0.03

n-octane 0.90 0.08 0.07 0.08 0.06 0.03 0.03

n-nonane 0.78 0.29 0.22 0.42 0.28 0.19 0.23

n-decane 0.68 0.42 0.33 0.47 0.27 0.19 0.21

n-undecane 0.61 0.32 0.22 0.24 0.08 0.14 0.14

1,3-butadiene 12.61 0.04 0.04 0.06 0.06 0.03 0.02

1-butene 9.73 2.78 4.61 2.38 3.58 0.47 0.27

trans-2-butene 15.16 0.07 0.06 0.10 0.07 0.03 0.05

cis-2-butene 14.24 0.14 0.19 0.10 0.07 0.03 0.05

1-pentene 7.21 0.07 0.07 0.08 0.04 0.03 0.05

trans-2-pentene 10.56 0.09 0.08 0.13 0.07 0.05 0.05

cis-2-pentene 10.38 0.05 0.04 0.07 0.03 0.02 0.02

isoprene 10.61 0.11 0.78 0.12 0.06 0.14 0.12

2-methyl-1-pentene 5.26 0.11 0.12 0.11 0.09 0.03 0.03

alpha-pinene 4.51 0.13 0.26 0.21 0.05 0.10 0.13

beta-pinene 3.52 0.07 0.15 0.09 0.02 0.03 0.15

benzene 0.72 0.74 0.44 0.88 0.76 0.54 0.55

toluene 4.00 3.94 4.08 4.50 2.82 1.87 2.22

ethyl benzene 3.04 0.93 0.79 0.88 0.49 0.44 0.53

m,p-xylene 7.80 0.77 0.63 0.82 0.59 0.34 0.35

o-xylene 7.64 0.31 0.26 0.30 0.19 0.12 0.13

styrene 1.73 1.14 2.04 0.64 0.25 0.06 0.05

p-ethyl toluene 4.44 0.14 0.10 0.13 0.08 0.05 0.05

1,3,5-trimethyl benzene 11.76 0.19 0.14 0.17 0.10 0.06 0.06

1,2,4-trimethyl benzene 8.87 0.70 0.49 0.62 0.34 0.23 0.26

isopropyl benzene 2.52 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02

n-propyl benzene 2.03 0.10 0.08 0.10 0.06 0.05 0.04

m-ethyl toluene 7.39 0.34 0.27 0.41 0.21 0.16 0.15

o-ethyl toluene 5.59 0.16 0.13 0.17 0.09 0.07 0.06

1,2,3-trimethyl benzene 11.97 0.17 0.13 0.18 0.09 0.07 0.06

m-diethyl benzene 7.10 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01

p-diethyl benzene 4.43 0.15 0.11 0.14 0.11 0.06 0.05

2016年度

MIR

Aromatic
Hydrocarbons

分類 成分名

Alkenes

Alkanes

表 2 調査期間別の各 VOC成分濃度（中央値） 単位：μg/m3 
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３・２ 季節別のVOC分類濃度 

1年を通して調査した2016年度のVOCについて、VOC成

分の総量（以下、「TVOC」という。）及び各MIR値で補正

したOx生成能の総量(以下、「Ox-TVOC」という。)の季節

別のVOC分類濃度を図1に示す。なお、MIR値は表2に示す

とおり、概ね、「アルケン類」、「芳香族炭化水素類」、「ア

ルカン類」、「その他」の順に高く、「その他」に分類さ

れた成分は非常に低い値である。 

TVOCとしては冬季が50μg/m3と最も高かったが、

Ox-TVOCとしては冬季が96μgO3/m
3と最も低かった。こ

れは、冬季においてOx生成能（MIR値）が比較的高い芳

香族炭化水素類の濃度が低かったためである。一方、夏

季はMIR値の高いアルケン類の割合が高かったため

Ox-TVOCとしては125μgO3/m
3と最も高くなった。 

 

 

 

 

 

 

2017年度 2018年度

春季 夏季 秋季 冬季 春季～秋季 春季

(n=84) (n=84) (n=83) (n=84) (n=325) (n=84)

dichlorodifluoromethane(F-12) - 2.97 3.00 2.75 3.07 3.17 2.91

Tetrafiuorodichloroethane(F-114) - 0.12 0.12 0.14 0.12 0.13 0.12

methyl chloride 0.038 1.62 1.32 1.30 1.14 1.44 1.35

vinyl chloride 2.83 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00

methyl bromide 0.019 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06

ethyl chloride 0.29 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05

Trichlorofluoromethane(F-11) - 1.59 1.74 1.50 1.71 1.70 2.11

1,2,2-Trichlorotrifluoroethane(F-113) - 0.57 0.54 0.58 0.50 0.48 0.59

1,1-dichloroethene 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3-chloropropene 12.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

dichloromethane 0.041 1.66 1.13 5.50 10.93 0.95 1.08

acrylonitrile 2.24 0.05 0.06 0.03 0.03 0.01 0.01

1,1-dichloroethane 0.069 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02

cis-1,2-dichloroethene 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

chloroform 0.022 0.21 0.16 0.21 0.14 0.21 0.23

1,1,1-trichloroethane 0.0049 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01

carbon tetrachloride 0 0.73 0.67 0.63 0.55 0.62 0.60

1,2-dichloroethane 0.21 0.19 0.06 0.10 0.13 0.25 0.53

trichloroethylene 0.64 0.04 0.02 0.05 0.03 0.01 0.02

1,2-dichloropropane 0.29 0.12 0.02 0.08 0.05 0.11 0.14

cis-1,3-dichloropropene 3.70 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

trans-1,3-dichloropropene 5.03 0.00 0.02 0.08 0.00 0.01 0.01

1,1,2-trichloroethane 0.086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

tetrachloroethylene 0.031 0.07 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04

1,2-dibromoethane 0.102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

monochlorobenzene 0.320 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

1,1,2,2-tetrachloroethane - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m-dichlorobenzene - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

p-dichlorobenzene 0.178 0.46 0.60 0.34 0.06 0.27 0.26

benzylchloride - 0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00

o-dichlorobenzene 0.178 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01

1,2,4-trichlorobenzene - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hexachloro-1,3-butadiene - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
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図 1 季節別の VOC分類濃度（μg/m3,μgO3/m
3） 

表２ 調査期間別の各 VOC成分濃度（中央値） つづき  単位：μg/m3 
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３・３ 調査時間帯別のVOC分類濃度 

全調査検体(n=744)について、Ox-TVOCの調査時間帯別

のVOC分類濃度とOx濃度との関係を図2に示す。Oxは13

時～15時に最大値、7時に最小値を示した。Ox-TVOCは3

時及び13時に極小値を示した。13時は日射量のピーク時

間帯であり、Ox生成の光化学反応にVOCが消費されてい

ることが示唆された。 

 

 
 

 

 

３・４ 調査期間別のVOCの主要成分 

TVOCの調査期間別の主要成分（上位6成分）を図3に、

Ox-TVOCの調査期間別の主要成分（上位6成分）を図4に

示す。 

TVOCでは冬季に、dichloromethane及びn-hexaneの割

合が他の季節に比較して2倍以上高かった。 

Ox-TVOCでは全調査期間でtolueneの割合が12～22%を

占めた。夏季においては、生物起源揮発性有機化合物

(Biogenic Volatile Organic Compound;BVOC)の一つで

あるisopreneの割合が7%と他の季節に比べて特に高か

った。isopreneを含むBVOCは非常に反応性に富むことか

ら7)、観測した時点では既に減少している可能性もある

ので、Ox生成に関与しているVOCとして注視していく必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

 VOCを2時間毎という高時間分解能で調査し、成分によ

っては季節的な特徴がみられた。また、時間帯別でVOC

濃度に変化がみられた。今後は、VOCの発生源寄与解析

や、VOCのOx及びPM2.5生成への寄与の推定などを行って

いく予定である。 
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図 4 Ox-TVOCの調査期間別の主要成分（μgO3/m
3） 

図 2  Ox-TVOCの調査時間帯別の VOC分類濃度 

（μgO3/m
3）と Ox濃度（ppb）との関係 
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資料

年度における生物（動物関係）に関する問い合わせ状況

中島 淳・石間妙子・金子洋平・須田隆一

当所で窓口依頼検査以外で回答した動物に関連する問い合わせの内容について概要をまとめた。

年度は電話や持ち込み、電子メールによる質問が 件であった。問い合わせは県庁各課・保健福

祉環境事務所・県警察等の県機関から 件、市町村から 件、民間業者から 件、一般県民から 件で

あった。このうち特定外来生物であるヒアリ類疑い種の同定依頼は 件と急増した。また、同じく特

定外来生物であるツマアカスズメバチ疑い種の同定依頼は 件、ゴケグモ類疑い種の同定依頼は 件で

あった。

［キーワード：衛生害虫、ペストコントロール、アリ、ハチ、クモ、タガメ］

１ はじめに

当所では窓口依頼検査として生物同定試験を実施して

いるが、それ以外にも日常的に電話や持ち込み等による生

物に関する問い合わせに答えることが多い。本報では

年度に寄せられた質問のうち、動物に関連するものについ

てその内容をまとめた。

２ 方法

動物に関連する各問い合わせについて、依頼元を県、市

町村、民間業者、一般県民、その他の つに区分した。ま

た、質問内容については一般的な不明種に関する同定依頼、

ゴケグモ類疑い種（セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ）

の同定依頼、マダニ類疑い種の同定依頼、ツマアカスズメ

バチ疑い種の同定依頼、ヒアリ類疑い種（ヒアリ、アカカ

ミアリ）の同定依頼、生物多様性・外来種に関する一般的

な質問、その他、の 項目に区分して整理した。

３ 結果及び考察

表 に 年度の月ごとの問い合わせ件数を示す。全

体で 件の問い合わせがあり、最も問い合わせが多かっ

たのは 月の 件で、次いで 月が 件、 月が 件で

あった。一方で、 月から 月にかけての問い合わせは

いずれも 件と少なかった。全体の問い合わせ件数は

年度が 件、 年度が 件、 年度が 件、

年度が 件、 年度が 件、 年度が 件、

年度が 件であり ）、問い合わせ件数は前年度と同

程度であった。

図 に問い合わせの依頼元と件数を示す。問い合わせは

県機関からのものが最も多く、県機関では保健福祉環境事

務所からの問い合わせが多かったが、ほぼすべての場合に

おいて所管市町村または県民からの質問の仲介であった。

市町村からの依頼も同様に一般市町村民からの質問の仲

介であった。依頼元の傾向は過去と比較して、大きな違い

はなかった。

福岡県保健環境研究所年報第 号， － ，

 

福岡県保健環境研究所 （〒 太宰府市大字向佐野 ）

表 1 各月における内容別の問い合わせ件数 

不明種同定依頼

ゴケグモ類疑い

ツマアカスズメバチ疑い

マダニ類疑い

ヒアリ類疑い

生物多様性・外来種

その他

計

質問内容
月

計
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資料

年度における生物（動物関係）に関する問い合わせ状況

中島 淳・石間妙子・金子洋平・須田隆一
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の同定依頼、マダニ類疑い種の同定依頼、ツマアカスズメ

バチ疑い種の同定依頼、ヒアリ類疑い種（ヒアリ、アカカ

ミアリ）の同定依頼、生物多様性・外来種に関する一般的

な質問、その他、の 項目に区分して整理した。

３ 結果及び考察

表 に 年度の月ごとの問い合わせ件数を示す。全

体で 件の問い合わせがあり、最も問い合わせが多かっ

たのは 月の 件で、次いで 月が 件、 月が 件で

あった。一方で、 月から 月にかけての問い合わせは

いずれも 件と少なかった。全体の問い合わせ件数は

年度が 件、 年度が 件、 年度が 件、

年度が 件、 年度が 件、 年度が 件、

年度が 件であり ）、問い合わせ件数は前年度と同

程度であった。

図 に問い合わせの依頼元と件数を示す。問い合わせは

県機関からのものが最も多く、県機関では保健福祉環境事

務所からの問い合わせが多かったが、ほぼすべての場合に

おいて所管市町村または県民からの質問の仲介であった。

市町村からの依頼も同様に一般市町村民からの質問の仲

介であった。依頼元の傾向は過去と比較して、大きな違い

はなかった。
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表 1 各月における内容別の問い合わせ件数 

不明種同定依頼

ゴケグモ類疑い

ツマアカスズメバチ疑い

マダニ類疑い

ヒアリ類疑い

生物多様性・外来種

その他

計

質問内容
月

計
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問い合わせの具体的内容は不明種に関する同定依頼が

24 件と最も多く、次いでヒアリ類疑い（12 件）が多かっ

た（図 2）。これまで当所にヒアリ類疑い種に関する問い

合わせ事例はなかったが、2017年 7月 21日に福岡市内（博

多港）でヒアリが、同 9 月 29 日に苅田町内でアカカミア

リが発見され 2)、その情報が連日報道されたことにより一

般県民の注意・関心が高まったことが件数急増の理由と考

えられる。なお、寄せられた問い合わせ 12 件のうち、ヒ

アリ類と同定されたものはなく、その内訳はヒメアリ（2

件）、オオハリアリ（1件）、ヤサアリグモ（1件）、ケアリ

属（1件）、同定不能（ヒアリ類以外）（7件）であった。 

ゴケグモ類疑い種として問い合わせがあった 4 件のう

ち、セアカゴケグモであったのは 2件で、その他はオオヒ

メグモ（1件）、タカラダニ類が付着したザトウムシ類（1

件）であった。また、ツマアカスズメバチ疑い種として問

い合わせがあった 8 件は、ヒメスズメバチ（2 件）、コガ

タスズメバチ（2 件）、キイロスズメバチ（1 件）、ニッポ

ンハナダカバチ（1 件）、ヨツスジトラカミキリ（1 件）、

同定不能（1件）であった。 

その他の不明種同定依頼において種まで同定できたの

は、ハルゼミ、タガメ、チャバネアオカメムシ、ツヤアオ

カメムシ、オオカマキリモドキ、ゴマダラカミキリ、コア

シナガバチ、スナヤツメ、ニホンマムシ、コーンスネーク、

アオダイショウ、アカミミガメ、ケヅメリクガメ、アオバ

ズク、タヌキで、いずれも 1件ずつであった。 

このうちタガメは 2017 年 10 月 19 日に新宮町新宮中央

駅前の沖田中央公園内の池で発見されたもので、羽化から

間もないと思われる生きたオス成虫であった（図 3）。本

種は福岡県版レッドデータブックでは絶滅危惧 IA 類に選

定されているが、すでに県内では絶滅している可能性が高

いことが指摘されている 3)。福岡市や北九州市では 2008

年から 2009 年にかけて人為的な放虫に由来すると思われ

る同時多発的なタガメ発見事例があり 4)、今回の発見地周

辺には生息に適した環境は残されていないことから、この

個体も同様に人為的な放虫に由来するものと考えられる。

なお、本個体は標本化し当所で保管している。 
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図2 2017年度における内容別の問い合わせ件数 

図 3 新宮中央駅前の公園で発見されたタガメ 

図 1 2017 年度における問い合わせ元の件数 
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年度における生物同定試験の結果

石間妙子・中島 淳・須田隆一

当所で窓口依頼検査として行っている生物同定試験について、 年度の結果概要をまとめた。依

頼件数は 件で、依頼内容別にみると、食品中異物が 件、事業所内発生が 件、皮膚掻痒症原因が

件、その他（由来不明）が 件であった。 件につき複数の分類群が検出されたものが 件あり、

最大で 分類群が検出されたものもあった。検出回数が最も多いのはダニ目で、次いでチャタテムシ

目、ハエ目、チョウ目が多かった。種まで同定できたものは 件 検体で、ダニ目 種のほか、ゴキ

ブリ目のクロゴキブリ、チョウ目のオオタバコガ、ハチ目のルリアリは複数回検出された。同定依頼

は 月が 件で最も多かった。

［キーワード：衛生害虫、ペストコントロール、食品中異物］

１ はじめに

当所では、窓口依頼検査として生物同定試験を実施して

いる。本試験は、主に衛生害虫を対象として持ち込まれた

虫体（昆虫綱以外も含む）について、種の同定を行いその

結果について成績書の発行を行うものである。本試験の依

頼内容は、衛生害虫に関する社会的関心の変化によって年

変動があることから、本報では、 年度における生物同

定試験の結果をまとめ、その傾向について考察を行った。

２ 検査の方法

持ち込まれた検体は、発生状況についての聞き取りを行

い、その経緯から食品中（食品中から発見されたもの）、

家屋内（一般住居から発見されたもの）、事業所内（工場

や会社事務所等で発見されたもの）、皮膚掻痒（皮膚掻痒

症原因ダニ類の検査）、その他（研究機関依頼、由来不明

など）の つに区分して記録した。

持ち込まれた検体のうち、皮膚掻痒症原因ダニ類の検査

として持ち込まれた検体（室内塵）については、室内塵を

篩別後、 － の室内塵（細塵）を対象にダーリ

ング液懸濁遠沈法 を用いて抽出し、実体顕微鏡を用いて

直接鏡検、またはプレパラート標本にした後に生物顕微鏡

で鏡検して同定した。

皮膚掻痒以外の検体については、実体顕微鏡下で直接鏡

検し同定した。このうち乾燥している検体は、 ％水酸化

カリウム溶液に数時間浸潤し、軟化させた後に検鏡した。

また、粘着テープなどに付着している検体は、 プロパノ

ール液に 時間程度浸潤して粘着物を剥がした後に検鏡

した。

３ 結果及び考察

年度における生物同定試験の依頼件数は計 件で

あった。過去 年間の依頼件数は年間 － 件程度であ

り 、例年と比較して件数に大きな違いはみられなかっ

た。 件の依頼理由の内訳を図 に示す。食品中異物が

全体の ％にあたる 件と最も多く、残り 件のうち

件は、皮膚掻痒症原因ダニ類の検査であった。また、

年度は家屋内発生に区分される検体は持ち込まれな

かった。 年度までの本試験の結果においても、食品

中異物を由来とする検査依頼が近年増加していると指摘

されており ）、本年度も同様の傾向であるといえる。

月別の依頼件数と依頼理由の内訳を図 に示す。依頼件

数が最も多かったのは 月の 件で、次いで 月、 月、

月、 月、 月であった。過去 年間においても、

夏季を中心に依頼件数が多く 、 年度も例年と同様

の傾向であった。

表 に、 件の検体から検出された虫体について、目

レベルの検出数の内訳を月別に示す。 件のうち 件は

分類群のみの検出であったが、残りの 件からは 件
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図 年度における生物同定検査の依頼理由

食品中
32件

事業所内 7件

その他 12件

皮膚掻痒 14件
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全体の ％にあたる 件と最も多く、残り 件のうち

件は、皮膚掻痒症原因ダニ類の検査であった。また、

年度は家屋内発生に区分される検体は持ち込まれな

かった。 年度までの本試験の結果においても、食品

中異物を由来とする検査依頼が近年増加していると指摘

されており ）、本年度も同様の傾向であるといえる。

月別の依頼件数と依頼理由の内訳を図 に示す。依頼件

数が最も多かったのは 月の 件で、次いで 月、 月、

月、 月、 月であった。過去 年間においても、

夏季を中心に依頼件数が多く 、 年度も例年と同様
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図 年度における生物同定検査の依頼理由

食品中
32件

事業所内 7件

その他 12件

皮膚掻痒 14件

あたり － 分類群が検出された。検出された分類群数は

全体で 種類となった。 種類のうち、目まで同定で

きたものは 種類で、分類群としてはダニ目が最も多く、

次いでチャタテムシ目とハエ目、チョウ目、コウチュウ目

とハチ目であった。

ダニ目とチャタテムシ目は、いずれも皮膚掻痒原因ダニ

類の検査で検出された。当検査の 件のうち、ダニ目は

％にあたる 件から検出され、その全てでチリダニ科

が確認された。なお、ダニ類の個体数は、細塵 あたり

－ 匹と検体により大きなバラツキが見られた。チャ

タテムシ目は 件中 件から検出されたが、検体の破損

等により、科以下の同定はできなかった。ハエ目は 検

体が持ち込まれ、そのうちクロバネキノコバエ科とチョウ

バエ科は 検体ずつ確認された。この 科は、土壌中の腐

食物や排水溝等に発生する衛生害虫としてよく知られる

分類群である。

持ち込まれた検体のうち、種まで同定できたものの内訳

を表 に示す。計 種 検体が種まで同定され、そのう

ち 検体は皮膚掻痒症原因ダニ類、検体は食品中異物、

検体が事業所内発生であった。ダニ目は 種が同定され、

そのうちアシナガツメダニとホソツメダニを除く 種は

複数の室内塵から抽出された。特に、チリダニ科のコナヒ

ョウヒダニとヤケヒョウヒダニは検出件数がそれぞれ

件及び 件と多く、検体中の個体数も両種でダニ目全体の

－ ％を占めていた。これら 種は家屋内で見られる

ダニ類として最も代表的な種で ）、吸入性アレルギー疾

患の原因となることが知られている 。そのほかに、ゴキ

ブリ目のクロゴキブリ、チョウ目のオオタバコガ、ハチ目

のルリアリが、各 回検出された。オオタバコガは野菜や

花卉などを食害する農業害虫としてよく知られており、ル

リアリは家屋内に侵入し不快害虫として問題になること

がある。表 に示す種のほとんどは、古い時代から食品混

入や家屋内害虫、不快害虫として問題視されている節足動

物で、継続して一定の問題を起こしていることがわかる。
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表 種まで同定できた 検体の種名と発生状況

シミ
バッタ
ゴキブリ
ゴキブリ
ゴキブリ
カメムシ
コウチュウ
コウチュウ
コウチュウ
コウチュウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
ハチ
ハチ
ハチ
ハチ
ダニ
ダニ
ダニ
ダニ
ダニ
ダニ
ダニ

目 種名

セイヨウシミ
カネタタキ
クロゴキブリ
クロゴキブリ
サツマゴキブリ
ツチカメムシ
カミナリハムシ
ナナホシテントウ
ニホンホソオオキノコムシ
ヒラタコクヌストモドキ
アワノメイガ
スジマダラメイガ
オオタバコガ
オオタバコガ
シワクシケアリ
ルリアリ
ルリアリ
アオムシコマユバチ
コナヒョウヒダニ
ヤケヒョウヒダニ
ケナガコナダニ
イエササラダニ
カザリヒワダニ
アシナガツメダニ
ホソツメダニ

検体の発生状況

食品中（おにぎり）
事業所内（パン工場）
その他（由来不明）
その他（由来不明）
食品中（キムチ）
事業所内（食品工場のトレイ）
その他（由来不明）
食品中（ごま和え）
食品中（明太子）
事業所内（椅子）
食品中（とうもろこし）
食品中（明太子）
食品中（ケールサラダ）
その他（由来不明）
その他（由来不明）
事業所内（ウォーターサーバー会社）
その他（由来不明）
食品中（餃子）
皮膚掻痒（室内塵）11件
皮膚掻痒（室内塵） 9件
皮膚掻痒（室内塵） 2件
皮膚掻痒（室内塵） 4件
皮膚掻痒（室内塵） 2件
皮膚掻痒（室内塵） 1件
皮膚掻痒（室内塵） 1件

表 各月における目別の検出数

4 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3
チャタテムシ
ハエ
チョウ
コウチュウ
ハチ
カメムシ
ゴキブリ
シミ
バッタ
トビケラ
目不明
ダニ

ナガミミズ

5 5 2 6 27 8 6 6 6 1 31 2計

計目
月

2
3

2

1
1
1

7
2

3

14
1

1
2
2
2

1

6

1
1

1

1
1
1

1
3

1

1

3
2

1

1

2
13
13
10
8
8
5
4
1
1
1
3

35
2
1

105

綱

昆虫

クモ
節足動物門 綱不明

貧毛

1

1

2
1

2

1

6
3

1

21
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福岡県保健環境研究所年報投稿規定 
 
1 投稿資格

 本誌への投稿者は、福岡県保健環境研究所に所属する職員（職員であった者及び職員と共同研究を行った者を含む）

に限る。

2 原稿の種類

 投稿原稿は総説、原著、短報、及び資料とする。

（１） 総説：保健・環境分野の既発表の研究成果・今日的問題点・将来の展望を文献などにより総括し、解析したも

のをいう。

（２） 原著：独創的な内容で、保健・環境分野に関する価値ある結論及び新事実並びに新技術を含むものをいう。

（３） 短報：断片的あるいは萌芽的研究であるが、独創的な内容で保健・環境分野に関する価値ある結論及び新事実

並びに新技術を含むものをいう。

（４） 資料：調査、試験検査の結果または統計等をまとめたものとし、原著や短報のような独創性を重視するのでは

なく、調査結果自体の有用性を重んじた内容のものをいう。

3 原稿の書き方

（１）原稿はできるだけ簡潔に、わかり易く作成し、印刷ページにして（図、表を含め）、総説及び原著は 6 頁以内、

短報及び資料は 4頁以内を原則とする。

（２）原稿は「年報原稿作成要領」に従って作成する。ただし、資料については英文の要旨は省くものとする。

（３）ヒトを対象とした研究で、倫理的配慮を必要とする場合は、必ず「方法」の項に研究対象者に対する倫理的配慮

を記載する。

4 原稿の提出、査読及び掲載の可否

（１） 原稿は「調査・研究発表伺い」により決裁を受けた後、編集委員会に提出する。その形式は別に定める「年報

原稿作成要領」に従うこと。

（２） 編集委員会は、複数の査読員に査読を依頼する。ただし、資料についての査読は行わない。

   編集委員会は査読員の意見を著者に伝え、必要に応じ修正を求める。

（３） 修正を求められた著者は、2 週間以内に修正原稿を再提出する。この期間に修正原稿の提出がなく、かつ編集

委員会まで連絡がない場合は撤回したものとする。

（４） 編集委員会は、査読結果に基づき掲載の可否及び掲載区分を決定する。

5 校正

 印刷時の著者校正は、1回とする。

 校正は、誤植のみとし、校正時の文字、文章、図表等の追加、添削及び変更は原則として認めない。

6 その他

その他編集上必要な事項は、編集委員会で協議する。

附 則

 この規定は昭和 54年 4月 10 日より施行する。

平成 16 年 5月 10日一部改正

平成 19年 10月 1日一部改正

平成 25年 4月 1日一部改正
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平成 16 年 5月 10日一部改正

平成 19年 10月 1日一部改正
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（１）論文等発表一覧

①原著論文・総説

論 文 名 執 筆 者 掲 載 誌 抄録掲載頁

Impact of financial incentives for 
inter-provider care coordination on 
health-care resource utilization among 
elderly acute stroke patients.

Takumi Nishi, Toshiki Maeda*1, Akira 
Babazono*2

*1 Fukuoka University
*2 Kyushu University

International Journal for
Quality in Health Care, 
29(4):490-498.

P136

Rapid and Accurate Diagnosis Based on 
Real-Time PCR Cycle Threshold Value for 
the Identification of Campylobacter jejuni,
astA Gene-Positive Escherichia coli, and 
eae Gene-Positive E. coli.

Jun Kawase* （他11名）, Yoshiki Etoh
（5番目）

* Shimane Prefectural Institute of Public 
Health and Environmental Science

Japanese Journal of 
Infectious Diseases Vol.71, 
No.1, 79-84, 2018.

P136

Population structure of Escherichia coli
O26 : H11 with recent and repeated stx2
acquisition in multiple lineages.

Yoshitoshi Ogura* （他23名）, Yoshiki 
Etoh（8番目）, Eriko Maeda（11番目）

*Kyushu University

Microbial Genomics Vol. 3, 
2017.

P136

Reduction in the prevalence of AmpC 
β-lactamase CMY-2 in Salmonella from 
chicken meat following cessation of the 
use of ceftiofur in Japan.

Yui Kataoka* （他7名） , Hiroaki
Shigemura（6番目）

* Department of Animal Science, Tokyo 
University of Agriculture

Journal of Global 
Antimicrobial Resistance
Vol. 10, 10-11, 2017.

P136

Decrease in the prevalence of 
extended-spectrum cephalosporin-resistant 
Salmonella following cessation of ceftiofur 
use by the Japanese poultry industry.

Hiroaki Shigemura, Mari Matsui*1 ,
Tsuyoshi Sekizuka*2 （他11名）

*1 Antimicrobial Resistance Research
Center, National Institute of Infectious 
Diseases
*2 Pathogen Genomics Center, National 
Institute of Infectious Diseases

International Journal of Food 
Microbiology Vol. 274, 
45-51, 2018.

P137

A Chemometrics-driven Strategy for the 
Bioactivity Evaluation of Complex 
Multicomponent Systems and the Effective 
Selection of Bioactivity-predictive
Chemical Combinations

Yoshinori Fujimura*（他9名）、Asako 
Nakamura（4番目）

* Kyushu University

Scientific Report Vol.7, No.1, 
2257, 2017.

P137

Foodborne Outbreaks Caused by Human 
Norovirus GII.P17-GII.17–Contaminated 
Nori, Japan, 2017.

Naomi Sakon*, Hideaki Yoshitomi （5
番目）, Asako Nakamura（9番目）, 他

機関

* Osaka Institute of Public Health

Emerging Infectious Disease,
24, 920-923, 2018.

P137

食品中のハロゲン系難燃剤の分析法と

摂取量について

安武大輔 食品衛生学雑誌, 58,
J147-J152, 2017

P137

2014-2016年度油症検診における血液中

ポリ塩化クアテルフェニルの分析

小木曽俊孝，安武大輔，佐藤環（他6
名）

福岡医学雑誌，108(3)，
94-101，2017.

P138

血液中ダイオキシン類およびPCB 濃度

測定のクロスチェック（第2 報）

新谷依子，堀就英，安武大輔（他10
名）

福岡医学雑誌, 108(3), 
83-93, 2017.

P138

液体クロマトグラフ-飛行時間型質量分

析装置(LC/Q-TOF/MS)を用いた危険ド

ラッグのフラグメンテーション解析

小木曽俊孝，新谷依子，堀就英（他1
名）

福岡県保健環境研究所年

報第44号，66-71，2017.
P138

Deans Switch型SilFlowを用いた血中ダ

イオキシン類測定におけるソルベント

カット大量注入法の開発

安武大輔，飛石和大，平川博仙（他7
名）

福岡医学雑誌，108(3)，
102-110，2017.

P138
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論 文 名 執 筆 者 掲 載 誌 抄録掲載頁

福岡都市圏における介護施設, 医療施

設および保育施設からの使用済み紙お

むつ発生量の推計

土田大輔, 清水美佐子*1, 松村洋史*2,
（他1名）

*1 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

*2 （公財）福岡県リサイクル総合研

究事業化センター

廃棄物資源循環学会論文

誌，Vol.28, 76-86, 2017.
P139

福岡県内河川におけるネオニコチノイ

ド系農薬及びフィプロニルの動態

志水信弘，柏原学，古閑豊和 福岡県保健環境研究所年

報, 44, 72-76, 2017
P139

茶畑を集水域とする小河川水のマンガ

ン濃度の変化と茶畑土壌のマンガン溶

出特性

石橋融子，古閑豊和，柏原学（他3名） 環境化学, 27(4), 177-181,  
2017

P139

有機物指標と無機イオン成分を用いた

廃棄物最終処分場関連水の特性評価

平川周作，志水信弘，堀就英，鳥羽

峰樹

環境化学, 27(2), 23-28, 
2017

P139

Compound-specific isotopic and 
congener-specific analyses of 
polychlorinated biphenyl in the heat 
medium and rice oil of the Yusho incident

Takashi Miyawaki, Mari Sugihara*1,
Shusaku Hirakawa, Tsuguhide Hori, 
Jumboku Kajiwara, Susumu Katsuki, 
Chikage Mitoma*2, Masutaka Furue*2

*1 JASCO International Co., Ltd.
*2 Research and Clinical Center for 
Yusho and Dioxin, Kyusyu University 
Hospital

Environmental Science and 
Pollution Research, 25, (17),  
16464-16471, 2018

P140

A rapid method, combining 
microwave-assisted extraction and gas 
chromatography-mass spectrometry with a 
database, for determining organochlorine 
pesticides and polycyclic aromatic 
hydrocarbons in soils and sediments

Takashi Miyawaki, Kazuhiro Tobiishi, 
Shigeyuki Takenaka, Kiwao Kadokami*

* Faculty of Environmental 
Engineering, The University of 
Kitakyushu

Soil and Sediment 
Contamination: An 
International Journal, 27, 
31-45, 2018

P140

Notes on the Stenelmis hisamatsui species 

group in Japan, with description of a new 

species from Kume-jima, Ryukyu Islands 

(Coleoptera, Elmidae)

Yuuki Kamite*, Jun Nakajima

* Nagoya City Public Health Research 

Institute

Koleopterologische 

Rundscahu, 87, 253-273, 

2017.

P140

山地森林域におけるブナの衰退状況評

価の試み―葉緑素計 SPAD 値と目視衰

退度および胸高直径相対成長率との関

係―

石間妙子，須田隆一，金子洋平（他 3

名*）

* 国立環境研究所 1 名を含む

全国環境研会誌 42 (2)，

59-64，2017．
P140

日本産ヒメドロムシ科の目録と分類学

的な問題点

上手雄貴*1，中島淳，林成多*2，吉富

博之*3

*1 名古屋市衛生研究所

*2 ホシザキグリーン財団

*3 愛媛大学ミュージアム

さやばねニューシリーズ,

29, 6-12, 2018.
P141

計（原著論文・総説） 21 件
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Chikage Mitoma*2, Masutaka Furue*2

*1 JASCO International Co., Ltd.
*2 Research and Clinical Center for 
Yusho and Dioxin, Kyusyu University 
Hospital

Environmental Science and 
Pollution Research, 25, (17),  
16464-16471, 2018
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A rapid method, combining 
microwave-assisted extraction and gas 
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database, for determining organochlorine 
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hydrocarbons in soils and sediments

Takashi Miyawaki, Kazuhiro Tobiishi, 
Shigeyuki Takenaka, Kiwao Kadokami*

* Faculty of Environmental 
Engineering, The University of 
Kitakyushu

Soil and Sediment 
Contamination: An 
International Journal, 27, 
31-45, 2018

P140

Notes on the Stenelmis hisamatsui species 

group in Japan, with description of a new 

species from Kume-jima, Ryukyu Islands 

(Coleoptera, Elmidae)

Yuuki Kamite*, Jun Nakajima

* Nagoya City Public Health Research 

Institute

Koleopterologische 

Rundscahu, 87, 253-273, 

2017.

P140

山地森林域におけるブナの衰退状況評

価の試み―葉緑素計 SPAD 値と目視衰

退度および胸高直径相対成長率との関

係―

石間妙子，須田隆一，金子洋平（他 3

名*）

* 国立環境研究所 1 名を含む

全国環境研会誌 42 (2)，

59-64，2017．
P140

日本産ヒメドロムシ科の目録と分類学

的な問題点

上手雄貴*1，中島淳，林成多*2，吉富

博之*3

*1 名古屋市衛生研究所

*2 ホシザキグリーン財団

*3 愛媛大学ミュージアム

さやばねニューシリーズ,

29, 6-12, 2018.
P141

計（原著論文・総説） 21 件

②短報・レター

論 文 名 執 筆 者 掲 載 誌

保育所で発生した腸管出血性大腸菌

O26:H11による集団感染事例―福岡県

上野詩歩子* (他13名), 濱崎光宏(12
番目), 中山志幸(13番目), 世良暢之

(14番目)
* 南筑後保健福祉環境事務所

病 原 微 生 物 検 出 情 報 (IASR) 
Vol.38, 148-149, 2017.

エンテロウイルス検査の信頼性確保に

ついて

吉田 弘* (他8名) , 濱崎光宏(3番目)
* 国立感染症研究所

病 原 微 生 物 検 出 情 報 (IASR) 
Vol.38, 199-200, 2017.

食品・環境への薬剤耐性菌分布の拡大 重村洋明，村上光一*

* 国立感染症研究所

化学療法の領域 2017年5月号

(Vol.33 No.5)
流入水から検出された新型アデノウイ

ルス79型について

吉冨秀亮，小林孝行，中村麻子，（他

6名）

病 原 微 生 物 検 出 情 報 (IASR) 
Vol.38, 140-141, 2017.

平成28年度ポリオ環境水サーベイラン

ス（感染症流行予測調査事業および調

査研究）にて検出されたエンテロウイ

ルスについて

吉田弘*，吉冨秀亮，(他17名)
* 国立感染症研究所

病 原 微 生 物 検 出 情 報 (IASR) 
Vol.39, 67-69, 2018.

飲料中の指定外甘味料ズルチンの

HPLCによる定量試験法及び

LC-qTOF/MSによる簡便かつ迅速な確

認試験法の検討

佐藤環，小木曽俊孝，新谷依子（他2
名）

福岡県保健環境研究所年報第44
号，77-81，2017.

ムレミカヅキモ(Pseudokirchneriella 
subcapitata)を用いた複合影響試験の検

討

古閑豊和，柏原学，志水信弘，石橋

融子

福岡県保健環境研究所年報 , 44,
82-85, 2017

福岡県内河川におけるm-ニトロトルエ

ンの実態調査

柏原学，志水信弘 福岡県保健環境研究所年報 , 44,
86-89, 2017

高速液体クロマトグラフを用いたホル

ムアルデヒド迅速分析法の環境水への

適用可能性検討

秦弘一朗，古閑豊和 福岡県保健環境研究所年報 , 44,
90-93, 2017

福岡県内公共用水域におけるノニルフ

ェノールの実態調査について

藤川和浩，志水信弘，石橋融子，（他

1名）

福岡県保健環境研究所年報第44
号，94－97，2017.

福岡県内公共用水域における4-t-オクチ

ルフェノールの実態調査について

藤川和浩，志水信弘，石橋融子，（他

1名）

福岡県保健環境研究所年報第44
号，98－101，2017.

日本列島におけるドジョウ属の顔ぶれ 中島淳 月刊アクアライフ , 457, 24-25, 

2017.

福岡県白島（男島）における爬虫類の

記録

中島淳，須田隆一 九州両生爬虫類研究会誌 8, 6-8, 

2017.

福岡県北九州市白島（男島）のクモ 馬場友希*，中島淳

* 農業・食品産業技術総合研究機構

KISHIDAIA, 111, 43-45, 2017. 

計（短報・レター） 14 件

③著書

書 誌 名 執 筆 者 出版社、発行年

小学館の図鑑 Z 日本魚類館 ～精緻

な写真と詳しい解説～

中坊徹次* 編／監修，中島淳（ドジ

ョウ科，フクドジョウ科，アユモド

キ科）（他 46 名）

* 京都大学総合博物館

小学館，東京，2017.

計（著書） 1 件
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（２）発表論文抄録

1 Impact of financial incentives for inter-provider 
care coordination on health-care resource utilization 
among elderly acute stroke patients.
Takumi Nishi, Toshiki Maeda*1, Akira Babazono*2

International Journal for Quality in Health Care, 
29(4):490-498.

後期高齢者のレセプトデータベースを用いて、脳

卒中で入院した患者を回復期リハビリテーション病

棟まで追跡し、急性期後の医療連携体制の効率的な

医療資源利用への影響について評価することを目的

とした。研究対象者は75歳以上であり、回復期リハ

ビリテーション病棟に移った急性脳卒中患者6,409
名である。連携型、統合型、その他の治療経路の3
群に分類し、一般化線型モデルを用いて、これらの

治療経路が医療資源利用に与える影響を評価した。

その他の治療経路群に比べ、連携群の急性期におけ

る在院日数は脳梗塞では2.0日、脳出血では2.5日短か

った。しかしながら、回復期の在院日数と総医療費

との関連はみられなかった。

*1 Fukuoka University; *2 Kyushu University

2 Rapid and Accurate Diagnosis Based on 
Real-Time PCR Cycle Threshold Value for the 
Identification of Campylobacter jejuni , astA
Gene-Positive Escherichia coli, and eae Gene-Positive 
E. coli.
Jun Kawase* (他11名 ), Yoshiki Etoh(5番目 )
Japanese Journal of Infectious Diseases Vol.71, No.1, 
79-84, 2018.

我々は、以前、24の食中毒細菌を同時に検出する

multiplex real-time PCR assay (RFBS24 ver.5)を開発し

た。今回、RFBS24と培養法との不一致を克服するた

め、RFBS24 ver.5のcycle threshold value（Ct値）と培

養法の結果との関連性を評価した。我々がこの研究

で行った確定Ct値（d-CT）に基づくアプローチは、

RFBS24 ver.5での迅速で正確な診断への貴重なツー

ルとなることを結論づけた。

*Shimane Prefectural Institute of Public Health and 
Environmental Science

3 Population structure of Escherichia coli
O26 :  H11 with recent and repeated stx2 acquisition in 
multiple lineages.
Yoshitoshi Ogura* (他23名 ), Yoshiki Etoh(8番目 ), Eriko 
Maeda(11番目 )
Microbial Genomics Vol. 3, 2017.

large-scale genome analysisによって得られた腸管

出血性大腸菌O26（O26）の世界的な系統の概要と進

化スケールを報告する。

O26の起源は、460年前と推定された。ST21の2つの

亜系統の1つであるST21C1は、世界中で最も多い系

統であり、3つのST29亜系統の1つ（ST29C2）から210
年前に出現した。もう一方のST21亜系統である

ST21C2は、90年前にST21C1から出現した。志賀毒素

2型遺伝子（ stx2）を保有する株の解析から、複数の

O26系統（ST21とST29の両方）において、近年、繰

り返し stx2遺伝子を獲得していることを明らかとし

た。

*Kyushu University

4 Reduction in the prevalence of AmpC 
β-lactamase CMY-2 in Salmonella from chicken meat 
following cessation of the use of ceftiofur in Japan.
Yui Kataoka* (他7名 ) , Hiroaki Shigemura(6番目 )
Journal of Global Antimicrobial Resistance Vol. 10, 
10-11, 2017.

AmpCβ -ラクタマーゼを産生する鶏肉由来サルモ

ネラはblaCMY-2を保有しているものが世界的に主要

なものとなっている。日本では、blaCMY-2保有サルモ

ネラは2005年以降増え続け、2010年には28%のサル

モネラがblaCMY-2保有していたことが報告されてい

る。本研究では、北海道、東北、関東、中部、近畿、

中国、九州地方から鶏肉74件を購入し、それら鶏肉

から74株のサルモネラを分離し、薬剤耐性試験を行

った。その結果、2015年には、blaCMY-2保有サルモネ

ラは1.4%まで減少していたことがわかった。

* Department of Animal Science, Tokyo University of 
Agriculture
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た。今回、RFBS24と培養法との不一致を克服するた
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養法の結果との関連性を評価した。我々がこの研究
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出血性大腸菌O26（O26）の世界的な系統の概要と進

化スケールを報告する。

O26の起源は、460年前と推定された。ST21の2つの

亜系統の1つであるST21C1は、世界中で最も多い系

統であり、3つのST29亜系統の1つ（ST29C2）から210
年前に出現した。もう一方のST21亜系統である
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2型遺伝子（ stx2）を保有する株の解析から、複数の

O26系統（ST21とST29の両方）において、近年、繰

り返し stx2遺伝子を獲得していることを明らかとし

た。

*Kyushu University

4 Reduction in the prevalence of AmpC 
β-lactamase CMY-2 in Salmonella from chicken meat 
following cessation of the use of ceftiofur in Japan.
Yui Kataoka* (他7名 ) , Hiroaki Shigemura(6番目 )
Journal of Global Antimicrobial Resistance Vol. 10, 
10-11, 2017.

AmpCβ -ラクタマーゼを産生する鶏肉由来サルモ

ネラはblaCMY-2を保有しているものが世界的に主要

なものとなっている。日本では、blaCMY-2保有サルモ

ネラは2005年以降増え続け、2010年には28%のサル

モネラがblaCMY-2保有していたことが報告されてい

る。本研究では、北海道、東北、関東、中部、近畿、

中国、九州地方から鶏肉74件を購入し、それら鶏肉

から74株のサルモネラを分離し、薬剤耐性試験を行

った。その結果、2015年には、blaCMY-2保有サルモネ

ラは1.4%まで減少していたことがわかった。

* Department of Animal Science, Tokyo University of 
Agriculture

5 Decrease in the prevalence of extended-spectrum 
cephalosporin-resistant Salmonella following 
cessation of ceftiofur use by the Japanese poultry 
industry.
Hiroaki Shigemura, Mari Matsui* (他12名 )
International Journal of Food Microbiology Vol. 274, 
45-51, 2018.

2005年以降、鶏肉由来広域スペクトルセファロス

ポリン（ESC）耐性サルモネラが増加し、2010年に

は、分離株の28%がESC耐性を示した。この研究で、

2011年から2015年における鶏肉製品由来のESC耐性

サルモネラの分離状況及びそれらサルモネラが保有

するプラスミドの特徴を明らかにした。blaCMY-2を保

有するESC耐性サルモネラは2012年以降減少した。

また、ESC耐性サルモネラから IncN、 IncX3、 IncX1

等のプラスミドが検出された。

* Antimicrobial Resistance Research Center, National 
Institute of Infectious Diseases

6 A Chemometrics-driven Strategy for the 
Bioactivity Evaluation of Complex Multicomponent 
Systems and the Effective Selection of 
Bioactivity-predictive Chemical Combinations
Yoshinori Fujimura*（他9名）、Asako Nakamura（4番
目）

Scientific Report Vol.7, No.1, 2257, 2017.

多彩な成分を含む食品の機能性（保健効果）を単

一の含有成分の量や効果の強さといった情報で説明

しようとすると、現状の科学的評価技術には重大な

欠点があり、複数の成分の影響を厳密かつ同時に評

価する事ができない。本研究では、混合物試料中の

成分情報を簡便かつ迅速に取得できる質量分析技術

（MALDI-MS）を構築すると共に、多彩な保健効果

が知られている緑茶抽出物の抗酸化活性を、成分組

成情報（成分の相対量バランス）から高精度に評価

できる計量化学技法（メタボリック・プロファイリ

ング法）の開発に成功した。

* Kyushu University

7 Foodborne Outbreaks Caused by Human 
Norovirus GII.P17-GII.17–Contaminated Nori, 
Japan, 2017.
Naomi Sakon*, Hideaki Yoshitomi（5番目） , Asako
Nakamura（9番目） , 他機関

Emerging Infectious Disease., 24, 920-923, 2018.

2017年にノロウイルスGII.17を原因とする7つの

食中毒事例が日本全国で報告され、合計2,094人の患

者が発生した。きざみのりがすべての事例に関与し

ており、きざみのりからもノロウイルスGII.17が検

出された。きざみのりは製造中にノロウイルスに汚

染された可能性があることが示唆された。ノロウイ

ルスGII.17のRdRpおよびVP1領域の塩基配列は他の

集団発生と区別できた。本事例では、ノロウイルス

の感染性が乾燥条件下において常温で約2ヶ月保持

されたことが示された。一方、きざみのり製造後、

経時的に新たな患者の発生数は減少したことから、

乾燥条件下ではノロウイルスの感染性が漸減するこ

とが示唆された。

* Osaka Institute of Public Health

8 食品中のハロゲン系難燃剤の分析法と摂取量に

ついて

安武大輔

食品衛生学雑誌，58， J147-J152，2017．

はじめに，難燃剤の必要性，物の燃焼及び難燃剤

の種類及び法規制されているハロゲン系難燃剤等に

ついて簡単に説明した。次に，ハロゲン系難燃剤の

分析方法を紹介し，これまで私たちが蓄積してきた

ハロゲン系難燃剤の魚介類における汚染実態調査結

果及びハロゲン系難燃剤の一日平均摂取量の推定結

果について解説した。それらの食事を通じた摂取量

は，ただちに健康に影響を及ぼすレベルではなかっ

た。
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9 2014-2016年度油症検診における血液中ポリ塩化

クアテルフェニルの分析

小木曽俊孝，安武大輔，佐藤環（他6名）

福岡医学雑誌，108(3)，94-101，2017.

油症診断基準の一つであるポリ塩化クアテルフェ

ニル (PCQ)の分析法の改良と，2014-2016年度に測定

を行った受診者の分析結果の解析を行った。分析法

の改良では器具の加熱処理など分析法の見直しを行

い従来法と比較して迅速に検査を行える方法とする

ことができた。2014-2016年度に実施された油症一斉

検診における受診者のPCQ濃度を測定した結果，0.1 
ppbを超える高い濃度は検出されなかった。一方で，

典型的な油症認定患者のPCQ濃度は油症発生後まも

なく半世紀が経過するという今日でも高濃度に残留

していることが分かった。

10 血液中ダイオキシン類およびPCB 濃度測定の

クロスチェック（第2 報）

新谷依子，堀就英，安武大輔（他10名）

福岡医学雑誌 , 108(3), 83-93, 2017.

2012年から2015年の4年間に実施した同一試料を

用いた血液中ダイオキシンおよびPCB濃度測定のク

ロスチェックの結果について分析機関間の比較を行

い，当所における分析の信頼性を検証した。機関間

の測定値は概ね一致していたが，一部脂肪重量の測

定にばらつきが認められた。分析法の違いによる血

液中ダイオキシン類およびPCB濃度の差は認められ

ず，当所における分析法の妥当性が確認された。

11 液体クロマトグラフ -飛行時間型質量分析計

(LC/Q- TOF/MS)を用いた危険ドラッグのフラグメ

ンテーション解析

小木曽俊孝，新谷依子，堀就英（他1名）

福岡県保健環境研究所年報第44号，66-71，2017.

LC/Q-TOF/MSを用いた分析法の開発と危険ドラ

ッグの構造に着目しフラグメンテーションに傾向が

あるか解析を行った。分析法開発では様々な性質の

化合物を測定可能な条件を設定し，実際の危険ドラ

ッグ分析に適応可能な方法を確立した。フラグメン

テーション解析では5種類の化合物群について検討

を行い，構造の中で開裂しやすい場所や検出されや

すいフラグメントイオンに関する知見を取得した。

今回得られた結果は危険ドラッグの分析精度を高め

るだけでなく，マススペクトルから構造を推定する

上で重要な基礎情報となると考えられた。

12 Deans Switch型SilFlowを用いた血中ダイオキシ

ン類測定におけるソルベントカット大量注入法の開

発

安武大輔，飛石和大，平川博仙（他7名）

福岡医学雑誌，108(3)，102-110，2017.

Deans Switch型SilFlowを使用し，SCLVと同等な血

中のダイオキシン類の高感度測定が可能か検討し

た。血中のダイオキシン類測定においてDeans Switch
型SilFlowは，従来から使用しているSCLVと同様な

機構で作用し，標準物質およびコントロール試料の

測定でも再現性の高い結果が得られた。SilFlowは従

来法と比べて，非常に小さいデッドボリュームのた

め，コンタミネーションの影響が小さく , 取り扱い

も容易であり，SCLVの代替として利用可能であるこ

とが証明できた。
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小木曽俊孝，新谷依子，堀就英（他1名）

福岡県保健環境研究所年報第44号，66-71，2017.

LC/Q-TOF/MSを用いた分析法の開発と危険ドラ

ッグの構造に着目しフラグメンテーションに傾向が

あるか解析を行った。分析法開発では様々な性質の

化合物を測定可能な条件を設定し，実際の危険ドラ

ッグ分析に適応可能な方法を確立した。フラグメン

テーション解析では5種類の化合物群について検討

を行い，構造の中で開裂しやすい場所や検出されや

すいフラグメントイオンに関する知見を取得した。

今回得られた結果は危険ドラッグの分析精度を高め

るだけでなく，マススペクトルから構造を推定する

上で重要な基礎情報となると考えられた。

12 Deans Switch型SilFlowを用いた血中ダイオキシ

ン類測定におけるソルベントカット大量注入法の開

発

安武大輔，飛石和大，平川博仙（他7名）

福岡医学雑誌，108(3)，102-110，2017.

Deans Switch型SilFlowを使用し，SCLVと同等な血

中のダイオキシン類の高感度測定が可能か検討し

た。血中のダイオキシン類測定においてDeans Switch
型SilFlowは，従来から使用しているSCLVと同様な

機構で作用し，標準物質およびコントロール試料の

測定でも再現性の高い結果が得られた。SilFlowは従

来法と比べて，非常に小さいデッドボリュームのた

め，コンタミネーションの影響が小さく , 取り扱い

も容易であり，SCLVの代替として利用可能であるこ

とが証明できた。

13 福岡都市圏における介護施設 ,医療施設および

保育施設からの使用済み紙おむつ発生量の推計

土田 大輔 , 清水 美佐子 *1, 松村 洋史 *2,（他1名）

廃棄物資源循環学会論文誌 Vol.28, 76-86, 2017.

福岡都市圏を対象として，紙おむつを使用する事

業所である介護施設，成人対象医療施設，乳幼児対

象医療施設，および保育施設からの使用済み紙おむ

つ発生量を推計した。福岡都市圏内の事業所に対し

て行った使用状況アンケート調査や紙おむつ分別回

収調査により，要介護度別，病床種類別，年齢別の

紙おむつ使用人数割合，1人1日あたり使用枚数，お

よび業種別の使用済み紙おむつ1枚あたり重量を把

握し，業種別の推計式に反映した。推計値を分別回

収調査結果と比較したところ，おおむね一致した。

推計式を福岡都市圏（対象事業所数980件）に適用し

た結果，12.6千 ton/yの事業系紙おむつが発生し，事

業系可燃ごみの4.4 %を占めると推計された。

*1 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

*2（公財）福岡県リサイクル総合研究事業化センタ

ー

14 福岡県内河川におけるネオニコチノイド系農薬

及びフィプロニルの動態

志水信弘，柏原学，古閑豊和

福岡県保健環境研究所年報第44号，72-76，2017

ネオニコチノイド系農薬（NNCs）7種とフィプロ

ニルの県内河川における動態を明らかにし、出荷量

や物性情報から検出要因を考察した。県内河川にお

ける検出率（n=210）は、ジノテフラン（91.4 %）、

イミダクロプリド（70.0 %）、チアメトキサム

（59.5 %）、クロチアニジン（51.0 %）、フィプロニ

ル（28.1 %）、アセタミプリド（9.0 %）の順で高く、

チアクロプリド及びニテンピラムはほとんど検出さ

れなかった。また、ジノテフランやフィプロニルの

最大濃度は、地域や季節によって特徴的な変化を示

し、ジノテフラン、アセタミプリド、イミダクロプ

リド及びフィプロニルの検出状況は、出荷量、物性

及び使用状況が影響したと考えられた。さらにNNCs
とフィプロニルの最大濃度は、水産動植物の被害防

止に係る農薬登録保留基準の1/50以下であり、生態

系への影響は低いと考えられた。

15 茶畑を集水域とする小河川水のマンガン濃度の

変化と茶畑土壌のマンガン溶出特性

石橋融子，古閑豊和，柏原学（他3名）

環境化学，27(4)，177-181，2017

茶畑を集水域とする小河川水について、1998年及

び2015年にpH及びマンガン濃度を測定した。pHは

1998年5～6月に低下したが、2015年は年間を通じて

ほとんど変化はなかった。これは、2015年4～7月の

減肥や土壌pHの調整等による施肥方法の工夫によ

るものと考えられる。小河川水のマンガン濃度は

2015年の方が常に低い値であったが、マンガン負荷

量については一定の傾向が見られず、さらに調査が

必要であると考えられた。また、小河川において高

いマンガン濃度が検出される要因を解明するため

に、茶畑土壌と近くの林地土壌の全マンガン含有量

及び全マンガン含有量に対する形態別マンガン含有

量の割合を比較した。その結果、茶畑土壌は林地土

壌と比較して多くのマンガンが含まれており、水に

溶けやすい形態（水溶性成分、交換性イオン成分及

び炭酸塩（弱酸可溶成分））のマンガンを含む割合が

大きいことがわかった。よって、これらのことによ

り、小河川水のマンガン濃度が高かったと考えられ

た。

16 有機物指標と無機イオン成分を用いた廃棄物最

終処分場関連水の特性評価

平川周作，志水信弘，堀就英，鳥羽峰樹

環境化学，27(2)，23-28，2017

最終処分場関連水について，有機物指標 (COD，

BOD 及び TOC) を比較し，その特異性を調査した。

TOC と COD には直線関係が認められたが，TOC 
と BOD には明確な関係性が認められなかった。要

因として，硝化細菌による BOD の増加影響が推察

された。次に、有機物指標及び無機イオン成分を複

合的に用い，最終処分場関連水の水質特性による分

類と水質評価への応用を試みた。主成分分析及びク

ラスター解析の結果，最終処分場の関連水は，汚濁

の程度及び有機性・無機性成分のバランスによって

7 つのグループに分類することができた。水質項目

のレーダーチャートを作成したところ，主成分得点

に基づくグループの成分型とレーダーチャートの形

状は一致しており，水質の類似性を視覚的に捉える

ことが可能であった。本研究で用いた水質の評価手

法は，最終処分場の適正管理に寄与するための水質

特性の把握に有効と考えられる。
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17 Compound-specific isotopic and
congener-specific analyses of polychlorinated 
biphenyl in the heat medium and rice oil of the Yusho 
incident
Takashi Miyawaki, Mari Sugihara*1, Shusaku Hirakawa, 
Tsuguhide Hori, Jumboku Kajiwara, Susumu Katsuki, 
Chikage Mitoma*2, Masutaka Furue*2: Environmental 
Science and Pollution Research, 25, (17), 16464-16471, 
2018

炭素安定同位体分析と特異的異性体分析を用いて

カネミ油症事件の原因物質となった熱媒中PCBsに
ついてプロファイル変化の解析を行った。炭素同位

体比の分析の結果、熱媒体中PCBsのδ13C値は -29.39
～ -27.00‰であり、オリジナルのKC-400（ -28.77～
-27.05‰）とほぼ同等の値を示した。このことから、

カネミプラントの熱媒体は長期間200℃以上で使用

されていたにもかかわらず、炭素同位体の分別効果

は起きていないことが明らかになった。一方、特異

的異性体の分析結果から、熱媒体に含まれる高塩素

化PCBの一部が熱分解を受けていたことが示され

た。このことから、カネミプラントで使用されてい

た熱媒体中のPCBsの一部は分解されていたものの、

その炭素同位体比は保存されていることが分かっ

た。

18 A rapid method, combining microwave-assisted 
extraction and gas chromatography-mass 
spectrometry with a database, for determining 
organochlorine pesticides and polycyclic aromat ic 
hydrocarbons in soils and sediments
Takashi Miyawaki, Kazuhiro Tobiishi, Shigeyuki 
Takenaka, Kiwao Kadokami*1: Soil and Sediment 
Contamination: An International Journal, 27, 31 -45, 
2018.

土壌および底質中有機汚染物質の迅速スクリーニ

ング法を開発した。マイクロ波抽出とGC/MS用デー

タベースを組み合わせた独自の手法を確立して、約

1000物質のスクリーニングを可能にした。試料3 gに
対し、ヘキサン6 mLと水4 mLによる二相系溶媒を用

いて、温度120℃、30分間の条件で抽出した。その後、

ヘキサン抽出液を分取してシリカゲルによる精製を

行い、GC/MS測定に供した。全分析工程の操作時間

はおよそ4時間であった。本研究では、開発したスク

リーニングの定量精度および定性精度について検証

した。その結果、定量値は公定法に比べ62～112%の

範囲であり、繰り返し精度は20%以内であった。ま

た、GC/TOFMSによる精密質量分析を行い、本法の

同定精度について検証した結果、質量誤差2 ppm内で

22物質中21物質の同定が確認された。

19 Notes on the Stenelmis hisamatsui species group 
in Japan, with description of a new species from 
Kume-jima, Ryukyu Islands (Coleoptera, Elmidae)
Yuuki Kamite*, Jun Nakajima
Koleopterologische Rundscahu, 87, 253-273, 2017.

沖縄県久米島からコウチュウ目ヒメドロムシ科の

新種クメジマアシナガミゾドロムシを記載した。あ

わせて本土のイブシアシナガドロムシ、ヤエヤマア

シナガミゾドロムシ、アカハラアシナガミゾドロム

シ、ヨナグニアシナガミゾドロムシの形態的特徴に

ついても整理を行った。新種クメジマアシナガミゾ

ドロムシは体長2.3-2.5ミリ、赤色がかった黒褐色で、

日本産同属他種と比べて眼が小さく、背面の顆粒は

弱い。また、前胸腹板突起の先端は丸く、腿節と脛

節は太くがっしりとするなどの特徴から区別が可能

である。遺伝子解析の結果からはアカハラアシナガ

ミゾドロムシに近縁であるが、形態的差異は顕著で

ある。久米島の固有種と考えられ、生物地理学的に

も重要な存在である。

* Nagoya City Public Health Research Institute

20 山地森林域におけるブナの衰退状況評価の試み

―葉緑素計SPAD値と目視衰退度および胸高直径相

対成長率との関係―

石間妙子，須田隆一，金子洋平（他3名）

全国環境研会誌，42(2)，59-64，2017．
ブナ林の衰退が見られる英彦山と衰退が見られな

い脊振山において、2010年から2015年までの6年間、

ブナを対象に葉のクロロフィル濃度と相関する

SPAD値（葉緑素計SPAD-502で示される値）、目視判

断による葉色、樹木の目視衰退度、および樹木の胸

高直径を計測・評価した。これらの指標の関係性に

ついて、一般化線形混合モデルを用いて解析・検討

した結果、SPAD値は葉色と有意な相関関係にあり、

目視衰退度とも概ね負の相関が認められた。SPAD値

と胸高直径相対成長率とは正の相関傾向にあった。

調査時期によってはこれらの傾向に当てはまらない

場合もあったが、SPAD値が最大となる8から9月では

相関関係が比較的強く見られた。これらの結果から、

目視衰退度や樹木の成長率と併せ、8から9月にSPAD
値の計測を複数年実施することが、総合的なブナの

衰退状況評価に有用であると考えられた。
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対成長率との関係―

石間妙子，須田隆一，金子洋平（他3名）

全国環境研会誌，42(2)，59-64，2017．
ブナ林の衰退が見られる英彦山と衰退が見られな

い脊振山において、2010年から2015年までの6年間、

ブナを対象に葉のクロロフィル濃度と相関する

SPAD値（葉緑素計SPAD-502で示される値）、目視判

断による葉色、樹木の目視衰退度、および樹木の胸

高直径を計測・評価した。これらの指標の関係性に

ついて、一般化線形混合モデルを用いて解析・検討

した結果、SPAD値は葉色と有意な相関関係にあり、

目視衰退度とも概ね負の相関が認められた。SPAD値

と胸高直径相対成長率とは正の相関傾向にあった。

調査時期によってはこれらの傾向に当てはまらない

場合もあったが、SPAD値が最大となる8から9月では

相関関係が比較的強く見られた。これらの結果から、

目視衰退度や樹木の成長率と併せ、8から9月にSPAD
値の計測を複数年実施することが、総合的なブナの

衰退状況評価に有用であると考えられた。

21 日本産ヒメドロムシ科の目録と分類学的な問題

点

上手雄貴 *1，中島淳，林成多 *2，吉富博之 *3

さやばねニューシリーズ , 29, 6-12, 2018.
ヒメドロムシ科は近年多くの新種が記載されてい

る一方で、その全貌をまとめた資料がなく、調査リ

ストの作成等実用面で不便な状況が続いている。そ

こで日本産全57種のリストを整備するとともに、各

種の分布域や幼虫の記載の有無、分類学的な問題点

等を整理した。また、2000年以降に記載されたアマ

ミハバビロドロムシ、ヤクハバビロドロムシ、クメ

ジマアシナガミゾドロムシ、アマミヨコミゾドロム

シ、サトウカラヒメドロムシ、キュウシュウカラヒ

メドロムシ、クリハラヒメツヤドロムシ、サンイン

ヒメツヤドロムシ、ツルギマルヒメドロムシ、ダイ

センマルヒメドロムシ、スネグロマルヒメドロムシ、

タテスジマルヒメドロムシ、ツヤケシマルヒメドロ

ムシ、コマルヒメドロムシのカラー写真も付した。

*1 名古屋市衛生研究所

*2 ホシザキグリーン財団

*3 愛媛大学ミュージアム
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Comparative effectiveness of 
anesthesia technique among older 
patients after hip fracture surgery

Takumi Nishi, Toshiki Maeda*1, Takuya 
Imatoh*2, (他 1 名)
*1 Fukuoka University
*2 National Institute of Health Sciences

33rd International Conference on 
Pharmacoepidemiology and
Therapeutic Risk Management, 
.August 29, 2017.

Decrease of extended-spectrum 
cephalosporin-resistant Salmonella
from chicken meats in Japan.

重村洋明, 野田多美枝*1, 松井真理*2 (他 5 名)
*1 北筑後保健福祉環境事務所

*2 国立感染症研究所(感染研)細菌第二部

International Union of 
Microbiological Societies (IUMS 
2017 Singapore)
15th International Congress of 
Bacteriology and Applied 
Microbiology, July 17-21, 2017.

Application of a Solvent-Cut 
Large-Volume Injection System 
using Deans Switch type 
SILFLOW in a Dioxin Analysis of 
Human Blood

Daisuke Yasutake, Kazuhiro Tobiishi, Hironori 
Hirakawa(他 7 名)

37th International Symposium on 
Halogenated Persistent Organic 
Pollutants (Vancouver, Canada),
August 20-25, 2017.

Estimation of Dietary Intake of 
Dechlorane Flame Retardants in 
Japan, FY 2016

Daisuke Yasutake, Tsuguhide Hori, Tamaki 
Sato(他 1 名)

37th International Symposium on 
Halogenated Persistent Organic 
Pollutants (Vancouver, Canada),
August 20-25, 2017.

Involvement of microorganisms in 
fluctuation of biochemical oxygen 
demand in leachate water of 
inert-waste landfill site

Shusaku Hirakawa, Nobuhiro Shimizu, 
Tsuguhide Hori(他 3 名)

19th International Symposium on 
Pollutant Responses in Marine 
Organisms (Matsuyama, Japan),
June 30 - July 3, 2017.

Characteristics of PCB congeners 
accumulated in Yusho patients and 
estimation of their cytochrome 
P450-dependent metabolism by in 
silico docking simulation

Shusaku Hirakawa, Masashi Hirano*1, Hisato 
Iwata*2, Masutaka Furue*3(他 6 名)
*1 熊本高等専門学校

*2 愛媛大学

*3 九州大学

The 37th International Symposium 
on Halogenated Persistent Organic 
Pollutants and POPs (Vancouver, 
Canada), August 20-25, 2017.

計(国際学会) 6 件
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② 国内学会(全国)

演 題 名 発 表 者 学会名 (場所)，年月日

福岡県地域がん登録情報とがん検診

情報を用いた胃がん・肺がん検診精度

の把握

中島淳一 川原明子 西巧 他 8 名 日本がん登録協議会第 26 回学術集会

(愛媛県松山市),
平成 29 年 6 月 8-10 日

レセプトデータを用いた大腿骨頸部

骨折術後の後期高齢者における医

療・介護費推計と増加要因の検討

西巧, 前田俊樹*1, 馬場園明*2

*1 福岡大学

*2 九州大学

第 55 回日本医療・病院管理学会学術

総会(東京都品川区),
平成 29 年 9 月 17 日.

糖尿病未治療者における定期受診開

始が血糖コントロールに与える影響

の評価

西巧，川原明子*1，前田俊樹*2，(他 1
名)
*1 宗像・遠賀保健福祉環境事務所

*2 福岡大学

第 76回日本公衆衛生学会学術総会(鹿
児島市)，
平成 29 年 11 月 2 日.

特定養護老人ホーム入居者に対する

抗菌薬処方状況と関連有害事象のリ

スク評価

西巧，前田俊樹*1，今任拓也*2，(他 1
名)
*1 福岡大学

*2 国立医薬品食品衛生研究所

第 28 回日本疫学会学術総会(福島市)，
平成 30 年 2 月 3 日.

イオン液体を抽出媒体とした土壌お

よび底質中のダイオキシン類の分析

酒谷圭一, 高橋浩司 日本分析化学会第 66年会(東京都葛飾

区), 平成 29 年 9 月 9 日-12 日

環境サーベイランスによるポリオウ

イルス検出時の課題

吉田弘* (他 9 名), 世良暢之(9 番目),
濱﨑光宏(10 番目)
* 国立感染症研究所 ウイルス第二部

第 76回日本公衆衛生学会総会(鹿児島

市), 平成 29 年 10 月 31 日-11 月 2 日.

環境水中の腸管系ウイルス量と感染

症発生動向調査事業における患者報

告数との関連について

濱﨑光宏 世良暢之 吉田弘*

* 国立感染症研究所 ウイルス第二部

第 76回日本公衆衛生学会総会(鹿児島

市), 平成 29 年 10 月 31 日-11 月 2 日.

養鶏産業におけるセフチオフルの使

用自粛と鶏肉由来広域スペクトルセ

ファロスポリン耐性サルモネラの減

少

重村洋明, 村上光一*1, 野田多美枝*2

(他 5 名)
*1 感染研疫学センター

*2 福岡県北筑後保健所

第 160 回日本獣医学会学術集会(鹿児

島市),平成 29 年 9 月 13-15 日.

全国から収集した Salmonella Agona
の分子疫学的解析

鳥居恭司* (他 8 名), 重村洋明(3 番目)
* 東京農大 農・家畜衛生

第 160 回日本獣医学会学術集会(鹿児

島市),平成 29 年 9 月 13-15 日.
原因不明食中毒疑い事例の患者糞便

からの多殻目粘液胞子虫遺伝子の検

出状況について

江藤良樹, 重村洋明, 世良暢之 第 38 回日本食品微生物学会学術総会

(徳島市)，平成 29 年 10 月 5 -6 日.

EHEC O145:H28 の遺伝的多様性と

Stx2 高産生性に関与する遺伝子の探

索

中村佳司* (他 21 名), 江藤良樹(11 番

目), 前田詠里子(12 番目)
*九州大学

第 21 回腸管出血性大腸菌感染症研究

会(鹿児島市), 平成 29 年 11 月 17-18
日.

肉用鶏、鶏肉及びヒトから分離した

Campylobacter jejuni の薬剤耐性状況

について

カール由起, 重村洋明, 中山志幸(他 2
名)

第 10 回日本カンピロバクター研究会

総会(宮崎市), 平成29年11月30日-12
月 1 日.

福岡県で分離された稀な血清型の志

賀毒素産生性大腸菌が保有する志賀

毒素遺伝子の亜型について

江藤良樹, 濱﨑光宏, 世良暢之 第91回日本細菌学会総会(福岡市), 平

成 30 年 3 月 27 日-3 月 29 日.

保育所で発生した腸管出血性大腸菌

O26:H11による集団感染事例-福岡県

濱﨑光宏, 中山志幸, 世良暢之(他 2
名)

第91回日本細菌学会総会(福岡市), 平

成 30 年 3 月 27 日-3 月 29 日.
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演 題 名 発 表 者 学会名 (場所)，年月日
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性状況について

カール由起, 重村洋明, 中山志幸(他 3
名)

第91回日本細菌学会総会(福岡市), 平

成 30 年 3 月 27 日-3 月 29 日.

環境からのアデノウイルスの検出 吉冨秀亮 第 18回日本アデノウイルス研究会(大
阪市), 平成 29 年 7 月 15 日

福岡県における環境水サーベイラン

スの取り組み

吉冨秀亮，世良暢之，濱﨑光宏，梶原

淳睦

全国衛生微生物技術協議会(東京都江

戸川区), 平成 29 年 6 月 27 日

福岡県内の食中毒事例から検出され

たノロウイルスGⅠ.Pc-GⅠ.5の遺伝子解

析

小林孝行，吉冨秀亮，中村麻子(他 3
名*)
*国立医薬品食品衛生研究所 1 名を含

む

第 38 回日本食品微生物学会学術総会

(徳島市)，平成 29 年 10 月 5-6 日.

血液中ダイオキシン類分析のクロス

チェック(2016年度)
堀就英，平川博仙，安武大輔(他 5 名)， 第 26 回環境化学討論会(静岡市)，平成

29 年 6 月 7-9 日

Deans Switch型SilFlowのソルベント

カット大量注入法への応用

安武大輔，飛石和大，平川博仙(他 7
名)

第 26 回環境化学討論会(静岡市),平成

29 年 6 月 7-9 日.
食事を通じた塩素系難燃剤摂取量の

全国調査(2016 年)
安武大輔，佐藤環，堀就英(他 1 名) 第 113 回食品衛生学会学術講演会(東

京都江戸川区),平成 29年 11月 9-10日.
特定芳香族アミンを生成するアゾ染

料の含有状況調査 第 2 報

堀就英, 平川博仙，高橋浩司(他 2 名) 第 54 回全国衛生化学技術協議会年会

(奈良市)，平成 29 年 11 月 21 日-22 日.
福岡県における食品中残留農薬等の

摂取量調査(平成 28 年度)
佐藤環，中西加奈子，小木曽俊孝(他 5
名)

第 54 回全国衛生化学技術協議会年会

(奈良市)，平成 29 年 11 月 21-22 日．

LC-MS/MS による動物用医薬品の分

析法の検討

中西加奈子，小木曽俊孝，新谷依子(他
2 名)

第 54 回全国衛生化学技術協議会年会

(奈良市)，平成 29 年 11 月 21-22 日．

LC/Q-TOF/MS を用いた危険ドラッ

グの一斉分析法の検討とフラグメン

トイオン解析による薬物構造推定

小木曽俊孝，新谷依子，堀就英 日本薬学会第 138 年会(金沢市)，平成

30 年 3 月 25-28 日

2016年5月におけるPM2.5高濃度事例

の解析②

山村由貴，菅田誠治*，(他 8 名)
* 国立環境研究所

第 58 回大気環境学会(神戸市),
平成 29 年 9 月 6-8 日.

2016年5月におけるPM2.5高濃度事例

の解析③

力寿雄，菅田誠治*，(他 10 名)
* 国立環境研究所

第 58 回大気環境学会(神戸市),
平成 29 年 9 月 6-8 日.

2016年12月及び2017年2月における

PM2.5高濃度事例の解析①

中川修平，菅田誠治*，(他 6 名)
* 国立環境研究所

第 58 回大気環境学会(神戸市),
平成 29 年 9 月 6-8 日.

大気中7Be 濃度の測定と変動解析 楢崎幸範、土田大輔，(他 4 名) 第 回「環境放射能」研究会(つくば

市),平成 30 年 3 月 13-15 日.
廃棄物最終処分場における浸透水の

水質変化と微生物群集構造の関係

平川周作，古賀智子，志水信弘(他 4
名)

第 44 回環境保全・公害防止研究発表

会(長崎市)，平成 29 年 11 月 13-14 日.
LC/MS/MSを用いた環境水中有機汚

染物質のターゲットスクリーニング

法の開発

古閑豊和，宮脇崇，石橋融子 第 52 回日本水環境学会年会(札幌市)，
平成 30 年 3 月 7-9 日.

GC/MSデータベース法を用いた下水

中生活由来化学物質の国内一斉調査

宮脇崇，門上希和夫*1，高木総吉*2

*1 北九州市立大学

*2 大阪健康安全基盤研究所

第 52 回日本水環境学会年会(札幌市)，
平成 30 年 3 月 7-9 日.
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演 題 名 発 表 者 学会名 (場所)，年月日

季別運転を行う下水処理場からの放

流水中に含まれる栄養塩類の動態調

査

秦弘一郎，柏原学，古賀敬興，山西博

幸*(他 8 名)
* 佐賀大学

第 52 回日本水環境学会年会(札幌市)，
平成 30 年 3 月 7-9 日.

六価クロム測定における添加回収率

の向上に係る検討

古賀敬興，平川周作，石橋融子 平成 29 年度日本水環境学会年会併設

研究集会(札幌市)，平成 30 年 3 月 9
日.

緊急時環境調査を想定した土壌およ

び底質中有機汚染物質の迅速スクリ

ーニングの開発

宮脇崇，古閑彩，中島大介*1，門上希

和夫*2

*1 国立環境研究所

*2 北九州市立大学

第 26 回環境化学討論会(静岡市)，平成

29 年 6 月 7-9 日．

GC/MS データベース法を用いた都

市域河川水中有機化学物質のスクリ

ーニング分析

宮脇崇，西野貴裕*1，長谷川瞳*2，(他
4 名)
*1 東京都環境科学研究所

*2 名古屋市環境科学調査センター

第 20回日本水環境シンポジウム(和歌

山市)，平成 29 年 9 月 26-27 日．

ドジョウ科の適切な分類とは？ドジ

ョウの連立方程式を解く

中島淳 2017 年度日本魚類学会年会(函館市)，
平成 29 年 9 月 15-18 日．

耶馬日田英彦山国定公園英彦山及び

犬ヶ岳地区における生態系回復事業

石間妙子，須田隆一，金子洋平，(他 2
名)

第 20 回自然系調査研究機関連絡会議

(草津市)，平成 29 年 10 月 26 日．

九州・沖縄地域におけるドジョウ属の

分布

中島淳，橋口康之*1，鹿野雄一*2

*1 大阪医科大、*2 九州大学

第 66 回魚類自然史研究会(奈良市)，平
成 30 年 3 月 10-11 日．

計(国内学会(全国)) 39 件
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③ 国内学会(地方)

演 題 名 発 表 者 学会名(場所)，年月日

福岡県の後期高齢者の入院レセ

プトを用いた肺炎球菌肺炎患者

の情報解析

市原祥子、西巧、川原明子(他1名) 第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

福岡県地域がん登録情報とがん

検診情報を用いた胃がん・肺がん

検診精度の把握

中島淳一 川原明子 西巧 他 名 第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

保育所における腸管出血性大腸

菌感染症 (Ｏ26VT1(+))の集団発

生事例について

上野詩歩子* (他11名), 濱﨑光宏(12番目)
* 福岡県南筑後保健福祉環境事務所

第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

ブロイラーに emerging した

Salmonella enterica serovar Agona
菌株のヒトからの分離

横山栄二* (他 6 名), 重村洋明(3 番目)
*千葉県衛生研究所

平成 29 年度千葉県獣医師会獣医

学術年次大会(千葉市)，平成 30
年 3 月 11 日

市販ノロウイルス検出イムノク

ロマトキットの遺伝子型別反応

性評価

中村麻子、吉冨秀亮、小林孝行(他6名*)
*国立医薬品食品衛生研究所1名を含む

第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

福岡県内で発生したノロウイル

ス GⅠ.Pc-GⅠ.5 による食中毒事例

について

小林孝行，吉冨秀亮，中村麻子(他 3 名*)
*国立医薬品食品衛生研究所 1 名を含む

第 43 回九州衛生環境技術協議

会. 北九州市)，平成 29 年 10 月

12-13 日

もうひとつの油症研究－微量ダ

イオキシン類分析技術の応用と

展開－

堀就英 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29 年 10 月 12
－13 日

危険ドラッグの話 ～分析化学

の視点から～

小木曽俊孝，新谷依子，堀就英 平成 29 年度県内保健環境研究機

関合同成果発表会(福岡市)，平成

29 年 11 月 2 日

医薬部外品製造販売承認審査に

ついて

新谷依子，中西加奈子，堀就英 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29 年 10 月 12
日-13 日

廃棄物最終処分場関連水の水質

特性評価手法の検討－有機物指

標と無機イオン成分を用いた類

型化と可視化－

平川周作，志水信弘，堀就英，鳥羽峰樹 平成 29 年度廃棄物資源循環学会

九州支部研究ポスター発表会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 13 日

全排水毒性試験における藻類生

長阻害試験の小スケール化の検

討と事業排水及び河川水への適

用

古閑豊和，柏原学，平川周作(他 2 名) 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29年 10月 12-13
日

福岡県内河川におけるネオニコ

チノイド系農薬の挙動

志水信弘，柏原学，古閑豊和 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29年 10月 12-13
日

迅速前処理カートリッジを用い

た環境水中有機汚染物質のター

ゲットスクリーニング法の開発

古閑豊和，宮脇崇，石橋融子 平成 29 年度日本水環境学会九州

沖縄支部研究発表会(熊本市)，平

成 30 年 3 月 10 日
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③ 国内学会(地方)

演 題 名 発 表 者 学会名(場所)，年月日

福岡県の後期高齢者の入院レセ

プトを用いた肺炎球菌肺炎患者

の情報解析

市原祥子、西巧、川原明子(他1名) 第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

福岡県地域がん登録情報とがん

検診情報を用いた胃がん・肺がん

検診精度の把握

中島淳一 川原明子 西巧 他 名 第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

保育所における腸管出血性大腸

菌感染症 (Ｏ26VT1(+))の集団発

生事例について

上野詩歩子* (他11名), 濱﨑光宏(12番目)
* 福岡県南筑後保健福祉環境事務所

第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

ブロイラーに emerging した

Salmonella enterica serovar Agona
菌株のヒトからの分離

横山栄二* (他 6 名), 重村洋明(3 番目)
*千葉県衛生研究所

平成 29 年度千葉県獣医師会獣医

学術年次大会(千葉市)，平成 30
年 3 月 11 日

市販ノロウイルス検出イムノク

ロマトキットの遺伝子型別反応

性評価

中村麻子、吉冨秀亮、小林孝行(他6名*)
*国立医薬品食品衛生研究所1名を含む

第 64 回福岡県公衆衛生学会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 18 日

福岡県内で発生したノロウイル

ス GⅠ.Pc-GⅠ.5 による食中毒事例

について

小林孝行，吉冨秀亮，中村麻子(他 3 名*)
*国立医薬品食品衛生研究所 1 名を含む

第 43 回九州衛生環境技術協議

会. 北九州市)，平成 29 年 10 月

12-13 日

もうひとつの油症研究－微量ダ

イオキシン類分析技術の応用と

展開－

堀就英 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29 年 10 月 12
－13 日

危険ドラッグの話 ～分析化学

の視点から～

小木曽俊孝，新谷依子，堀就英 平成 29 年度県内保健環境研究機

関合同成果発表会(福岡市)，平成

29 年 11 月 2 日

医薬部外品製造販売承認審査に

ついて

新谷依子，中西加奈子，堀就英 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29 年 10 月 12
日-13 日

廃棄物最終処分場関連水の水質

特性評価手法の検討－有機物指

標と無機イオン成分を用いた類

型化と可視化－

平川周作，志水信弘，堀就英，鳥羽峰樹 平成 29 年度廃棄物資源循環学会

九州支部研究ポスター発表会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 13 日

全排水毒性試験における藻類生

長阻害試験の小スケール化の検

討と事業排水及び河川水への適

用

古閑豊和，柏原学，平川周作(他 2 名) 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29年 10月 12-13
日

福岡県内河川におけるネオニコ

チノイド系農薬の挙動

志水信弘，柏原学，古閑豊和 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29年 10月 12-13
日

迅速前処理カートリッジを用い

た環境水中有機汚染物質のター

ゲットスクリーニング法の開発

古閑豊和，宮脇崇，石橋融子 平成 29 年度日本水環境学会九州

沖縄支部研究発表会(熊本市)，平

成 30 年 3 月 10 日

演 題 名 発 表 者 学会名(場所)，年月日

アンモニア態窒素を含み塩素消

毒された下水処理場放流水の全

窒素濃度分析法の検討

柏原学，秦弘一郎，古賀敬興，山西博幸*(他
8 名)
* 佐賀大学

平成 29 年度日本水環境学会九州

沖縄支部研究発表会(熊本市)，平

成 30 年 3 月 10 日

季節別運転を行う下水処理放流

水受水域での水質調査

大嶌一輝*(他 7 名)，石橋融子(6 番目)，柏原

学(7 番目)，秦弘一郎(8 番目)
* 佐賀大学

平成 29 年度日本水環境学会九州

沖縄支部研究発表会(熊本市)，平

成 30 年 3 月 10 日

下水処理放流水の流下に伴う栄

養塩の拡がりに関する現地調査

大嶌一輝*(他 7 名)，石橋融子(6 番目)，柏原

学(7 番目)，秦弘一郎(8 番目)
* 佐賀大学

土木学会西部支部研究発表会(宮
崎市)，平成 30 年 3 月 3 日

レーダーチャートによる水質特

性評価を用いた安定型最終処分

場の状態把握―硫化水素ガス濃

度変化との比較―

古賀智子，平川周作，鳥羽峰樹 平成 29 年度廃棄物資源循環学会

九州支部研究ポスター発表会(福
岡市)，平成 29 年 5 月 13 日

福岡県侵略的外来種リスト(案)
に掲載された植物の特徴

須田隆一，金子洋平，石間妙子，中島淳 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29 年 10 月 12
日

福岡県における近年の衛生害虫

の動向

中島淳，石間妙子，金子洋平，須田隆一 第 43 回九州衛生環境技術協議会

(北九州市)，平成 29 年 10 月 12
日

外来種ってなに！？～福岡県に

おける侵略的外来種の定着状況

とその影響～

金子洋平，中島淳，石間妙子，須田隆一 平成 29 年度県内保健環境研究機

関合同成果発表会(福岡市)，平成

29 年 11 月 2 日

水田的な湿地帯で暮らす水生生

物の保全に必要な視点～特に水

生甲虫とドジョウから～

中島淳 第 8 回 琵琶湖地域の水田生物

研究会(草津市)，平成 29 年 12 月

17 日

計(国内学会(地方)) 21 件
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（４）報告書一覧

委託事業名 報 告 書 名 執 筆 者 発行年月

平成29年度厚生労働科学研

究補助金（食品の安全確保推

進研究事業）

（食品を介したダイオキシン類等

の人体への影響の把握とその治療

法の開発等に関する研究 平成29
年度総括・分担研究報告書）油症

検診データを用いた基礎的解析

香月進，新谷俊二，髙尾佳子，

（他 2 名）

平成30年3月

平成29年度環境省委託事業

化学物質環境実態調査

分析法 LC/MS 開発調査・初期環

境調査（水質）・詳細環境調査（水

質・大気）・モニタリング調査（大

気）結果報告書

塚谷裕子，片宗千春，酒谷圭一，

（他 8 名） 
平成30年3月

公益財団法人 大同生命厚

生事業団 地域保健福祉研

究助成報告書

ESBL等産生薬剤耐性サルモネラ

の食品汚染実態の把握と出現防止

のための研究

重村洋明、世良暢之、村上光一*

* 国立感染症研究所

平成30年1月

厚生労働科学研究費補助金

健康安全・危機管理対策総合

研究事業

「食品由来感染症の病原体情報の

解析及び共有化システムの構築に

関する研究」報告書（平成29年度）

世良暢之、濱﨑光宏、カール由

起(他 15 名)
平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

健康安全・危機管理対策総合

研究事業

「食品由来感染症の病原体情報の

解析及び共有化システムの構築に

関する研究」報告書（平成27-29年
度）

世良暢之、濱﨑光宏、カール由

起(他 15 名)
平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症及び予防接

種政策推進研究事業

「国内の病原体サーベイランスに

資する機能的なラボネットワーク

の強化に関する研究」班 分担研

究報告書

吉田弘* (他 3 名), 濱崎光宏(4 番

目)
* 国立感染症研究所

平成30年3月

福岡県結核・感染症発生動向

調査事業

福岡県結核・感染症発生動向調査

事業資料集 検査情報 ウイルス

編 平成29年（2017年）

梶原淳睦，中村麻子，小林孝行

他 2 名

平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症及び予防接

種政策推進研究事業

平成29年度分担研究報告書「地方

衛生研究所における病原体サーベ

イランスの評価と改善に関する研

究」

中村廣志* 他 18 名 , 中村麻子

研究協力者

* 神奈川県衛生研究所

平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症及び予防接

種政策推進研究事業

平成27-29年度分担研究報告書

「地方衛生研究所における病原体

サーベイランスの評価と改善に関

する研究」

中村廣志* 他 22 名 , 中村麻子

研究協力者

* 神奈川県衛生研究所

平成30年3月

平成29年度厚生労働科学研

究費補助金（健康安全・危機

管理対策総合研究事業）

平成29年度分担研究報告書「感染

症発生動向調査におけるエンテロ

ウイルス病原体検査に関わる外部

精度調査（EQA）導入の研究」

吉田弘*, 吉冨秀亮, 他機関

* 国立感染症研究所

平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

食品の安全確保推進研究事

業

ウイルスを原因とする食品媒介性

疾患の制御に関する研究 平成29
年度総括・研究分担報告書

「流入水中ノロウイルスの定量お

よび抗ノロウイルス活性のある化

合物の探索」

小林孝行，吉冨秀亮，中村麻子

（他 3 名*）

* 国立医薬品食品衛生研究所 1
名を含む

平成30年3月
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（４）報告書一覧

委託事業名 報 告 書 名 執 筆 者 発行年月

平成29年度厚生労働科学研

究補助金（食品の安全確保推

進研究事業）

（食品を介したダイオキシン類等

の人体への影響の把握とその治療

法の開発等に関する研究 平成29
年度総括・分担研究報告書）油症

検診データを用いた基礎的解析

香月進，新谷俊二，髙尾佳子，

（他 2 名）

平成30年3月

平成29年度環境省委託事業

化学物質環境実態調査

分析法 LC/MS 開発調査・初期環

境調査（水質）・詳細環境調査（水

質・大気）・モニタリング調査（大

気）結果報告書

塚谷裕子，片宗千春，酒谷圭一，

（他 8 名） 
平成30年3月

公益財団法人 大同生命厚

生事業団 地域保健福祉研

究助成報告書

ESBL等産生薬剤耐性サルモネラ

の食品汚染実態の把握と出現防止

のための研究

重村洋明、世良暢之、村上光一*

* 国立感染症研究所

平成30年1月

厚生労働科学研究費補助金

健康安全・危機管理対策総合

研究事業

「食品由来感染症の病原体情報の

解析及び共有化システムの構築に

関する研究」報告書（平成29年度）

世良暢之、濱﨑光宏、カール由

起(他 15 名)
平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

健康安全・危機管理対策総合

研究事業

「食品由来感染症の病原体情報の

解析及び共有化システムの構築に

関する研究」報告書（平成27-29年
度）

世良暢之、濱﨑光宏、カール由

起(他 15 名)
平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症及び予防接

種政策推進研究事業

「国内の病原体サーベイランスに

資する機能的なラボネットワーク

の強化に関する研究」班 分担研

究報告書

吉田弘* (他 3 名), 濱崎光宏(4 番

目)
* 国立感染症研究所

平成30年3月

福岡県結核・感染症発生動向

調査事業

福岡県結核・感染症発生動向調査

事業資料集 検査情報 ウイルス

編 平成29年（2017年）

梶原淳睦，中村麻子，小林孝行

他 2 名

平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症及び予防接

種政策推進研究事業

平成29年度分担研究報告書「地方

衛生研究所における病原体サーベ

イランスの評価と改善に関する研

究」

中村廣志* 他 18 名 , 中村麻子

研究協力者

* 神奈川県衛生研究所

平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症及び予防接

種政策推進研究事業

平成27-29年度分担研究報告書

「地方衛生研究所における病原体

サーベイランスの評価と改善に関

する研究」

中村廣志* 他 22 名 , 中村麻子

研究協力者

* 神奈川県衛生研究所

平成30年3月

平成29年度厚生労働科学研

究費補助金（健康安全・危機

管理対策総合研究事業）

平成29年度分担研究報告書「感染

症発生動向調査におけるエンテロ

ウイルス病原体検査に関わる外部

精度調査（EQA）導入の研究」

吉田弘*, 吉冨秀亮, 他機関

* 国立感染症研究所

平成30年3月

厚生労働科学研究費補助金

食品の安全確保推進研究事

業

ウイルスを原因とする食品媒介性

疾患の制御に関する研究 平成29
年度総括・研究分担報告書

「流入水中ノロウイルスの定量お

よび抗ノロウイルス活性のある化

合物の探索」

小林孝行，吉冨秀亮，中村麻子

（他 3 名*）

* 国立医薬品食品衛生研究所 1
名を含む

平成30年3月

委託事業名 報 告 書 名 執 筆 者 発行年月

公益財団法人大同生命厚生

事業団

平成28年度大同生命地域保健福祉

研究助成報告書「福岡県で流行し

ているHIVの分子疫学的手法を用

いた伝播状況の推定」

中村麻子，世良暢之（他 2 名*）

* 国立大学法人佐賀大学 1 名、

国立病院機構九州医療センター

1 名を含む

平成30年1月

平成29年度厚生労働行政推

進調査事業費（食品の安全確

保推進研究事業）

食品を介したダイオキシン類等の

人体への影響の把握とその治療法

の開発等に関する研究 平成27～
29年度総合研究・29年度総括分担

研究報告書）油症患者血液中の

PCDF類実態調査

香月進，堀就英，平川博仙（他

14 名）

平成30年3月

平成29年度厚生労働行政推

進調査事業費（食品の安全確

保推進研究事業）

食品を介したダイオキシン類等の

人体への影響の把握とその治療法

の開発等に関する研究 平成27～
29年度総合研究・29年度総括分担

研究報告書）Deans Switch型Silflow
を用いた血中ダイオキシン類測定

におけるソルベントカット大量注

入法の開発

香月進，堀就英，平川博仙（他

4 名）

平成30年3月

平成29年度厚生労働科学研

究補助金（食品の安全確保推

進研究事業）

食品を介したダイオキシン類等有

害物質摂取量の評価とその手法開

発に関する研究 平成29年度研究

分担報告書 「食品の有害元素、

ハロゲン系難燃剤等の摂取量推定

及び汚染実態の把握に関する研

究」

安武大輔，佐藤環，堀就英（他

1 名）

平成30年3月

計（報告書） 15 件
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 福岡県地域がん登録情報とがん検診情報を用いた胃がん・肺がん検診精度の把握

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○中島淳一、吉田まり子、西 巧、田中義人、香月進（福岡県保健環境研究所）、大石明（

保健医療介護部がん感染症疾病対策課）、池田晶子、松本隆史、瓦林達比古（公益財団法人

福岡県すこやか健康事業団）、宮﨑千穂、是久哲郎（公益財団法人福岡県結核予防会）

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成２８年度 －２９年度 （２年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     ■共同研究（共同機関名：公益財団法人福岡県すこやか健康事業団、公益財団法人

福岡県結核予防会）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：誰もが元気で健康に暮らせること

中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる

小項目：県民の健康の保持増進
福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：

テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 地域がん登録 ② がん検診 ③ 精度管理

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

がん検診において、その検査が正確にがんの有無を見極める精度、すなわち感度や偽陰性率等を指標とした精度管

理は、がん罹患統計である地域がん登録情報（以下、がん登録情報）とがん検診受診者情報（以下、検診受診者情報

）を照合することで可能である。しかし現在、がん検診を実施する各市町村での個人情報の取り扱いに対する考え方

や検診実施体制の違いなどもあり、これらの精度管理は実施されていない。今回、集積の進むがん登録情報を活用し

たがん検診精度管理の推進を見据え、基礎的情報基盤としてのがん登録情報の届出精度、精度の把握における技術的

課題等の検証を目的とし、本研究を実施した。

２）調査研究の概要

本研究では、がん検診精度把握についての技術的課題の検証等が主目的であるため、各情報の姓、名についてハッ

シュ関数により匿名化処理し、大量の個人情報を移動させるリスクを避けた上で照合作業を行った。

検診受診者情報は 年度（ ～ 受診）市町村胃がん・肺がん検診、がん登録情報は、研究実施期

間中に利用可能な 年症例（ ～ 診断）のものを用いた。照合は、姓、名、性別、生年月日、

住所地の市町村名の５つを主要項目として実施した。また、検診受診者情報のうち、検診受診日、一次検診結果、検

診機関が把握している精密検査結果、がん登録情報における発見経緯に加え、各情報の住所地郵便番号を補助的情報

として利用し、照合結果について検証した。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

診断がん登録情報は全国推計利用可能な精度基準を達成しており、本研究への利用に適していると思われた。

本研究の照合によって、１次検診で陰性と判定後、その後１年以内にがんに罹患した可能性のある症例（偽陰性例）

や、検診機関が追跡不能となった症例のその後のがん罹患を把握できた。主要５項目が一致したものは、住所地郵便

番号が一致する割合も97％以上であり、匿名化情報でも一定の精度での照合が可能であることが示唆された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

今後、精度管理推進体制を確立し推進することにより、がんの早期発見・早期治療による“利益”の最大化と、過

剰診断や偽陽性者への不要な検査等による“不利益”の最小化につなげていくことができる。

５）調査研究結果の独創性，新規性

本研究では、匿名化情報を用いた照合により、偽陰性例や１次検診で陽性と判定後精密検査で陰性または未受診、

すなわち検診機関でがん罹患について追跡が不能となった可能性のある症例を検出できた。これらの症例は、検診時

の判定の妥当性を評価する上で、市町村や検診機関にとって非常に有益であるが、該当する症例を再検証するために

は個人を識別する情報が必要となる。今回の検証により、匿名化情報による照合で精度の概要を把握した後、偽陰性

例の再検討について個人情報が必要な対象を絞り込むといった、精度管理の前段階としての技術的な有用性も示唆さ

れた。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

県では、がん登録を“がん検診評価点検事業”の一環として実施している。本研究により偽陰性例の存在も見出さ

れたことで、市町村・検診機関・県が一体となったがん検診精度管理体制整備の必要性が改めて示された。今後、個

人情報の円滑な利用に向けた基盤整備（行政的調査研究における個人情報利用手続き）、各自治体の検診実施体制に

応じた精度管理体制（委託の状況に応じたがん登録情報利用、照合作業、偽陰性例の特定および症例検討等の実施主

体の設定）、精度指標算出方法の明確化（“追跡期間”＝がん登録情報との照合範囲の設定や偽陰性例の定義等）、

精度管理結果の解釈と公開の範囲等について、関係機関や専門家による議論と、それを取りまとめるための“場”の

構築について議論が進められることとなる。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 レセプトデータを用いたがん・脳卒中・大腿骨頸部骨折における地域医療連携体制の実態把握

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○西 巧、吉田 まり子、市原 祥子、髙尾 佳子、中島 淳一、新谷 俊二、櫻井 利
彦、香月 進 保健環境研究所 、馬場園 明（九州大学大学院）

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部 保健医療介護総務課 がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成 年度 － 年度 （ 年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究
■共同研究（共同機関名：九州大学大学院 ）
□受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究
３．□重点研究 □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画
大項目：誰もが元気で健康に暮らせること
中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる
小項目：県民の健康の保持増進

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：
テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 地域医療連携 ②レセプトデータ ③がん ④脳卒中 ⑤大腿骨頸部骨折

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

年度の第 次医療法改正により都道府県医療計画の策定プロセスが大きく見直され、病床機能報告制度の導入

による病床機能の明確化、機能分化、連携体制の構築及びネットワーク化の促進が図られることとなった。地域医療

計画や地域医療構想においてもレセプトデータ等の活用は重要性が増している。地域医療連携体制構築は政策的に特

に重要な課題であるが、レセプトデータ等を活用した医療連携体制の評価はこれまで行われていない。そこで、診療

報酬点数表において評価されている疾患であるがん・脳卒中・大腿骨頸部骨折入院患者を対象とし、レセプトデータ

を用いて地域医療連携体制を評価することで、切れ目のない医療連携体制の構築に貢献することを目的とした。

２）調査研究の概要

がん・脳卒中・大腿骨頸部骨折における地域医療連携が医療資源の効率的利用に貢献しているかどうかを評価する

ために、福岡県後期高齢者医療広域連合の医科・ レセプトデータを用いて、地域連携診療計画策定の有無による

ケアプロセス全体にわたる医療費・診療日数への影響を明らかにした。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

平成 年度は脳卒中・大腿骨頸部骨折を対象疾患とし、地域連携診療計画を伴い、他病院へ転院している群を連携

群、同一病院内の回復期病棟へ転棟している者を転棟群、残りをその他の群に分類し、医療連携体制と医療資源利用

についての解析を行った。平成 年度は、後期高齢者医療制度の医療・介護レセプトデータベース構築と大腿骨頸部

骨折術後の後期高齢者における医療・介護費推計と増加要因を明らかにした。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

急性期から在宅医療・介護までの連続したケアについて最適化を検討し、円滑な地域医療連携が行われることによ

り、医療･介護資源の効率的な使用が可能になる。また、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れ

た地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を構築することにつながり、県民

、特に高齢者の生活の質向上のためにも有用であると考える。

５）調査研究結果の独創性，新規性

大規模なレセプトデータベースを用いて複数の医療機関にまたがる治療プロセス全体を評価した研究は少ない。脳

梗塞を対象とした先行研究では急性期での医療資源利用の効率化は明らかにされているが、後方病院や全体の医療資

源の効率化は示されていなかった。本研究の結果から以下のような結果が得られた。

連携群、転棟群ともに急性期・周術期在院日数の有意な短縮が認められた。

転棟群では回復期、全体の診療日数は有意に短く、医療費は有意に低かったが、連携群では関連していなかっ

た。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

の医療・介護レセプトデータから、福岡県における後期高齢者医療・介護統合レセプトデータベースを構築で

きた。この技術とデータベースは、今後の研究や 等の分析にも活用できると考えられる。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 レセプトデータを用いたがん・脳卒中・大腿骨頸部骨折における地域医療連携体制の実態把握

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○西 巧、吉田 まり子、市原 祥子、髙尾 佳子、中島 淳一、新谷 俊二、櫻井 利
彦、香月 進 保健環境研究所 、馬場園 明（九州大学大学院）

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部 保健医療介護総務課 がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成 年度 － 年度 （ 年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究
■共同研究（共同機関名：九州大学大学院 ）
□受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究
３．□重点研究 □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画
大項目：誰もが元気で健康に暮らせること
中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる
小項目：県民の健康の保持増進

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：
テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 地域医療連携 ②レセプトデータ ③がん ④脳卒中 ⑤大腿骨頸部骨折

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

年度の第 次医療法改正により都道府県医療計画の策定プロセスが大きく見直され、病床機能報告制度の導入

による病床機能の明確化、機能分化、連携体制の構築及びネットワーク化の促進が図られることとなった。地域医療

計画や地域医療構想においてもレセプトデータ等の活用は重要性が増している。地域医療連携体制構築は政策的に特

に重要な課題であるが、レセプトデータ等を活用した医療連携体制の評価はこれまで行われていない。そこで、診療

報酬点数表において評価されている疾患であるがん・脳卒中・大腿骨頸部骨折入院患者を対象とし、レセプトデータ

を用いて地域医療連携体制を評価することで、切れ目のない医療連携体制の構築に貢献することを目的とした。

２）調査研究の概要

がん・脳卒中・大腿骨頸部骨折における地域医療連携が医療資源の効率的利用に貢献しているかどうかを評価する

ために、福岡県後期高齢者医療広域連合の医科・ レセプトデータを用いて、地域連携診療計画策定の有無による

ケアプロセス全体にわたる医療費・診療日数への影響を明らかにした。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

平成 年度は脳卒中・大腿骨頸部骨折を対象疾患とし、地域連携診療計画を伴い、他病院へ転院している群を連携

群、同一病院内の回復期病棟へ転棟している者を転棟群、残りをその他の群に分類し、医療連携体制と医療資源利用

についての解析を行った。平成 年度は、後期高齢者医療制度の医療・介護レセプトデータベース構築と大腿骨頸部

骨折術後の後期高齢者における医療・介護費推計と増加要因を明らかにした。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

急性期から在宅医療・介護までの連続したケアについて最適化を検討し、円滑な地域医療連携が行われることによ

り、医療･介護資源の効率的な使用が可能になる。また、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れ

た地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を構築することにつながり、県民

、特に高齢者の生活の質向上のためにも有用であると考える。

５）調査研究結果の独創性，新規性

大規模なレセプトデータベースを用いて複数の医療機関にまたがる治療プロセス全体を評価した研究は少ない。脳

梗塞を対象とした先行研究では急性期での医療資源利用の効率化は明らかにされているが、後方病院や全体の医療資

源の効率化は示されていなかった。本研究の結果から以下のような結果が得られた。

連携群、転棟群ともに急性期・周術期在院日数の有意な短縮が認められた。

転棟群では回復期、全体の診療日数は有意に短く、医療費は有意に低かったが、連携群では関連していなかっ

た。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

の医療・介護レセプトデータから、福岡県における後期高齢者医療・介護統合レセプトデータベースを構築で

きた。この技術とデータベースは、今後の研究や 等の分析にも活用できると考えられる。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 市町村国民健康保険の広域化に向けた保険者機能向上のための基礎的研究

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○西 巧、吉田 まり子、市原 祥子、髙尾 佳子、中島 淳一、新谷 俊二、櫻井 利
彦、香月 進 保健環境研究所

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部健康増進課 医療保険課

調 査 研 究 期 間 平成 年度 － 年度 （ 年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究
□共同研究（共同機関名： ）
□受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究
３．□重点研究 □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画
大項目：誰もが元気で健康に暮らせること
中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる
小項目：県民の健康の保持増進

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：
テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 特定健康診査 ②レセプトデータ ③データヘルス計画 ④生活習慣病 ⑤重症化予防

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

平成26年度より、医療保険者には、加入者のレセプトや特定健診・特定保健指導データを収集・分析した結果に基

づくデータヘルス計画の策定・実施が求められている。また、平成３０年度からは、県は国民健康保険の共同保険者

となり、市町村が担う保健事業の効率化や標準化、医療費の適正化に向けた取組を支援していくために、特定健診・

レセプトデータ等の保健医療情報の整備・活用が必要となっている。そこで、本研究では、市町村、関係各課のニー

ズに対応するため、非定型分析が可能なデータベースを構築し、生活習慣や受療行動が医療費や合併症発症に与える

影響を明らかにすること目的とした。

２）調査研究の概要

市町村国民健康保険の特定健康診査の結果に基づき、要治療域、要指導域等のリスク階層別に層別化し、翌年度以

降の特定健診・レセプトデータを用いて、生活習慣や受療行動が医療費や合併症発症等に与える影響を明らかにする

。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

県内全てではなく、協力の得られた 市 町の国民健康保険加入者のみを対象とし、小学校区といった小地域内の比

較を行った。

平成 年度は、糖尿病を対象疾患とし、 つの国民健康保険加入者の特定健診・レセプトデータを用いて、受診勧

奨の便益を評価するために、糖尿病未治療者における受診開始・受診頻度が血糖コントロールに与える影響を定量的

に評価し、定期受診と 変化量に有意な負の関連があることを明らかにした。

平成 年度は、効果的・効率的な保健事業の実施のために、地理情報システムを活用することによって、小地域毎

の社会的・地理的環境が糖尿病発症リスク増加に与える影響を検討し、居住地周辺のメッシュ当たりの平均傾斜角度

とコンビニエンスストア事業所数が有意に糖尿病発症リスクを増加させうる環境要因であることを明らかにした。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

小地域毎の特定健診情報を可視化し、保険者に情報提供することは、その地域特性に応じた保健事業の実施に際し

、有益なものであると考えられる。

５）調査研究結果の独創性，新規性

特定健診情報の可視化に加え、社会的・地理的環境と糖尿病発症リスクの関連を縦断的に明らかにした点で新規性

がある。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

県内の大半の市町村の小学校区のポリゴンデータと街区レベル、大字・丁目レベルの座標情報を地理情報システム

上に取り込み、座標系と小学校区の対応表を作成した。この対応表を用いることで、本研究の対象地域以外でも比較

的容易に小学校圏域別の分析を可能にした。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 レセプトデータを用いた福岡県内の高齢者における肺炎球菌感染症の実態調査

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○市原 祥子、西 巧、中島 淳一、高尾 佳子、吉田まり子、新谷 俊二、田中義人（企画情

報管理課）

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成２８年度 －２９年度 （２年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：誰もが元気で健康に暮らせること
中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる

小項目：健康被害の防止

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：

テーマ：

キ ー ワ ー ド ①肺炎球菌肺炎 ②診療報酬明細（レセプト） ③高齢者

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

肺炎球菌は肺炎の主要原因の一つである。特に、高齢者における肺炎球菌肺炎の重症化予防は重要な課題であるこ

とから、平成 年度から成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種が開始された。ワクチン定期接種化の効果を検証するた

めには、定期接種開始前後において、肺炎球菌肺炎による入院患者数の変化を解析することが必要である。しかし、

現行のサーベイランスでは、肺炎球菌肺炎は対象疾病ではないため、患者数等の実態は不明である。そこで、本研究

では、診療報酬明細（レセプト）のデータを用いて肺炎球菌肺炎の入院患者情報の解析し、実態を明らかにすること

を目的とした。また、肺炎球菌ワクチンの接種状況についても解析を行った。

２）調査研究の概要

福岡県後期高齢者医療広域連合の加入者のうち、平成 年度から 年度までに肺炎球菌肺炎を主傷病として入院し

た 歳以上の患者（ 人）のレセプトデータを用いて、年度別入院患者数の推移、年齢・性別、入院日数、医療

費、併存疾病、ブロック別、二次医療圏別の入院患者数の比較を行った。また、福岡県における高齢者の肺炎球菌ワ

クチンの接種者数と接種対象年齢の人口データから接種率を推計した。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

○肺炎球菌肺炎を主傷病として入院した患者数の年度別推移を解析した結果、平成 年度に減少し、 年度に増加し

たことが明らかになった。人口に対する患者数の年度別の比率は、 ～ ％であった。

○肺炎球菌肺炎の入院患者に性差は特に見られず、年齢区分別では男女とも 歳代が多いことを明らかにした。

○肺炎球菌肺炎の入院患者の併存疾病を解析した結果、高血圧、肺疾患、うっ血性心不全の順に多かった（併存疾病

の種類は、 指数の疾病カテゴリーや高血圧及び肺炎以外の肺炎球菌感染症等、 種類について解析）。

○上述の併存疾病の有無によって総診療日数及び総医療費に差があるかを調べた結果、総診療日数は 種類の併存疾

病、総医療費は 種類の疾病で明らかな差が見られた（有意水準 ％）。

○地域ブロック別の入院患者数は福岡ブロックが最も多かった。

○患者住所地及び医療機関所在地を二次医療圏別に分け、患者がどの地域の医療機関に入院したかを解析した結果、

患者住所地と同じ地域の医療機関に入院していることを明らかにした。

○福岡県の 歳以上における肺炎球菌ワクチン接種率を推計した。年齢別では、 歳の接種率が最も高かった。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

本研究から得られた結果は、高齢者における感染症対策（特に肺炎対策）に寄与できるものと考える。また、成人

肺炎球菌ワクチンの事業評価の基礎資料として利用できる。

５）調査研究結果の独創性，新規性

レセプトデータを用いて高齢者における肺炎球菌肺炎の入院患者数、併存疾患と入院期間との関係等を解析した事

例はこれまでになく、新規性がある。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

本研究で明らかになった、肺炎球菌肺炎の入院患者数等の実態及びワクチン接種率の推計データは、感染症に関す

る行政施策に活用できる可能性がある。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 レセプトデータを用いた福岡県内の高齢者における肺炎球菌感染症の実態調査

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○市原 祥子、西 巧、中島 淳一、高尾 佳子、吉田まり子、新谷 俊二、田中義人（企画情

報管理課）

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成２８年度 －２９年度 （２年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：誰もが元気で健康に暮らせること
中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる

小項目：健康被害の防止

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：

テーマ：

キ ー ワ ー ド ①肺炎球菌肺炎 ②診療報酬明細（レセプト） ③高齢者

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

肺炎球菌は肺炎の主要原因の一つである。特に、高齢者における肺炎球菌肺炎の重症化予防は重要な課題であるこ

とから、平成 年度から成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種が開始された。ワクチン定期接種化の効果を検証するた

めには、定期接種開始前後において、肺炎球菌肺炎による入院患者数の変化を解析することが必要である。しかし、

現行のサーベイランスでは、肺炎球菌肺炎は対象疾病ではないため、患者数等の実態は不明である。そこで、本研究

では、診療報酬明細（レセプト）のデータを用いて肺炎球菌肺炎の入院患者情報の解析し、実態を明らかにすること

を目的とした。また、肺炎球菌ワクチンの接種状況についても解析を行った。

２）調査研究の概要

福岡県後期高齢者医療広域連合の加入者のうち、平成 年度から 年度までに肺炎球菌肺炎を主傷病として入院し

た 歳以上の患者（ 人）のレセプトデータを用いて、年度別入院患者数の推移、年齢・性別、入院日数、医療

費、併存疾病、ブロック別、二次医療圏別の入院患者数の比較を行った。また、福岡県における高齢者の肺炎球菌ワ

クチンの接種者数と接種対象年齢の人口データから接種率を推計した。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

○肺炎球菌肺炎を主傷病として入院した患者数の年度別推移を解析した結果、平成 年度に減少し、 年度に増加し

たことが明らかになった。人口に対する患者数の年度別の比率は、 ～ ％であった。

○肺炎球菌肺炎の入院患者に性差は特に見られず、年齢区分別では男女とも 歳代が多いことを明らかにした。

○肺炎球菌肺炎の入院患者の併存疾病を解析した結果、高血圧、肺疾患、うっ血性心不全の順に多かった（併存疾病

の種類は、 指数の疾病カテゴリーや高血圧及び肺炎以外の肺炎球菌感染症等、 種類について解析）。

○上述の併存疾病の有無によって総診療日数及び総医療費に差があるかを調べた結果、総診療日数は 種類の併存疾

病、総医療費は 種類の疾病で明らかな差が見られた（有意水準 ％）。

○地域ブロック別の入院患者数は福岡ブロックが最も多かった。

○患者住所地及び医療機関所在地を二次医療圏別に分け、患者がどの地域の医療機関に入院したかを解析した結果、

患者住所地と同じ地域の医療機関に入院していることを明らかにした。

○福岡県の 歳以上における肺炎球菌ワクチン接種率を推計した。年齢別では、 歳の接種率が最も高かった。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

本研究から得られた結果は、高齢者における感染症対策（特に肺炎対策）に寄与できるものと考える。また、成人

肺炎球菌ワクチンの事業評価の基礎資料として利用できる。

５）調査研究結果の独創性，新規性

レセプトデータを用いて高齢者における肺炎球菌肺炎の入院患者数、併存疾患と入院期間との関係等を解析した事

例はこれまでになく、新規性がある。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

本研究で明らかになった、肺炎球菌肺炎の入院患者数等の実態及びワクチン接種率の推計データは、感染症に関す

る行政施策に活用できる可能性がある。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 トリ及びトリ肉に由来するヒト細菌性下痢症の原因菌に関する研究

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○重村洋明、カール由起、中山志幸、江藤良樹、濱崎光宏、世良暢之（病理細菌課）

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部生活衛生課

調 査 研 究 期 間 平成 ２７ 年度 － ２９ 年度 （3年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：誰もが元気で健康に暮らせること

中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる

小項目：健康被害の防止

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：

テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 細菌性下痢症 ② 食品衛生 ③ トリ ④ 感染症法 ⑤ 食中毒

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

カンピロバクターやサルモネラに代表されるトリ及びトリ肉に由来するヒトの細菌性下痢症の原因菌について、汚

染実態、病原性因子等の特徴等を明らかにし、汚染率を低減するための情報発信をすることを目的とする。これらの

細菌性下痢症の感染源の実態・原因菌の特徴等を包括的に把握し、公衆衛生上重要な情報を提供することはこれらの

疾患の低減のために必要である。

２）調査研究の概要

鶏が農場で生育し、食鳥処理場で処理され、食品となって消費者に届くまでに、カンピロバクターやサルモネラ等

のヒト細菌性下痢症の原因細菌がどのように汚染していくか遺伝学的、定量的な方法等で調査する。また、これらの

調査結果を踏まえて、汚染率低減を推進するための情報発信をする。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

①これまで、鶏生産から鶏肉、ヒトに至るまでの一連の調査は困難であった。本研究で、調査可能な研究体制を

構築した。飼育農場立入に加え、計 検体（鶏飼育農場、鶏、食品（鶏肉）、ヒト由来）の収集ができた。②分

離株の遺伝子型別等により、鶏に由来した当該菌らは鶏肉を介しヒトへ感染していること、また、汚染飼育環境か

ら鶏へ感染している可能性が明らかとなった。③飼育農場の土壌入替えに使用される十分発酵した堆肥化土壌は、

当該菌ら汚染土壌と異なる細菌叢であった。飼育農場からの鶏への感染抑制に堆肥化土壌の活用が期待された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

鶏に由来した当該菌らが鶏肉を汚染し、鶏肉を介してヒトに感染していることが明らかとなった。鶏肉による生食

等は感染のリスクがあることが明らかとなった。また、当該菌らは汚染された飼育環境から鶏へ感染する可能性があ

る。堆肥化土壌の活用により、飼育環境からの感染抑制が期待された。これらの情報を還元等することで、当該菌ら

の鶏及び鶏肉の汚染低減及び食中毒低減等に寄与することで県民の健康保持につながると考えられる。

５）調査研究結果の独創性，新規性

これまで、市販食品やヒトから分離したカンピロバクターやサルモネラ等を使用した研究が実施されていたが、鶏

生産現場まで踏み込んだ研究はなかった。本研究では、新たな研究体制を構築することにより、生産現場から食品、

ヒトまでの一貫した研究を実施可能とした。これにより、包括的な調査及び解析等を実施し、得られた結果は、独創

性及び新規性が認められると考える。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

技術移転は、保健福祉環境事務所および食肉衛生検査所職員を対象とした研修で実施した。

また、佐賀県食鳥協会での講演をとおし情報提供したほか、関係機関（食鳥処理場等）へも情報を還元した。

そのほか、食品衛生、公衆衛生行政に関係する学会等で発表し、論文での発表を行った。

これらの成果は多くの分野で活用される可能性があると言える。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 感染症発生動向調査事業におけるウイルス検査体制の強化

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○吉冨秀亮、中村麻子、芦塚由紀、小林孝行、梶原淳睦

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成２７年度 －２９年度 （３年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：誰もが元気で健康に暮らせること

中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる

小項目：健康被害の防止

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：

テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 感染症発生動向調査 ②ウイルス ③遺伝子検査 ④遺伝子解析

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

感染症発生動向調査事業は感染症法に基づいて行われる厚生労働省の感染症対策事業である。当所は、福岡市及び

北九州市を除く福岡県域の病原体検出を行っている。年間の検査検体数は 件以上である。ウイルス検査の対象疾

患は主にインフルエンザ、感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎及び無菌性髄膜

炎等である。検出されるウイルスは主にインフルエンザウイルス、アデノウイルス、ノロウイルス、エンテロウイル

ス等である。これらのウイルスについて最新の検査体制を構築し知見を広めることは公衆衛生に寄与する。さらに、

健康危機管理発生時の迅速な対応に活用できる。本研究は従来、検出・解析困難とされてきたウイルス及び新型ウイ

ルスを研究対象とし、その検査技術及び解析技術を向上させ、それぞれのウイルスの解析を行うことを目的とする。

２）調査研究の概要

平成 年度 アデノウイルス検査法の導入及び検討

平成 年度 新型ノロウイルス 解析法の構築および応用

平成 年度 コクサッキーウイルス 型の解析及び総括

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

新規アデノウイルス検査法として分離培養法、リアルタイム 法及び 検査法を導入し、アデノウイルスの検出

率及び解析技術を向上させた。さらに、この技術を応用し下水流入水から世界初報告となる新型アデノウイルスを発

見した。また、 年に出現した新型ノロウイルス の解析法を独自に構築し、市販カキ中のノロウイルス

を解析した。さらに、この技術は、 年に全国規模で発生したきざみのりを介したノロウイルス食中毒事例

に応用され、日本における同時多発的な集団食中毒事例の全容解明に寄与した。また、近年の手足口病の原因である

コクサッキーウイルス 型の解析を行い、手足口病の原因ウイルスが 年周期で変化していることが示唆された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

感染症に関する最新の知見を広く周知することにより、福岡県内で発生した感染症について県民に対して情報提供

及び注意喚起することができる。本研究の成果は福岡県における感染症の発生予防や対策、健康危機管理発生時の対

応として広く活用できる技術であり、公衆衛生に寄与する。

５）調査研究結果の独創性，新規性

本研究により、新型を含めたアデノウイルスの同定が可能となった。さらに、環境試料への応用により、福岡県に

おけるアデノウイルスの分布を明らかにし、世界初報告となる新型アデノウイルス79型を発見できた。また、2015年
に新たに出現した新型ノロウイルスGII.17のカプシドVP1領域の解析手法を独自に構築し、市販カキ調査に応用し、市

販カキ中の新型ノロウイルスGII.17の分布を初めて明らかにした。また、福岡県における手足口病由来検体を用いて

、コクサッキーウイルス 型の変化を初めて明らかにした。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

研究成果は論文、学会等において発表した。発表した論文はすでに他の研究者から引用されており、今後も技術が

活用される可能性は高い。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 感染症発生動向調査事業におけるウイルス検査体制の強化

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○吉冨秀亮、中村麻子、芦塚由紀、小林孝行、梶原淳睦

本 庁 関 係 部 ・ 課 保健医療介護部がん感染症疾病対策課

調 査 研 究 期 間 平成２７年度 －２９年度 （３年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：誰もが元気で健康に暮らせること

中項目：生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる

小項目：健康被害の防止

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：

テーマ：

キ ー ワ ー ド ① 感染症発生動向調査 ②ウイルス ③遺伝子検査 ④遺伝子解析

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

感染症発生動向調査事業は感染症法に基づいて行われる厚生労働省の感染症対策事業である。当所は、福岡市及び

北九州市を除く福岡県域の病原体検出を行っている。年間の検査検体数は 件以上である。ウイルス検査の対象疾

患は主にインフルエンザ、感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎及び無菌性髄膜

炎等である。検出されるウイルスは主にインフルエンザウイルス、アデノウイルス、ノロウイルス、エンテロウイル

ス等である。これらのウイルスについて最新の検査体制を構築し知見を広めることは公衆衛生に寄与する。さらに、

健康危機管理発生時の迅速な対応に活用できる。本研究は従来、検出・解析困難とされてきたウイルス及び新型ウイ

ルスを研究対象とし、その検査技術及び解析技術を向上させ、それぞれのウイルスの解析を行うことを目的とする。

２）調査研究の概要

平成 年度 アデノウイルス検査法の導入及び検討

平成 年度 新型ノロウイルス 解析法の構築および応用

平成 年度 コクサッキーウイルス 型の解析及び総括

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

新規アデノウイルス検査法として分離培養法、リアルタイム 法及び 検査法を導入し、アデノウイルスの検出

率及び解析技術を向上させた。さらに、この技術を応用し下水流入水から世界初報告となる新型アデノウイルスを発

見した。また、 年に出現した新型ノロウイルス の解析法を独自に構築し、市販カキ中のノロウイルス

を解析した。さらに、この技術は、 年に全国規模で発生したきざみのりを介したノロウイルス食中毒事例

に応用され、日本における同時多発的な集団食中毒事例の全容解明に寄与した。また、近年の手足口病の原因である

コクサッキーウイルス 型の解析を行い、手足口病の原因ウイルスが 年周期で変化していることが示唆された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

感染症に関する最新の知見を広く周知することにより、福岡県内で発生した感染症について県民に対して情報提供

及び注意喚起することができる。本研究の成果は福岡県における感染症の発生予防や対策、健康危機管理発生時の対

応として広く活用できる技術であり、公衆衛生に寄与する。

５）調査研究結果の独創性，新規性

本研究により、新型を含めたアデノウイルスの同定が可能となった。さらに、環境試料への応用により、福岡県に

おけるアデノウイルスの分布を明らかにし、世界初報告となる新型アデノウイルス79型を発見できた。また、2015年
に新たに出現した新型ノロウイルスGII.17のカプシドVP1領域の解析手法を独自に構築し、市販カキ調査に応用し、市

販カキ中の新型ノロウイルスGII.17の分布を初めて明らかにした。また、福岡県における手足口病由来検体を用いて

、コクサッキーウイルス 型の変化を初めて明らかにした。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

研究成果は論文、学会等において発表した。発表した論文はすでに他の研究者から引用されており、今後も技術が

活用される可能性は高い。
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調査研究終了報告書
研究分野：環境

調 査 研 究 名 水環境中微量有害化学物質の分析法開発と汚染実態の解明に関する研究

～2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベンゾフェノン等～

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○塚谷裕子、片宗千春、酒谷圭一、熊谷博史、高橋浩司（計測技術課）

飛石和大（廃棄物課）、秦弘一郎、柏原 学、宮脇 崇（水質課）

本 庁 関 係 部 ・ 課 環境部 環境保全課

調 査 研 究 期 間 平成 ２７年度 － ２９年度 （３年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     ■受託研究（委託機関名：環境省 環境安全課 ）

２．□基礎研究 □応用研究 ■開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：環境と調和し、快適に暮らせること

中項目：快適な生活環境をつくる

小項目：快適な生活環境の形成

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：健康で快適に暮らせる生活環境の確保

テーマ：測定・監視体制の構築と状況の把握、情報の提供

キ ー ワ ー ド ①化学物質 ②分析法開発 ③ LC/MS ④ ⑤

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベンゾフェノン(2,2’,4,4’-THBP)は紫外線吸収剤として使用されているが、人の健康及び

生態系に様々な影響を与える可能性があり、内分泌かく乱作用についても懸念されている化学物質である。2,2’,4,4’-
THBPは暴露情報等が不足しており、いまだリスク評価が行われていないのが現状である。そこで本研究では、

2,2’,4,4’-THBP等の新たな高感度分析法を開発し、さらに福岡県内の汚染実態解明を行うことを目的とする。

２）調査研究の概要

2,2’,4,4’-THBPの分析法は開発されておらず、水環境中における存在状況は明らかにされていない。2,2’,4,4’-THBPに
は異性体が存在するため、異性体との分離を検討し、2,2’,4,4’-THBPのみを定量することが可能な分析法の開発を行っ

た。さらに、開発した分析法を用いて県内調査を行い、リスク評価を行った。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

異性体分離条件の検討、固相抽出の検討、河川水及び海水試料を用いた添加回収試験等を行い、河川水及び海水試

料について、2,2’,4,4’-THBPのみを定量可能な分析法を開発した。分析法検出下限値は0.0058 μg/Lであり、環境省要求

検出下限値 0.2 μg/Lを満たすことができた。さらに2,2’,4,4’-THBPは生活排水中に存在する可能性が考えられたため、

終末処理場流入水及び放流水試料に適用できる分析法を開発した。SS(浮遊物質量)の多い流入水は、遠心分離操作で

残渣を除去することで濃度把握が可能となった。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

2,2’,4,4’-THBPの分析法を開発し、福岡県内河川と海域、終末処理場流入水及び放流水の調査を実施し、その濃度を

把握することができた。さらに2,2’,4,4’-THBPの予測無影響濃度(PNEC)を用いてリスク評価を行ったところ、県内調

査地点の2,2’,4,4’-THBP濃度は生態リスクとして「現時点では作業は必要ないと考えられる」レベルであることが示唆

された。2,2’,4,4’-THBP分析法の開発により、化学物質環境実態調査の充実に貢献し、化学物質対策の立案及び環境汚

染の防止に寄与することができた。

５）調査研究結果の独創性，新規性

暴露情報が不足している2,2’,4,4’-THBPの分析法を新たに開発することができ、県内調査を実施することができた。

化学物質環境実態調査では一般環境中の化学物質残留状況が調査され、その結果が行政の化学物質対策に利用されて

いる。本研究で開発した分析法は難揮発性、高極性、熱不安定化合物を直接的に分析できるLC/MSを用いた新規な微

量分析法であり、化学物質環境実態調査の全国調査に用いられている。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

本研究で開発した分析法は、他県、他機関開発分も含めて分析法開発調査報告書としてまとめられ、環境省より広

く公表される。また、開発された分析法を用いた全国調査が実施され、分析法の評価及び対象化学物質の初期評価が

行われる。全国調査結果は、年度毎に化学物質環境実態調査報告書としてまとめられ公表される。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 アオコが生産するシアノトキシンのモニタリングに関する研究

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○田中義人，志水信弘，飛石和大，佐野友春（国環研）

本 庁 関 係 部 ・ 課 環境部環境保全課

調 査 研 究 期 間 平成28年度 － 29年度 （2年間）

調 査 研 究 種 目

１．□行政研究 □課題研究

     ■共同研究（共同機関名：国立環境研究所等 ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：快適で潤いのある循環型社会づくり

中項目：良好な水循環の確保

小項目：健全な水循環と水資源の安定的確保

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：生活環境の保全

テーマ：水環境の保全

キ ー ワ ー ド ①シアノトキシン②アオコ ③富栄養化 ④シリンドロスパーモプシン ⑤

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

福岡県の水資源はその人口に比して潤沢でなく，その多くをダムなどの閉鎖性水域によって賄っている。また，ダ

ムや湖沼の水質改善は全国的にも河川などと比較して進んでおらず，多くの湖沼で富栄養化が問題となっている。加

えて地球温暖化による水温上昇によりアオコ発生の広域化や長期化が危惧されている。このアオコの中には有毒物質

（シアノトキシン，CTs）を生産するものがあり， 年まではその中の肝臓毒ミクロシスチン（MCs）について研究

を実施してきた。その結果，福岡県においてもMCsの汚染があることが明らかになり，抑制対策などの検討を実施し

た。CTsにはMCsの他，肝臓毒であるシリンドロスパーモプシン（CYN）や神経毒であるアナトキシン（ANTX）など

が知られている。特にCYNについては近年，欧米豪で問題となっており，WHOが基準値の設定を検討している。しか

しながら，我が国においてMCs以外のCTsの汚染状況についてはほとんど情報がない。そのため，福岡県におけるCTs
の汚染状況，汚染期間や濃度等を把握し，汚染対策に必要な情報を得ることを本研究の目的とした。

２）調査研究の概要

MCsの検出が明らかになっている当県において，MCs以外のCTsのモニタリング手法を検討し，汚染状況を明らかに

した。また，CTs汚染の実態解明は全国的にも重要な課題であることから，本研究は，国立環境研究所および他県と

共同研究を実施し，CTsの一斉分析手法の検討や，開発した分析手法を用いて汚染期間や濃度変化などの汚染実態調

査を実施した。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

LC/MS/MS等を用いたCTsの一斉分析法について検討した。本分析法で，県内５地点の大規模ダム湖を含む１２湖

沼について分析を行った。その結果，県内の湖沼からは微量のANTXが検出された。一方，国立環境研究所の共同研

究では，国内の湖沼から，CTsを生産する藻類が分離されことから，今後の調査の必要性も示唆された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

○MCsと含めCTsの測定法の開発を行い，福岡県内の汚染状況を把握した。

その結果，低濃度でANTXが一部のため池から検出され，今後のモニタリングの必要性が示唆された。

○全国的なCTsの調査を行い，全国的な汚染状況を調査した。

その結果，国内においてANTX及びCYNを生産する藻類の存在及び濃度の実態を明らかにした。

５）調査研究結果の独創性，新規性

〇MCs以外のCTsの分析方法及び実態調査事例の報告はなかった。

〇温暖化に伴い有毒藍藻類発生増加及び増殖期間の長期化などが懸念される中，安全な水資源の確保のために新規有

毒物質の調査を実施した。

〇国内湖沼で初めてCYNを産生する藻類を同定した（国立環境研究所，沖縄県）。

〇ANTXを産生する藻類を国内の湖沼で同定した（国立環境研究所，奈良県）

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

〇CTs汚染の実態を調査するための分析方法及びモニタリング方法を開発し，共同研究機関と共有した。

〇福岡県内の汚染実態は，低レベルであることを明らかにした。

〇国内においてMCs以外のCTs汚染の可能性（有毒藍藻類の存在）が明らかになり，開発した分析法によるモニタリ

ングの必要性が示唆された。
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調査研究終了報告書
研究分野：保健

調 査 研 究 名 アオコが生産するシアノトキシンのモニタリングに関する研究

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○田中義人，志水信弘，飛石和大，佐野友春（国環研）

本 庁 関 係 部 ・ 課 環境部環境保全課

調 査 研 究 期 間 平成28年度 － 29年度 （2年間）

調 査 研 究 種 目

１．□行政研究 □課題研究

     ■共同研究（共同機関名：国立環境研究所等 ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：快適で潤いのある循環型社会づくり

中項目：良好な水循環の確保

小項目：健全な水循環と水資源の安定的確保

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：生活環境の保全

テーマ：水環境の保全

キ ー ワ ー ド ①シアノトキシン②アオコ ③富栄養化 ④シリンドロスパーモプシン ⑤

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

福岡県の水資源はその人口に比して潤沢でなく，その多くをダムなどの閉鎖性水域によって賄っている。また，ダ

ムや湖沼の水質改善は全国的にも河川などと比較して進んでおらず，多くの湖沼で富栄養化が問題となっている。加

えて地球温暖化による水温上昇によりアオコ発生の広域化や長期化が危惧されている。このアオコの中には有毒物質

（シアノトキシン，CTs）を生産するものがあり， 年まではその中の肝臓毒ミクロシスチン（MCs）について研究

を実施してきた。その結果，福岡県においてもMCsの汚染があることが明らかになり，抑制対策などの検討を実施し

た。CTsにはMCsの他，肝臓毒であるシリンドロスパーモプシン（CYN）や神経毒であるアナトキシン（ANTX）など

が知られている。特にCYNについては近年，欧米豪で問題となっており，WHOが基準値の設定を検討している。しか

しながら，我が国においてMCs以外のCTsの汚染状況についてはほとんど情報がない。そのため，福岡県におけるCTs
の汚染状況，汚染期間や濃度等を把握し，汚染対策に必要な情報を得ることを本研究の目的とした。

２）調査研究の概要

MCsの検出が明らかになっている当県において，MCs以外のCTsのモニタリング手法を検討し，汚染状況を明らかに

した。また，CTs汚染の実態解明は全国的にも重要な課題であることから，本研究は，国立環境研究所および他県と

共同研究を実施し，CTsの一斉分析手法の検討や，開発した分析手法を用いて汚染期間や濃度変化などの汚染実態調

査を実施した。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

LC/MS/MS等を用いたCTsの一斉分析法について検討した。本分析法で，県内５地点の大規模ダム湖を含む１２湖

沼について分析を行った。その結果，県内の湖沼からは微量のANTXが検出された。一方，国立環境研究所の共同研

究では，国内の湖沼から，CTsを生産する藻類が分離されことから，今後の調査の必要性も示唆された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

○MCsと含めCTsの測定法の開発を行い，福岡県内の汚染状況を把握した。

その結果，低濃度でANTXが一部のため池から検出され，今後のモニタリングの必要性が示唆された。

○全国的なCTsの調査を行い，全国的な汚染状況を調査した。

その結果，国内においてANTX及びCYNを生産する藻類の存在及び濃度の実態を明らかにした。

５）調査研究結果の独創性，新規性

〇MCs以外のCTsの分析方法及び実態調査事例の報告はなかった。

〇温暖化に伴い有毒藍藻類発生増加及び増殖期間の長期化などが懸念される中，安全な水資源の確保のために新規有

毒物質の調査を実施した。

〇国内湖沼で初めてCYNを産生する藻類を同定した（国立環境研究所，沖縄県）。

〇ANTXを産生する藻類を国内の湖沼で同定した（国立環境研究所，奈良県）

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

〇CTs汚染の実態を調査するための分析方法及びモニタリング方法を開発し，共同研究機関と共有した。

〇福岡県内の汚染実態は，低レベルであることを明らかにした。

〇国内においてMCs以外のCTs汚染の可能性（有毒藍藻類の存在）が明らかになり，開発した分析法によるモニタリ

ングの必要性が示唆された。
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調査研究終了報告書
研究分野：環境

調 査 研 究 名 水生生物保全に係る水質環境基準物質の汚濁機構に関する研究

研究者名（所属）

※ ○印：研究代表者

○志水信弘、古賀敬興、秦弘一郎、柏原学、古閑豊和、平川周作、宮脇崇、松本源生、石橋

融子、中島淳（環境生物課）

本 庁 関 係 部 ・ 課 環境部 環境保全課

調 査 研 究 期 間 平成 ２７年度 － ２９年度 （３年間）

調 査 研 究 種 目

１．■行政研究 □課題研究

     □共同研究（共同機関名： ）

     □受託研究（委託機関名： ）

２．■基礎研究 □応用研究 □開発研究

３．□重点研究      □推奨研究 □ＩＳＯ推進研究

福岡県総合計画

大項目：快適で潤いのある循環型社会づくり

中項目：良好な水循環の確保

小項目：健全な水循環と水資源の安定的確保

福岡県環境総合ビジョン（第
三次福岡県環境総合基本計
画）※環境関係のみ

柱 ：生活環境の保全

テーマ：水環境の保全

キ ー ワ ー ド ① ＬＡＳ ② 環境基準 ③ 水生生物 ④ ノニルフェノール ⑤ ＬＣ ＭＳ ＭＳ

研 究 の 概 要

１）調査研究の目的及び必要性

福岡県では、平成 年度より「公共用水域における水生生物の保全に係る類型指定」事業を実施しており、従来の

環境基準（ 或いは ）とは異なり、水生生物の生息状況と化学物質濃度を勘案し、その保全を目的として県が基

準類型を指定しなければならない。しかし、対象化学物質（ 及びノニルフェノール）について県内の汚染状況や

その原因等に関する知見が少なく、類型指定を行うための科学的根拠に基づく評価方法等も確立されていない。この

ため本研究は、環境部環境保全課の行政依頼に基づき、福岡県における水生生物保全に係る類型指定作業に資する情

報を得ることを目的とする。

２）調査研究の概要

本研究では、まず県内公共用水域の実態調査 、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ）を行い、汚染状況の評価を行った。次に の汚濁

源情報を得るため、事業場排水や合併処理浄化槽放流水を対象として実態調査を行い、排出原単位等を明らかにした

。さらに、モデル河川における通日採水による負荷量調査から の汚濁機構として洗濯洗剤の寄与が示唆される結

果を得た。これらの調査から得られた知見の集約により、福岡県内における生活系由来の 負荷量を明らかにする

とともに、主な河川について 負荷量解析を行い、対策優先度等について考察を行った。

３）調査研究の達成度及び得られた成果（できるだけ数値化してください。）

本調査研究では、 及びノニルフェノールの県内汚染状況を把握し、環境基準値との比較検討結果を提示した。

また、 については、河川水中濃度と降水量の関係、排出源の実態解明や負荷量原単位の決定を行うとともに、県

内負荷量の解析を行い、対策優先度の高い河川を選定した。これらの成果により、 、ノニルフェノールの類型指

定を行うために必要な行政的基礎資料を提示できており、目標はほぼ達成された。

４）県民の健康の保持又は環境の保全への貢献

これまで不明であった県内公共用水域における 、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙの汚染状況を明らかにし、基準値との比較評価を可

能にした。また、生活雑排水や合併浄化槽等からの排出量原単位の決定により、県内河川への生活系 負荷量の解

析が可能となった。また、河川ごとの 負荷量解析により、詳細調査や対策の優先度等の提案を行った。

５）調査研究結果の独創性，新規性

汚濁物質 、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ について排出源や公共用水域における実態調査を行うことにより、その排出から環境実

態までを網羅的に集積された知見は他に例が見られない。また、実態調査に根ざした地域の詳細な負荷量の検討等は

、これまでに例が無く、独創的である。

６）成果の活用状況（技術移転・活用の可能性）

本研究で明らかにした河川における 動態は、調査方法の決定や環境基準の適合状況の判断に活用できる重要な

基礎情報である。また、 排出量原単位や負荷量算定方法は、他地域でも利用可能であり、他県河川における負荷

量解析の基本的方法として活用可能である。
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平成３０年４月１０日

平成２９年度福岡県保健環境関係試験研究外部評価報告書について

福岡県保健環境研究所 所長 香月 進

１ はじめに

平成２９年１１月２４日に開催された「福岡県保健環境関係試験研究外部評価委員会（会長：楠

田哲也 九州大学高等研究院 特別顧問）」において調査研究課題の評価が行われ、その結果が

「平成２９年度福岡県保健環境関係試験研究外部評価報告書」として提出されました。

この報告書では、各研究課題に対する評価結果とともに、その他の保健環境研究所の研究（各

研究分野全般）について、数多くの貴重な御指摘・御助言をいただいております。

保健環境研究所としましては、今後これらの御指摘・御助言を業務遂行に十分に反映させ、

「保健・環境行政を科学的・技術的側面から支える中核機関」として、その役割を果たせるよう

努力してまいります。

２ 保健環境研究所における対応

平成３０年度新規研究課題６課題（保健関係３課題、環境関係３課題）、平成２８年度終了研

究課題６課題（保健関係２課題、環境関係４課題）、平成２９年度継続研究課題（中間年）５課

題（保健関係１課題、環境関係４課題）及びその他の保健環境研究所の研究について評価してい

ただきました。

これらの評価結果については、各研究代表者（グループ）に還元し、今後の研究活動の改善、

研究計画の調整･見直しなどに活用してまいります。

また、委員会からいただいた研究分野全般に関する貴重な御意見につきましても、調査研究業

務を活性化させるために参考にさせていただきます。

なお、委員会からいただいた主な御意見につきましては、別表１～４のとおり取り組んでまい

ります。

今後とも、委員会の御指摘・御助言を踏まえ、調査研究などの研究所業務の積極的な展開を図

ります。
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別表１ 平成３０年度新規研究課題に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

国保データベース

を活用した地域包括

ケアシステム構築に

向けた医療・介護需

要量予測モデルの開

発

H30 ・データベースを作成し、それを分析して、母

集団の特性を理解し、行政に生かしていくこ

とは極めて重要である。

・本研究から得られた成果を行政施策に活用で

きるよう、本庁関係課と協働・連携してまい

ります。

・時代、および地域ニーズにあった重要な研究

である。

・近年の医療情報システム等の高度化とそれら

の利活用が進められている中、特に高齢者医

療に関して課題を抱えている本県においては

重要であると考えています。

・研究レベルでの個人情報（特にレセプトデー

タ）の開示問題の注意事項等調整して欲し

い。

・本研究では氏名等の個人情報や被保険者記

号・番号等の個人識別符号については全て削

除・匿名化した匿名加工情報を用いますの

で、開示請求に関しては対応できない旨を当

所 等で周知する予定です。

・新規性もあり、意義ある重要な課題への取り

組みである。現場適用性の視点から、有効な

レセプトデータの収集が必要条件であると考

えられる。単年度計画であるが、効率的な医

療・介護提供体制の構築に資する成果を期待

したい。

・単年度で成果を上げるために、研究開始年度

前より、本庁関係課・国保連合会を通じて

突合データの収集について調整する予定で

す。

・高齢者医療費が拡大する中で、本研究の意義

は大きいと思われる。効率的な地域医療連携

のシステム構築につながることが期待され

る。

・急性期から在宅医療・介護までといったよう

な一連のケアについて検討することは医療･介

護資源の効率的な利用に加え、高齢者の生活

の質向上のためにも重要であると考えていま

す。

・高齢化が急速に進む中、県民の健康を担保する

ため、必要な医療費を確保し、かつ財政的に適

正な水準を維持することは、きわめて重要な

課題と思われる。この観点から、国保データ等

のビッグデータの活用は、きわめて時宜を得

たアプローチであり、成果を期待したい。新た

な手法なので、方法論的には、大きな困難が伴

うと予想されるが、衆知を結集して解決され

ることを期待したい。

・平成 28～29 年度に実施した研究課題を通じて、

大規模データベースの構築やそれらの分析手

法についての技術を蓄積して参りました。本研

究では、介護レセプトとの連結を行いますが、

人口動態調査死亡票などとの連結についても

実施できるように方法論的課題の解決に取り

組んでまいります。

種鶏等における食

中毒原因細菌に関す

る汚染実態調査

H30-32 ・カンピロバクターによる汚染防止は県民だけ

でなく国民にとって重要である。汚染経路にお

ける防止方策の検討は喫緊の課題である。 

・汚染経路の解明とその対策の検討は喫緊の課題

と考え、研究を進めてまいります。

・食中毒予防につながる有用なモニタリングシ

ステム構築につながりうる重要な研究である。

・モニタリングシステムの構築などにもつながる

よう研究を進めていきたいと思っております。

・肉用鶏や鶏肉の盛んな福岡において、本研究は

県民への安心安全性を担保する意味でも重要

である。

・鶏肉の喫食による健康被害を低減し、県民の食

の安心安全につなげていきたいと思っておりま

す。

・農林水産部と保健医療介護部にまたがる新た

な研究体制は評価される。これまで明確な特定

が困難であったカンピロバクター等の汚染経

路が解明されれば、種鶏・養鶏から食肉処理、

加工販売に至る一連の工程における衛生指導

等に大きく役立つことが期待される。

・本研究の結果を関係機関へ情報還元することで

鶏肉の喫食による健康被害の低減につながれ

ばと思っております。
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別表１ 平成３０年度新規研究課題に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

国保データベース

を活用した地域包括

ケアシステム構築に

向けた医療・介護需

要量予測モデルの開

発

H30 ・データベースを作成し、それを分析して、母

集団の特性を理解し、行政に生かしていくこ

とは極めて重要である。

・本研究から得られた成果を行政施策に活用で

きるよう、本庁関係課と協働・連携してまい

ります。

・時代、および地域ニーズにあった重要な研究

である。

・近年の医療情報システム等の高度化とそれら

の利活用が進められている中、特に高齢者医

療に関して課題を抱えている本県においては

重要であると考えています。

・研究レベルでの個人情報（特にレセプトデー

タ）の開示問題の注意事項等調整して欲し

い。

・本研究では氏名等の個人情報や被保険者記

号・番号等の個人識別符号については全て削

除・匿名化した匿名加工情報を用いますの

で、開示請求に関しては対応できない旨を当

所 等で周知する予定です。

・新規性もあり、意義ある重要な課題への取り

組みである。現場適用性の視点から、有効な

レセプトデータの収集が必要条件であると考

えられる。単年度計画であるが、効率的な医

療・介護提供体制の構築に資する成果を期待

したい。

・単年度で成果を上げるために、研究開始年度

前より、本庁関係課・国保連合会を通じて

突合データの収集について調整する予定で

す。

・高齢者医療費が拡大する中で、本研究の意義

は大きいと思われる。効率的な地域医療連携

のシステム構築につながることが期待され

る。

・急性期から在宅医療・介護までといったよう

な一連のケアについて検討することは医療･介

護資源の効率的な利用に加え、高齢者の生活

の質向上のためにも重要であると考えていま

す。

・高齢化が急速に進む中、県民の健康を担保する

ため、必要な医療費を確保し、かつ財政的に適

正な水準を維持することは、きわめて重要な

課題と思われる。この観点から、国保データ等

のビッグデータの活用は、きわめて時宜を得

たアプローチであり、成果を期待したい。新た

な手法なので、方法論的には、大きな困難が伴

うと予想されるが、衆知を結集して解決され

ることを期待したい。

・平成 28～29 年度に実施した研究課題を通じて、

大規模データベースの構築やそれらの分析手

法についての技術を蓄積して参りました。本研

究では、介護レセプトとの連結を行いますが、

人口動態調査死亡票などとの連結についても

実施できるように方法論的課題の解決に取り

組んでまいります。

種鶏等における食

中毒原因細菌に関す

る汚染実態調査

H30-32 ・カンピロバクターによる汚染防止は県民だけ

でなく国民にとって重要である。汚染経路にお

ける防止方策の検討は喫緊の課題である。 

・汚染経路の解明とその対策の検討は喫緊の課題

と考え、研究を進めてまいります。

・食中毒予防につながる有用なモニタリングシ

ステム構築につながりうる重要な研究である。

・モニタリングシステムの構築などにもつながる

よう研究を進めていきたいと思っております。

・肉用鶏や鶏肉の盛んな福岡において、本研究は

県民への安心安全性を担保する意味でも重要

である。

・鶏肉の喫食による健康被害を低減し、県民の食

の安心安全につなげていきたいと思っておりま

す。

・農林水産部と保健医療介護部にまたがる新た

な研究体制は評価される。これまで明確な特定

が困難であったカンピロバクター等の汚染経

路が解明されれば、種鶏・養鶏から食肉処理、

加工販売に至る一連の工程における衛生指導

等に大きく役立つことが期待される。

・本研究の結果を関係機関へ情報還元することで

鶏肉の喫食による健康被害の低減につながれ

ばと思っております。

 

・地域的特徴を踏まえた研究である。 ・福岡県における細菌性食中毒の主な原因菌は、

カンピロバクターが第 1 位であることから、カ

ンピロバクター等による食中毒を低減するこ

とで県民の食の安心安全につなげていきたい

と思っております。

・鶏肉は、県民の重要な栄養源であり、その安

全性を確保することは、きわめて重要な課題

である。早急に汚染の実態を把握し、適切な

対策を講ずる必要がある。今回、農林水産部

と保健医療部との共同研究体制を構築される

ということであり、様々な知見を生かして、

実効性あるプランが迅速に達成されることを

期待したい。

・横断的な調査研究体制により、市販鶏肉等に

至るまでのカンピロバクター等による汚染状

況の把握を効率的に進め、実効性のある対策

の検討に役立てていければと考えておりま

す。

ノロウイルス等の

ウイルスを原因とす

る感染症及び食中毒

発生予防、被害拡大

防止に関する研究

H30-32 ・県にとっても重要な課題であるが国にとって

も同様である。食中毒の発生予防は先進国とし

て必須の課題である。 

・本研究から得られた成果が、今後のノロウイル

スの食中毒・感染症の予防および感染防止策と

して活用できるよう取り組みます。また、研究

を推進するため他県及び国立感染症研究所等

と協力・連携して取り組んでまいります。

・ノロウイルスによる食中毒の予防、および拡大

防止策につながりうる重要な研究と考えられ

る。

・ノロウイルスによる食中毒は社会的な影響の大

きさから迅速な対応が求められています。厚生

労働省により、食中毒対策のためにノロウイル

スの塩基配列解析が推進されています。ウイル

スの変化に対応可能な検査法及び解析法の構

築に取り組みます。

・食中毒が急増している昨今、特にウイルスの検

査、解析法の迅速さが求められると共に、予防

方法の体制作りが望まれる。

・本研究から得られた成果をもとに、研修及び啓

発を通して予防方法の体制作りに取り組んで

まいります。

・十分な対策が見られないノロウイルス対策の

確立に向けて、遺伝子の解析範囲を拡大し、流

行動態を把握することにより、有効な消毒法や

予防・治療に寄与する物質を見出すことが期待

できる。二つのテーマを同時並行して取り組む

ことになるが、早期の成果を期待したい。

・詳細な流行動態の把握のため、数千の塩基配列

を比較するシミュレーション環境を早期に構

築し解析します。ノロウイルス予防法の開発研

究については、まず、多変量解析手法を導入し、

開発シーズとなる物質の発見を目標に取り組

みます。研究のための外部資金の獲得及び国や

大学等との共同研究体制の構築を早期に実現

します。

・ニーズが高い研究だと思われるが、年度毎の研

究計画をより具体的に設定したほうが良いの

ではないか？3 年間を通じての研究の工程（計

画）がやや不明確である。

・初年度にシミュレーション環境、多変量解析手

法及びウイルス評価系の構築、抗ノロウイルス

候補物質の収集を行います。次年度より順次、

流行しているウイルスのシミュレーション及

び抗ノロウイルス物質のスクリーニングを実

施します。随時、多変量解析を用いて、抗ノロ

ウイルスの候補物質を推定し、有効成分を特定

します。実用化の検討及び有効成分の高機能化

等の応用については、中長期的に取り組んで行

きたいと考えております。

・ノロウイルスによる食中毒防止は、食品衛生上

緊急の課題であり、今回提案された遺伝子レベ

ルでのアプローチは極めて時宜を得た研究課

題である。ぜひとも、有効な予防、治療法の開

発が実現されることを切望する。

・ノロウイルスによる食中毒及び感染症の有効な

予防法や治療法の開発に努めてまいります。
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（環境関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

マルチコプター等

を用いた低空撮によ

る県内環境情報モニ

タリング手法の確立

H30-32 ・payload に制約がある場合、GPS を利用し

てほぼ同一地点に到達できるようにして

繰り返し飛行することによりこの制約を

回避できる。フロートをつけたドローンも

あり得る。撮影・水試料採取・堆積物採取

に加えて、環境 DNA の調査というように

複数の機能を持たせ、調査結果に相乗効果

を与えることも可能である。

・従来から多用されている現場撮影に用途を限定

せず、御指摘の試料採取機構を新たに付加するこ

とで、従来困難であった調査への活用も検討しま

す。

・時代のニーズにあった技術の確立につな

がりうる重要な研究であると考えられる。

・常に、行政及び県民のニーズを意識しながら、研

究を進めてまいります。

・県内環境情報モニタリングの的を絞ると

共に、日進日歩に技術が開発されるマルチ

コプターの情報収集が望まれる。

・先ずは、県内の富栄養化湖沼において藻類量把握

に活用します。実施にあたっては、常に最新の技

術・動向を把握し、調査に活かせるように努めま

す。

・新たな手法により、新たなデータを取得す

ることは意義あること。ドローンの機種

（性能レベル）の選定、運航や操作におけ

る法規制や事故防止に十分留意する必要

がある。空撮データによる有用な環境情報

の収集・提供を期待したい。

・調査の際には、法令を遵守しながら、事故防止に

努め、万全の体制で実施し、新たなデータの収集、

提供に努めます。

・新規技術を用いた有意義な研究だと思わ

れるが、類似の研究や先行研究などとの比

較をしっかりと行い独自性を発揮してい

ただきたい。

・行政調査機関が調査すべき事例（油や有害物質の

流出事故、魚類斃死等）への解析手法を考案する

ことで、その独自性を打ち出します。

・マルチコプターを環境データ収集に応用

するという発想は、大変独創的である。欧

米で発生している大規模山林火災などで

活用可能な技術だと思う。興味ある成果を

期待したい。

・御指摘の事例のように、他分野における調査にも

寄与できると考えております。

大気シミュレーシ

ョンモデルと新たな

指標成分による

の発生源解明

H30-32 ・PM2.5を構成する物質の同定を完全に行う

ことにより、シミュレーションの精度を向

上させることが可能になる。 

・従来の環境省ガイドラインによる PM2.5 成分分

析に加え、有機成分や付着環境細菌分析など発生

源の特徴を把握するための測定を行うことで、シ

ミュレーションの精度向上に資する、より詳細な

観測データを蓄積してまいります。

・PM2.5 濃度上昇の原因を明らかにし、大気

汚染改善に寄与しうる重要な研究である。

・シミュレーションにおいて感度解析やトレーサ

ー計算を実施することで、PM2.5 の発生源を明ら

かにし、濃度上昇の要因を考察してまいります。

・国外からの PM2.5 の飛来を考えると、削

減対策も広域になると予想される。長期戦

略で挑戦して欲しい。

・長期における濃度の経年変化を計算し、原因物質

や移流割合の変化等を確認していく予定です。ま

た、削減対策を行った場合の広域的な効果も試算

してまいります。

・PM2.5の発生源が特定可能になることに大

きな意義がある。特に中国大陸のどこから

飛来するか迄分かるのは素晴らしいこと。

国際的にも認証されるデータの取得が可

能になる研究成果を期待したい。

・PM2.5 濃度削減に関する国際的な取組みにも取

り組んでまいります。
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（環境関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

マルチコプター等

を用いた低空撮によ

る県内環境情報モニ

タリング手法の確立

H30-32 ・payload に制約がある場合、GPS を利用し

てほぼ同一地点に到達できるようにして

繰り返し飛行することによりこの制約を

回避できる。フロートをつけたドローンも

あり得る。撮影・水試料採取・堆積物採取

に加えて、環境 DNA の調査というように

複数の機能を持たせ、調査結果に相乗効果

を与えることも可能である。

・従来から多用されている現場撮影に用途を限定

せず、御指摘の試料採取機構を新たに付加するこ

とで、従来困難であった調査への活用も検討しま

す。

・時代のニーズにあった技術の確立につな

がりうる重要な研究であると考えられる。

・常に、行政及び県民のニーズを意識しながら、研

究を進めてまいります。

・県内環境情報モニタリングの的を絞ると

共に、日進日歩に技術が開発されるマルチ

コプターの情報収集が望まれる。

・先ずは、県内の富栄養化湖沼において藻類量把握

に活用します。実施にあたっては、常に最新の技

術・動向を把握し、調査に活かせるように努めま

す。

・新たな手法により、新たなデータを取得す

ることは意義あること。ドローンの機種

（性能レベル）の選定、運航や操作におけ

る法規制や事故防止に十分留意する必要

がある。空撮データによる有用な環境情報

の収集・提供を期待したい。

・調査の際には、法令を遵守しながら、事故防止に

努め、万全の体制で実施し、新たなデータの収集、

提供に努めます。

・新規技術を用いた有意義な研究だと思わ

れるが、類似の研究や先行研究などとの比

較をしっかりと行い独自性を発揮してい

ただきたい。

・行政調査機関が調査すべき事例（油や有害物質の

流出事故、魚類斃死等）への解析手法を考案する

ことで、その独自性を打ち出します。

・マルチコプターを環境データ収集に応用

するという発想は、大変独創的である。欧

米で発生している大規模山林火災などで

活用可能な技術だと思う。興味ある成果を

期待したい。

・御指摘の事例のように、他分野における調査にも

寄与できると考えております。

大気シミュレーシ

ョンモデルと新たな

指標成分による

の発生源解明

H30-32 ・PM2.5を構成する物質の同定を完全に行う

ことにより、シミュレーションの精度を向

上させることが可能になる。 

・従来の環境省ガイドラインによる PM2.5 成分分

析に加え、有機成分や付着環境細菌分析など発生

源の特徴を把握するための測定を行うことで、シ

ミュレーションの精度向上に資する、より詳細な

観測データを蓄積してまいります。

・PM2.5 濃度上昇の原因を明らかにし、大気

汚染改善に寄与しうる重要な研究である。

・シミュレーションにおいて感度解析やトレーサ

ー計算を実施することで、PM2.5 の発生源を明ら

かにし、濃度上昇の要因を考察してまいります。

・国外からの PM2.5 の飛来を考えると、削

減対策も広域になると予想される。長期戦

略で挑戦して欲しい。

・長期における濃度の経年変化を計算し、原因物質

や移流割合の変化等を確認していく予定です。ま

た、削減対策を行った場合の広域的な効果も試算

してまいります。

・PM2.5の発生源が特定可能になることに大

きな意義がある。特に中国大陸のどこから

飛来するか迄分かるのは素晴らしいこと。

国際的にも認証されるデータの取得が可

能になる研究成果を期待したい。

・PM2.5 濃度削減に関する国際的な取組みにも取

り組んでまいります。

 

・地域的ニーズが高く、政策的にも重要な課

題である。

・シミュレーションモデルの計算領域を変更する

ことで、福岡県内の地域毎の詳細な濃度変化が分か

るようにしていく予定です。

・PM2.5 問題は、県民の最も高い関心事の一

つである。気象モデルと化学輸送モデルの組

み合わせによる独創的なアプローチによっ

て、大きな成果が得られることを期待した

い。福岡県のみならず、アジア大陸をにらん

だ広域的なアプローチが成功し、効果的な削

減対策が確立されるよう願っている。

・シミュレーションモデルを使って、特定の発生源

に対して削減対策を行った場合の PM2.5 濃度変化

を試算し、効果的な削減施策等に貢献できるよう努

めてまいります。

季別運転を行う下

水処理場の放流水に

含まれる栄養塩類の

動態に関する研究

H30-32 ・ノリ養殖では窒素が重要である。冬季に窒

素濃度を高め、夏季に減少させることを制

約を少なくして行うには季節別水質基準

の設定が求められる。季節別水質基準の設

定が制度上困難な時には基準としての年

間平均値を高めに設定することにより冬

季の下水処理場からの窒素の供給が容易

となる。行政施策として栄養塩の実態調査

だけでなく規準変更まで踏み込まれたい。

・有明海の環境保全と豊かな海の実現という広域

的な課題の解決に向けて、水質環境基準の類型指

定のあり方について、国や関係県と情報交換を行

うとともに、県行政施策への反映も視野に入れつ

つ、栄養塩類動態に関する知見の集積に努めま

す。

・有明海の環境改善につながる重要な研究

である。

・豊かな海を目指して、取り組みます。

・新しい視点でのテーマであるが、一方で

は、”はたき海苔”問題もあり、有明漁連

や水産試験場との連携プロジェクトとし

て取り組んで欲しい。

・水産海洋技術センター有明海研究所、大牟田市、

有明海漁連など関係機関と連携して取り組みま

す。

・サンプリングの時期、場所、個数などによ

り、解析結果が大きく異なる可能性あり。

目的に合致する、統計的に有意なデータ取

得が必要である。有明海の環境保全に必須

の取組みである。

・サンプリングの時期、場所、個数は調査の都度見

直しを行うことで、有意義なデータ取得に取り組

みます。

・地域産業にとって重要な課題である。 ・本研究が海苔養殖業の一助となるよう取り組み

ます。

・「季別運転」という言葉、初めて耳にした。

下水処理技術もここまでレベルアップし

ているとは。環境管理技術の向上によっ

て、きれいな海を達成し、さらに有明ノリ

の生産性向上を目指すという本研究の着

眼が素晴らしい。大きな成果に期待した

い。

・有明海の環境を保全するとともに豊かな海を目

指し、栄養塩類の動態に関する知見の集積に努め

ます。
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別表２ 平成２８年度終了研究課題に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

危険ドラッグ中指

定薬物成分等の迅速

構造推定法の検討

H26-28 ・危険ドラッグの測定、測定結果のデータベース

化、ドラッグの構造決定からなるシステム的

な検討に成功している。 

・今後も充実したシステムとなるよう努力したい

と思います。

・危険ドラッグを迅速に同定できる新しいシス

テムを構築したのは意義がある。

・今後も充実したシステムとなるよう努力したい

と思います。

・危険ドラッグの成分は、イタチゴッコ的な要素

もあり、迅速な分析手法の確立が急務である。

成分分析とか別に、毒性（ ）試験的なアプロ

ーチは出来ないのか

・危険ドラッグの成分をあらゆる角度から分析・

評価する事は重要であると考えています。ご指

摘頂いた、毒性試験については実験環境の整備

を含めて実施可能か検討していきたいと思いま

す。

・427種類の化合物について構造とフラグメント

イオンの関係について解析し、部分構造の推

定や薬物の系統を把握することを可能にした

ことは、高く評価される。また、危険ドラッグ

と疑われる化合物を迅速に検査する方法が確

立されたことにより、県民の健康と生活の安

全を守るための迅速な行政対応を可能にした

ことも評価される。

・今回得られた結果について高く評価して頂きあ

りがとうございます。今後も様々な成分の分析

に対応できるようより検討を行おうと考えてい

ます。

・成果を学界および地域にどう還元するかにつ

いてさらに検討していただきたい。

・得られた成果は学会発表やホームページを活用

して情報発信したいと考えています。

・本研究の成果として、危険ドラッグを迅速に検

査し、速やかな行政的対応が可能となり、社会

の安定に大きく寄与すると期待される。 た

だ、危険ドラッグの様な問題は、ある意味でい

たちごっこ的な要素もあり、半永久的に継続

努力が要求されると思われる。この意味で、新

規研究課題「危険ドラッグ製品等に含まれる

薬物成分の分析法開発」に引き継がれること

は適切な措置であり、今後とも大きな成果に

期待する。

・本研究で得られた知見を基礎として、新規研究

課題ではより充実した分析法となるよう努力し

たいと思います。

残留性有機化学物

質（ ）による食

品汚染実態と摂取量

把握に関する研究

H26-28 ・研究の目的をほぼ達成している。検討された健

康リスクを県民に説明する科学リテラシイー

を一層工夫していただきたい。

・研究成果を積極的に学会で発表すると共に、

等でより分かりやすい内容で県民の皆様への情

報発信に努めます。

・食品における POPs の現状を明らかにした意義

深い研究である。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。

・難燃剤の実態は不明な点も多く、かつ分析法の

確立が望まれている。またリスクレベルの高

い POPs に的を絞り、汚染実態を明らかにして

欲しい。

・難燃剤の網羅的な分析法の確立を進めていくと

同時に、健康リスクを意識した POPs を対象と

して汚染実態の調査を行います。

・国の助成研究費を得て、3 種類の残留性有機化

合物による魚介類中の食品汚染実態を調査・

解明した。HBDC による汚染状況の把握と一

日摂取量の推定、DP については分析法を確立

して汚染状況を調査し、一日平均摂取量を推

定した。水酸化 PCB についても分析法を確立

し、魚介類中の含有状況・蓄積量を把握出来

た。これらの研究成果は、学会発表も行われ、

全国的な調査にも活用されており、高く評価

される。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。今後も研究成果を蓄積

し、積極的に発表するよう努めます。

 

別表２ 平成２８年度終了研究課題に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

危険ドラッグ中指

定薬物成分等の迅速

構造推定法の検討

H26-28 ・危険ドラッグの測定、測定結果のデータベース

化、ドラッグの構造決定からなるシステム的

な検討に成功している。 

・今後も充実したシステムとなるよう努力したい

と思います。

・危険ドラッグを迅速に同定できる新しいシス

テムを構築したのは意義がある。

・今後も充実したシステムとなるよう努力したい

と思います。

・危険ドラッグの成分は、イタチゴッコ的な要素

もあり、迅速な分析手法の確立が急務である。

成分分析とか別に、毒性（ ）試験的なアプロ

ーチは出来ないのか

・危険ドラッグの成分をあらゆる角度から分析・

評価する事は重要であると考えています。ご指

摘頂いた、毒性試験については実験環境の整備

を含めて実施可能か検討していきたいと思いま

す。

・427種類の化合物について構造とフラグメント

イオンの関係について解析し、部分構造の推

定や薬物の系統を把握することを可能にした

ことは、高く評価される。また、危険ドラッグ

と疑われる化合物を迅速に検査する方法が確

立されたことにより、県民の健康と生活の安

全を守るための迅速な行政対応を可能にした

ことも評価される。

・今回得られた結果について高く評価して頂きあ

りがとうございます。今後も様々な成分の分析

に対応できるようより検討を行おうと考えてい

ます。

・成果を学界および地域にどう還元するかにつ

いてさらに検討していただきたい。

・得られた成果は学会発表やホームページを活用

して情報発信したいと考えています。

・本研究の成果として、危険ドラッグを迅速に検

査し、速やかな行政的対応が可能となり、社会

の安定に大きく寄与すると期待される。 た

だ、危険ドラッグの様な問題は、ある意味でい

たちごっこ的な要素もあり、半永久的に継続

努力が要求されると思われる。この意味で、新

規研究課題「危険ドラッグ製品等に含まれる

薬物成分の分析法開発」に引き継がれること

は適切な措置であり、今後とも大きな成果に

期待する。

・本研究で得られた知見を基礎として、新規研究

課題ではより充実した分析法となるよう努力し

たいと思います。

残留性有機化学物

質（ ）による食

品汚染実態と摂取量

把握に関する研究

H26-28 ・研究の目的をほぼ達成している。検討された健

康リスクを県民に説明する科学リテラシイー

を一層工夫していただきたい。

・研究成果を積極的に学会で発表すると共に、

等でより分かりやすい内容で県民の皆様への情

報発信に努めます。

・食品における POPs の現状を明らかにした意義

深い研究である。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。

・難燃剤の実態は不明な点も多く、かつ分析法の

確立が望まれている。またリスクレベルの高

い POPs に的を絞り、汚染実態を明らかにして

欲しい。

・難燃剤の網羅的な分析法の確立を進めていくと

同時に、健康リスクを意識した POPs を対象と

して汚染実態の調査を行います。

・国の助成研究費を得て、3 種類の残留性有機化

合物による魚介類中の食品汚染実態を調査・

解明した。HBDC による汚染状況の把握と一

日摂取量の推定、DP については分析法を確立

して汚染状況を調査し、一日平均摂取量を推

定した。水酸化 PCB についても分析法を確立

し、魚介類中の含有状況・蓄積量を把握出来

た。これらの研究成果は、学会発表も行われ、

全国的な調査にも活用されており、高く評価

される。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。今後も研究成果を蓄積

し、積極的に発表するよう努めます。
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別表２ 平成２８年度終了研究課題に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

危険ドラッグ中指

定薬物成分等の迅速

構造推定法の検討

H26-28 ・危険ドラッグの測定、測定結果のデータベース

化、ドラッグの構造決定からなるシステム的

な検討に成功している。 

・今後も充実したシステムとなるよう努力したい

と思います。

・危険ドラッグを迅速に同定できる新しいシス

テムを構築したのは意義がある。

・今後も充実したシステムとなるよう努力したい

と思います。

・危険ドラッグの成分は、イタチゴッコ的な要素

もあり、迅速な分析手法の確立が急務である。

成分分析とか別に、毒性（ ）試験的なアプロ

ーチは出来ないのか

・危険ドラッグの成分をあらゆる角度から分析・

評価する事は重要であると考えています。ご指

摘頂いた、毒性試験については実験環境の整備

を含めて実施可能か検討していきたいと思いま

す。

・427種類の化合物について構造とフラグメント

イオンの関係について解析し、部分構造の推

定や薬物の系統を把握することを可能にした

ことは、高く評価される。また、危険ドラッグ

と疑われる化合物を迅速に検査する方法が確

立されたことにより、県民の健康と生活の安

全を守るための迅速な行政対応を可能にした

ことも評価される。

・今回得られた結果について高く評価して頂きあ

りがとうございます。今後も様々な成分の分析

に対応できるようより検討を行おうと考えてい

ます。

・成果を学界および地域にどう還元するかにつ

いてさらに検討していただきたい。

・得られた成果は学会発表やホームページを活用

して情報発信したいと考えています。

・本研究の成果として、危険ドラッグを迅速に検

査し、速やかな行政的対応が可能となり、社会

の安定に大きく寄与すると期待される。 た

だ、危険ドラッグの様な問題は、ある意味でい

たちごっこ的な要素もあり、半永久的に継続

努力が要求されると思われる。この意味で、新

規研究課題「危険ドラッグ製品等に含まれる

薬物成分の分析法開発」に引き継がれること

は適切な措置であり、今後とも大きな成果に

期待する。

・本研究で得られた知見を基礎として、新規研究

課題ではより充実した分析法となるよう努力し

たいと思います。

残留性有機化学物

質（ ）による食

品汚染実態と摂取量

把握に関する研究

H26-28 ・研究の目的をほぼ達成している。検討された健

康リスクを県民に説明する科学リテラシイー

を一層工夫していただきたい。

・研究成果を積極的に学会で発表すると共に、

等でより分かりやすい内容で県民の皆様への情

報発信に努めます。

・食品における POPs の現状を明らかにした意義

深い研究である。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。

・難燃剤の実態は不明な点も多く、かつ分析法の

確立が望まれている。またリスクレベルの高

い POPs に的を絞り、汚染実態を明らかにして

欲しい。

・難燃剤の網羅的な分析法の確立を進めていくと

同時に、健康リスクを意識した POPs を対象と

して汚染実態の調査を行います。

・国の助成研究費を得て、3 種類の残留性有機化

合物による魚介類中の食品汚染実態を調査・

解明した。HBDC による汚染状況の把握と一

日摂取量の推定、DP については分析法を確立

して汚染状況を調査し、一日平均摂取量を推

定した。水酸化 PCB についても分析法を確立

し、魚介類中の含有状況・蓄積量を把握出来

た。これらの研究成果は、学会発表も行われ、

全国的な調査にも活用されており、高く評価

される。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。今後も研究成果を蓄積

し、積極的に発表するよう努めます。

 

・化学物質については関心と懸念が高まってお

り、重要な研究であると思われる。学会発表な

ども多く成果が見られる。

・今後も研究成果を蓄積し、積極的に発表するよ

う努めます。

・残留性有機化学物質群の分析法が確立し、全

国レベルでの汚染状況が定量的に把握された

事、およびその摂取量が、リスクレベルに比

較して極めて低い事実が証明された意義は極

めて大きく、国民の安心・安全に大きな寄与

をするものと考える。

・本研究課題の成果を高く評価していただき、あ

りがとうございました。今後も食の安全・安全

の確保に役立つ調査研究を進めてまいります。

（環境関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

有害化学物質の迅

速スクリーニング法

の開発

H25-28 ・商用化されている手法も参考にされ、回収

率の向上等、精度向上に今後も努めていた

だきたい。

・分析において、回収率や繰り返し精度は重要な

要素となりますので、より多くの物質を精度よ

く定量できるよう今後も検討を続けてまいりま

す。

・開発された分析方法は、すでに実践で使用

されるものとなっており、非常に大きな成

果が得られたものと考えられる。

・開発した分析法を国内外の分析機関に普及する

ため、今後は技術移転も検討してまいります。

・本手法を更に改良し、汎用性のある迅速ス

クリーニング法を目指して欲しい。

・より広範な物質検知ができるように、今後も本

分析法の改良・改善に努めてまいります。

・化学物質を迅速かつ網羅的に測定する手法

を確立し、環境基準物質にとどまらず、有

機・無機にまたがる約 1800 物質の測定を可

能にしたことは、災害時の汚染物質の迅速

測定をはじめ、環境保全などに幅広く貢献

するものであり、高く評価される。研究成

果は多数の論文・学会発表が行われ、特許

出願もされている。研究成果は、全国的な

（出来れば海外までの）技術移転により、

普及・活用がなされることを期待したい。

・化学汚染に係る現行の公定法には、災害等を想

定した分析法や調査マニュアルがありません。

本研究成果は、この問題を解決する 1 つの手法

になり得ます。そのため、今後は国立環境研究

所や他の地方環境研究所と連携して、本分析法

をマニュアル化し、技術普及に向けた取り組み

を開始する予定です。

・多くの学会報告など成果が出されており、

特許も取得され、成果が認められる。

・研究成果の公表に留まらず、実用化や技術普及

についても進めていく予定です。

・分析技術の開発はあらゆるプロジェクトの

基礎となるが、本研究の成果として、1800
種類の物質を 1～2 日間で判別できる迅速

分析法が開発された事は、災害発生時等の

緊急事態への対応能力が飛躍的に向上する

ものと考える。今後、地球温暖化による災

害多発が予想される中、本研究の成果の寄

与するところは極めて大きいと思う。ま

た、マイクロ波抽出による前処理とデータ

ベースによる網羅的測定を組み合わせた方

法論は独創的で、高く評価できる。

・日本は諸外国に比べ、自然災害（地震・台風

等）が発生しやすいため、災害への備えや対応

が重要になります。本研究は、そのような事態

等を想定した調査方法であり、災害発生時にお

ける速やかな行政支援を目的としております。

今後は、開発した分析技術を普及するため、国

内外の分析機関を対象にした技術移転を検討し

てまいります。

最終処分場関連水

における有機物指標

等の特性と適正管理

に関する研究

H26-28 ・ほぼ行政目的を達成している。 ・今後も、福岡県の廃棄物行政に貢献できるよう、

取り組んでまいります。

・水質の保全に役立つ有用な検討が行われた

と思われる。

・本研究成果を踏まえ、今後も水質の保全に役立

てられるよう、取り組んでまいります。
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・新しい視点での研究テーマであると評価で

きる。ただし、「安定型最終処分場」の浸

透水における硝化細菌と N-BOD の関連が

やや分かり難く、更なる検討を期待した

い。

・「安定型最終処分場」の環境と、対象となる浸透

水の特性の把握が重要と考えており、硝化細菌

と N-BOD の関連を明らかにできるよう、今後

も取り組んでまいります。

・県内最終処分場関連水の水質分析におい

て、N-BOD が高くなる要因を解明し、硝化

細菌の影響を明らかにすることなどによ

り、新たな水質特性評価法を確立したこと

は高く評価される。学術的には科研費を獲

得されていること、研究成果の公表、普及、

活用も適宜行われていることなども評価さ

れる。

・今後も、最終処分場の適正管理に資する研究を

進め、福岡県の廃棄物行政に貢献できるよう、

取り組んでまいります。また、得られた成果は、

適宜発表や論文にて公表してまいります。

・最終処分場の適正管理に寄与することが期

待できる。本研究の成果を事業ベースでど

のように活用できるかについても検討して

いただきたい。

・本研究で提案した水質特性評価法及び N-BOD
の変動に関する知見を最終処分場の監視や指導

に活用できるよう検討を進めてまいります。

・最終処分場の水質管理において、BOD への

変動要因として、N-BOD に着目すべきこ

と、さらにアンモニア態窒素と降水量の影

響を考慮すべきことが明らかにされた。ま

た、有機物指標と無機イオン成分を組み合

わせたレーダーチャートを作成し、処分場

の特性を 7 つのグループに類型化し、視覚

的に把握する評価手法が提示された意義は

大きい。

・本研究で得られた成果や知見は、最終処分場の

監視や指導に活用できるよう検討を進めるとと

もに、適宜発表や論文にて公表してまいります。

福岡県生物多様性

戦略推進のための生

物多様性指標の開発

H26-28 ・論文化できるまで尽力していただきたい。 ・論文については現在作成を進めているところで

す。

・新たに開発した生物多様性指標を用いて、

今後の環境保全につなげてほしい。

・指標について論文化するとともに、自然観察会

で活用する予定です。

・対象分野が広範であるため、県民に対して

もっと関心のもてるフィールドに的を絞

り、基礎資料を蓄積してほしい。

・本課題ではその点を考慮して止水性湿地を対象

とした指標を作成しました。今後、森林など他

の環境についても考えていきます。

・着想はいいが、表の構成等、再検討が必要

ではないか。

・実用化にあたっては、説明などに対して工夫を

図っていきます。

・県内生物多様性指標の開発を目的とする地

道な取組みにより、所期の目的を達成して

いる。レッドリストランクの判定が国と地

域で異なり、更には調査地域間で異なるこ

と、及びその理由を知った。生物多様性に

資する調査研究は地味な課題であるが、継

続的に取り組んでいただきたい。

・引き続き記載的研究の推進、情報の収集に地道

に取り組んでいきます。

・生物多様性指標の作成は重要な課題である

と思われる。活用方法についても検討いた

だきたい。

・県保健福祉環境事務所主催の自然観察会などで

活用する予定です。

・「生物多様性」という、極めて定義の困難な

概念を指標化する試みは大変な労力と時間

を要するものと推察される。今回開発され

た止水性湿地における平均スコア法をベー

スに県民を巻き込んだ幅広い活動に発展さ

せていただきたい。

・生物多様性に関する普及啓発事業は、今後も県

内各地で展開していくことから、今回作成した

指標など様々なものを活用し、正しい知識の普

及に貢献していきたいと考えています。
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・新しい視点での研究テーマであると評価で

きる。ただし、「安定型最終処分場」の浸

透水における硝化細菌と N-BOD の関連が

やや分かり難く、更なる検討を期待した

い。

・「安定型最終処分場」の環境と、対象となる浸透

水の特性の把握が重要と考えており、硝化細菌

と N-BOD の関連を明らかにできるよう、今後

も取り組んでまいります。

・県内最終処分場関連水の水質分析におい

て、N-BOD が高くなる要因を解明し、硝化

細菌の影響を明らかにすることなどによ

り、新たな水質特性評価法を確立したこと

は高く評価される。学術的には科研費を獲

得されていること、研究成果の公表、普及、

活用も適宜行われていることなども評価さ

れる。

・今後も、最終処分場の適正管理に資する研究を

進め、福岡県の廃棄物行政に貢献できるよう、

取り組んでまいります。また、得られた成果は、

適宜発表や論文にて公表してまいります。

・最終処分場の適正管理に寄与することが期

待できる。本研究の成果を事業ベースでど

のように活用できるかについても検討して

いただきたい。

・本研究で提案した水質特性評価法及び N-BOD
の変動に関する知見を最終処分場の監視や指導

に活用できるよう検討を進めてまいります。

・最終処分場の水質管理において、BOD への

変動要因として、N-BOD に着目すべきこ

と、さらにアンモニア態窒素と降水量の影

響を考慮すべきことが明らかにされた。ま

た、有機物指標と無機イオン成分を組み合

わせたレーダーチャートを作成し、処分場

の特性を 7 つのグループに類型化し、視覚

的に把握する評価手法が提示された意義は

大きい。

・本研究で得られた成果や知見は、最終処分場の

監視や指導に活用できるよう検討を進めるとと

もに、適宜発表や論文にて公表してまいります。

福岡県生物多様性

戦略推進のための生

物多様性指標の開発

H26-28 ・論文化できるまで尽力していただきたい。 ・論文については現在作成を進めているところで

す。

・新たに開発した生物多様性指標を用いて、

今後の環境保全につなげてほしい。

・指標について論文化するとともに、自然観察会

で活用する予定です。

・対象分野が広範であるため、県民に対して

もっと関心のもてるフィールドに的を絞

り、基礎資料を蓄積してほしい。

・本課題ではその点を考慮して止水性湿地を対象

とした指標を作成しました。今後、森林など他

の環境についても考えていきます。

・着想はいいが、表の構成等、再検討が必要

ではないか。

・実用化にあたっては、説明などに対して工夫を

図っていきます。

・県内生物多様性指標の開発を目的とする地

道な取組みにより、所期の目的を達成して

いる。レッドリストランクの判定が国と地

域で異なり、更には調査地域間で異なるこ

と、及びその理由を知った。生物多様性に

資する調査研究は地味な課題であるが、継

続的に取り組んでいただきたい。

・引き続き記載的研究の推進、情報の収集に地道

に取り組んでいきます。

・生物多様性指標の作成は重要な課題である

と思われる。活用方法についても検討いた

だきたい。

・県保健福祉環境事務所主催の自然観察会などで

活用する予定です。

・「生物多様性」という、極めて定義の困難な

概念を指標化する試みは大変な労力と時間

を要するものと推察される。今回開発され

た止水性湿地における平均スコア法をベー

スに県民を巻き込んだ幅広い活動に発展さ

せていただきたい。

・生物多様性に関する普及啓発事業は、今後も県

内各地で展開していくことから、今回作成した

指標など様々なものを活用し、正しい知識の普

及に貢献していきたいと考えています。

 

福岡県における侵

略的外来種の定着状

況把握とその影響評

価

H26-28 ・経年的な変化も継続して調査していただき

たい。

・外来種の定着状況の経年的な把握は、防除対策

を立てるうえで重要な情報ですので、特定外来

生物を中心に、継続的な調査を実施していきた

いと考えています。

・包括的な外来種リストができたことと思い

ます。新規課題につながったものと思われ

ます。

・侵略的外来種リスト作成後の展開として、新規

研究課題「侵略的外来種の防除手法に関する研

究」を立ち上げました。新規研究課題では、侵

略的外来種リストで防除の優先度が高いと判断

された種について、防除マニュアルの作成を予

定しています。これらをセットにして普及させ

ることで、外来種対策の推進を図りたいと考え

ています。

・略的外来種の増加が注目されているので、

その拡大防止対策も検討して欲しい。

・侵略的外来種の拡大を防止するためには、県民

一人ひとりが「外来種被害予防三原則：入れな

い・捨てない・拡げない」を遵守することが最

も効果的です。そのため、県ホームページ等で

情報発信するなど、県民への啓発に努めていき

ます。

・福岡県内における侵略的外来種の明確化と

網羅的なリストアップにより定着状況を把

握できたことは、これらの防除対策に資す

るものであろう。本調査研究は計画に沿っ

た当初の目的を達成している。今後、新た

な侵略的外来種が出現する可能性もあり、

防除対策まで視野に入れた調査研究に継続

的に取り組んでいただきたい。

・経済のグローバル化が進む中で、新たな侵略的

外来種が今後ますます増加するものと予想され

ます。そのため、侵略的外来種の定着状況や防

除手法に関する研究については、今後も継続的

に実施していく必要があると考えています。

・作成された侵略的外来種リストの活用方法

についてもしっかり検討していただきた

い。広く活用されることが重要である。

・各市町村の外来種防除対策の一助とするため

に、リスト冊子を市町村環境部局に配布すると

ともに、外来種に関する研修を行うなど、普及

啓発に努めていきます。

・本県の生物多様性戦略の重要な要素とし

て、侵略的外来種の抑制があげられるが、

その第一歩として、県内に定着している全

外来種について、スコア法による侵略性の

カテゴライズとリストアップが完了した。

これは、全国初の実績であり、生物多様性

戦略の展開や外来種防除計画の策定に大き

な力となる。次期テーマ｢侵略的外来種の防

除方法に関する研究」とあいまって、市町

村や多くの県民を巻き込んだ幅広く、長期

的な運動に発展することを期待します。

・侵略的外来種リストの中で、防除の優先度が高

いと判断された種には、アライグマやブラジル

チドメグサなど、市町村からの防除要望が高い

種が多く含まれています。そのため、関係市町

村と協力しながら、地元住民等とも連携し、幅

広く効果的な防除活動を実施していきたいと考

えています。
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別表３ 平成２９年度継続研究課題（中間年）に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

油症等のダイオキ

シン類による人体影

響と遺伝要因との関

連の解明に関する研

究

－家族間のダイオキ

シン類濃度と健康影

響の解析－

H28-30 ・既存データを含めビッグデータを形成し、

生体影響に関する解析を進めていただきた

い。

・血液中のダイオキシン類データと油症検診デー

タをデータベースに蓄積しており、生体影響の

解析に取り組んでいるところです。

・順調にすすんでいる。 ・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

・大変根気が必要な研究であるが、県の独自

性の高いテーマだけに、成果を期待してい

る。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

・長期・継続的に取り組むべき研究課題であ

り、当初計画通りに進捗している。油症被

害者の根本的な課題解決に資する研究成果

を期待したい。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

・現在も継続している課題であり、研究の意

義は大きいと思われる。最終年度に向けて

研究成果の活用方法や意義についてもさら

に明確に提示していただきたい。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。研究成果の活用は

研究費報告書に留まらず、油症研究班ホームペ

ージ、や油症相談員を通じ油症患者さんへ報告

してまいります。

・本県特有のテーマである油症に関連し、九

大・北大・福岡市立こども病院との密接な

連携のもと、膨大なダイオキシン関連のデ

ータベースが構築された結果、疫学データ・

遺伝子情報との比較分析によって、今後、

生体影響の解明が進展すると期待される。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

（環境関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

福岡県における平常

時の放射線・放射能

の実態把握と上昇要

因の解析

H28-30 ・バックグラウンド値として、データの収集

を加速していただき、周辺県の結果と比較

検討していただきたい。 

・周辺県のデータと比較するとともに、データの

収集を含め今後も調査を継続してまいります。

・順調にすすんでいる。 ・今後もデータ蓄積を行い、要因解析を行ってま

いります。

・将来の原子力政策とも関連する反面、緊急

時の対応にとっても平時の実態把握が基礎

になる。精度の高い解析手法を期待してい

る。

・β 線や γ 線の調査による平常時の実態把握を基

礎として、今後も調査、解析を継続してまいり

ます。

・降雪の影響か定かでないが、データが正規

分布をしていない。検討が必要と思われる。

・降雪時のデータ数が少ないことも一因と思われ

ます。今後も調査を継続し、降雪日を分けるな

どして、関連性について検討してまいります。

・本件、ほぼ研究計画通りに進捗している。

環境保全に関わる行政ニーズに応えるべ

く、後年度予定の課題解決に鋭意取り組ん

でいただきたい。

・来年度以降は β 線や γ 線の変動実態を基に平常

時の状況を明らかにし、今後、緊急時に対応で

きるよう知見を蓄積してまいります。

・より多くのデータを蓄積することで精度が

上がると思われる。

・過去のデータを蓄積し解析することは非常に重

要であり、今後も継続して取り組んでまいりま

す。
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別表３ 平成２９年度継続研究課題（中間年）に対する委員会の意見とその対応

（保健関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

油症等のダイオキ

シン類による人体影

響と遺伝要因との関

連の解明に関する研

究

－家族間のダイオキ

シン類濃度と健康影

響の解析－

H28-30 ・既存データを含めビッグデータを形成し、

生体影響に関する解析を進めていただきた

い。

・血液中のダイオキシン類データと油症検診デー

タをデータベースに蓄積しており、生体影響の

解析に取り組んでいるところです。

・順調にすすんでいる。 ・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

・大変根気が必要な研究であるが、県の独自

性の高いテーマだけに、成果を期待してい

る。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

・長期・継続的に取り組むべき研究課題であ

り、当初計画通りに進捗している。油症被

害者の根本的な課題解決に資する研究成果

を期待したい。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

・現在も継続している課題であり、研究の意

義は大きいと思われる。最終年度に向けて

研究成果の活用方法や意義についてもさら

に明確に提示していただきたい。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。研究成果の活用は

研究費報告書に留まらず、油症研究班ホームペ

ージ、や油症相談員を通じ油症患者さんへ報告

してまいります。

・本県特有のテーマである油症に関連し、九

大・北大・福岡市立こども病院との密接な

連携のもと、膨大なダイオキシン関連のデ

ータベースが構築された結果、疫学データ・

遺伝子情報との比較分析によって、今後、

生体影響の解明が進展すると期待される。

・今後も継続してダイオキシン類の人体影響の解

明に取り組んでまいります。

（環境関係）

課題名 研究期間 意見 保健環境研究所における対応

福岡県における平常

時の放射線・放射能

の実態把握と上昇要

因の解析

H28-30 ・バックグラウンド値として、データの収集

を加速していただき、周辺県の結果と比較

検討していただきたい。 

・周辺県のデータと比較するとともに、データの

収集を含め今後も調査を継続してまいります。

・順調にすすんでいる。 ・今後もデータ蓄積を行い、要因解析を行ってま

いります。

・将来の原子力政策とも関連する反面、緊急

時の対応にとっても平時の実態把握が基礎

になる。精度の高い解析手法を期待してい

る。

・β 線や γ 線の調査による平常時の実態把握を基

礎として、今後も調査、解析を継続してまいり

ます。

・降雪の影響か定かでないが、データが正規

分布をしていない。検討が必要と思われる。

・降雪時のデータ数が少ないことも一因と思われ

ます。今後も調査を継続し、降雪日を分けるな

どして、関連性について検討してまいります。

・本件、ほぼ研究計画通りに進捗している。

環境保全に関わる行政ニーズに応えるべ

く、後年度予定の課題解決に鋭意取り組ん

でいただきたい。

・来年度以降は β 線や γ 線の変動実態を基に平常

時の状況を明らかにし、今後、緊急時に対応で

きるよう知見を蓄積してまいります。

・より多くのデータを蓄積することで精度が

上がると思われる。

・過去のデータを蓄積し解析することは非常に重

要であり、今後も継続して取り組んでまいりま

す。

 

・本県は、玄海原発事故や北朝鮮核実験の際

に、放射性物質に暴露される恐れがあり、

通常時の放射線量に関する基礎データの収

集が重要である。1 年間の β 線放射能検出

は 109 検体のうち 49 検体であるが、更なる

データ蓄積によって信頼度の高いデータベ

ースの構築が可能と考えられる。

・放射線量の上昇要因を早期に類推できるように

基礎データの収集及び解析を継続してまいりま

す。

光化学オキシダン

ト及び 生成に寄

与する に関する研

究

H28-30 ・現地観測だけでなく、室内実験により検討

することも検討していただきたい。

・室内実験による VOC の反応挙動実験について

は、文献調査等を含めて今後検討してまいりま

す。

・大気環境改善につながる結果が出てくるこ

とを期待している。

・大気環境施策に資する提言ができるよう研究を

進めてまいります。

・調査対象エリアをもう少し区分し、福岡県

内の地域特性を明らかにしてほしい。

・本研究とは別に、県内 3 ヶ所で VOC の採取・分

析を行っており、そのデータの活用も検討して

まいります。

・今後、平成 29,30 年度の研究計画に従って

課題解決を図り、光化学オキシダントや

PM2.5 の発生源となる VOC 成分を明らか

にし、対策に反映していただきたい。

・平成 28～29 年度の調査結果（VOC 濃度推移）

から光化学オキシダント及び PM2.5濃度上昇と

の関連性が明らかになりつつあります。今後は

光化学オキシダント及び PM2.5それぞれ個別事

象に対する VOC の寄与について検討してまい

ります。

・VOCが、光化学オキシダント（Oｘ）とPM2.5
生成に与える影響について、データの蓄積

と解析が行われつつあり、今後の成果に期

待する。

・平成 30 年度においてはデータの確度を上げる

ため、不足しているデータの蓄積を行います。

生物応答を用いた

水質評価に関する研

究

H28-30 ・単に河川水の WET 試験を行うだけでなく、

硝化を抑制して冬季に放流される下水処理

水の 試験も合わせて行っていただきた

い。海域に直接放流する場合の WET 試験

についても検討していただきたい。

・硝化抑制期の試験等も検討します。海域に直接

放流する場合の 試験生物につきまして国立

環境研究所の研究例を参考に海産藻類を用いた

試験を実施予定です。

・順調にすすんでいる。 ・今後も研究を推進してまいります。

・調査対象河川や事業所排水の絞り込みを行

い、福岡県の河川や流域に合った汎用性の

ある試験方法にしていただきたい。

・調査対象河川や事業所排水の実態調査を実施

し、汎用性のある試験法を目指します。

・福岡県における日本版 WET の導入に向け

て、鋭意、研究計画の推進を図っていただ

きたい。県内企業（環境電子（株））によ

り、ヒメダカを用いる水質監視装置が開発

され、全国自治体へも導入されている。技

術内容を比較検討し、研究推進の参考にし

ていただきたい。

・ヒメダカによる水質監視装置の概要を調査し、

参考にさせていただきます。今後も研究を推進

してまいります。

・最終年度に向けて研究成果の活用方法につ

いても提示していただきたい。

・日本版 WET は、新しい水質管理手法のためそ

の科学的知見がほとんどありません。そのため、

本研究のデータは日本版 WET の科学的知見の

蓄積に役立ちます。また、今後の法制化に備え、

福岡県内の河川及び事業場排水の実態調査を実

施し福岡県内における日本版 WET の導入によ

る水質改善効果の検証も期待できます。さらに、

生物応答試験は複数の化学物質の複合影響を検

知できることから、従来の個別分析では把握で

きない網羅的な水生生物へのリスク評価が可能

となり、新しい化学物質管理手法として役立ち

ます。

 

・本県は、玄海原発事故や北朝鮮核実験の際

に、放射性物質に暴露される恐れがあり、

通常時の放射線量に関する基礎データの収

集が重要である。1 年間の β 線放射能検出

は 109 検体のうち 49 検体であるが、更なる

データ蓄積によって信頼度の高いデータベ

ースの構築が可能と考えられる。

・放射線量の上昇要因を早期に類推できるように

基礎データの収集及び解析を継続してまいりま

す。

光化学オキシダン

ト及び 生成に寄

与する に関する研

究

H28-30 ・現地観測だけでなく、室内実験により検討

することも検討していただきたい。

・室内実験による VOC の反応挙動実験について

は、文献調査等を含めて今後検討してまいりま

す。

・大気環境改善につながる結果が出てくるこ

とを期待している。

・大気環境施策に資する提言ができるよう研究を

進めてまいります。

・調査対象エリアをもう少し区分し、福岡県

内の地域特性を明らかにしてほしい。

・本研究とは別に、県内 3 ヶ所で VOC の採取・分

析を行っており、そのデータの活用も検討して

まいります。

・今後、平成 29,30 年度の研究計画に従って

課題解決を図り、光化学オキシダントや

PM2.5 の発生源となる VOC 成分を明らか

にし、対策に反映していただきたい。

・平成 28～29 年度の調査結果（VOC 濃度推移）

から光化学オキシダント及び PM2.5濃度上昇と

の関連性が明らかになりつつあります。今後は

光化学オキシダント及び PM2.5それぞれ個別事

象に対する VOC の寄与について検討してまい

ります。

・VOCが、光化学オキシダント（Oｘ）とPM2.5
生成に与える影響について、データの蓄積

と解析が行われつつあり、今後の成果に期

待する。

・平成 30 年度においてはデータの確度を上げる

ため、不足しているデータの蓄積を行います。

生物応答を用いた

水質評価に関する研

究

H28-30 ・単に河川水の WET 試験を行うだけでなく、

硝化を抑制して冬季に放流される下水処理

水の 試験も合わせて行っていただきた

い。海域に直接放流する場合の WET 試験

についても検討していただきたい。

・硝化抑制期の試験等も検討します。海域に直接

放流する場合の 試験生物につきまして国立

環境研究所の研究例を参考に海産藻類を用いた

試験を実施予定です。

・順調にすすんでいる。 ・今後も研究を推進してまいります。

・調査対象河川や事業所排水の絞り込みを行

い、福岡県の河川や流域に合った汎用性の

ある試験方法にしていただきたい。

・調査対象河川や事業所排水の実態調査を実施

し、汎用性のある試験法を目指します。

・福岡県における日本版 WET の導入に向け

て、鋭意、研究計画の推進を図っていただ

きたい。県内企業（環境電子（株））によ

り、ヒメダカを用いる水質監視装置が開発

され、全国自治体へも導入されている。技

術内容を比較検討し、研究推進の参考にし

ていただきたい。

・ヒメダカによる水質監視装置の概要を調査し、

参考にさせていただきます。今後も研究を推進

してまいります。

・最終年度に向けて研究成果の活用方法につ

いても提示していただきたい。

・日本版 WET は、新しい水質管理手法のためそ

の科学的知見がほとんどありません。そのため、

本研究のデータは日本版 WET の科学的知見の

蓄積に役立ちます。また、今後の法制化に備え、

福岡県内の河川及び事業場排水の実態調査を実

施し福岡県内における日本版 WET の導入によ

る水質改善効果の検証も期待できます。さらに、

生物応答試験は複数の化学物質の複合影響を検

知できることから、従来の個別分析では把握で

きない網羅的な水生生物へのリスク評価が可能

となり、新しい化学物質管理手法として役立ち

ます。
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・従来の分析手法による水質管理に比べ、生

物応答による方法はより直接的かつ総括的

手法であり、リスク管理の手法として一歩

進んでいると思われる。本年度は、試験体

制の確立、感受性確認と複合影響試験を行

い、研究基盤が確立された。来年度は、こ

れに基づいて、河川水と事業場排水による

実際の生物応答試験を行う予定であり、そ

の成果を期待する。

・従来の個別分析では把握が困難な水生生物への

リスクを把握するために生物応答試験を利用し

た研究データを収集してまいります。なお、現

在は、河川水と事業場排水の試験を実施してお

ります。

英彦山ブナ林生体

系の保全・復元に関

する研究

H28-30 ・他地域でも同様の試みがなされているの

で、情報交換を進めることにより研究を加

速していただきたい。

・他地域の取組については、様々な調査研究が行

われている吉野熊野国立公園大台ヶ原などを中

心に、情報収集を行っています。今後も、他地

域でのシカ対策を参考にしながら研究を進めて

まいります。

・順調にすすんでいる。 ・今後も英彦山ブナ林生態系の保全・復元に向け

て邁進したいと思います。

・本研究成果の独創性をもう少し PR してほ

しい。

・これまでにシカ防護柵の効果検証を実施した研

究では、柵による後継樹の成長と、元々の林床

植生タイプによる成長の違いを複合的に検証し

た事例はほとんどありませんでした。次年度は

これに加えて、下草刈りや土壌かき起こしなど

の攪乱管理による影響の評価を検討しています

が、このような操作実験による効果の違いを検

証した事例もありません。今後は、本研究の独

創性をアピールするよう、留意します。

・シカ防護柵で囲った面積が狭い場合は、シ

カに無視され、生息に直接影響が少ないた

め、被害も少ないのではないかと考えられ

る。防護柵の効果判定のためには、一定の

広さが必要であると思われる。

・現在英彦山に設置しているシカ防護柵は約 1ha
です。倒木や積雪などによって柵が破損した場

所からシカが侵入したことが何度もあるため、

柵内はシカが魅力を感じる環境と考えられます

が、本研究により、1ha でも植生回復に一定の効

果があることが明らかとなっています。今後、

大規模な防護柵の設置が予定されているため、

防護柵の規模と防護効果との関係については大

規模柵の設置後に検証していきたいと思いま

す。

・防護柵の効果があったことはわかるが、ど

のような防護柵であれば効果がどの程度な

のかというところまで進めていただきた

い。また、コストと効果の兼ね合いについ

ても試算することが政策的には必要であ

る。

・防護柵については、これまでにネットの材質

（ポリエチレン製またはステンレス入り）や形

状（目合いの違い・スカートの有無）が異なる

製品を使用し、定期的なメンテナンスを重ねて

きました。製品価格と管理コストの定量的な検

証は行っていませんが、約 10 年間の管理経験

を踏まえ、本研究課題の最終報告書において、

費用対効果の高い設置方法についても言及した

いと思います。

・この種の研究は、対象となるフィールドが

大きく、関連する要因が複雑かつ多岐にわ

たるため、多くの困難が伴うと推察される。

当県が誇る英彦山ブナ林生態系の保全・復

元に果敢に挑戦されたチームの皆さんの勇

気に改めて敬意を表します。全国的にシカ・

イノシシ等の野生動物による植生被害が拡

大する中、捕獲、解体、保存、流通、品質

管理等の一貫システムを作り、福岡県の新

たな産業として育成することを提案されて

はどうか。

・本研究では、シカ防護柵の効果検証を主な目的

としているため、シカの捕獲に関する研究は行

っていません。しかしながら、本研究と連動し

ながら実施している環境部自然環境課の事業で

は、英彦山と犬ヶ岳地域でシカの捕獲を行って

おり、捕獲個体の一部を周辺市町の食肉加工施

設に譲渡しています。これらの市町では、地域

活性のためにシカ・イノシシ肉の積極的な活用

を推進していることから、農林水産部畜産課と

も連携して、獣肉の利活用に関する情報交換を

進めていきたいと思います。
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・従来の分析手法による水質管理に比べ、生

物応答による方法はより直接的かつ総括的

手法であり、リスク管理の手法として一歩

進んでいると思われる。本年度は、試験体

制の確立、感受性確認と複合影響試験を行

い、研究基盤が確立された。来年度は、こ

れに基づいて、河川水と事業場排水による

実際の生物応答試験を行う予定であり、そ

の成果を期待する。

・従来の個別分析では把握が困難な水生生物への

リスクを把握するために生物応答試験を利用し

た研究データを収集してまいります。なお、現

在は、河川水と事業場排水の試験を実施してお

ります。

英彦山ブナ林生体

系の保全・復元に関

する研究

H28-30 ・他地域でも同様の試みがなされているの

で、情報交換を進めることにより研究を加

速していただきたい。

・他地域の取組については、様々な調査研究が行

われている吉野熊野国立公園大台ヶ原などを中

心に、情報収集を行っています。今後も、他地

域でのシカ対策を参考にしながら研究を進めて

まいります。

・順調にすすんでいる。 ・今後も英彦山ブナ林生態系の保全・復元に向け

て邁進したいと思います。

・本研究成果の独創性をもう少し PR してほ

しい。

・これまでにシカ防護柵の効果検証を実施した研

究では、柵による後継樹の成長と、元々の林床

植生タイプによる成長の違いを複合的に検証し

た事例はほとんどありませんでした。次年度は

これに加えて、下草刈りや土壌かき起こしなど

の攪乱管理による影響の評価を検討しています

が、このような操作実験による効果の違いを検

証した事例もありません。今後は、本研究の独

創性をアピールするよう、留意します。

・シカ防護柵で囲った面積が狭い場合は、シ

カに無視され、生息に直接影響が少ないた

め、被害も少ないのではないかと考えられ

る。防護柵の効果判定のためには、一定の

広さが必要であると思われる。

・現在英彦山に設置しているシカ防護柵は約 1ha
です。倒木や積雪などによって柵が破損した場

所からシカが侵入したことが何度もあるため、

柵内はシカが魅力を感じる環境と考えられます

が、本研究により、1ha でも植生回復に一定の効

果があることが明らかとなっています。今後、

大規模な防護柵の設置が予定されているため、

防護柵の規模と防護効果との関係については大

規模柵の設置後に検証していきたいと思いま

す。

・防護柵の効果があったことはわかるが、ど

のような防護柵であれば効果がどの程度な

のかというところまで進めていただきた

い。また、コストと効果の兼ね合いについ

ても試算することが政策的には必要であ

る。

・防護柵については、これまでにネットの材質

（ポリエチレン製またはステンレス入り）や形

状（目合いの違い・スカートの有無）が異なる

製品を使用し、定期的なメンテナンスを重ねて

きました。製品価格と管理コストの定量的な検

証は行っていませんが、約 10 年間の管理経験

を踏まえ、本研究課題の最終報告書において、

費用対効果の高い設置方法についても言及した

いと思います。

・この種の研究は、対象となるフィールドが

大きく、関連する要因が複雑かつ多岐にわ

たるため、多くの困難が伴うと推察される。

当県が誇る英彦山ブナ林生態系の保全・復

元に果敢に挑戦されたチームの皆さんの勇

気に改めて敬意を表します。全国的にシカ・

イノシシ等の野生動物による植生被害が拡

大する中、捕獲、解体、保存、流通、品質

管理等の一貫システムを作り、福岡県の新

たな産業として育成することを提案されて

はどうか。

・本研究では、シカ防護柵の効果検証を主な目的

としているため、シカの捕獲に関する研究は行

っていません。しかしながら、本研究と連動し

ながら実施している環境部自然環境課の事業で

は、英彦山と犬ヶ岳地域でシカの捕獲を行って

おり、捕獲個体の一部を周辺市町の食肉加工施

設に譲渡しています。これらの市町では、地域

活性のためにシカ・イノシシ肉の積極的な活用

を推進していることから、農林水産部畜産課と

も連携して、獣肉の利活用に関する情報交換を

進めていきたいと思います。

 

別表４ 保健環境研究所の研究分野に対する委員会の意見とその対応

【保健関係】

分 野 意見 保健環境研究所における対応

感染症の発生拡大防止及

び食品の安全性確保に関す

る研究

・県民の健康保持に関わる重要な課題であるので、

今後も継続して検討していただきたい。

・今後も県民の健康保持に係わる問題点を洗い出

し、研究を進めてまいります。

・包括的に研究が推進されている。 ・保健医療介護分野だけで無く、農政分野までを含

めた鶏から鶏肉に至る包括的な調査研究を実施

してまいります。

・県民への貢献度と福岡県の特徴を明示していた

だきたい。

・得られた研究成果については講演会などを通じて

県民へ広く情報還元すると同時に、鶏肉消費の多

い福岡県における食中毒事例数を減らすために

も重要な研究課題と考えております。

・これまでの研究開発により、緊急発症する感染症

に対処・対応するための研究成果が得られてい

る。今後とも、発生予測が困難な感染症に対して

も的確かつ十分に対処するための研究開発に継

続的に取り組んでいただきたい。

・アジアに距離的に近いこと、九州内における人口

密集地であることなどから海外や県外からの持

ち込みなどにも備え、今後とも健康危機管理事例

の平常時の監視及び緊急時の迅速な対応に関す

る研究を推進してまいります。

・地域的特性を踏まえた研究テーマの設定がなさ

れており、成果が期待される。

・九州は鶏肉生産量が全国有数であると同時に、福

岡県は有数な鶏肉消費県であることから、鶏肉に

由来する食中毒を低減するための研究を積極的

に推進してまいります。

・県民の健康・安全に密接にかかわるテーマであ

り、今後とも継続更に強化していただきたい。新

規テーマである種鶏等における食中毒原因細菌

に関する研究とノロウイルスによる感染症に関

する研究も県民の食生活に直接関係するテーマ

であり、迅速に結果を出していただくことを期

待する。

・今後とも県民の健康･安全に密接に関連した研究

課題について積極的に取り組んでまいります。

ダイオキシン類、有害化

学物質による健康被害の防

止とその対策に関する研究

・有害物質による健康被害を抑制するために、今

後も継続して検討していただきたい。

・今後も測定技術の開発、改良を行いながら研究を

継続していく考えです。

・包括的に研究が推進されている。 ・化学物質をすべて網羅することは困難ですが、重

要性が高いものから順次調査対象に加えてまい

ります。

・県民への貢献度と福岡県の特徴を明示していた

だきたい。

・油症研究で培った技術を県民の健康と安全な生活

環境の維持に役立ててまいります。

・当該研究分野については、これまでにも社会的な

要請に応えるテーマに取り組み、所期の成果が

得られています。今後とも、これまでの蓄積をベ

ースにして、健康被害者に関する根本的な課題

解決を目指して取り組んでいただきたい。

・健康被害の根本解決の道のりは険しいですが、研

究成果の積み重ねによって、症状を緩和するため

の処方が見つかり、毒性発現のメカニズムも解明

が進みました。行政施策に役立つ調査研究データ

を引き続き提供してまいります。

・化学物質への関心は高まり規制の強化も進む中

で、重要なテーマに取り組んでいる。

・法規制の強化が環境汚染度や人体への曝露量に反

映されるか、推移を注視してまいります。

・環境関係（ダイオキシン類）と共に、福岡県が優

先的かつ長期的視点で取り組むべき課題と考え

ます。

・これまでに福岡県は油症被害や公害問題の解決に

独自に取り組んできた経緯があります。行政課題

として今後も重要と認識しています。
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地域保健情報の解析、評

価及び活用に関する研究
・膨大なデータから真に意味のある情報を抽出で

きるように、今後も継続して検討していただき

たい。

・ご指摘のとおり検討して行きたいと考えていま

す。

・施策に有用な研究がトピックを変えながら継続

的に実施されている。

・今後も行政ニーズに答えられる研究を行いたいと

考えています。

・県民への貢献度と福岡県の特徴を明示していた

だきたい。

・当県の保健情報を詳細に解析し，県民へ提示して

いきたいと考えています。

・地域保健情報については、所要のデータ収集、

解析、情報発信など、適切に行われています。

今後とも、県内にとどまらず、出来れば全国的

な規模で情報交換・共有化を図って頂きたい。

・全国から見た県内の特徴などを明らかにし，そ

の成果を関係機関と共有することにより施策へ

反映していくことを目指してまいります。

・高齢化の進展、医療費の増加ニーズの多様化な

どに対応するための基礎的情報の収集や活用に

むけた研究がなされている。地域医療システム

の構築にも有意義な成果が期待できる。

・有意義な成果が出るよう努めてまいります。

・地味な研究テーマであり、研究成果の評価が難

しく、方法論的にも未確立の分野であるが、一

方ビッグデータはある意味で宝の山とも言える

ので、大いなる成果を期待しています。

・当所にとっても新しい研究分野であり，有意義な

成果が出るよう努めてまいります。

 
【環境関係】 

分 野 意見 保健環境研究所における対応

ダイオキシン類、有害化

学物質による環境汚染の防

止とその対策に関する研究

・生態系の保全、特に海域での水産対象魚介類の減少

に、有害化学物質が寄与している可能性の有無につ

いて、今後も継続して検討していただきたい。

・化学物質環境実態調査等を継続して実施し、化

学物質による環境影響を引き続き調査します。

・様々な物質について研究が推進されている。 ・多種多様の化学物質についての研究を継続し

て実施します。

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・ダイオキシン類や有害化学物質の県内調査を

継続し、健康や環境保全のために貢献します。

・環境問題となっている有害化学物質の分析法を開

発し、環境汚染対策に有用な情報提供をしていま

す。今後とも、新たに開発された迅速・高精度分析

方法を活用して、的確且つ有効な汚染対策が提示さ

れることを期待したい。

・開発した分析法を用いて化学物質の実態調査

を行い、必要に応じ汚染の原因究明及び対策に

ついての調査を行ってまいります。

・化学物質への関心が高まり規制の強化も進む中で、

重要なテーマに取り組んでいる。

・POPs 条約等で規制が強化される化学物質につ

いて、継続して調査を実施します。

・保健関係（ダイオキシン類）と同様、福岡県が重点

的に取り組むべき課題と考える。新規テーマ「マル

チコプターによる環境情報モニタリング」は全く新

しいアプローチであり、斬新な成果を期待したい。

・ダイオキシン類の調査研究は、測定技術の維

持・向上を図り、継続して取り組みます。新規

テーマについては、県内の様々な環境情報を俯

瞰できる技術を確立するよう、研究を推進して

まいります。

大気環境の保全に関する

研究
・現地調査とシミュレーションを併用して効率的な

大気環境保全を図れるように今後も継続して検討

していただきたい。

・観測の充実とシミュレーションモデルの精度

向上によって、効率的な大気環境保全が図れる

よう研究を進めてまいります。

・様々な物質について研究が推進されている。 ・PM2.5 の新たな指標成分につて研究を進めて

いるところです。
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地域保健情報の解析、評

価及び活用に関する研究
・膨大なデータから真に意味のある情報を抽出で

きるように、今後も継続して検討していただき

たい。

・ご指摘のとおり検討して行きたいと考えていま

す。

・施策に有用な研究がトピックを変えながら継続

的に実施されている。

・今後も行政ニーズに答えられる研究を行いたいと

考えています。

・県民への貢献度と福岡県の特徴を明示していた

だきたい。

・当県の保健情報を詳細に解析し，県民へ提示して

いきたいと考えています。

・地域保健情報については、所要のデータ収集、

解析、情報発信など、適切に行われています。

今後とも、県内にとどまらず、出来れば全国的

な規模で情報交換・共有化を図って頂きたい。

・全国から見た県内の特徴などを明らかにし，そ

の成果を関係機関と共有することにより施策へ

反映していくことを目指してまいります。

・高齢化の進展、医療費の増加ニーズの多様化な

どに対応するための基礎的情報の収集や活用に

むけた研究がなされている。地域医療システム

の構築にも有意義な成果が期待できる。

・有意義な成果が出るよう努めてまいります。

・地味な研究テーマであり、研究成果の評価が難

しく、方法論的にも未確立の分野であるが、一

方ビッグデータはある意味で宝の山とも言える

ので、大いなる成果を期待しています。

・当所にとっても新しい研究分野であり，有意義な

成果が出るよう努めてまいります。

 
【環境関係】 

分 野 意見 保健環境研究所における対応

ダイオキシン類、有害化

学物質による環境汚染の防

止とその対策に関する研究

・生態系の保全、特に海域での水産対象魚介類の減少

に、有害化学物質が寄与している可能性の有無につ

いて、今後も継続して検討していただきたい。

・化学物質環境実態調査等を継続して実施し、化

学物質による環境影響を引き続き調査します。

・様々な物質について研究が推進されている。 ・多種多様の化学物質についての研究を継続し

て実施します。

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・ダイオキシン類や有害化学物質の県内調査を

継続し、健康や環境保全のために貢献します。

・環境問題となっている有害化学物質の分析法を開

発し、環境汚染対策に有用な情報提供をしていま

す。今後とも、新たに開発された迅速・高精度分析

方法を活用して、的確且つ有効な汚染対策が提示さ

れることを期待したい。

・開発した分析法を用いて化学物質の実態調査

を行い、必要に応じ汚染の原因究明及び対策に

ついての調査を行ってまいります。

・化学物質への関心が高まり規制の強化も進む中で、

重要なテーマに取り組んでいる。

・POPs 条約等で規制が強化される化学物質につ

いて、継続して調査を実施します。

・保健関係（ダイオキシン類）と同様、福岡県が重点

的に取り組むべき課題と考える。新規テーマ「マル

チコプターによる環境情報モニタリング」は全く新

しいアプローチであり、斬新な成果を期待したい。

・ダイオキシン類の調査研究は、測定技術の維

持・向上を図り、継続して取り組みます。新規

テーマについては、県内の様々な環境情報を俯

瞰できる技術を確立するよう、研究を推進して

まいります。

大気環境の保全に関する

研究
・現地調査とシミュレーションを併用して効率的な

大気環境保全を図れるように今後も継続して検討

していただきたい。

・観測の充実とシミュレーションモデルの精度

向上によって、効率的な大気環境保全が図れる

よう研究を進めてまいります。

・様々な物質について研究が推進されている。 ・PM2.5 の新たな指標成分につて研究を進めて

いるところです。

  

 

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・シミュレーションモデルの導入により、各発生

源の寄与を定量化できると考えています。健康

影響については、現在、健康被害を低減するた

めの情報提供を実施しているところです。

・これまでに、県域内に飛来する PM2.5 などの監視・

観測システムを整備し、その発生源・発生地域を特

定するなど、着実な研究成果が認められます。今後

は、海外機関を含む更なる広域的な情報発信や提案

が可能になることを期待する。

・大気汚染は県域内だけでなく、県域外からの汚

染物質の移流についても検討する必要があり

ます。他の地方環境研究所や他国の研究機関と

の共同研究をとおして、更なる情報発信や提案

を図ってまいります。

・PM2.5 など地域的に喫緊となっている課題に取り組

んでおり、成果が期待される。研究成果の活用など

で他研究機関や行政機関との協力体制の構築も目

指してほしい。

・PM2.5 に関しては国立環境研究所と地方環境

研究所との共同研究に参加し、全国的に連携し

て問題解決に取り組んでいるところです。環境

保全課とも密に連絡を取り合って研究を進め

てまいります。

・PM2.5 に関する研究が、着実に成果を上げていると

思います。今後、アジア大陸全域をターゲットにし

た展開によって、我が国の環境安全保障に基礎的な

情報の蓄積が得られ、国境を越えた広域環境保全施

策を講ずる上で強力な基礎資料になると考える。

・現在、導入を進めている東アジア全域を対象と

したシミュレーションモデルにより、PM2.5 や

光化学オキシダントに係る越境大気汚染や国

内汚染の寄与を定量的に明らかにすることが

できると考えています。

水環境の保全に関する研

究
・良好な水環境の創造に向けて保全のあり方を検討

していただきたい。

・良好な水環境の創造に向け、課題を抽出し、研

究を通して保全のあり方を検討してまいりま

す。

・様々な物質について研究が推進されている。 ・今後とも様々な物質について研究を推進して

まいります。

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・新規テーマでは、産業の活性化ととともに水質

汚濁防止法の遵守を目的としており、新たな水

環境のあり方を提案していきたいと思います。

また、継続課題では、新しい試験手法を導入し、

事業場排水等に含まれる生物毒性物質を把握

する試みを行っており網羅的リスク評価が期

待できます。

・県内水環境の保全に資するこれまでの研究開発は

一定の成果が得られています。今後とも、新たな研

究手法や対策技術を導入することにより、県内河川

や海域の汚染対策や環境保全のために、重要な役割

を果たしていただきたい。

・今後とも新たな研究手法、技術等を導入し、県

内の汚染対策や環境保全のために、研究を推進

してきたいと思います。

・地域の産業に直結する課題に取り組んでいる。 ・環境保全を視野に入れながら地域産業の活性

化に取り組んでいきたいと思います。

・良好な水環境は我が国が誇る天然資源の一つ。 新

規テーマである下水処理場の季別運転によって、栄

養塩類濃度をコントロールし、有明海ノリの生産性

向上を図るという着想が素晴らしく、下水処理のレ

ベルがここまで来たかと感無量である。

・良好な水環境を維持するため、新規テーマを中

心に、今後とも研究を推進していきたいと思い

ます。

廃棄物の適正処理と有効

利用に関する研究
・廃棄物の不適正処理に対する対策も合わせて検討

していただきたい。

・不適正な埋立や不法投棄地にも適用できるよ

う研究を推進してまいります。

・実態調査から対策の確立に向けて、順調に研究がす

すんでいる。

・今後とも、より一層努力してまいります。

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・最終処分場における有害ガスの発生及び浸透

水の悪化を未然に予測し、対策を講じられるよ

う研究を推進しております。
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・本研究分野は研究所だけで完結出来ない技術内容

であるので、これまでの研究成果・技術蓄積をもと

に、行政のバックアップを受けながら、廃棄物処理

現場に関わる外部機関や民間企業などとの共同事

業として取り組まれたら如何か。

・平成 30 年度から国立環境研と地方環境研の共

同研究「最終処分場ならびに不法投棄地におけ

る迅速対応調査手法の構築に関する研究」に参

加します。今後も必要に応じて、廃棄物関連の

外部機関と連携して研究を推進してまいりま

す。

・最終処分場の埋立終了が増える見通しの中で、適正

管理システムの開発など時宜を得たテーマに取り

組んでいる。ぜひとも事業化や実用化に結びつけて

いただきたい。

・今後とも、より一層福岡県の廃棄物行政に貢献

できるよう研究に取り組み、適正管理手法の実

用化に向けて努力してまいります。

・廃棄物の抑制と有効活用は今後とも重要な課題で

あり、激化しつつある国際的経済競争の中で我が国

が一歩リードできるポテンシャルを秘めていると

考える。

・廃棄物の抑制と有効活用は、重要な課題と認識

しておりますので、今後、有効利用に関する研

究の発掘に心がけてまいります。

自然環境と生物多様性の

保全に関する研究
・生物多様性の意味を明確に表すための指標につい

ても検討していただきたい。

・生物多様性の状態を計り、表現するための尺度

が生物多様性指標と考えられます。単に生物種

類数の多さだけではなく、地域の固有性や生物

間のバランスなどを踏まえた指標の開発につ

いて、今後検討を進めていきたいと考えていま

す。

・環境に関する様々な研究が幅広く展開されている。 ・福岡県生物多様性戦略第 2 期行動計画を踏ま

え、今後も、生物多様性の保全に関する研究を

推進してまいります。

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・生物多様性の保全や活用が、豊かな社会の実現

に寄与するよう調査研究を推進してまいりま

す。また、研究成果については、当所ホームペ

ージなどを通じて、広く県民に提供していきた

いと考えています。

・本研究分野は行政的にも重要な施策に関わるもの

であり、継続的に調査・研究に取り組んで頂くこと

を希望する。出来れば、地元自治体や団体などとの

共同事業として取り組めば、相乗効果が期待できる

と思われる。

・今後も長期的視点を持ちながら、生物多様性の

保全に関する調査研究を継続的に推進してま

いります。さらに、多様な主体と連携・協働し

つつ、種々の保全施策の展開を図っていきたい

と考えています。

・フィールド研究が多くなると思われ、天候などの状

況に左右される面も大きいことが予想される。研究

計画にリダンダンシーを確保し進めていただきた

い。

・担当職員が少ない中で、十分な野外調査の機会

が確保できるような研究計画の策定に努めま

す。

・長期的な視点に基づき、継続的かつ着実に成果を積

み上げていただきたい。ただ、地域的、時間的な広

がりが大きなテーマであるだけに、ラボベースの研

究とは異なった方法論の展開が必要と感じられる。

市町村や県民のボランティア等の協力も不可欠か

と思われる。

・今後の研究の方向性の一つとして、様々な生物

多様性情報を集約した地理情報システムを整

備するとともに、生物多様性を基盤とした県土

のグランドデザイン（生物多様性保全上の重要

な地域の抽出、生態系ネットワークの構築な

ど）に関する研究について検討します。また、

多様な主体との連携・協働活動を積極的に展開

するための方策について、行政や関係機関とと

もに検討してまいります。
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・本研究分野は研究所だけで完結出来ない技術内容

であるので、これまでの研究成果・技術蓄積をもと

に、行政のバックアップを受けながら、廃棄物処理

現場に関わる外部機関や民間企業などとの共同事

業として取り組まれたら如何か。

・平成 30 年度から国立環境研と地方環境研の共

同研究「最終処分場ならびに不法投棄地におけ

る迅速対応調査手法の構築に関する研究」に参

加します。今後も必要に応じて、廃棄物関連の

外部機関と連携して研究を推進してまいりま

す。

・最終処分場の埋立終了が増える見通しの中で、適正

管理システムの開発など時宜を得たテーマに取り

組んでいる。ぜひとも事業化や実用化に結びつけて

いただきたい。

・今後とも、より一層福岡県の廃棄物行政に貢献

できるよう研究に取り組み、適正管理手法の実

用化に向けて努力してまいります。

・廃棄物の抑制と有効活用は今後とも重要な課題で

あり、激化しつつある国際的経済競争の中で我が国

が一歩リードできるポテンシャルを秘めていると

考える。

・廃棄物の抑制と有効活用は、重要な課題と認識

しておりますので、今後、有効利用に関する研

究の発掘に心がけてまいります。

自然環境と生物多様性の

保全に関する研究
・生物多様性の意味を明確に表すための指標につい

ても検討していただきたい。

・生物多様性の状態を計り、表現するための尺度

が生物多様性指標と考えられます。単に生物種

類数の多さだけではなく、地域の固有性や生物

間のバランスなどを踏まえた指標の開発につ

いて、今後検討を進めていきたいと考えていま

す。

・環境に関する様々な研究が幅広く展開されている。 ・福岡県生物多様性戦略第 2 期行動計画を踏ま

え、今後も、生物多様性の保全に関する研究を

推進してまいります。

・県民への健康及び環境保全への寄与を明確にして

いただきたい。

・生物多様性の保全や活用が、豊かな社会の実現

に寄与するよう調査研究を推進してまいりま

す。また、研究成果については、当所ホームペ

ージなどを通じて、広く県民に提供していきた

いと考えています。

・本研究分野は行政的にも重要な施策に関わるもの

であり、継続的に調査・研究に取り組んで頂くこと

を希望する。出来れば、地元自治体や団体などとの

共同事業として取り組めば、相乗効果が期待できる

と思われる。

・今後も長期的視点を持ちながら、生物多様性の

保全に関する調査研究を継続的に推進してま

いります。さらに、多様な主体と連携・協働し

つつ、種々の保全施策の展開を図っていきたい

と考えています。

・フィールド研究が多くなると思われ、天候などの状

況に左右される面も大きいことが予想される。研究

計画にリダンダンシーを確保し進めていただきた

い。

・担当職員が少ない中で、十分な野外調査の機会

が確保できるような研究計画の策定に努めま

す。

・長期的な視点に基づき、継続的かつ着実に成果を積

み上げていただきたい。ただ、地域的、時間的な広

がりが大きなテーマであるだけに、ラボベースの研

究とは異なった方法論の展開が必要と感じられる。

市町村や県民のボランティア等の協力も不可欠か

と思われる。

・今後の研究の方向性の一つとして、様々な生物

多様性情報を集約した地理情報システムを整

備するとともに、生物多様性を基盤とした県土

のグランドデザイン（生物多様性保全上の重要

な地域の抽出、生態系ネットワークの構築な

ど）に関する研究について検討します。また、

多様な主体との連携・協働活動を積極的に展開

するための方策について、行政や関係機関とと

もに検討してまいります。
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